
まとめ資料比較表 〔58条 計装設備〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

3.15 計装設備【58条】 

【設置許可基準規則】 

（計装設備） 

第五十八条 発電用原子炉施設には，重大事故等が発生し，計測

機器（非常用のものを含む。）の故障により当該重大事故等に対

処するために監視することが必要なパラメータを計測すること

が困難となった場合において当該パラメータを推定するために

有効な情報を把握できる設備を設けなければならない。 

 

（解釈） 

1 第 58 条に規定する「当該重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータを計測することが困難となった場合

において当該パラメータを推定するために有効な情報を把握で

きる設備」とは，以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効

果を有する措置を行うための設備をいう。なお，「当該重大事故

等に対処するために監視することが必要なパラメータ」とは，

事業者が検討すべき炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対

策等を成功させるために把 

握することが必要な発電用原子炉施設の状態を意味する。 

ａ）設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態の

把握能力を明確にすること。（最高計測可能温度等） 

ｂ）発電用原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度等）

を超えた場合の発電用原子炉施設の状態の推定手段を整備す

ること。 

ⅰ）原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位が推定できる手

段を整備すること。 

ⅱ）原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量が推定で

きる手段を整備すること。 

ⅲ）推定するために必要なパラメータは，複数のパラメータ

の中から確からしさを考慮し，優先順位を定めておくこ

と。 

ｃ）原子炉格納容器内の温度，圧力，水位，水素濃度及び放射

線量率など想定される重大事故等の対応に必要となるパラメ

ータが計測又は監視及び記録ができること 

 

 

 

 

6.4 計装設備（重大事故等対処設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.15 計装設備【58 条】 

【設置許可基準規則】 

（計装設備） 

第五十八条  発電用原子炉施設には、重大事故等が発生し、計測

機器（非常用のものを含む。）の故障により当該重大事故等に対

処するために監視することが必要なパラメータを計測すること

が困難となった場合において当該パラメータを推定するために

有効な情報を把握できる設備を設けなければならない。 

 

（解釈） 

１ 第５８条に規定する「当該重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを計測することが困難となった場

合において当該パラメータを推定するために有効な情報を把握

できる設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の

効果を有する措置を行うための設備をいう。なお、「当該重大事

故等に対処するために監視することが必要なパラメータ」とは、

事業者が検討すべき炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対

策等を成功させるために把握することが必要な発電用原子炉施

設の状態を意味する。 

ａ）設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態の

把握能力を明確にすること。（最高計測可能温度等） 

ｂ）発電用原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度等）

を超えた場合の発電用原子炉施設の状態の推定手段を整備す

ること。 

ⅰ）原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位が推定できる手

段を整備すること。 

ⅱ）原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量が推定で

きる手段を整備すること。 

ⅲ）推定するために必要なパラメータは、複数のパラメータ

の中から確からしさを考慮し、優先順位を定めておくこ

と。 

ｃ）原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射

線量率など想定される重大事故等の対応に必要となるパラメ

ータが計測又は監視及び記録ができること。 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

3.15.1 適合方針  

重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の故

障により，当該重大事故等に対処するために監視することが必

要なパラメータを計測することが困難となった場合において，

当該パラメータを推定するために必要なパラメータを計測する

設備を設置又は保管する。 

当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラ

メータ（炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策等を成功

させるために必要な発電用原子炉施設の状態を把握するための

パラメータ）は，「「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置

者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するた

めに必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況について 

第 10.1表 重大事故等対策における手順書の概要」のうち，

「1.15 事故時の計装に関する手順等」のパラメータの選定で分

類された主要パラメータ（重要監視パラメータ及び有効監視パ

ラメータ）とする。 

 

当該パラメータを推定するために必要なパラメータは，「「実

用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及

び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力

に係る審査基準」への適合状況について 第 10.1 表重大事故等

対策における手順書の概要」のうち，「1.15 事故時の計装に関

する手順等」のパラメータの選定で分類された代替パラメータ

（重要代替監視パラメータ及び有効監視パラメータ）とする。 

 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する

設備（重大事故等対処設備）について，設計基準を超える状態

における発電用原子炉施設の状態を把握するための能力（最高

計測可能温度等（設計基準最大値等））を明確にする。 

計測範囲を第 3.15－1表に，設計基準最大値等を第 3.15－2

表に示す。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの計装設備概

要図等を第 3.15－1図，第 3.15－2図及び第 3.15－3図に示す。 

 

 

 

 

 

6.4.1 概  要 

重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の故

障により，当該重大事故等に対処するために監視することが必

要なパラメータを計測することが困難となった場合において，

当該パラメータを推定するために必要なパラメータを計測する

設備を設置又は保管する。 

当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラ

メータ（炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策等を成功

させるために必要な発電用原子炉施設の状態を把握するための

パラメータ）は，添付書類十の「第 5.1－1表 重大事故等対策

における手順書の概要」のうち，「1.15 事故時の計装に関する

手順等」のパラメータの選定で分類された主要パラメータ（重

要監視パラメータ及び有効監視パラメータ）とする。 

 

 

 

 

当該パラメータを推定するために必要なパラメータは，添付

書類十の「第 5.1－1表 重大事故等対策における手順書の概

要」のうち，「1.15 事故時の計装に関する手順等」のパラメー

タの選定で分類された代替パラメータ（重要代替監視パラメー

タ及び常用代替監視パラメータ）とする。 

 

 

 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する

設備（重大事故等対処設備）について，設計基準を超える状態

における発電用原子炉施設の状態を把握するための能力（最高

計測可能温度等（設計基準最大値等））を明確にする。 

計測範囲を第 6.4－1表に，設計基準最大値等を第 6.4－2表

に示す。 

計装設備（重大事故等対処設備）の系統概要図を第 6.4－1図

から第 6.4－6図に示す。 

 

また，電源設備の受電状態，重大事故等対処設備の運転状態

及びその他の設備の運転状態により発電用原子炉施設の状態を

補助的に監視するパラメータを補助パラメータとする。なお，

補助パラメータのうち，重大事故等対処設備を活用する手順等

3.15.1 適合方針 

重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の故

障により，当該重大事故等に対処するために監視することが必

要なパラメータを計測することが困難となった場合において，

当該パラメータを推定するために必要なパラメータを計測する

設備を設置又は保管する。 

当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラ

メータ（炉心損傷防止対策，格納容器破損防止対策等を成功さ

せるために必要な発電用原子炉施設の状態を把握するためのパ

ラメータ）は，「「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者

の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するため

に必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況について 第

10.1表 重大事故等対策における手順書の概要」のうち，「1.15 

事故時の計装に関する手順等」のパラメータの選定で分類され

た主要パラメータ（重要監視パラメータ及び有効監視パラメー

タ）とする。 

 

当該パラメータを推定するために必要なパラメータは，「「実

用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及

び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力

に係る審査基準」への適合状況について 第 10.1表 重大事故等

対策における手順書の概要」のうち，「1.15 事故時の計装に関

する手順等」のパラメータの選定で分類された代替パラメータ

（重要代替監視パラメータ及び有効監視パラメータ）とする。 

 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する

設備（重大事故等対処設備）について，設計基準を超える状態

における発電用原子炉施設の状態を把握するための能力（最高

計測可能温度等（設計基準最大値等））を明確にする。 

計測範囲を第 3.15－1表に，設計基準最大値等を第 3.15－2

表に示す。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの計装設備概

要図等を第 3.15－1図，第 3.15－2図及び第 3.15－3図に示す。 

 

また，電源設備の受電状態，重大事故等対処設備の運転状態

及びその他の設備の運転状態により発電用原子炉施設の状態を

補助的に監視するパラメータを補助パラメータとする。なお，

補助パラメータのうち，重大事故等対処設備を活用する手順等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 柏崎 6/7 は補助パラ

メータの記載なし 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

3.15.1.1 重大事故等対処設備 

(1) 監視機能喪失時に使用する設備 

発電用原子炉施設の状態の把握能力を超えた場合に発電用

原子炉施設の状態を推定する手段を有する設計とする。 

重要監視パラメータ又は有効監視パラメータ（原子炉圧力

容器内の温度，圧力及び水位並びに原子炉圧力容器及び原子

炉格納容器への注水量等）の計測が困難となった場合又は計

測範囲を超えた場合は，「「実用発電用原子炉に係る発電用

原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置

を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適

合状況について 第 10.1 表 重大事故等対策における手順書

の概要」のうち，「1.15 事故時の計装に関する手順等」の計

器故障時の代替パラメータによる推定又は計器の計測範囲を

超えた場合の代替パラメータによる推定の対応手段等により

推定ができる設計とする。 

 

計器故障時に，当該パラメータの他チャンネルの計器があ

る場合，他チャンネルの計器により計測するとともに，重要

代替監視パラメータが複数ある場合は，推定する重要監視パ

ラメータとの関係性がより直接的なパラメータ，検出器の種

類及び使用環境条件を踏まえた確からしさを考慮し，優先順

位を定める。推定手段及び優先順位を第 3.15－3 表に示す。 

 

(2) 計器電源喪失時に使用する設備 

非常用交流電源設備又は非常用直流電源設備の喪失等によ

り計器電源が喪失した場合において，計測設備への代替電源

設備として常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，

所内蓄電式直流電源設備又は可搬型直流電源設備を使用す

る。 

   主要な設備は，以下のとおりとする。 

・常設代替交流電源設備（6 号及び 7 号炉共用）（3.14 電源

設備） 

・可搬型代替交流電源設備（6 号及び 7 号炉共用）（3.14 電

源設備） 

の着手の判断基準として用いるパラメータについては，重大事

故等対処設備とする。重大事故等対処設備の補助パラメータの

対象を第 6.4－4表に示す。 

 

6.4.2 設計方針 

(1) 監視機能喪失時に使用する設備 

発電用原子炉施設の状態の把握能力を超えた場合に発電用

原子炉施設の状態を推定する手段を有する設計とする。 

重要監視パラメータ又は有効監視パラメータ（原子炉圧力

容器内の温度，圧力及び水位並びに原子炉圧力容器及び原子

炉格納容器への注水量等）の計測が困難となった場合又は計

測範囲を超えた場合は，添付書類十の「第 5.1－1表 重大事

故等対策における手順書の概要」のうち，「1.15 事故時の計

装に関する手順等」の計器故障時の代替パラメータによる推

定又は計器の計測範囲を超えた場合の代替パラメータによる

推定の対応手段等により推定ができる設計とする。 

 

 

 

 

計器故障時に，当該パラメータの他チャンネルの計器があ

る場合，他チャンネルの計器により計測するとともに，重要

代替監視パラメータが複数ある場合は，推定する重要監視パ

ラメータとの関係性がより直接的なパラメータ，検出器の種

類及び使用環境条件を踏まえた確からしさを考慮し，優先順

位を定める。推定手段及び優先順位を第 6.4－3表に示す。 

 

(2) 計器電源喪失時に使用する設備 

非常用交流電源設備又は非常用直流電源設備の喪失等によ

り計器電源が喪失した場合において，計測設備への代替電源

設備として常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，

所内常設直流電源設備，常設代替直流電源設備又は可搬型代

替直流電源設備を使用する。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

 

・可搬型代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

 

の着手の判断基準として用いるパラメータについては，重大事

故等対処設備とする。重大事故等対処設備の補助パラメータの

対象を第 3.15－4表に示す。 

 

3.15.1.1 重大事故等対処設備 

(1) 監視機能喪失時に使用する設備 

発電用原子炉施設の状態の把握能力を超えた場合に発電用

原子炉施設の状態を推定する手段を有する設計とする。 

重要監視パラメータ又は有効監視パラメータ（原子炉圧力

容器内の温度，圧力及び水位並びに原子炉圧力容器及び原子

炉格納容器への注水量等）の計測が困難となった場合又は計

測範囲を超えた場合は，「「実用発電用原子炉に係る発電用原

子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を

実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合

状況について 第 10.1表 重大事故等対策における手順書

の概要」のうち，「1.15 事故時の計装に関する手順等」の計

器故障時の代替パラメータによる推定又は計器の計測範囲を

超えた場合の代替パラメータによる推定の対応手段等により

推定ができる設計とする。 

 

計器故障時に，当該パラメータの他チャンネルの計器があ

る場合，他チャンネルの計器により計測するとともに，重要

代替監視パラメータが複数ある場合は，推定する重要監視パ

ラメータとの関係性がより直接的なパラメータ，検出器の種

類及び使用環境条件を踏まえた確からしさを考慮し，優先順

位を定める。推定手段及び優先順位を第 3.15－3表に示す。 

 

(2) 計器電源喪失時に使用する設備 

非常用交流電源設備又は非常用直流電源設備の喪失等によ

り計器電源が喪失した場合において，計測設備への代替電源

設備として常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，

所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替直流電源設備又は可

搬型直流電源設備を使用する。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

 

・可搬型代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は単独申

請であり，該当しない 
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・所内蓄電式直流電源設備（3.14 電源設備） 

 

・可搬型直流電源設備（6 号及び 7 号炉共用）（3.14 電源設

備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，所内蓄

電式直流電源設備及び可搬型直流源設備については，「3.14 

電源設備」に記載する。 

 

また，代替電源設備が喪失し計測に必要な計器電源が喪失

した場合，特に重要なパラメータとして，重要監視パラメー

タ及び重要代替監視パラメータを計測する設備については，

温度，圧力，水位及び流量に係るものについて，乾電池等を

電源とした可搬型計測器により計測できる設計とする。 

 

 

 

 

なお，可搬型計測器による計測においては，計測対象の選

定を行う際の考え方として，同一パラメータにチャンネルが

複数ある場合は，いずれか 1 つの適切なチャンネルを選定し

計測又は監視するものとする。同一の物理量について，複数

のパラメータがある場合は，いずれか 1 つの適切なパラメー

タを選定し計測又は監視するものとする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型計測器 

 

・所内常設直流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・常設代替直流電源設備（10.2 代替電源設備） 

・可搬型代替直流電源設備（10.2 代替電源設備） 

 

 

 

 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

 

 

 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

 

 

 

 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，所内常

設直流電源設備，常設代替直流電源設備，可搬型代替直流電

源設備，代替所内電気設備及び燃料給油設備については，

「10.2 代替電源設備」に記載する。 

また，代替電源設備が喪失し計測に必要な計器電源が喪失

した場合，特に重要なパラメータとして，重要監視パラメー

タ及び重要代替監視パラメータを計測する設備については，

温度，圧力，水位及び流量に係るものについて，乾電池を電

源とした可搬型計測器（原子炉圧力容器及び原子炉格納容器

内の温度，圧力，水位及び流量（注水量）計測用）及び可搬

型計測器（原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の圧力，水

位及び流量（注水量）計測用）（以下「可搬型計測器」という。）

により計測できる設計とする。 

なお，可搬型計測器による計測においては，計測対象の選

定を行う際の考え方として，同一パラメータにチャンネルが

複数ある場合は，いずれか 1つの適切なチャンネルを選定し

計測又は監視するものとする。同一の物理量について，複数

のパラメータがある場合は，いずれか 1つの適切なパラメー

タを選定し計測又は監視するものとする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型計測器（原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の温

度，圧力，水位及び流量（注水量）計測用） 

・所内常設蓄電式直流電源設備（3.14 電源設備） 

・常設代替直流電源設備（3.14 電源設備） 

・可搬型直流電源設備（3.14 電源設備） 

 

 

 

 

・代替所内電気設備（3.14 電源設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，所内常

設蓄電式直流電源設備，常設代替直流電源設備，可搬型直流

電源設備及び代替所内電気設備については，「3.14 電源設備」

に記載する。 

また，代替電源設備が喪失し計測に必要な計器電源が喪失

した場合，特に重要なパラメータとして，重要監視パラメー

タ及び重要代替監視パラメータを計測する設備については，

温度，圧力，水位及び流量に係るものについて，乾電池を電

源とした可搬型計測器により計測できる設計とする。 

 

 

 

 

なお，可搬型計測器による計測においては，計測対象の選

定を行う際の考え方として，同一パラメータにチャンネルが

複数ある場合は，いずれか１つの適切なチャンネルを選定し

計測又は監視するものとする。同一の物理量について，複数

のパラメータがある場合は，いずれか１つの適切なパラメー

タを選定し計測又は監視するものとする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型計測器 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は単独申

請であり，該当しない 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，代替所内

電気設備の記載なし 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は常設代

替交流電源設備の系統

機能設備として燃料給

油設備を整理 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，代替所内

電気設備の記載なし 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

東海第二は，温度計測

機能を有する計測器と

温度計測機能を有さな

い計測器の２種類を使

用（以下，①の相違） 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 
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(3) パラメータ記録時に使用する設備 

原子炉格納容器内の温度，圧力，水位，水素濃度，放射線

量率等想定される重大事故等の対応に必要となる重要監視パ

ラメータ及び重要代替監視パラメータが計測又は監視及び記

録できる設計とする。 

重大事故等の対応に必要となるパラメータは，電磁的に記

録，保存し，電源喪失により保存した記録が失われないとと

もに帳票が出力できる設計とする。また，記録は必要な容量

を保存できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・安全パラメータ表示システム（SPDS）（データ伝送装置，

緊急時対策支援システム伝送装置及び SPDS 表示装置） 

 

 

計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様並びに重

要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを第 3.15－1

表及び第 3.15－2 表に，代替パラメータによる主要パラメー

タの推定を第 3.15－3 表に示す。また，重大事故等対処設備

を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パラメ

ータを第 3.15－4表に示す。 

 

3.15.1.1.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメ

ータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とする

ことで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限

り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り

位置的分散を図る設計とする。 

 

 

 

  重要監視パラメータを計測する設備及び重要代替監視パラメ

ータを計測する設備の電源は，共通要因によって同時に機能を

・可搬型計測器（原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の圧

力，水位及び流量（注水量）計測用） 

 

(3) パラメータ記録時に使用する設備 

原子炉格納容器内の温度，圧力，水位，水素濃度，放射線

量率等想定される重大事故等の対応に必要となる重要監視パ

ラメータ及び重要代替監視パラメータが計測又は監視及び記

録できる設計とする。 

重大事故等の対応に必要となるパラメータは，電磁的に記

録，保存し，電源喪失により保存した記録が失われないとと

もに帳票が出力できる設計とする。また，記録は必要な容量

を保存できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）（データ伝送装置，

緊急時対策支援システム伝送装置及びＳＰＤＳデータ表示装

置） 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.2.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメ

ータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とする

ことで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限

り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り

位置的分散を図る設計とする。 

重大事故等対処設備の補助パラメータは，代替する機能を有

する設計基準事故対処設備と可能な限り多様性及び独立性を有

し，位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並びに重大

事故等対処設備の補助パラメータを計測する設備の電源は，共

 

 

 

(3) パラメータ記録時に使用する設備 

原子炉格納容器内の温度，圧力，水位，水素濃度，放射線

量率等想定される重大事故等の対応に必要となる重要監視パ

ラメータ及び重要代替監視パラメータが計測又は監視及び記

録できる設計とする。 

重大事故等の対応に必要となるパラメータは，電磁的に記

録，保存し，電源喪失により保存した記録が失われないとと

もに帳票が出力できる設計とする。また，記録は必要な容量

を保存できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）（ＳＰＤＳデータ

収集サーバ，ＳＰＤＳ伝送サーバ及びＳＰＤＳデータ表示装

置） 

 

計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様並びに重

要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを第 3.15－1

表及び第 3.15－2表に，代替パラメータによる主要パラメー

タの推定を第 3.15－3表に示す。また，重大事故等対処設備

を活用する手順等の着手の判断基準として用いる補助パラメ

ータを第 3.15－4表に示す。 

 

3.15.1.1.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防

止等」に示す。 

重要代替監視パラメータを計測する設備は，重要監視パラメ

ータを計測する設備と異なる物理量の計測又は測定原理とする

ことで，重要監視パラメータを計測する設備に対して可能な限

り多様性を持った計測方法により計測できる設計とする。 

重要代替監視パラメータは重要監視パラメータと可能な限り

位置的分散を図る設計とする。 

重大事故等対処設備の補助パラメータは，代替する機能を有

する設計基準事故対処設備と可能な限り多様性及び独立性を有

し，位置的分散を図る設計とする。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並びに重大

事故等対処設備の補助パラメータを計測する設備の電源は，共

①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 柏崎 6/7 は補助パラ

メータの記載なし 

・記載方針の相違 
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損なわないよう，非常用交流電源設備に対して多様性を有する

常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電が

可能な設計とする。 

電源設備の多様性，位置的分散については「3.14 電源設備」

にて記載する。 

 

3.15.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する

設備のうち，多重性を有するパラメータの計測装置は，チャン

ネル相互を物理的，電気的に分離し，チャンネル間の独立を図

る設計とする。また，重要監視パラメータ及び重要代替監視パ

ラメータの計測装置の間においてもパラメータ相互をヒューズ

により電気的に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

 

 

 

 

 

  安全パラメータ表示システム（SPDS）は，設計基準対象施設

として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備とし

て使用することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

可搬型計測器は，通常時に接続先の系統と分離された状態で

あること及び重大事故等時は重大事故等対処設備として系統構

成をすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

 

3.15.1.1.3 共用の禁止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

安全パラメータ表示システム（SPDS）は，号炉の区分けなく

通信連絡することで，必要な情報（相互のプラント状況，運転

員の対応状況等）を共有・考慮しながら総合的な管理（事故処

理を含む。）を行うことができ，安全性の向上が図れることか

ら，6 号及び 7 号炉で共用する設計とする。 

通要因によって同時に機能を損なわないよう，非常用交流電源

設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型

代替交流電源設備から給電が可能な設計とする。 

電源設備の多様性，位置的分散については，「10.2 代替電源

設備」にて記載する。 

 

6.4.2.2 悪影響防止 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する

設備のうち，多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要

監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの計測装置の間に

おいては，パラメータ相互をヒューズ，アイソレータ等により

電気的に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

 

 

 

重大事故等対処設備の補助パラメータは，電気的に分離する

ことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，設計基準対象

施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備

として使用することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。 

可搬型計測器は，通常時に接続先の系統と分離された状態で

あること及び重大事故等時は重大事故等対処設備として系統構

成をすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通要因によって同時に機能を損なわないよう，非常用交流電源

設備に対して多様性を有する常設代替交流電源設備又は可搬型

代替交流電源設備から給電が可能な設計とする。 

電源設備の多様性，位置的分散については「3.14 電源設備」

にて記載する。 

 

3.15.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防

止等」に示す。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する

設備のうち，多重性を有するパラメータの計測装置並びに重要

監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの計測装置の間に

おいては，パラメータ相互をヒューズ，アイソレータ等により

電気的に分離することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

 

 

 

重大事故等対処設備の補助パラメータは，電気的に分離する

ことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，設計基準対象

施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備

として使用することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。 

可搬型計測器は，通常時に接続先の系統と分離された状態で

あること及び重大事故等時は重大事故等対処設備として系統構

成をすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

 

3.15.1.1.3 共用の禁止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防

止等」に示す。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，号炉の区分け

なく通信連絡することで，必要な情報（相互のプラント状況，

運転員の対応状況等）を共有・考慮しながら総合的な管理（事

故処理を含む。）を行うことができ，安全性の向上を図る設計と

する。 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 は補助パラ

メータの記載なし 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，多重性

を有するパラメータに

ついて，電気的分離によ

り悪影響防止を図って

いる 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 柏崎 6/7 は補助パラ

メータの記載なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

東海第二は共用しな

い設計としている 

・記載表現の相違 
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 また，安全パラメータ表示システム（SPDS）は，共用により

悪影響を及ぼさないよう，6 号及び 7 号炉に必要な容量を確保

するとともに，号炉の区分けなく通信連絡が可能な設計とする。 

 

3.15.1.1.4 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

常設の重大事故等対処設備のうち以下のパラメータを計測す

る設備は，設計基準事故時の計測機能と兼用しており，設計基

準事故時に使用する場合の計測範囲が，計器の不確かさを考慮

しても設計基準を超える状態において発電用原子炉施設の状態

を推定できるため，設計基準事故対処設備と同仕様の設計とす

る。 

・原子炉圧力 

・原子炉水位（広帯域） 

・原子炉水位（燃料域） 

・原子炉隔離時冷却系系統流量 

・高圧炉心注水系系統流量 

 

 

 

 

 

 

・残留熱除去系系統流量 

・格納容器内水素濃度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.2.3 容 量 等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

常設の重大事故等対処設備のうち以下のパラメータを計測す

る設備は，設計基準事故時の計測機能と兼用しており，設計基

準事故時に使用する場合の計測範囲が，計器の不確かさを考慮

しても設計基準を超える状態において発電用原子炉施設の状態

を推定できるため，設計基準事故対処設備と同仕様の設計とす

る。 

・原子炉圧力 

・原子炉水位（広帯域） 

・原子炉水位（燃料域） 

・原子炉隔離時冷却系系統流量 

・高圧炉心スプレイ系系統流量 

・低圧炉心スプレイ系系統流量 

 

 

 

 

 

・残留熱除去系系統流量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，共用に

より悪影響を及ぼさないよう，必要な容量を確保するとともに，

号炉の区分けなく通信連絡が可能な設計とする。 

 

3.15.1.1.4 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

常設の重大事故等対処設備のうち以下のパラメータを計測す

る設備は，設計基準事故時の計測機能と兼用しており，設計基

準事故時に使用する場合の計測範囲が，計器の不確かさを考慮

しても設計基準を超える状態において発電用原子炉施設の状態

を推定できるため，設計基準事故対処設備と同仕様の設計とす

る。 

・原子炉圧力 

・原子炉水位（広帯域） 

・原子炉水位（燃料域） 

・原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

・高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

・低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

 

 

 

 

 

・残留熱除去ポンプ出口流量 

・格納容器水素濃度（Ｂ系） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は単独申

請であるが，島根３号炉

と廃炉プラントである

島根１号炉を考慮して

記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，BWR-5

設計のため，低圧炉心ス

プレイ・ポンプを有する 

（以下，②の相違） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

柏崎 6/7は，設計基準

事故対処設備の格納容

器内水素濃度（２個）と

新たに設置した格納容

器内水素濃度（ＳＡ）（２

個）を重大事故等対処設

備としている。東海第二

は，設計基準事故対処設

備の格納容器内水素濃

度を重大事故等対処設

備として使用せず，新た

に設置した格納容器内
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・格納容器内雰囲気放射線レベル（D/W） 

・格納容器内雰囲気放射線レベル（S/C） 

・起動領域モニタ 

 

 

 

 

 

 

 

・平均出力領域モニタ 

・残留熱除去系熱交換器入口温度 

・残留熱除去系熱交換器出口温度 

・原子炉補機冷却水系系統流量 

・残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｄ／Ｗ） 

・格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｓ／Ｃ） 

・起動領域計装 

 

 

 

 

 

 

 

・平均出力領域計装 

・残留熱除去系熱交換器入口温度 

・残留熱除去系熱交換器出口温度 

 

・残留熱除去系海水系系統流量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

・格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ） 

・中性子源領域計装 

・中間領域計装 

 

 

 

 

 

 

・平均出力領域計装 

・残留熱除去系熱交換器入口温度 

・残留熱除去系熱交換器出口温度 

 

・残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 

水素濃度（ＳＡ）（２個）

を重大事故等対処設備

としている。島根２号炉

は，設計基準事故対処設

備の格納容器水素濃度

（Ｂ系）（１個）を重大

事故等時の耐環境性を

有する設計とすること

で重大事故等対処設備

とし，新たに設置した格

納容器水素濃度（ＳＡ）

（１個）を重大事故等対

処設備としている（以

下，③の相違） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

柏崎 6/7，東海第二

は，起動領域計装（ＳＲ

ＮＭ）を設置している

が，島根２号炉は，中性

子源領域計装（ＳＲＭ），

中間領域計装（ＩＲＭ）

を採用している（以下，

④の相違） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，原子炉

補機冷却水系系統流量

と同じ流量である残留

熱除去系熱交換器冷却

水流量を残留熱除去系

熱交換器出口温度の代

替パラメータと整理し

ている（以下，⑤の相違） 

 

・設備の相違 
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・高圧炉心注水系ポンプ吐出圧力 

・残留熱除去系ポンプ吐出圧力 

 

 

 

 

 

 

 

 

・格納容器内酸素濃度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA 広域） 

・高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力 

・残留熱除去系ポンプ吐出圧力 

 

 

 

 

 

・低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域） 

・高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

・残留熱除去ポンプ出口圧力 

 

 

 

 

 

・低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

 

 

・格納容器酸素濃度（Ｂ系） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，サプレ

ッション・プール水位

（ＳＡ）の重要代替監視

パラメータとして整理

している（以下，⑥の相

違） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

柏崎 6/7は，設計基準

事故対処設備の格納容

器内酸素濃度（２個）を

重大事故等対処設備と

している。東海第二は，

設計基準事故対処設備

の格納容器内酸素濃度

を重大事故等対処設備

として使用せず，新たに

設置した格納容器酸素

濃度（ＳＡ）（２個）を

重大事故等対処設備と

している。島根２号炉

は，設計基準事故対処設

備の格納容器酸素濃度

（Ｂ系）（１個）を重大

事故等時の耐環境性を

有する設計とすること

で重大事故等対処設備

とし，新たに設置した格

納容器酸素濃度（ＳＡ）

（１個）を重大事故等対

処設備としている（以

下，⑦の相違） 

 

・設備の相違 
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常設の重大事故等対処設備のうち以下のパラメータを計測す

る設備は，計器の不確かさを考慮しても設計基準を超える状態

において発電用原子炉施設の状態を推定できる設計とする。 

・原子炉圧力容器温度 

・原子炉圧力（SA） 

・原子炉水位（SA） 

 

・高圧代替注水系系統流量 

 

・復水補給水系流量（RHR A 系代替注水流量） 

・復水補給水系流量（RHR B 系代替注水流量） 

・復水補給水系流量（格納容器下部注水流量） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設の重大事故等対処設備のうち以下のパラメータを計測す

る設備は，計器の不確かさを考慮しても設計基準を超える状態

において発電用原子炉施設の状態を推定できる設計とする。 

・原子炉圧力容器温度 

・原子炉圧力（ＳＡ） 

・原子炉水位（ＳＡ広帯域） 

・原子炉水位（ＳＡ燃料域） 

・高圧代替注水系系統流量 

 

・低圧代替注水系原子炉注水流量（常設ライン用） 

・低圧代替注水系原子炉注水流量（常設ライン狭帯域用） 

・低圧代替注水系原子炉注水流量（可搬ライン用） 

・低圧代替注水系原子炉注水流量（可搬ライン狭帯域用） 

・低圧代替注水系格納容器スプレイ流量（常設ライン用） 

・低圧代替注水系格納容器スプレイ流量（可搬ライン用） 

・低圧代替注水系格納容器下部注水流量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設の重大事故等対処設備のうち以下のパラメータを計測す

る設備は，計器の不確かさを考慮しても設計基準を超える状態

において発電用原子炉施設の状態を推定できる設計とする。 

・原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

・原子炉圧力（ＳＡ） 

・原子炉水位（ＳＡ） 

 

・高圧原子炉代替注水流量 

 

・代替注水流量（常設） 

・低圧原子炉代替注水流量 

・低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

・格納容器代替スプレイ流量 

・ペデスタル代替注水流量 

・ペデスタル代替注水流量（狭帯域用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【東海第二】 

島根２号炉は，熱電対

の検出器，東海第二はガ

イドパルス式の検出器

の水位・温度計を設計基

準事故対処設備及び重

大事故等対処設備とし

ている（以下，⑧の相違） 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 常設注水及び可搬注

水の流量計構成の相違

（詳細は p3.15-87 に記

載） 

【東海第二】 

代替注水流量（常設）

は，超音波式流量計を採

用しており，崩壊熱相当

の低流量の計測も可能

な特徴を有しており，狭

帯域用の流量計を設置

する必要がない 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，崩壊熱

相当に絞った低流量で

原子炉注水又はペデス

タル注水する必要があ

るため，崩壊熱相当の注

水量を監視可能なよう

狭帯域用の流量計を設

置している（以下，⑨の

相違） 
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・ドライウェル雰囲気温度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・サプレッション・チェンバ気体温度 

・サプレッション・チェンバ・プール水温度 

・格納容器内圧力（D/W） 

・格納容器内圧力（S/C） 

・サプレッション・チェンバ・プール水位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・代替循環冷却系原子炉注水流量 

・代替循環冷却系格納容器スプレイ流量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ドライウェル雰囲気温度 

 

 

 

 

 

 

・格納容器下部水温 

 

 

・サプレッション・チェンバ雰囲気温度 

・サプレッション・プール水温度 

・ドライウェル圧力 

・サプレッション・チェンバ圧力 

・サプレッション・プール水位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・残留熱代替除去系原子炉注水流量 

・残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ドライウェル温度（ＳＡ） 

・ペデスタル温度（ＳＡ） 

 

 

 

 

 

・ペデスタル水温度（ＳＡ） 

 

 

・サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ） 

・サプレッション・プール水温度（ＳＡ） 

・ドライウェル圧力（ＳＡ） 

・サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

・サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

 

・ドライウェル水位 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，東海第

二の代替循環冷却系と

同様な設備である残留

熱代替除去系を 50 条の

重大事故等対処設備に

整理しており流量計を

記載しているが，柏崎

6/7 は流量計を記載し

ていない（以下，⑩の相

違） 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

柏崎 6/7，東海第二

は，ドライウェル雰囲気

温度にペデスタル温度

を含んだパラメータと

している 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，原子炉

圧力容器破損判断のた

め，ペデスタル水温度

（ＳＡ）を設置している

（以下，⑪の相違） 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，ＲＰＶ

破損前に原子炉格納容

器下部に溶融炉心の冷

却に必要な水量の事前

注水の把握のため，重大

事故等対処設備として

いる（以下，⑫の相違） 
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・格納容器下部水位 

・格納容器内水素濃度（SA） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・復水補給水系温度（代替循環冷却） 

 

 

 

 

 

 

・フィルタ装置水位 

・フィルタ装置入口圧力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・フィルタ装置出口放射線モニタ 

・フィルタ装置水素濃度 

 

 

 

 

 

・格納容器下部水位 

・格納容器内水素濃度（ＳＡ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・代替循環冷却系ポンプ入口温度 

 

 

 

 

 

 

・フィルタ装置水位 

・フィルタ装置圧力 

・フィルタ装置スクラビング水温度 

 

 

 

 

 

 

 

 

・フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

・フィルタ装置入口水素濃度 

 

 

 

 

 

・ペデスタル水位 

・格納容器水素濃度（ＳＡ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・スクラバ容器水位 

・スクラバ容器圧力 

・スクラバ容器温度 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ③の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，格納容器

内に直接測定する水素

濃度計を設置している

が，島根２号炉は，サン

プリング式の水素濃度

計を設置している（以

下，⑬の相違） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，残留熱

代替除去系の温度を残

留熱除去系熱交換器出

口温度により確認する

整理としている（以下，

⑭の相違） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，格納容

器フィルタベント系の

運転時，事故収束時に使

用するスクラバ容器温

度を重大事故等対処設

備としている（以下，⑮

の相違） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，第１ベ

ントフィルタ出口水素

濃度を可搬型で採用し
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・フィルタ装置金属フィルタ差圧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・フィルタ装置スクラバ水 pH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・耐圧強化ベント系放射線モニタ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・耐圧強化ベント系放射線モニタ 

 

 

 

 

 

 

・緊急用海水系流量（残留熱除去系熱交換器） 

・緊急用海水系流量（残留熱除去系補機） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ている（以下，⑯の相違） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，金属フ

ィルタの閉塞のリスク

が極めて低いため，差圧

計を設置しておらず，閉

塞した場合においても

スクラバ容器圧力の上

昇傾向により確認する

整理としている（以下，

⑰の相違） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，ベント

時のスクラビング水の

水位変動を考慮しても

放射性物質の除去性能

を維持し，ベント開始後

7 日間は水補給が不要

となるよう設定してい

るため，ベント中のｐＨ

監視は不要であること

から自主対策設備とし

ている（以下，⑱の相違） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，耐圧強

化ベント系を重大事故

等対処設備としていな

い（以下，⑲の相違） 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

東海第二は，残留熱除

去系熱交換器出口温度
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・復水貯蔵槽水位（SA） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・復水移送ポンプ吐出圧力 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原子炉建屋水素濃度 

・静的触媒式水素再結合器 動作監視装置 

 

 

 

 

 

 

 

・代替淡水貯槽水位 

・西側淡水貯水設備水位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・常設高圧代替注水系ポンプ吐出圧力 

 

 

 

 

 

 

 

 

・常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力 

 

 

 

・代替循環冷却系ポンプ吐出圧力 

 

 

 

 

・原子炉建屋水素濃度 

・静的触媒式水素再結合器動作監視装置 

 

 

 

 

 

 

 

・低圧原子炉代替注水槽水位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

 

 

 

・残留熱代替除去ポンプ出口圧力 

 

 

 

 

・原子炉建物水素濃度 

・静的触媒式水素処理装置入口温度 

の代替パラメータを緊

急用海水系流量として

いるが，島根２号炉は，

残留熱除去系熱交換器

冷却水流量と整理して

いる（以下，⑳の相違） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，復水貯蔵

槽を重大事故等時の水

源として採用している

が，島根２号炉は，低圧

原子炉代替注水槽を重

大事故等時の水源とし

て採用している（以下，

㉑の相違） 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，サプレ

ッション・プール水位

（ＳＡ）の代替パラメー

タとして高圧原子炉代

替注水流量を代替パラ

メータとしている（以

下，㉒の相違） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ㉑の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，代替循環

冷却を復水補給水ポン

プを経由して注水する

ことから，その圧力計を

使用しているが，島根２
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・使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA） 

 

 

 

 

 

 

・使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

 

・使用済燃料貯蔵プール監視カメラ（使用済燃料貯蔵プール監

視カメラ用空冷装置を含む） 

 

 

 

 

 

安全パラメータ表示システム（SPDS）は，想定される重大事

故等時に発電所内の通信連絡をする必要のある場所に必要なデ

ータ量を伝送することができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型計測器は，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の温

度，圧力，水位及び流量（注水量）等の計測用として 6 号炉，

7 号炉それぞれ 1 セット 24 個（測定時の故障を想定した予備

 

 

 

 

 

・格納容器内酸素濃度（ＳＡ） 

 

 

 

・使用済燃料プール温度（ＳＡ） 

 

 

 

 

 

 

・使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

 

・使用済燃料プール監視カメラ（使用済燃料プール監視カメラ

用空冷装置を含む） 

 

重大事故等対処設備の補助パラメータは，重大事故等対処設

備を活用する手順等の着手の判断ができ，系統の目的に応じて

必要となる計測範囲を有する設計とする。 

 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，想定される重

大事故等時に発電所内の通信連絡をする必要のある場所に必要

なデータ量を伝送することができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型計測器（原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の温度，

圧力，水位及び流量（注水量）の計測用）は，1セット 20個（測

定時の故障を想定した予備 1個含む）使用する。保有数は，故

・静的触媒式水素処理装置出口温度 

 

 

 

 

・格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

 

 

 

・燃料プール水位（ＳＡ） 

 

 

 

 

 

 

・燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（Ｓ

Ａ） 

・燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメラ用冷

却設備を含む。） 

 

重大事故等対処設備の補助パラメータは，重大事故等対処設

備を活用する手順等の着手の判断ができ，系統の目的に応じて

必要となる計測範囲を有する設計とする。 

 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，想定される重

大事故等時に発電所内の通信連絡をする必要のある場所に必要

なデータ量を伝送することができる設計とする。 

第１ベントフィルタ出口水素濃度は，計器の不確かさを考慮

しても設計基準を超える状態において発電用原子炉施設の状態

を推定できる設計とする。原子炉格納容器の排出経路での水素

濃度監視用として１セット１個使用する。保有数は，故障時及

び保守点検による待機除外時のバックアップ用として１個を加

えた合計２個保管する設計とする。 

 

可搬型計測器は，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の温

度，圧力，水位及び流量（注水量）等の計測用として１セット

30個（測定時の故障を想定した予備１個含む。）使用する。保

号炉は，残留熱代替除去

ポンプを新設しており，

新規に圧力計を設置し

ている（以下，㉓の相違） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑦の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，ガイド

パルス式の検出器，柏崎

6/7，東海第二は熱電対

の検出器を採用してい

る（以下，㉔の相違） 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 柏崎 6/7 は補助パラ

メータの記載なし 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑯の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

①の相違 
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1 個含む）使用する。保有数は，故障時及び保守点検による待

機除外時のバックアップ用として 24 個（6 号及び 7 号炉共用）

を含めて合計 72 個を分散して保管する。 

 

 

 

 

 

3.15.1.1.5 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち以下

のパラメータを計測する設備は，原子炉格納容器内に設置し，

想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とす

る。 

・原子炉圧力容器温度 

・ドライウェル雰囲気温度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・サプレッション・チェンバ気体温度 

・サプレッション・チェンバ・プール水温度 

 

・格納容器下部水位 

 

 

・格納容器内水素濃度（SA） 

 

 

 

・起動領域モニタ 

 

障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として 20

個を含めて合計 40個を分散して保管する。 

可搬型計測器（原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の圧力，

水位及び流量（注水量）の計測用）は，1セット 19 個（測定時

の故障を想定した予備 1個含む）使用する。保有数は，故障時

及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として 19個

を含めて合計 38個を分散して保管する。 

 

6.4.2.4 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち以下

のパラメータを計測する設備は，原子炉格納容器内に設置し，

想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とす

る。 

・原子炉圧力容器温度 

・ドライウェル雰囲気温度 

 

 

 

 

 

 

 

・格納容器下部水温 

 

 

・サプレッション・チェンバ雰囲気温度 

・サプレッション・プール水温度 

 

・格納容器下部水位 

 

 

 

 

 

 

・起動領域計装 

 

有数は，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ

用として 30個を含めて合計 60個を保管する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

3.15.1.1.5 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち以下

のパラメータを計測する設備は，原子炉格納容器内に設置し，

想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とす

る。 

・原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

・ドライウェル温度（ＳＡ） 

・ペデスタル温度（ＳＡ） 

 

 

 

 

 

 

・ペデスタル水温度（ＳＡ） 

 

 

・サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ） 

・サプレッション・プール水温度（ＳＡ） 

・ドライウェル水位 

・ペデスタル水位 

 

 

 

 

 

 

・中性子源領域計装 

・中間領域計装 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

可搬型計測器の個数

の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は単独申

請であり，該当しない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

柏崎 6/7，東海第二

は，ドライウェル雰囲気

温度にペデスタル温度

を含んだパラメータと

している 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑪の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑫の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③，⑬の相違，設置場

所の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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・平均出力領域モニタ 

なお，起動領域モニタ及び平均出力領域モニタについては，

想定される重大事故等時初期における原子炉格納容器内の環境

条件を考慮した設計とする。 

 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち以下

のパラメータを計測する設備は，原子炉建屋原子炉区域内に設

置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設

計とする。 

・原子炉圧力 

・原子炉圧力（SA） 

・原子炉水位（広帯域） 

・原子炉水位（燃料域） 

・原子炉水位（SA） 

 

・高圧代替注水系系統流量 

・復水補給水系流量（RHR A 系代替注水流量） 

・復水補給水系流量（RHR B 系代替注水流量） 

・復水補給水系流量（格納容器下部注水流量） 

 

 

 

 

・原子炉隔離時冷却系系統流量 

・高圧炉心注水系系統流量 

・残留熱除去系系統流量 

 

 

 

 

 

 

・格納容器内圧力（D/W） 

・格納容器内圧力（S/C） 

・サプレッション・チェンバ・プール水位 

 

 

 

・平均出力領域計装 

なお，起動領域計装及び平均出力領域計装については，想定

される重大事故等時初期における原子炉格納容器内の環境条件

を考慮した設計とする。 

 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並びに重大

事故等対処設備の補助パラメータのうち以下のパラメータを計

測する設備は，原子炉建屋原子炉棟内に設置し，想定される重

大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

・原子炉圧力 

・原子炉圧力（ＳＡ） 

・原子炉水位（広帯域） 

・原子炉水位（燃料域） 

・原子炉水位（ＳＡ広帯域） 

・原子炉水位（ＳＡ燃料域） 

・高圧代替注水系系統流量 

・低圧代替注水系原子炉注水流量（常設ライン用） 

・低圧代替注水系原子炉注水流量（常設ライン狭帯域用） 

・低圧代替注水系原子炉注水流量（可搬ライン用） 

・低圧代替注水系原子炉注水流量（可搬ライン狭帯域用） 

・低圧代替注水系格納容器スプレイ流量（常設ライン用） 

・低圧代替注水系格納容器スプレイ流量（可搬ライン用） 

・低圧代替注水系格納容器下部注水流量 

・原子炉隔離時冷却系系統流量 

・高圧炉心スプレイ系系統流量 

・残留熱除去系系統流量 

・低圧炉心スプレイ系系統流量 

 

 

・代替循環冷却系原子炉注水流量 

・代替循環冷却系格納容器スプレイ流量 

 

・ドライウェル圧力 

・サプレッション・チェンバ圧力 

・サプレッション・プール水位 

・格納容器内水素濃度（ＳＡ） 

 

 

・平均出力領域計装 

なお，中性子源領域計装，中間領域計装及び平均出力領域計

装については，想定される重大事故等時初期における原子炉格

納容器内の環境条件を考慮した設計とする。 

 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並びに重大

事故等対処設備の補助パラメータのうち以下のパラメータを計

測する設備は，原子炉建物原子炉棟内に設置し，想定される重

大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

・原子炉圧力 

・原子炉圧力（ＳＡ） 

・原子炉水位（広帯域） 

・原子炉水位（燃料域） 

・原子炉水位（ＳＡ） 

 

・高圧原子炉代替注水流量 

・低圧原子炉代替注水流量 

・低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

・格納容器代替スプレイ流量 

・ペデスタル代替注水流量 

・ペデスタル代替注水流量（狭帯域用） 

 

 

・原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

・高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

・残留熱除去ポンプ出口流量 

・低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

 

 

・残留熱代替除去系原子炉注水流量 

・残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 

 

・ドライウェル圧力（ＳＡ） 

・サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

・サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

・格納容器水素濃度（ＳＡ） 

 

 

④の相違 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 は補助パラ

メータの記載なし 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑨の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑩の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

③，⑬の相違，設置場
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・格納容器内水素濃度 

 

 

・格納容器内雰囲気放射線レベル（D/W） 

・格納容器内雰囲気放射線レベル（S/C） 

・復水補給水系温度（代替循環冷却） 

 

 

・耐圧強化ベント系放射線モニタ（7 号炉） 

 

 

・残留熱除去系熱交換器入口温度 

・残留熱除去系熱交換器出口温度 

・原子炉補機冷却水系系統流量（6 号炉区分Ⅲ） 

 

 

・残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量 

 

 

 

 

 

 

 

・高圧炉心注水系ポンプ吐出圧力 

・残留熱除去系ポンプ吐出圧力 

 

 

 

・原子炉建屋水素濃度 

・静的触媒式水素再結合器 動作監視装置 

 

 

 

 

・格納容器内酸素濃度 

 

 

 

 

 

・格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｄ／Ｗ） 

・格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｓ／Ｃ） 

・代替循環冷却系ポンプ入口温度 

 

 

 

 

 

・残留熱除去系熱交換器入口温度 

・残留熱除去系熱交換器出口温度 

 

 

 

・残留熱除去系海水系系統流量（Ａ系） 

・常設高圧代替注水系ポンプ吐出圧力 

 

 

・代替循環冷却系ポンプ吐出圧力 

 

 

・原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力 

・高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力 

・残留熱除去系ポンプ吐出圧力 

・低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力 

 

 

・原子炉建屋水素濃度 

・静的触媒式水素再結合器動作監視装置 

 

・格納容器内酸素濃度（ＳＡ） 

 

 

 

 

 

・格納容器水素濃度（Ｂ系） 

 

 

・格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

・格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ） 

 

 

 

 

 

 

・残留熱除去系熱交換器入口温度 

・残留熱除去系熱交換器出口温度 

 

 

 

・残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

 

 

 

 

 

 

・原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 

・高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

・残留熱除去ポンプ出口圧力 

・低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

 

 

・原子炉建物水素濃度 

・静的触媒式水素処理装置入口温度 

・静的触媒式水素処理装置出口温度 

・格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

 

 

・格納容器酸素濃度（Ｂ系） 

 

所の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

③の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑭の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑲の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

㉒の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

設置場所の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑥の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑦の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 
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・使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA 広域） 

・使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA） 

 

・使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

 

・使用済燃料貯蔵プール監視カメラ 

 

 

 

 

 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち以下

のパラメータを計測する設備は，原子炉建屋内の原子炉区域外，

タービン建屋内又は廃棄物処理建屋内に設置し，想定される重

大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・フィルタ装置入口圧力 

 

 

 

・フィルタ装置水素濃度 

 

 

 

・使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域） 

・使用済燃料プール温度（ＳＡ） 

 

・使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

 

・使用済燃料プール監視カメラ 

・非常用窒素供給系供給圧力 

・非常用窒素供給系高圧窒素ボンベ圧力 

・非常用逃がし安全弁駆動系供給圧力 

・非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベ圧力 

 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並びに重大

事故等対処設備の補助パラメータのうち以下のパラメータを計

測する設備は，原子炉建屋廃棄物処理棟内に設置し，想定され

る重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・フィルタ装置入口水素濃度 

 

 

 

・燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

・燃料プール水位（ＳＡ） 

 

・燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（Ｓ

Ａ） 

・燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 

・ＲＣＷサージタンク水位 

 

 

 

 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並びに重大

事故等対処設備の補助パラメータのうち以下のパラメータを計

測する設備は，原子炉建物付属棟内及びその他の建物内に設置

し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計

とする。 

・代替注水流量（常設） 

 

 

 

 

・残留熱代替除去ポンプ出口圧力 

 

 

 

 

 

・スクラバ容器水位 

 

 

・スクラバ容器圧力 

・スクラバ容器温度 

 

 

 

 

 

⑦の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑧，㉔の相違 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 は補助パラ

メータの記載なし 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 は補助パラ

メータの記載なし 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑨の相違，設置場所の

相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

㉓の相違 

【東海第二】 

設置場所の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

設置場所の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑮の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑯の相違，設置場所の
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・耐圧強化ベント系放射線モニタ（6 号炉） 

 

 

 

 

 

・原子炉補機冷却水系系統流量（6 号炉区分Ⅰ，Ⅱ，7 号炉） 

 

 

 

 

 

 

・復水貯蔵槽水位（SA） 

・復水移送ポンプ吐出圧力 

 

 

 

 

 

・使用済燃料貯蔵プール監視カメラ用空冷装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

 

 

 

 

 

・残留熱除去系海水系系統流量（Ｂ系） 

 

 

 

 

 

 

・緊急用海水系流量（残留熱除去系熱交換器） 

・緊急用海水系流量（残留熱除去系補機） 

 

 

 

 

・緊急用直流 125V主母線盤電圧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・低圧原子炉代替注水槽水位 

・低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

 

 

 

 

 

・燃料プール監視カメラ用冷却設備 

 

・Ｃ－メタクラ母線電圧 

・Ｄ－メタクラ母線電圧 

・ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧 

・Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

・Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

・緊急用メタクラ電圧 

・ＳＡロードセンタ母線電圧 

・Ａ－115V系直流盤母線電圧 

・Ｂ－115V系直流盤母線電圧 

・ＳＡ用 115V系充電器盤蓄電池電圧 

・230V系直流盤（常用）母線電圧 

・Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）電圧 

・ＡＤＳ用Ｎ２ガス減圧弁二次側圧力 

・Ｎ２ガスボンベ圧力 

・ＲＣＷ熱交換器出口温度 

相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑲の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設置場所の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

設置場所の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

㉑の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑳の相違 

 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 は補助パラ

メータの記載なし 
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重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち以下

のパラメータを計測する設備は，格納容器圧力逃がし装置格納

槽内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考

慮した設計とする。 

・フィルタ装置水位  

・フィルタ装置圧力  

・フィルタ装置スクラビング水温度  

 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち以下

のパラメータを計測する設備は，常設低圧代替注水系ポンプ室

内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮

した設計とする。 

・代替淡水貯槽水位 

・常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力 

 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並びに重大

事故等対処設備の補助パラメータのうち以下のパラメータを計

測する設備は，常設代替高圧電源装置置場（地下）に設置し，

想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とす

る。 

・西側淡水貯水設備水位 

・緊急用Ｍ／Ｃ電圧 

・緊急用Ｐ／Ｃ電圧 

 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並びに重大

事故等対処設備の補助パラメータのうち以下のパラメータを計

測する設備は，原子炉建屋付属棟内に設置し，想定される重大

事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

・使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置 

・Ｍ／Ｃ ２Ｃ電圧 

・Ｍ／Ｃ ２Ｄ電圧 

・Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ電圧 

・Ｐ／Ｃ ２Ｃ電圧 

・Ｐ／Ｃ ２Ｄ電圧 

・直流 125V主母線盤２Ａ電圧 

・直流 125V主母線盤２Ｂ電圧 

・直流 125V主母線盤ＨＰＣＳ電圧 

・原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，原子炉

建物付属棟内及びその

他の建物内に整理 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，原子炉

建物付属棟内及びその

他の建物内に整理 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，原子炉

建物付属棟内及びその

他の建物内に整理） 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，原子炉

建物付属棟内及びその

他の建物内に整理 
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重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち以下

のパラメータを計測する設備は，屋外に設置し，想定される重

大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

・フィルタ装置水位 

 

 

・フィルタ装置金属フィルタ差圧 

 

 

・フィルタ装置スクラバ水 pH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち以下の

パラメータを計測する設備は，原子炉建屋屋上に設置し，想定さ

れる重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

・フィルタ装置出口放射線モニタ 

 

 

 

  安全パラメータ表示システム（SPDS）のうちデータ伝送装置

は，コントロール建屋内に設置し，想定される重大事故等時に

おける環境条件を考慮した設計とする。データ伝送装置は，想

定される重大事故等時に操作を行う必要がない設計とする。 

 

・直流±24V中性子モニタ用分電盤２Ａ電圧 

・直流±24V中性子モニタ用分電盤２Ｂ電圧 

 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち以下

のパラメータを計測する設備は，屋外に設置し，想定される重

大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ） 

 

 

・耐圧強化ベント系放射線モニタ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちデータ伝送

装置は，原子炉建屋付属棟内に設置し，想定される重大事故等

時における環境条件を考慮した設計とする。データ伝送装置は，

想定される重大事故等時に操作を行う必要がない設計とする。 

 

 

 

 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち以下

のパラメータを計測する設備は，屋外に設置し，想定される重

大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） 

 

 

 

 

 

・第１ベントフィルタ出口水素濃度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のＳＰＤＳデータ

収集サーバは，廃棄物処理建物内に設置し，想定される重大事

故等時における環境条件を考慮した設計とする。ＳＰＤＳデー

タ収集サーバは，想定される重大事故等時に操作を行う必要が

ない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

設置場所の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑰の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑱の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設置場所の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑲の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑯の相違，設置場所の

相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

設置場所の相違 
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安全パラメータ表示システム（SPDS）のうち緊急時対策支援

システム伝送装置は，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所内に設

置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設

計とする。緊急時対策支援システム伝送装置は，想定される重

大事故等時に操作を行う必要がない設計とする。 

安全パラメータ表示システム（SPDS）のうち SPDS 表示装置

は，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所内に設置し，想定される

重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。SPDS 表 

示装置の操作は，想定される重大事故等時において，設置場所

で可能な設計とする。 

可搬型計測器は，コントロール建屋内及び 5 号炉原子炉建屋

内緊急時対策所内に保管し，想定される重大事故等時における

環境条件を考慮した設計とする。可搬型計測器の操作は，想定

される重大事故等時において，設置場所で可能な設計とする。 

 

3.15.1.1.6 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

常設の重大事故等対処設備のうち，以下のパラメータを計測

する設備は設計基準対象施設として使用する場合と同じ構成で

使用できる設計とする。 

・原子炉圧力 

・原子炉水位（広帯域） 

・原子炉水位（燃料域） 

・原子炉隔離時冷却系系統流量 

・高圧炉心注水系系統流量 

・残留熱除去系系統流量 

 

 

 

・格納容器内水素濃度 

・格納容器内雰囲気放射線レベル（D/W） 

・格納容器内雰囲気放射線レベル（S/C） 

・起動領域モニタ 

 

・平均出力領域モニタ 

・残留熱除去系熱交換器入口温度 

・残留熱除去系熱交換器出口温度 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうち緊急時対策

支援システム伝送装置は，緊急時対策所建屋内に設置し，想定

される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。

緊急時対策支援システム伝送装置は，想定される重大事故等時

に操作を行う必要がない設計とする。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤＳデ

ータ表示装置は，緊急時対策所内に設置し，想定される重大事

故等時における環境条件を考慮した設計とする。ＳＰＤＳデー

タ表示装置の操作は，想定される重大事故等時において，設置

場所で可能な設計とする。 

可搬型計測器は，原子炉建屋付属棟内及び緊急時対策所建屋

内に保管し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮

した設計とする。可搬型計測器の操作は，想定される重大事故

等時において，設置場所で可能な設計とする。 

 

6.4.2.5 操作性の確保 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

常設の重大事故等対処設備のうち，以下のパラメータを計測

する設備は設計基準対象施設として使用する場合と同じ構成で

使用できる設計とする。 

・原子炉圧力 

・原子炉水位（広帯域） 

・原子炉水位（燃料域） 

・原子炉隔離時冷却系系統流量 

・高圧炉心スプレイ系系統流量 

・残留熱除去系系統流量 

・低圧炉心スプレイ系系統流量 

 

 

 

・格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｄ／Ｗ） 

・格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｓ／Ｃ） 

・起動領域計装 

 

・平均出力領域計装 

・残留熱除去系熱交換器入口温度 

・残留熱除去系熱交換器出口温度 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤＳ伝

送サーバは，緊急時対策所に設置し，想定される重大事故等時

における環境条件を考慮した設計とする。ＳＰＤＳ伝送サーバ

は，想定される重大事故等時に操作を行う必要がない設計とす

る。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤＳデ

ータ表示装置は，緊急時対策所に設置し，想定される重大事故

等時における環境条件を考慮した設計とする。ＳＰＤＳデータ

表示装置の操作は，想定される重大事故等時において，設置場

所で可能な設計とする。 

可搬型計測器は，廃棄物処理建物内及び緊急時対策所内に保

管し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設

計とする。可搬型計測器の操作は，想定される重大事故等時に

おいて，設置場所で可能な設計とする。 

 

3.15.1.1.6 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示

す。 

常設の重大事故等対処設備のうち，以下のパラメータを計測

する設備は設計基準対象施設として使用する場合と同じ構成で

使用できる設計とする。 

・原子炉圧力 

・原子炉水位（広帯域） 

・原子炉水位（燃料域） 

・原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

・高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

・残留熱除去ポンプ出口流量 

・低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

 

 

・格納容器水素濃度（Ｂ系） 

・格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

・格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ） 

・中性子源領域計装 

・中間領域計装 

・平均出力領域計装 

・残留熱除去系熱交換器入口温度 

・残留熱除去系熱交換器出口温度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

③，⑬の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

④の相違 
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・原子炉補機冷却水系系統流量 

・残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量 

・高圧炉心注水系ポンプ吐出圧力 

・残留熱除去系ポンプ吐出圧力 

 

 

 

 

 

 

・格納容器内酸素濃度 

 

 

・使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA 広域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格納容器内水素濃度及び格納容器内酸素濃度は，設計基準対

象施設として使用する場合と同じ構成で，重大事故等対処設備

として使用できる設計とする。格納容器内水素濃度及び格納容

器内酸素濃度を計測するためのサンプリング装置は，中央制御

室の操作スイッチにより操作が可能な設計とする。 

 

 

 

・残留熱除去系海水系系統流量 

・高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力 

・残留熱除去系ポンプ吐出圧力 

・原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力 

 

 

・低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力 

 

 

 

 

 

・使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域） 

 

 

 

・Ｍ／Ｃ ２Ｃ電圧 

・Ｍ／Ｃ ２Ｄ電圧 

・Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ電圧 

・Ｐ／Ｃ ２Ｃ電圧 

・Ｐ／Ｃ ２Ｄ電圧 

・直流 125V主母線盤２Ａ電圧 

・直流 125V主母線盤２Ｂ電圧 

・直流 125V主母線盤ＨＰＣＳ電圧 

・直流±24V中性子モニタ用分電盤２Ａ電圧 

・直流±24V中性子モニタ用分電盤２Ｂ電圧 

・非常用窒素供給系供給圧力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

・高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

・残留熱除去ポンプ出口圧力 

・原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 

 

 

・低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

 

 

・格納容器酸素濃度（Ｂ系） 

 

 

・燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

 

 

 

・Ｃ－メタクラ母線電圧 

・Ｄ－メタクラ母線電圧 

・ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧 

・Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

・Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

・Ａ－115V系直流盤母線電圧 

・Ｂ－115V系直流盤母線電圧 

・230V系直流盤（常用）母線電圧 

・Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）電圧 

・Ｎ２ガスボンベ圧力 

・ＲＣＷサージタンク水位 

・ＲＣＷ熱交換器出口温度 

・原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 

 

格納容器水素濃度（Ｂ系）及び格納容器酸素濃度（Ｂ系）は，

設計基準対象施設として使用する場合と同じ構成で，重大事故

等対処設備として使用できる設計とする。格納容器水素濃度（Ｂ

系）及び格納容器酸素濃度（Ｂ系）を計測するためのサンプリ

ング装置は，中央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設

計とする。 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑥の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑦の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑧の相違 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 は補助パラ

メータの記載なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

③，⑦の相違 
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常設の重大事故等対処設備のうち，以下のパラメータを計測

する設備は設計基準対象施設と兼用せず，他の系統と切り替え

ることなく使用できる設計とする。 

・原子炉圧力容器温度 

・原子炉圧力（SA） 

・原子炉水位（SA） 

 

・高圧代替注水系系統流量 

・復水補給水系流量（RHR A 系代替注水流量） 

・復水補給水系流量（RHR B 系代替注水流量） 

・復水補給水系流量（格納容器下部注水流量） 

 

 

 

 

 

 

・ドライウェル雰囲気温度 

 

 

 

 

 

 

 

 

・サプレッション・チェンバ気体温度 

・サプレッション・チェンバ・プール水温度 

・格納容器内圧力（D/W） 

・格納容器内圧力（S/C） 

 

・サプレッション・チェンバ・プール水位 

・格納容器下部水位 

 

 

 

 

 

常設の重大事故等対処設備のうち，以下のパラメータを計測

する設備は設計基準対象施設と兼用せず，他の系統と切り替え

ることなく使用できる設計とする。 

・原子炉圧力容器温度 

・原子炉圧力（ＳＡ） 

・原子炉水位（ＳＡ広帯域） 

・原子炉水位（ＳＡ燃料域） 

・高圧代替注水系系統流量 

・低圧代替注水系原子炉注水流量（常設ライン用） 

・低圧代替注水系原子炉注水流量（常設ライン狭帯域用） 

・低圧代替注水系原子炉注水流量（可搬ライン用） 

・低圧代替注水系原子炉注水流量（可搬ライン狭帯域用） 

・低圧代替注水系格納容器スプレイ流量（常設ライン用） 

・低圧代替注水系格納容器スプレイ流量（可搬ライン用） 

・低圧代替注水系格納容器下部注水流量 

・代替循環冷却系原子炉注水流量 

・代替循環冷却系格納容器スプレイ流量 

・ドライウェル雰囲気温度 

 

 

 

 

 

 

 

・格納容器下部水温 

・サプレッション・チェンバ雰囲気温度 

・サプレッション・プール水温度 

・ドライウェル圧力 

・サプレッション・チェンバ圧力 

 

・サプレッション・プール水位 

・格納容器下部水位 

中性子源領域計装及び中間領域計装は，設計基準対象施設と

して使用する場合と同じ構成で，重大事故等対処設備として使

用できる設計とする。中性子源領域計装及び中間領域計装は，

中央制御室の操作スイッチにより操作が可能な設計とする。 

 

常設の重大事故等対処設備のうち，以下のパラメータを計測

する設備は設計基準対象施設と兼用せず，他の系統と切り替え

ることなく使用できる設計とする。 

・原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

・原子炉圧力（ＳＡ） 

・原子炉水位（ＳＡ） 

 

・高圧原子炉代替注水流量 

・代替注水流量（常設） 

・低圧原子炉代替注水流量 

・低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

・格納容器代替スプレイ流量 

・ペデスタル代替注水流量 

・ペデスタル代替注水流量（狭帯域用） 

 

・残留熱代替除去系原子炉注水流量 

・残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 

・ドライウェル温度（ＳＡ） 

・ペデスタル温度（ＳＡ） 

 

 

 

 

 

 

・ペデスタル水温度（ＳＡ） 

・サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ） 

・サプレッション・プール水温度（ＳＡ） 

・ドライウェル圧力（ＳＡ） 

・サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

・ドライウェル水位 

・サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

・ペデスタル水位 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

④の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑨の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑩の相違 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

柏崎 6/7，東海第二

は，ドライウェル雰囲気

温度にペデスタル温度

を含んだパラメータと

している 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑪の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑫の相違 
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・格納容器内水素濃度（SA） 

 

 

・復水補給水系温度（代替循環冷却） 

・フィルタ装置水位 

・フィルタ装置入口圧力 

 

 

・フィルタ装置出口放射線モニタ 

 

 

 

 

・フィルタ装置金属フィルタ差圧 

 

 

・フィルタ装置スクラバ水 pH 

 

 

・耐圧強化ベント系放射線モニタ 

 

 

 

 

 

・復水貯蔵槽水位（SA） 

 

 

 

 

 

 

・復水移送ポンプ吐出圧力 

 

 

 

・原子炉建屋水素濃度 

・静的触媒式水素再結合器 動作監視装置 

・格納容器内水素濃度（ＳＡ） 

 

 

・代替循環冷却系ポンプ入口温度 

・フィルタ装置水位 

・フィルタ装置圧力 

・フィルタ装置スクラビング水温度 

 

・フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

 

・フィルタ装置入口水素濃度 

 

 

 

 

 

 

 

 

・耐圧強化ベント系放射線モニタ 

 

 

・緊急用海水系流量（残留熱除去系熱交換器） 

・緊急用海水系流量（残留熱除去系補機） 

 

・代替淡水貯槽水位 

・西側淡水貯水設備水位 

 

・常設高圧代替注水系ポンプ吐出圧力 

 

 

 

・常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力 

 

 

・代替循環冷却系ポンプ吐出圧力 

・原子炉建屋水素濃度 

・静的触媒式水素再結合器動作監視装置 

・格納容器水素濃度（ＳＡ） 

 

 

 

・スクラバ容器水位 

・スクラバ容器圧力 

・スクラバ容器温度 

 

・第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レン

ジ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・低圧原子炉代替注水槽水位 

 

 

 

 

 

 

・低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

 

 

・残留熱代替除去ポンプ出口圧力 

・原子炉建物水素濃度 

・静的触媒式水素処理装置入口温度 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

③，⑬の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑭の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑮の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑯の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑰の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑱の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑲の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑳の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

㉑の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

㉒の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

㉑の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

㉓の相違 
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・使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA） 

・使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

 

・使用済燃料貯蔵プール監視カメラ（使用済燃料貯蔵プール監

視カメラ用空冷装置を含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フィルタ装置スクラバ水 pH を計測するためのサンプリング

装置は，想定される重大事故等時に切り替えることなく使用で

きる設計とする。フィルタ装置スクラバ水 pH を計測するため

のサンプリング装置は，屋外で弁及び付属の操作スイッチによ

り操作が可能な設計とする。 

 

使用済燃料貯蔵プール監視カメラ用空冷装置は，想定される

重大事故等時に切り替えることなく使用できる設計とする。使

用済燃料貯蔵プール監視カメラ用空冷装置は，原子炉建屋内の

原子炉区域外で弁及び付属の操作スイッチにより操作が可能な

設計とする。 

 

 

 

 

 

・格納容器内酸素濃度（ＳＡ） 

 

 

・使用済燃料プール温度（ＳＡ） 

・使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

 

・使用済燃料プール監視カメラ（使用済燃料プール監視カメラ

用空冷装置を含む） 

・緊急用Ｍ／Ｃ電圧 

・緊急用Ｐ／Ｃ電圧 

・緊急用直流 125V主母線盤電圧 

・非常用窒素供給系高圧窒素ボンベ圧力 

・非常用逃がし安全弁駆動系供給圧力 

・非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベ圧力 

 

格納容器内水素濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（ＳＡ）

並びにフィルタ装置入口水素濃度は，想定される重大事故等時

に切り替えることなく使用できる設計とする。格納容器内水素

濃度（ＳＡ）及び格納容器内酸素濃度（ＳＡ）並びにフィルタ

装置入口水素濃度を計測するためのサンプリング装置は，中央

制御室の制御盤の操作スイッチにより操作が可能な設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料プール監視カメラ用空冷装置は，想定される重大

事故等時に切り替えることなく使用できる設計とする。使用済

燃料プール監視カメラ用空冷装置は，中央制御室の制御盤の操

作スイッチにより操作が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

・静的触媒式水素処理装置出口温度 

・格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

 

 

・燃料プール水位（ＳＡ） 

・燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（Ｓ

Ａ） 

・燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメラ用冷

却設備を含む。） 

・緊急用メタクラ電圧 

・ＳＡロードセンタ母線電圧 

・ＳＡ用 115V系充電器盤蓄電池電圧 

・ＡＤＳ用Ｎ２ガス減圧弁二次側圧力 

 

 

 

格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ）は，

想定される重大事故等時に切り替えることなく使用できる設計

とする。格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（Ｓ

Ａ）を計測するためのサンプリング装置は，中央制御室の操作

スイッチにより操作が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料プール監視カメラ用冷却設備は，想定される重大事故等

時に切り替えることなく使用できる設計とする。燃料プール監

視カメラ用冷却設備は，原子炉建物付属棟内で弁及び付属の操

作スイッチにより操作が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑦の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

㉔の相違 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 は補助パラ

メータの記載なし 

 

 

 

・設備の相違，記載箇所

の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

③，⑦，⑯の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑱の相違 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

東海第二は，中央制御

室で操作を行うが，島根

２号炉は現場で操作を

行う 
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フィルタ装置水素濃度は，耐圧強化ベント系と格納容器圧力

逃がし装置で兼用するものであり，想定される重大事故等時に

おいて耐圧強化ベント系を使用する際に，弁操作により，サン

プリングラインを格納容器圧力逃がし装置から耐圧強化ベント

系に速やかに切り替えられる設計とする。フィルタ装置水素濃

度を計測するためのサンプリング装置は，原子炉建屋内の原子

炉区域外で弁及び付属の操作スイッチにより操作が可能な設計

とする。 

 

 

 

 

 

安全パラメータ表示システム（SPDS）は，想定される重大事

故等時において，設計基準対象施設として使用する場合と同じ

系統構成で重大事故等対処設備として使用する設計とする。安

全パラメータ表示システム（SPDS）のうちデータ伝送装置及び

緊急時対策支援システム伝送装置は，常時伝送を行うため，通

常操作を必要としない設計とする。安全パラメータ表示システ

ム（SPDS）のうち SPDS 表示装置は，付属の操作スイッチによ

り 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所内で操作が可能な設計とす

る。 

可搬型計測器は，設計基準対象施設とは兼用しないため，想

定される重大事故等時に切り替えることなく使用できる設計と

する。可搬型計測器は，運転員等が携行して屋内のアクセスル

ートを通行できる設計とする。可搬型計測器の計装ケーブルの

接続は，ボルト・ネジ接続とし，接続規格を統一することによ

り，一般的に使用される工具を用いて確実に接続できる設計と

し，付属の操作スイッチにより設置場所で操作が可能な設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，想定される重

大事故等時において，設計基準対象施設として使用する場合と

同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する設計とす

る。安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちデータ伝

送装置及び緊急時対策支援システム伝送装置は，常時伝送を行

うため，通常操作を必要としない設計とする。安全パラメータ

表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤＳデータ表示装置は，

付属の操作スイッチにより緊急時対策所内で操作が可能な設計

とする。 

可搬型計測器は，設計基準対象施設とは兼用しないため，想

定される重大事故等時に切り替えることなく使用できる設計と

する。可搬型計測器は，重大事故等対応要員が携行して屋外・

屋内のアクセスルートを通行できる設計とする。可搬型計測器

の計装ケーブルの接続は，ボルト・ネジ接続とし，接続規格を

統一することにより，一般的に使用される工具を用いて確実に

接続できる設計とし，付属の操作スイッチにより設置場所で操

作が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ベントフィルタ出口水素濃度は，想定される重大事故等

時に切り替えることなく使用できる設計とする。第１ベントフ

ィルタ出口水素濃度は，車両による運搬，移動ができる設計と

するとともに，接続規格を統一することにより，確実に接続で

きる設計とする。第１ベントフィルタ出口水素濃度を計測する

ためのサンプリング装置は，屋外でサンプリング装置の弁及び

付属の操作スイッチにより操作が可能な設計とし，中央制御室

の操作スイッチにより操作が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，想定される重

大事故等時において，設計基準対象施設として使用する場合と

同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する設計とす

る。安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤＳ

データ収集サーバ及びＳＰＤＳ伝送サーバは，常時伝送を行う

ため，通常操作を必要としない設計とする。安全パラメータ表

示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤＳデータ表示装置は，付

属の操作スイッチにより緊急時対策所内で操作が可能な設計と

する。 

可搬型計測器は，設計基準対象施設とは兼用しないため，想

定される重大事故等時に切り替えることなく使用できる設計と

する。可搬型計測器は，運転員が携行して屋内のアクセスルー

トを通行できる設計とする。可搬型計測器の計装ケーブルの接

続は，ボルト・ネジ接続とし，接続規格を統一することにより，

一般的に使用される工具を用いて確実に接続できる設計とし，

付属の操作スイッチにより設置場所で操作が可能な設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑯の相違 

島根２号炉は，屋外及

び中央制御室で操作が

可能 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，耐圧強化

ベントに切り替えて計

測するが，島根２号炉

は，切り替えて計測しな

い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，現場運

転員が対応するが，柏崎

6/7は，中央制御室運転

員又は現場運転員が対

応するため，等が記載さ

れている 

【東海第二】 

 東海第二は，屋外から

中央制御室の移動があ

るが，島根２号炉は中央

制御室からの移動のた

め屋外のアクセスルー
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3.15.1.1.7 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する

設備は，発電用原子炉の運転中又は停止中に，模擬入力による

機能・性能の確認（特性の確認）及び校正が可能な設計とする。 

 

 

安全パラメータ表示システム（SPDS）は，発電用原子炉の運

転中又は停止中に，機能・性能の確認及び外観の確認が可能な

設計とする。 

可搬型計測器は，発電用原子炉の運転中又は停止中に，模擬

入力による性能の確認が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.3 主要設備及び仕様 

計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様並びに重要

監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを第 6.4－1表及

び第 6.4－2表に，代替パラメータによる主要パラメータの推定

を第 6.4－3表に示す。また，重大事故等対処設備を活用する手

順等の着手の判断基準として用いる補助パラメータを第 6.4－4

表に示す。 

 

 

6.4.4 試験検査 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並びに重大

事故等対処設備の補助パラメータを計測する設備は，発電用原

子炉の運転中又は停止中に，模擬入力による機能・性能の確認

（特性の確認）及び校正が可能な設計とする。 

 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，発電用原子炉

の運転中又は停止中に，機能・性能の確認及び外観の確認が可

能な設計とする。 

可搬型計測器は，発電用原子炉の運転中又は停止中に，模擬

入力による性能の確認が可能な設計とする。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.15.1.1.7 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示

す。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ並びに重大

事故等対処設備の補助パラメータを計測する設備は，発電用原

子炉の運転中又は停止中に，模擬入力による機能・性能の確認

（特性の確認）及び校正が可能な設計とする。 

 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，発電用原子炉

の運転中又は停止中に，機能・性能の確認及び外観の確認が可

能な設計とする。 

可搬型計測器は，発電用原子炉の運転中又は停止中に，模擬

入力による性能の確認が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トは記載していない 

 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 は補助パラ

メータの記載なし 
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第 3.15－1 表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様 

 

(1) 原子炉圧力容器温度 

個  数     2 

計測範囲     0～350℃ 

 

(2) 原子炉圧力 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数     3 

計測範囲     0～10MPa[gage] 

 

(3) 原子炉圧力（SA） 

個  数     1 

計測範囲     0～11MPa[gage] 

 

(4) 原子炉水位（広帯域） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数     3 

計測範囲     -3,200～3,500mm *1 

 

(5) 原子炉水位（燃料域） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数     2 

計測範囲     -4,000～1,300mm *2 

 

(6) 原子炉水位（SA） 

個  数     1 

         1 

計測範囲     -3,200～3,500mm *1 

-8,000～3,500mm *1 

 

 

 

 

 

第 6.4－1表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様 

 

(1)  原子炉圧力容器温度 

個  数     4 

計測範囲     0～500℃ 

 

(2) 原子炉圧力 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個   数    2 

計測範囲     0～10.5MPa［gage］ 

 

(3)  原子炉圧力（ＳＡ） 

個  数     2 

計測範囲     0～10.5MPa［gage］ 

 

  (4) 原子炉水位（広帯域） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数     2 

計測範囲     －3,800mm～1,500mm※１ 

 

  (5) 原子炉水位（燃料域） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数     2 

計測範囲     －3,800mm～1,300mm※２ 

 

  (6) 原子炉水位（ＳＡ広帯域） 

個  数     1 

 

計測範囲     －3,800mm～1,500mm※１ 

 

  (7) 原子炉水位（ＳＡ燃料域） 

個  数     1 

計測範囲     －3,800mm～1,300mm※２ 

 

 

第 3.15－1表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様 

 

(1) 原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

個  数     ２ 

計測範囲     ０～500℃ 

 

(2) 原子炉圧力 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装系 

個  数     ２ 

計測範囲     ０～10MPa［gage］ 

 

(3) 原子炉圧力（ＳＡ） 

個  数     １ 

計測範囲      ０～11MPa［gage］ 

 

(4) 原子炉水位（広帯域） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装系 

個  数     ２ 

計測範囲      －400～150cm ※１ 

 

(5) 原子炉水位（燃料域） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装系 

個  数     ２ 

計測範囲      －800～－300cm ※１ 

 

(6) 原子炉水位（ＳＡ） 

個  数     １ 

 

計測範囲     －900～150cm ※１ 

 

 

 

 

 

 

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る設備仕様（個数，計測

範囲）の相違  
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(7) 高圧代替注水系系統流量 

個  数     1 

計測範囲     0～300m3/h 

 

(10)復水補給水系流量（RHR A 系代替注水流量） 

個  数     1 

計測範囲         6 号炉 0～200m3/h 

7 号炉 0～150m3/h 

 

(11)復水補給水系流量（RHR B 系代替注水流量） 

個  数     1 

計測範囲      0～350m3/h 

 

(13)復水補給水系流量（格納容器下部注水流量） 

個  数     1 

計測範囲     6 号炉 0～150m3/h 

7号炉 0～100m3/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (8) 原子炉隔離時冷却系系統流量 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数     1 

計測範囲     0～300m3/h 

  (8) 高圧代替注水系系統流量 

個  数     1 

計測範囲     0～50L／s 

 

  (9) 低圧代替注水系原子炉注水流量（常設ライン用） 

個  数     1 

計測範囲     0～500m３／h 

 

 

(10) 低圧代替注水系原子炉注水流量（常設ライン狭帯域用） 

個  数     1 

計測範囲     0～80m３／h 

 

(11) 低圧代替注水系原子炉注水流量（可搬ライン用） 

個  数     1 

計測範囲     0～300m３／h 

 

(12) 低圧代替注水系原子炉注水流量（可搬ライン狭帯域用） 

個  数     1 

計測範囲     0～80m３／h 

 

(18) 低圧代替注水系格納容器スプレイ流量（常設ライン用） 

個  数     1 

計測範囲     0～500m３／h 

 

(19) 低圧代替注水系格納容器スプレイ流量（可搬ライン用） 

個  数     1 

計測範囲     0～500m３／h 

 

(20) 低圧代替注水系格納容器下部注水流量 

個  数     1 

計測範囲     0～200m３／h 

 

(14) 原子炉隔離時冷却系系統流量 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数     1 

計測範囲     0～50L／s 

(7) 高圧原子炉代替注水流量 

個  数     １ 

計測範囲     ０～150m3/h 

 

(8) 代替注水流量（常設） 

個  数     １ 

計測範囲     ０～300m3/h 

 

 

(9) 低圧原子炉代替注水流量 

個  数     ２ 

計測範囲     ０～200m3/h 

 

(10) 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 

個  数     ２ 

計測範囲     ０～50m3/h 

 

(11) 格納容器代替スプレイ流量 

個  数     ２ 

計測範囲     ０～150m3/h 

 

(12) ペデスタル代替注水流量 

個  数     ２ 

計測範囲     ０～150m3/h 

 

(13) ペデスタル代替注水流量（狭帯域用） 

個  数     ２ 

計測範囲     ０～50m3/h 

 

 

 

 

 

 (14) 原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装系 

個  数     １ 

計測範囲     ０～150m3/h 
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(9) 高圧炉心注水系系統流量 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数     2 

計測範囲     0～1,000m3/h 

 

(12)残留熱除去系系統流量 

兼用する設備は以下のとおり。 

    ・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数     3 

計測範囲     0～1,500m3/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (14)ドライウェル雰囲気温度 

個  数     2 

計測範囲     0～300℃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(15) 高圧炉心スプレイ系系統流量 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数     1 

計測範囲     0～500L／s 

 

 (16) 残留熱除去系系統流量 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数     3 

計測範囲     0～600L／s 

 

(17) 低圧炉心スプレイ系系統流量 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数     1 

計測範囲     0～600L／s 

 

 (13) 代替循環冷却系原子炉注水流量 

個  数     2 

計測範囲     0～150m３／h 

 

(21) 代替循環冷却系格納容器スプレイ流量 

個  数     2 

計測範囲     0～300m３／h 

 

(22) ドライウェル雰囲気温度 

個  数     8 

計測範囲     0～300℃ 

 

 

 

 

 

(25) 格納容器下部水温 

ペデスタル床面高さ 0m検知用※３ 

個  数     5 

計測範囲     0～500℃ 

(15) 高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装系 

個  数     １ 

計測範囲     ０～1,500m3/h 

 

 (16) 残留熱除去ポンプ出口流量 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装系 

個  数     ３ 

計測範囲     ０～1,500m3/h 

 

(17) 低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装系 

個  数     １ 

計測範囲     ０～1,500m3/h 

 

(18) 残留熱代替除去系原子炉注水流量 

個  数     １ 

計測範囲     ０～50m3/h 

 

(19) 残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 

個  数     １ 

計測範囲     ０～150m3/h 

 

(20) ドライウェル温度（ＳＡ） 

個  数     ７ 

計測範囲     ０～300℃ 

 

(21) ペデスタル温度（ＳＡ） 

個  数     ２ 

計測範囲     ０～300℃ 

 

(22) ペデスタル水温度（ＳＡ） 

個  数     ２ 

計測範囲     ０～300℃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

柏崎 6/7，東海第二

は，ドライウェル雰囲気

温度にペデスタル温度

を含んだパラメータと

している 
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(15)サプレッション・チェンバ気体温度 

個  数     1 

計測範囲     0～300℃ 

 

(16)サプレッション・チェンバ・プール水温度 

個  数     3 

計測範囲     0～200℃ 

 

(17)格納容器内圧力（D/W） 

個  数     1 

計測範囲     0～1,000kPa[abs] 

 

(18)格納容器内圧力（S/C） 

個  数     1 

計測範囲     0～980.7kPa[abs] 

 

(19)サプレッション・チェンバ・プール水位 

個  数     1 

計測範囲     -6～11m 

（T.M.S.L.-7,150～+9,850mm）*3 

 

 

 

 

 

(20)格納容器下部水位 

個  数     3 

計測範囲     +1m，+2m，+3m 

（T.M.S.L.-5,600mm，-4,600mm，

-3,600mm）*3 

 

 

 

 

ペデスタル床面高さ＋0.2m検知用※３ 

個  数     5 

計測範囲     0～500℃ 

 

 (23) サプレッション・チェンバ雰囲気温度 

個  数     2 

計測範囲     0～200℃ 

 

(24) サプレッション・プール水温度 

個  数     3 

計測範囲     0～200℃ 

 

(26) ドライウェル圧力 

個  数     1 

計測範囲     0～1MPa［abs］ 

 

(27) サプレッション・チェンバ圧力 

個  数     1 

計測範囲     0～1MPa［abs］ 

 

(28) サプレッション・プール水位 

個  数     1 

計測範囲     －1m～9m 

（EL.2,030mm～12,030mm）※４ 

 

 

 

 

 

(29) 格納容器下部水位 

ペデスタル床面高さ＋0.50m検知用※３ 

個  数     2 

計測範囲     EL.12,306mm 

ペデスタル床面高さ＋0.95m検知用※３ 

個  数     2 

計測範囲     EL.12,756mm 

ペデスタル床面高さ＋1.05m検知用※３ 

個  数     2 

 

 

 

 

(23) サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ） 

個  数     ２ 

計測範囲     ０～200℃ 

 

(24) サプレッション・プール水温度（ＳＡ） 

個  数     ２ 

計測範囲     ０～200℃ 

 

 (25) ドライウェル圧力（ＳＡ） 

個  数     ２ 

計測範囲     ０～1,000kPa［abs］ 

 

(26) サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）  

個  数     ２ 

計測範囲     ０～1,000kPa［abs］ 

 

(27) サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

個  数     １ 

計測範囲     －0.80～5.50m※２ 

 

 

(28) ドライウェル水位 

個  数     ３ 

計測範囲     －3.0m※３，－1.0m※３，＋1.0m※３ 

 

(29) ペデスタル水位 

個  数     ４ 

計測範囲     ＋0.1m※４，＋1.2m※４，＋2.4m※４， 

＋2.4m※４ 
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(21)格納容器内水素濃度 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するため

の設備 

個  数     2 

計測範囲     6 号炉 0～30vol% 

7 号炉 0～20vol%／0～100vol% 

 

(22)格納容器内水素濃度（SA） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するため

の設備 

個  数     2 

計測範囲     0～100vol% 

 

(23)格納容器内雰囲気放射線レベル（D/W） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数     2 

計測範囲     10-2～105Sv/h 

 

(24)格納容器内雰囲気放射線レベル（S/C） 

 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数     2 

計測範囲     10-2～105Sv/h 

 

 

計測範囲     EL.12,856mm 

ペデスタル床面高さ＋2.25m満水管理用※３ 

個  数     2 

計測範囲     EL.14,056mm 

ペデスタル床面高さ＋2.75m満水管理用※３ 

個  数     2 

計測範囲     EL.14,556mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30) 格納容器内水素濃度（ＳＡ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するため

の設備 

個  数     2 

計測範囲     0～100vol％ 

 

(31) 格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｄ／Ｗ） 

第 8.1－2表 放射線管理設備（重大事故等時）の主要機

器仕様に記載する。 

 

 

 

(32) 格納容器雰囲気放射線モニタ（Ｓ／Ｃ） 

第 8.1－2表 放射線管理設備（重大事故等時）の主要機

器仕様に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30) 格納容器水素濃度（Ｂ系） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装系 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するため

の設備 

個  数     １ 

計測範囲     ０～５vol％／０～100vol％ 

 

 

 (31) 格納容器水素濃度（ＳＡ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するため

の設備 

個  数     １ 

計測範囲     ０～100vol％ 

 

(32) 格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装系 

個  数     ２ 

計測範囲     10－２～10５Sv/h 

 

(33) 格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェ

ンバ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装系 

個  数     ２ 

計測範囲     10－２～10５Sv/h 
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(25)起動領域モニタ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉核計装 

個  数     10 

計測範囲     10-1～106s-1 

（1.0×103～1.0×109cm-2・s-1） 

 

 

 

 

 

0～40%又は 0～125% 

（1.0×108～2.0×1013cm-2・s-1） 

 

 

(26)平均出力領域モニタ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉核計装 

個  数     4*4 

計測範囲     0～125% 

（1.2×1012～2.8×1014cm-2・s-1） 

 

 

(27)復水補給水系温度（代替循環冷却） 

個  数     1 

計測範囲     0～200℃ 

 

(28)フィルタ装置水位 

個  数     2 

計測範囲     0～6,000mm 

 

(29)フィルタ装置入口圧力 

個  数     1 

計測範囲     0～1MPa[gage] 

 

 

 

 

(33) 起動領域計装 

兼用する設備は以下のとおり。 

・核計装 

個   数     8 

計測範囲      10－１cps～10６cps 

（1.0×10３cm－２・s－１～1.0×10９

cm－２・s－１） 

 

 

 

 

0～40％又は 0～125％ 

（1.0×10８cm－２・s－１～1.5×10１

３cm－２・s－１） 

 

(34) 平均出力領域計装 

兼用する設備は以下のとおり。 

・核計装 

個   数     2※５ 

計測範囲     0～125％ 

（1.0×10１２cm－２・s－１～1.0×10１４

cm－２・s－１） 

 

(41) 代替循環冷却系ポンプ入口温度 

個  数     2 

計測範囲     0～100℃ 

 

 (35) フィルタ装置水位 

個  数     2 

計測範囲     180mm～5,500mm 

 

(36) フィルタ装置圧力 

個  数     1 

計測範囲     0～1MPa［gage］ 

 

(37) フィルタ装置スクラビング水温度 

個  数     1 

計測範囲     0～300℃ 

(34) 中性子源領域計装 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉中性子計装系 

個  数     ４ 

計測範囲     10－１～10６ｓ-1 

（1.0×10３～1.0×10９cm-2・ｓ-1） 

 

(35) 中間領域計装 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉中性子計装系 

個  数     ８ 

計測範囲     ０～40％又は０～125％ 

（1.0×10８～1.5×1013cm-2・s-1） 

 

 

(36) 平均出力領域計装 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉中性子計装系 

個  数     ６※５ 

計測範囲     ０～125％ 

（1.2×1012～2.8×1014cm-2・s-1） 

 

 

 

 

 

 

(37) スクラバ容器水位 

個  数     ８ 

計測範囲     

 

(38) スクラバ容器圧力 

個  数     ４ 

計測範囲     ０～１MPa［gage］ 

 

(39) スクラバ容器温度 

個  数     ４ 

計測範囲     ０～300℃ 
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(30)フィルタ装置出口放射線モニタ 

 

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するため

の設備 

個  数     2 

 

計測範囲     10-2～105mSv/h 

 

 

(31)フィルタ装置水素濃度 

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するため

の設備 

個  数     2 

計測範囲     0～100vol% 

 

(32)フィルタ装置金属フィルタ差圧 

個  数     2 

計測範囲     0～50kPa 

 

(33)フィルタ装置スクラバ水 pH 

個  数     1 

計測範囲     pH0～14 

 

(34)耐圧強化ベント系放射線モニタ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するため

の設備 

個  数     2 

計測範囲     10-2～105mSv/h 

 

 (35)残留熱除去系熱交換器入口温度 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数     3 

計測範囲     0～300℃ 

 

(38) フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

第 8.1－2表 放射線管理設備（重大事故等時）の主要機

器仕様に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

(39) フィルタ装置入口水素濃度 

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するため

の設備 

個  数     2 

計測範囲     0～100vol％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(40) 耐圧強化ベント系放射線モニタ 

第 8.1－2表 放射線管理設備（重大事故等時）の主要機

器仕様に記載する。 

 

 

 

 

(42) 残留熱除去系熱交換器入口温度 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数     2 

計測範囲     0～300℃ 

 

(40) 第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レ

ンジ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するため

の設備 

個  数     ２ 

         １ 

計測範囲     10－２～10５Sv/h 

10－３～10４mSv/h 

 

(41) 第１ベントフィルタ出口水素濃度 

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するため

の設備 

個  数     １(予備１) 

計測範囲     ０～20vol％／０～100vol％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(42) 残留熱除去系熱交換器入口温度 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装系 

個  数     ２ 

計測範囲     ０～200℃ 
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(36)残留熱除去系熱交換器出口温度 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数     3 

計測範囲     0～300℃ 

 

(37)原子炉補機冷却水系系統流量 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数     3 

計測範囲     6 号炉 区分Ⅰ，Ⅱ 0～4,000m3/h 

区分Ⅲ 0～3,000m3/h 

7 号炉 区分Ⅰ，Ⅱ 0～3,000m3/h 

区分Ⅲ 0～2,000m3/h 

 

(38)残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数     3 

計測範囲     6 号炉 0～2,000m3/h 

7 号炉 0～1,500m3/h 

 

(40)残留熱除去系ポンプ吐出圧力 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数     3 

計測範囲     0～3.5MPa[gage] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(43) 残留熱除去系熱交換器出口温度 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数     2 

計測範囲     0～300℃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(44) 残留熱除去系海水系系統流量 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数     2 

計測範囲     0～550L／s 

 

 

(54) 残留熱除去系ポンプ吐出圧力 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数     3 

計測範囲     0～4MPa［gage］ 

 

(45) 緊急用海水系流量（残留熱除去系熱交換器） 

個  数     1 

計測範囲     0～800m３／h 

 

(46) 緊急用海水系流量（残留熱除去系補機） 

個  数     1 

計測範囲     0～50m３／h 

 

 

 

(43) 残留熱除去系熱交換器出口温度 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装系 

個  数     ２ 

計測範囲     ０～200℃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (44) 残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装系 

個  数     ２ 

計測範囲     ０～1,500m3/h 

 

 

(45) 残留熱除去ポンプ出口圧力 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装系 

個  数     ３ 

計測範囲     ０～４MPa［gage］ 
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(41)復水貯蔵槽水位（SA） 

個  数     1 

計測範囲     6 号炉 0～16m 

7 号炉 0～17m 

 

 

 

 

 (42)復水移送ポンプ吐出圧力 

個  数     3 

計測範囲     0～2MPa[gage] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (39)高圧炉心注水系ポンプ吐出圧力 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数     2  

計測範囲     0～12MPa[gage] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(47) 代替淡水貯槽水位 

個  数     1 

計測範囲     0～20m 

 

(48) 西側淡水貯水設備水位 

個  数     1 

計測範囲     0～6.5m 

 

(49) 常設高圧代替注水系ポンプ吐出圧力 

個  数     1 

計測範囲     0～10MPa［gage］ 

 

(50) 常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力 

個  数     2 

計測範囲     0～5MPa［gage］ 

 

(52) 原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数     1 

計測範囲     0～10MPa［gage］ 

  

(53) 高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数     1 

計測範囲     0～10MPa［gage］ 

  

 (55) 低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

個  数     1 

計測範囲     0～4MPa［gage］ 

 

(51) 代替循環冷却系ポンプ吐出圧力 

個  数     2 

計測範囲     0～5MPa［gage］ 

 

(46) 低圧原子炉代替注水槽水位 

個  数     １ 

計測範囲     ０～1,500m3（０～12,542mm） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(47) 低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

個  数     ２ 

計測範囲     ０～４MPa［gage］ 

 

 (48) 原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装系 

個  数     １ 

計測範囲     ０～10MPa［gage］ 

 

 (49) 高圧炉心スプレイポンプ出口圧力  

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装系 

個  数     １ 

計測範囲     ０～12MPa［gage］ 

 

 (50) 低圧炉心スプレイポンプ出口圧力  

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装系 

個  数     １ 

計測範囲     ０～５MPa［gage］ 

 

(51) 残留熱代替除去ポンプ出口圧力 

個  数     ２ 

計測範囲     ０～３MPa［gage］ 
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 (43)原子炉建屋水素濃度 

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設      

 備 

個  数     8 

計測範囲     0～20vol% 

 

 

 

 

 

(44)静的触媒式水素再結合器 動作監視装置 

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備 

 

個  数     4 

計測範囲     0～300℃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(45)格納容器内酸素濃度 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための

設備 

個  数     2 

計測範囲     6 号炉 0～30vol% 

7 号炉 0～10vol%／0～30vol% 

 

 

 

 

 

 (56) 原子炉建屋水素濃度 

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための

設備 

原子炉建屋原子炉棟 6階 

個  数     2 

計測範囲     0～10vol％ 

原子炉建屋原子炉棟 2階，地下 1階 

個  数     3 

計測範囲     0～20vol％ 

 

(57) 静的触媒式水素再結合器動作監視装置 

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための

設備 

個  数     4 

計測範囲     0～300℃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(52) 原子炉建物水素濃度 

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための

設備 

個  数     １ 

             ６ 

計測範囲     ０～10vol％ 

０～20vol％ 

 

 

 

(53) 静的触媒式水素処理装置入口温度 

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための

設備 

個  数     ２ 

計測範囲     ０～100℃ 

 

(54) 静的触媒式水素処理装置出口温度 

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための

設備 

個  数     ２ 

計測範囲     ０～400℃ 

 

(55) 格納容器酸素濃度（Ｂ系） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装系 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するため

の設備 

個  数     １ 

計測範囲     ０～５vol％／０～25vol％ 
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(46)使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA 広域） 

第 3.11－1 表 使用済燃料プールの冷却等のための設備の

主要機器仕様に記載する。 

 

(47)使用済燃料貯蔵プール水位・温度（SA） 

第 3.11－1 表 使用済燃料プールの冷却等のための設備の

主要機器仕様に記載する。 

 

(48)使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レンジ・低レン

ジ） 

第 3.11－1 表 使用済燃料プールの冷却等のための設備の

主要機器仕様に記載する。 

 

(49)使用済燃料貯蔵プール監視カメラ（使用済燃料貯蔵プー

ル監視カメラ用空冷装置を含む） 

第 3.11－1 表 使用済燃料プールの冷却等のための設備の

主要機器仕様に記載する。 

 

 

(50)安全パラメータ表示システム（SPDS） 

第 3.19－1 表 通信連絡を行うために必要な設備（常設）

の主要機器仕様に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(58) 格納容器内酸素濃度（ＳＡ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するため

の設備 

個  数     2 

計測範囲     0～25vol％ 

 

(59) 使用済燃料プール水位・温度（ＳＡ広域） 

第 4.3－1表 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備

の主要機器仕様に記載する。 

 

(60) 使用済燃料プール温度（ＳＡ） 

第 4.3－1表 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備

の主要機器仕様に記載する。 

 

(61) 使用済燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レ

ンジ） 

第 8.1－2表 放射線管理設備（重大事故等時）の主要機

器仕様に記載する。 

 

(62) 使用済燃料プール監視カメラ（使用済燃料プール監視カ

メラ用空冷装置を含む） 

第 4.3－1表 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備

の主要機器仕様に記載する。 

 

 

(63) 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

第 10.12－2表 通信連絡を行うために必要な設備（常

設）の主要機器仕様に記載する。 

 

 (64) 可搬型計測器（原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の

温度，圧力，水位及び流量（注水量）計測用） 

個  数     20（予備 20） 

 

(65) 可搬型計測器（原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の

圧力，水位及び流量（注水量）計測用） 

個  数     19（予備 19） 

 

(56) 格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するため

の設備 

個  数     １ 

計測範囲     ０～25vol％ 

 

(57) 燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

第 3.11－1 表 燃料プールの冷却等のための設備の主要

機器仕様に記載する。 

 

(58) 燃料プール水位（ＳＡ） 

第 3.11－1 表 燃料プールの冷却等のための設備の主要

機器仕様に記載する。 

 

(59) 燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）

（ＳＡ）  

第 3.11－1 表 燃料プールの冷却等のための設備の主要

機器仕様に記載する。 

 

(60) 燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメラ

用冷却設備を含む。） 

第 3.11－1 表 燃料プールの冷却等のための設備の主要

機器仕様に記載する。 

 

 

(61) 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

第 3.19－1 表 通信連絡を行うために必要な設備（固定

型）の主要機器仕様に記載する。 

 

(62) 可搬型計測器 

個  数     30（予備 30） 
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*1：基準点は蒸気乾燥器スカート下端（原子炉圧力容器零レ

ベルより 1,224cm） 

*2：基準点は有効燃料棒頂部（原子炉圧力容器零レベルより

905cm） 

*3：T.M.S.L.＝東京湾平均海面 

*4：局部出力領域モニタの検出器は 208 個であり，平均出力

領域モニタの各チャンネルには，52 個ずつの信号が入力

される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 基準点は蒸気乾燥器スカート下端（原子炉圧力容器零レベ

ルより 1,340cm） 

※2 基準点は燃料有効長頂部（原子炉圧力容器零レベルより

920cm） 

※3 ペデスタル底面（コリウムシールド上表面：EL.11,806mm）

からの高さ 

※4 基準点は通常運転水位：EL.3,030mm（サプレッション・チ

ェンバ底部より 7,030mm） 

※5 平均出力領域計装 A～Fの 6チャンネルのうち，A，Bの 2

チャンネルが対象。平均出力領域計装の A，C，Eチャン

ネルにはそれぞれ 21個，B，D，Fにはそれぞれ 22個の検

出器がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：基準点は気水分離器下端（原子炉圧力容器零レベルより

1,328cm）。 

※２：基準点はサプレッション・プール通常水位（EL5610）。 

※３：基準点は格納容器底面（EL10100）。 

※４：基準点はコリウムシールド上表面（EL6706）。 

※５：局部出力領域計装の検出器は 124 個であり，平均出力領

域計装の各チャンネルには 14 個又は 17 個の信号が入力

される。 
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・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る設備仕様（計測範囲の

考え方）の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 
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・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る代替パラメータの推

定方法の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 
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・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る代替パラメータの推

定方法の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 
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・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る代替パラメータの推

定方法の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 
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・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る代替パラメータの推

定方法の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 
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・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る代替パラメータの推

定方法の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 
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・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る代替パラメータの推

定方法の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 
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・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る代替パラメータの推

定方法の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 
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・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る代替パラメータの推

定方法の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 
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・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る代替パラメータの推

定方法の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 
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・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る代替パラメータの推

定方法の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 
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・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る代替パラメータの推

定方法の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 
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・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る代替パラメータの推

定方法の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 
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・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る代替パラメータの推

定方法の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
3
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3
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・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る代替パラメータの推

定方法の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 
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・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る代替パラメータの推

定方法の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 
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・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る代替パラメータの推

定方法の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 
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・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る代替パラメータの推

定方法の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 
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・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る代替パラメータの推

定方法の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 
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・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る代替パラメータの推

定方法の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 
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・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る代替パラメータの推

定方法の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 
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・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る代替パラメータの推

定方法の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 
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・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違によ

る代替パラメータの推

定方法の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠で

示す） 
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・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

①～㉔の相違 

設備設計の相違による

代替パラメータの推

定方法の相違 

 

（柏崎 6/7，東海第二と

の対比箇所を黒太枠

で示す） 
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第 3.15－4表 重大事故等対処設備を活用する手順の着手の判断基

準として用いる補助パラメータ 

分類 補助パラメータ 

電源関係 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

緊急用メタクラ電圧 

ＳＡロードセンタ母線電圧 

Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）電圧 

Ａ－115V 系直流盤母線電圧 

Ｂ－115V 系直流盤母線電圧 

230V系直流盤（常用）母線電圧 

ＳＡ用 115V 系充電器盤蓄電池電圧 

その他 

ＡＤＳ用Ｎ２ガス減圧弁二次側圧力 

Ｎ２ガスボンベ圧力 

原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 

ＲＣＷ熱交換器出口温度 

ＲＣＷサージタンク水位 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備，運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

柏崎 6/7 に記載して

いる非常用 D/G発電機，

第一 GTG発電機，電源車

の電源関係のパラメー

タについて，島根２号炉

は各母線電圧を着手の

判断としている。 

島根２号炉は，号炉間

電力融通による給電は

自主設備としている。 

柏崎 6/7は，格納容器

圧力逃がし装置の機能

維持のため，ドレンタン

クの排水操作を行うが，

島根２号炉は不要なた

め，ドレンタンク水位を

補助パラメータとして

いない。 

島根２号炉は，遠隔空

気駆動弁操作用ボンベ

を使用しないため，遠隔

空気駆動弁操作用ボン

ベ出口圧力を補助パラ

メータとしていない。 

島根２号炉は，原子炉

補機冷却水ポンプ出口

圧力を低圧炉心スプレ

イ系の着手の判断基準

としている 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備設計の相違によ

る系統構成の相違 

 

常設注水流量計の相違 

＜原子炉注水，格納容器

スプレイ＞ 

島根 2号炉では，低圧

原子炉代替注水ポンプ

による原子炉注水およ

び格納容器スプレイを

切替えて実施するため，

流量計を注水ライン分

岐前に１台設置してい

る。東海第二は，同時注

水を行うため原子炉注

水用と格納容器スプレ

イ用 の流量計を注水ラ

イン分岐後に１台ずつ

設置している。柏崎 6/7

は，原子炉注水と格納容

器スプレイを切替える

ラインと原子炉注水の

みのラインがあり流量

計は注水ライン分岐前

の１台と原子炉注水用

の１台の計２台を設置

している。 

＜ペデスタル注水＞ 

島根 2号炉では，低圧

原子炉代替注水ポンプ

による格納容器下部へ

の注水を格納容器スプ

レイにより行うため，格

納容器スプレイ流量計

測と同一である。柏崎

6/7，東海第二は，格納
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容器下部への注水ライ

ンがあるため，格納容器

下部注水用の流量計を

設置している 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備設計の相違によ

る系統構成の相違 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備設計の相違によ

る電源構成の相違 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は単独申

請であり，該当なし 

【東海第二】 

設備設計の相違によ

る電源構成の相違 
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・設備の相違 

【東海第二】 

設備設計の相違によ

る電源構成の相違 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備設計の相違によ

る系統構成の相違 
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まとめ資料比較表 〔59条 運転員が原子炉制御室にとどまるための設備〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉（2017.12.20 版） 東海第二発電所(2018.9.18 版) 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。

相違No. 相違理由

① 島根２号炉の中央制御室待避室は，常設の遮蔽で居住性を確保する

② 島根２号炉の酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は一体型ではない

③ 島根２号炉は，常設空調を用いて正圧化，系統隔離運転いずれも実施可能

④ 島根２号炉は，外気を給気して正圧化を実施する

⑤ 島根２号炉は，重大事故等時の電源として可搬型代替交流電源設備を記載

⑥ 島根２号炉は，重大事故等対処設備として原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置を設置する

⑦ 島根２号炉は電路となる代替所内電気設備を明確に記載

3.16-1
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3.16 原子炉制御室 

【設置許可基準規則】 

（運転員が原子炉制御室にとどまるための設備） 

第五十九条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生し

た場合（重大事故等対処設備（特定重大事故等対処施設を構成

するものを除く。）が有する原子炉格納容器の破損を防止するた

めの機能が損なわれた場合を除く。）においても運転員が第二十

六条第一項の規定により設置される原子炉制御室にとどまるた

めに必要な設備を設けなければならない。 

（解釈） 

１ 第５９条に規定する「重大事故等対処設備（特定重大事故等

対処施設を構成するもの除く。）が有する原子炉格納容器の破損

を防止するための機能が損なわれた場合」とは、第４９条、第

５０条、第５１条又は第５２条の規定により設置されるいずれ

かの設備の原子炉格納容器の破損を防止するための機能が喪失

した場合をいう。 

２ 第５９条に規定する「運転員が第二十六条第一項の規定によ

り設置される原子炉制御室にとどまるために必要な設備」とは、

以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を

行うための設備をいう。 

ａ）原子炉制御室用の電源（空調及び照明等）は、代替交流電

源設備からの給電を可能とすること。 

ｂ）炉心の著しい損傷が発生した場合の原子炉制御室の居住性

について、次の要件を満たすものであること。 

① 本規程第３７条の想定する格納容器破損モードのうち、原子

炉制御室の運転員の被ばくの観点から結果が最も厳しくなる事

故収束に成功した事故シーケンス（例えば、炉心の著しい損傷

の後、格納容器圧力逃がし装置等の格納容器破損防止対策が有

効に機能した場合）を想定すること。 

② 運転員はマスクの着用を考慮してもよい。ただしその場合

は、実施のための体制を整備すること。 

③ 交替要員体制を考慮してもよい。ただしその場合は、実施の

ための体制を整備すること。 

④ 判断基準は、運転員の実効線量が 7 日間で 100mSv を超えな

いこと。 

ｃ）原子炉制御室の外側が放射性物質により汚染したような状

3.16 運転員が原子炉制御室にとどまるための設備【59条】 

【設置許可基準規則】 

（運転員が原子炉制御室にとどまるための設備） 

第五十九条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生し

た場合（重大事故等対処設備（特定重大事故等対処施設を構成

するものを除く。）が有する原子炉格納容器の破損を防止するた

めの機能が損なわれた場合を除く。）においても運転員が第二十

六条第一項の規定により設置される原子炉制御室にとどまるた

めに必要な設備を設けなければならない。 

（解釈） 

１ 第 59条に規定する「重大事故等対処設備（特定重大事故等

対処施設を構成するものを除く。）が有する原子炉格納容器の破

損を防止するための機能が損なわれた場合」とは、第 49条、第

50条、第 51条又は第 52条の規定により設置されるいずれかの

設備の原子炉格納容器の破損を防止するための機能が喪失した

場合をいう。 

２ 第 59 条に規定する「運転員が第 26 条第１項の規定により

設置される原子炉制御室にとどまるために必要な設備」とは、

以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を

行うための設備をいう。 

ａ）原子炉制御室用の電源（空調及び照明等）は、代替交流電

源設備からの給電を可能とすること。 

ｂ）炉心の著しい損傷が発生した場合の原子炉制御室の居住性

について、次の要件を満たすものであること。 

① 本規程第 37 条の想定する格納容器破損モードのうち、原子

炉制御室の運転員の被ばくの観点から結果が最も厳しくなる事

故収束に成功した事故シーケンス（例えば、炉心の著しい損傷

の後、格納容器圧力逃がし装置等の格納容器破損防止対策が有

効に機能した場合）を想定すること。 

② 運転員はマスクの着用を考慮してもよい。ただしその場合

は、実施のための体制を整備すること。 

③ 交替要員体制を考慮してもよい。ただしその場合は、実施の

ための体制を整備すること。 

④ 判断基準は、運転員の実効線量が 7 日間で 100mSv を超えな

いこと。 

ｃ）原子炉制御室の外側が放射性物質により汚染したような状

3.16 運転員が原子炉制御室にとどまるための設備【59条】 

【設置許可基準規則】 

（運転員が原子炉制御室にとどまるための設備） 

第五十九条 発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生し

た場合（重大事故等対処設備（特定重大事故等対処施設を構成

するものを除く。）が有する原子炉格納容器の破損を防止するた

めの機能が損なわれた場合を除く。）においても運転員が第二十

六条第一項の規定により設置される原子炉制御室にとどまるた

めに必要な設備を設けなければならない。 

（解釈） 

１ 第５９条に規定する「重大事故等対処設備（特定重大事故等

対処施設を構成するもの除く。）が有する原子炉格納容器の破損

を防止するための機能が損なわれた場合」とは、第４９条、第

５０条、第５１条又は第５２条の規定により設置されるいずれ

かの設備の原子炉格納容器の破損を防止するための機能が喪失

した場合をいう。 

２ 第５９条に規定する「運転員が第２６条第１項の規定により

設置される原子炉制御室にとどまるために必要な設備」とは、

以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を

行うための設備をいう。 

ａ）原子炉制御室用の電源（空調及び照明等）は、代替交流電

源設備からの給電を可能とすること。 

ｂ）炉心の著しい損傷が発生した場合の原子炉制御室の居住性

について、次の要件を満たすものであること。 

① 本規程第３７条の想定する格納容器破損モードのうち、原子

炉制御室の運転員の被ばくの観点から結果が最も厳しくなる事

故収束に成功した事故シーケンス（例えば、炉心の著しい損傷

の後、格納容器圧力逃がし装置等の格納容器破損防止対策が有

効に機能した場合）を想定すること。 

② 運転員はマスクの着用を考慮してもよい。ただしその場合

は、実施のための体制を整備すること。 

③ 交替要員体制を考慮してもよい。ただしその場合は、実施の

ための体制を整備すること。 

④ 判断基準は、運転員の実効線量が 7 日間で 100mSv を超えな

いこと。 

ｃ）原子炉制御室の外側が放射性物質により汚染したような状
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況下において、原子炉制御室への汚染の持ち込みを防止するた

め、モニタリング及び作業服の着替え等を行うための区画を設

けること。 

ｄ）上記ｂ）の原子炉制御室の居住性を確保するために原子炉

格納容器から漏えいする空気中の放射性物質の濃度を低減する

必要がある場合は、非常用ガス処理系等（BWR の場合）又はア

ニュラス空気再循環設備等（PWRの場合）を設置すること。 

ｅ）BWR にあっては、上記ｂ）の原子炉制御室の居住性を確保

するために原子炉建屋に設置されたブローアウトパネルを閉止

する必要がある場合は、現場において、人力により容易かつ確

実に閉止操作ができること。 

 

 

3.16.1 適合方針 

中央制御室には，炉心の著しい損傷が発生した場合においても

運転員がとどまるために必要な重大事故等対処設備を設置及び保

管する。 

中央制御室の系統概要図を第 3.16－1 図から第 3.16－4 図に

示す。 

3.16.1.1 重大事故等対処設備 

(1) 居住性を確保するための設備 

重大事故が発生した場合における炉心の著しい損傷後の格納

容器圧力逃がし装置を作動させる場合に，放出される放射性雲

による運転員の被ばくを低減するため，中央制御室内に中央制

御室待避室を設ける設計とする。 

炉心の著しい損傷が発生した場合においても運転員が中央制

御室及び中央制御室待避室にとどまるための設備として，可搬

型蓄電池内蔵型照明，中央制御室可搬型陽圧化空調機，中央制

御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ），中央制御室遮蔽，中央制

御室待避室遮蔽（常設），中央制御室待避室遮蔽（可搬型），差

圧計及び酸素濃度・二酸化炭素濃度計を設置する設計とする。 

 

況下において、原子炉制御室への汚染の持ち込みを防止するた

め、モニタリング及び作業服の着替え等を行うための区画を設

けること。 

ｄ）上記ｂ）の原子炉制御室の居住性を確保するために原子炉

格納容器から漏えいした空気中の放射性物質の濃度を低減する

必要がある場合は、非常用ガス処理系等（ＢＷＲの場合）又は

アニュラス空気再循環設備等（ＰＷＲの場合）を設置すること。 

ｅ）ＢＷＲにあっては，上記ｂ）の原子炉制御室の居住性を確

保するために原子炉建屋に設置されたブローアウトパネルを閉

止する必要がある場合は、容易かつ確実に閉止操作ができるこ

と。また、ブローアウトパネルは、現場において人力による操

作が可能なものとすること。 

3.16 運転員が原子炉制御室にとどまるための設備 

3.16.1 設置許可基準規則第59条への適合方針 

中央制御室には，炉心の著しい損傷が発生した場合において

も運転員がとどまるために必要な重大事故等対処設備を設置及

び保管する。 

 

 

3.16.1.1 重大事故等対処設備 

(1) 居住性を確保するための設備 

 

 

 

 

重大事故が発生した場合においても運転員がとどまるため

の設備として，可搬型照明（ＳＡ），中央制御室換気系空気調

和機ファン，中央制御室換気系フィルタ系ファン，中央制御

室換気系フィルタユニット，中央制御室待避室空気ボンベユ

ニット（空気ボンベ），中央制御室遮蔽，中央制御室待避室遮

蔽，中央制御室待避室差圧計，酸素濃度計及び二酸化炭素濃

度計を設置する設計とする。 

 

 

 

 

況下において、原子炉制御室への汚染の持ち込みを防止するた

め、モニタリング及び作業服の着替え等を行うための区画を設

けること。 

ｄ）上記ｂ）の原子炉制御室の居住性を確保するために原子炉

格納容器から漏えいする空気中の放射性物質の濃度を低減する

必要がある場合は、非常用ガス処理系等（ＢＷＲの場合）又は

アニュラス空気再循環設備等（ＰＷＲの場合）を設置すること。 

ｅ）ＢＷＲにあっては、上記ｂ）の原子炉制御室の居住性を確

保するために原子炉建屋に設置されたブローアウトパネルを閉

止する必要がある場合は、容易かつ確実に閉止操作ができるこ

と。また、ブローアウトパネルは、現場において、人力による

操作が可能なものとすること。 

3.16 運転員が原子炉制御室にとどまるための設備 

3.16.1 適合方針 

中央制御室には，炉心の著しい損傷が発生した場合においても

運転員がとどまるために必要な重大事故等対処設備を設置及び保

管する。 

中央制御室の系統概要図を第3.16－1 図から第3.16－4 図に示

す。 

3.16.1.1 重大事故等対処設備 

(1) 居住性を確保するための設備 

重大事故が発生した場合における炉心の著しい損傷後の格納

容器フィルタベント系を作動させる場合に，放出される放射性

雲による運転員の被ばくを低減するため，中央制御室内に中央

制御室待避室を設ける設計とする。 

炉心の著しい損傷が発生した場合においても運転員が中央制

御室及び中央制御室待避室にとどまるための設備として，ＬＥ

Ｄライト（三脚タイプ），チャコール・フィルタ・ブースタ・フ

ァン，再循環用ファン，非常用チャコール・フィルタ・ユニッ

ト，中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ），中央制御室遮

蔽，中央制御室待避室遮蔽，中央制御室差圧計，待避室差圧計，

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計を設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の中央制御

室待避室は常設の遮蔽

で居住性を確保する（以

下，①の相違） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の酸素濃度

計及び二酸化炭素濃度

計は一体型ではない（以

下，②の相違） 
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ａ．換気空調設備及び遮蔽設備 

炉心の著しい損傷が発生した場合においても運転員がと

どまるために必要な重大事故等対処設備として，中央制御室

及び中央制御室待避室の運転員を過度の放射線被ばくから

防護するために中央制御室可搬型陽圧化空調機を使用する。 

中央制御室可搬型陽圧化空調機は，重大事故等時に炉心の

著しい損傷が発生した場合において中央制御室を陽圧化す

ることにより，放射性物質を含む外気が中央制御室に直接流

入することを防ぐことができる設計とする。 

 

 

 

 

 

また，炉心の著しい損傷後の格納容器圧力逃がし装置を作

動させる場合に放出される放射性雲通過時において，中央制

御室待避室を中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）で

陽圧化することにより，放射性物質が中央制御室待避室に流

入することを一定時間完全に防ぐことができる設計とする。 

 

 

 

 

中央制御室遮蔽及び中央制御室待避室遮蔽（常設）は，運

転員の被ばくの観点から結果が最も厳しくなる重大事故時

に，中央制御室待避室遮蔽（可搬型），中央制御室可搬型陽

圧化空調機及び中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）

の機能とあいまって，運転員の実効線量が7日間で100mSv を

超えない設計とする。 

また，全面マスク等の着用及び運転員の交替要員体制を考

慮し，その実施のための体制を整備する。 

 

 

 

 

中央制御室可搬型陽圧化空調機は，全交流動力電源喪失時

においても常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源

設備からの給電が可能な設計とする。 

ａ．換気空調設備及び遮蔽設備 

炉心の著しい損傷が発生した場合においても運転員がと

どまるために必要な重大事故等対処設備として，中央制御

室換気系は，重大事故等時に炉心の著しい損傷が発生した

場合において高性能粒子フィルタ及びチャコールフィルタ

を内蔵した中央制御室換気系フィルタユニット並びに中央

制御室換気系フィルタ系ファンからなる非常用ラインを設

け，外気との連絡口を遮断し，中央制御室換気系フィルタ

ユニットを通る閉回路循環方式とすることにより，放射性

物質を含む外気が中央制御室に直接流入することを防ぐこ

とができる設計とする。 

 

 

 

また，炉心の著しい損傷後の格納容器圧力逃がし装置を

作動させる場合に放出される放射性雲通過時において，中

央制御室待避室を中央制御室待避室空気ボンベユニット

（空気ボンベ）で正圧化することにより，放射性物質が中

央制御室待避室に流入することを一定時間完全に防ぐこと

ができる設計とする。 

 

 

 

中央制御室遮蔽及び中央制御室待避室遮蔽は，運転員の

被ばくの観点から結果が最も厳しくなる重大事故時に，中

央制御室換気系及び中央制御室待避室空気ボンベユニット

（空気ボンベ）の機能とあいまって，運転員の実効線量が7

日間で100mSvを超えない設計とする。 

 

また，全面マスク等の着用及び運転員の交替要員体制を

考慮し，その実施のための体制を整備する。 

中央制御室換気系は，外部との遮断が長期にわたり，室

内の環境条件が悪化した場合には，外気を中央制御室換気

系フィルタユニットで浄化しながら取り入れることも可能

な設計とする。 

中央制御室換気系空気調和機ファン及び中央制御室換気

系フィルタ系ファンは，全交流動力電源喪失時においても

常設代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

ａ．換気空調設備及び遮蔽設備 

炉心の著しい損傷が発生した場合においても運転員がと

どまるために必要な重大事故等対処設備として，中央制御室

換気系は，重大事故等時に炉心の著しい損傷が発生した場合

において，粒子用高効率フィルタ及びチャコール・フィルタ

を内蔵した非常用チャコール・フィルタ・ユニット並びにチ

ャコール・フィルタ・ブースタ・ファンからなる非常用ライ

ンを設け，非常用チャコール・フィルタ・ユニットを通した

外気を取り込み，中央制御室を正圧化することにより，放射

性物質を含む外気が中央制御室に直接流入することを防ぐ

ことができる設計とする。 

 

 

 

また，炉心の著しい損傷後の格納容器フィルタベント系を

作動させる場合に放出される放射性雲通過時において，中央

制御室換気系は外気との連絡口を遮断し，非常用チャコー

ル・フィルタ・ユニットを通る系統隔離運転モードとするこ

とにより，中央制御室バウンダリを外気から隔離するととも

に，中央制御室待避室を中央制御室待避室正圧化装置（空気

ボンベ）で正圧化することにより，放射性物質が中央制御室

待避室に流入することを一定時間完全に防ぐことができる

設計とする。 

中央制御室遮蔽及び中央制御室待避室遮蔽は，運転員の被

ばくの観点から結果が最も厳しくなる重大事故時に，中央制

御室換気系及び中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ）

の機能とあいまって，運転員の実効線量が7日間で100mSv を

超えない設計とする。 

 

また，全面マスク等の着用及び運転員の交替要員体制を考

慮し，その実施のための体制を整備する。 

 

 

 

 

再循環用ファン及びチャコール・フィルタ・ブースタ・フ

ァンは，非常用交流電源設備に加えて，全交流動力電源喪失

時においても常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は常設空調

を用いて正圧化，系統隔

離運転いずれも実施可

能（以下，③の相違） 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は外気を給

気して正圧化を実施す

る（以下，④の相違） 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

島根２号炉はベントに

よるプルーム通過中に

は系統隔離運転を行う。 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①，③の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

④の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は重大事故
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主要な設備は，以下のとおりとする。 

 

・中央制御室可搬型陽圧化空調機（6 号及び7 号炉共用） 

 

・中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）（6 号及び7 号

炉共用） 

・中央制御室遮蔽（6 号及び7 号炉共用） 

・中央制御室待避室遮蔽（常設）（6 号及び7 号炉共用） 

・中央制御室待避室遮蔽（可搬型）（6 号及び7 号炉共用） 

 

・常設代替交流電源設備（6 号及び7 号炉共用）（3.14 電源

設備） 

・可搬型代替交流電源設備（6 号及び7 号炉共用）（3.14 電

源設備） 

 

 

 

本系統の流路として，中央制御室可搬型陽圧化空調機用仮

設ダクト，中央制御室換気空調系ダクト（MCR 外気取入ダク

ト，MCR 排気ダクト），中央制御室待避室陽圧化装置（配管・

弁）及び中央制御室換気空調系給排気隔離弁（MCR 外気取入

ダンパ，MCR 非常用外気取入ダンパ，MCR 排気ダンパ）を重

大事故等対処設備として使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

源設備からの給電が可能な設計とする。 

 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・再循環用ファン 

・チャコール・フィルタ・ブースタ・ファン 

・非常用チャコール・フィルタ・ユニット 

・中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ） 

 

・中央制御室遮蔽（１号及び２号炉共用） 

・中央制御室待避室遮蔽 

 

 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

 

・可搬型代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

 

 

・代替所内電気設備（3.14 電源設備） 

 

本系統の流路として，中央制御室換気系ダクト，中央制御

室待避室正圧化装置（配管・弁）及び中央制御室換気系弁（中

央制御室外気取入調節弁，中央制御室給気外側隔離弁，中央

制御室給気内側隔離弁，中央制御室非常用再循環装置入口隔

離弁）を重大事故等対処設備として使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等時の電源として可搬

型代替交流電源設備を

記載（以下，⑤の相違） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

・申請号炉数の相違 

【柏崎 6/7】 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑤の相違 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は電路とな

る代替所内電気設備を

明確に記載 

（以下，⑦の相違） 
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ｂ．通信連絡設備 

炉心の著しい損傷が発生した場合においても運転員がと

どまるために必要な重大事故等対処設備として，中央制御室

待避室に待避した運転員が，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策

所と通信連絡を行うため，無線連絡設備（常設）及び衛星電

話設備（常設）を使用する。 

 

 

無線連絡設備（常設）及び衛星電話設備（常設）は，全交

流動力電源喪失時においても常設代替交流電源設備又は可

搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・無線連絡設備（常設）（3.19 通信連絡設備） 

 

・衛星電話設備（常設）（3.19 通信連絡設備） 

 

・常設代替交流電源設備（6 号及び7 号炉共用）（3.14 電源

設備） 

・可搬型代替交流電源設備（6 号及び7 号炉共用）（3.14 電

源設備） 

b．通信連絡設備 

炉心の著しい損傷が発生した場合においても運転員がと

どまるために必要な重大事故等対処設備として，中央制御

室待避室に待避した運転員が，緊急時対策所と通信連絡を

行うため，衛星電話設備（可搬型）（待避室）を使用する。 

 

 

 

衛星電話設備（可搬型）（待避室）は，全交流動力電源

喪失時においても常設代替交流電源設備からの給電が可能

な設計とする。 

 

ｂ．通信連絡設備 

炉心の著しい損傷が発生した場合においても運転員がと

どまるために必要な重大事故等対処設備として，中央制御室

待避室に待避した運転員が，緊急時対策所と通信連絡を行う

ため，無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）

を使用する。 

 

 

無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）は，

全交流動力電源喪失時においても常設代替交流電源設備又

は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・無線通信設備（固定型）（3.19 通信連絡を行うために必要

な設備） 

・衛星電話設備（固定型）（3.19 通信連絡を行うために必要

な設備） 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

 

・可搬型代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

 

 

・代替所内電気設備（3.14 電源設備） 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は無線通信

設備（固定型）を設ける 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑤の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は無線通信

設備（固定型）を設ける 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑤の相違 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑦の相違 
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c. データ表示装置（待避室） 

炉心の著しい損傷が発生した場合においても運転員がと

どまるために必要な重大事故等対処設備として，中央制御室

待避室に待避した運転員が，中央制御室待避室の外に出るこ

となく発電用原子炉施設の主要な計測装置の監視を行うた

めにデータ表示装置（待避室）を設置する。 

 

データ表示装置（待避室）は，全交流動力電源喪失時にお

いても常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備

からの給電が可能な設計とする。 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・データ表示装置（待避室） 

・常設代替交流電源設備（6 号及び7 号炉共用）（3.14 電源

設備） 

・可搬型代替交流電源設備（6 号及び7 号炉共用）（3.14 電

源設備） 

 

 

 

 

d. 中央制御室の照明を確保する設備 

想定される重大事故等時において，設計基準対象施設であ

る中央制御室照明が使用できない場合の重大事故等対処設

備として，可搬型蓄電池内蔵型照明を使用する。 

可搬型蓄電池内蔵型照明は，全交流動力電源喪失時におい

ても常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備か

らの給電が可能な設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型蓄電池内蔵型照明（6 号及び7 号炉共用） 

・常設代替交流電源設備（6 号及び7 号炉共用）（3.14 電源

設備） 

・可搬型代替交流電源設備（6 号及び7 号炉共用）（3.14 電

源設備） 

c．データ表示装置（待避室） 

炉心の著しい損傷が発生した場合においても運転員が

とどまるために必要な重大事故等対処設備として，中央

制御室待避室に待避した運転員が，中央制御室待避室の

外に出ることなく発電用原子炉施設の主要な計測装置の

監視を行うためにデータ表示装置（待避室）を設置する。 

 

データ表示装置（待避室）は，全交流動力電源喪失時に

おいても常設代替交流電源設備からの給電が可能な設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. 中央制御室の照明を確保する設備 

想定される重大事故等時において，設計基準対象施設で

ある中央制御室照明が使用できない場合の重大事故等対処

設備として，可搬型照明（ＳＡ）は，全交流動力電源喪失

時においても常設代替交流電源設備からの給電が可能な設

計とする。 

 

c. プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室） 

炉心の著しい損傷が発生した場合においても運転員がと

どまるために必要な重大事故等対処設備として，中央制御室

待避室に待避した運転員が，中央制御室待避室の外に出るこ

となく発電用原子炉施設の主要な計測装置の監視を行うた

めにプラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）を設

置する。 

プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）は，全

交流動力電源喪失時においても常設代替交流電源設備又は

可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室） 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

 

・可搬型代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

 

 

・代替所内電気設備（3.14 電源設備） 

 

 

d. 中央制御室の照明を確保する設備 

想定される重大事故等時において，設計基準対象施設であ

る非常用照明が使用できない場合の重大事故等対処設備と

して，ＬＥＤライト（三脚タイプ）は，全交流動力電源喪失

時においても常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電

源設備からの給電が可能な設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・ＬＥＤライト（三脚タイプ） 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

 

・可搬型代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

 

 

・代替所内電気設備（3.14 電源設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑤の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑤の相違 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑦の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑤の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑤の相違 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑦の相違 
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e. 差圧計，酸素濃度・二酸化炭素濃度計 

 

炉心の著しい損傷が発生した場合においても運転員がと

どまるために必要な重大事故等対処設備として，コントロー

ル建屋と中央制御室との間が陽圧化に必要な差圧が確保で

きていること，及びコントロール建屋と中央制御室待避室と

の間が陽圧化に必要な差圧を確保できていることを把握す

るため，差圧計を使用する。 

また，中央制御室内及び中央制御室待避室内の酸素及び二

酸化炭素濃度が活動に支障がない範囲にあることを把握す

るため，酸素濃度・二酸化炭素濃度計を使用する。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・差圧計 

 

・酸素濃度・二酸化炭素濃度計 

 

その他，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備

を重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用する。 

常設代替交流電源設備及び可搬型代替交流電源設備につ

いては，「3.14 電源設備」にて記載する。 

 

 

 

 

無線連絡設備（常設）及び衛星電話設備（常設）について

は，「3.19 通信連絡設備」にて記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｅ．中央制御室待避室差圧計，酸素濃度計及び二酸化炭素濃

度計 

炉心の著しい損傷が発生した場合においても運転員がと

どまるために必要な重大事故等対処設備として，中央制御

室待避室と中央制御室との間が正圧化に必要な差圧が確保

できていることを把握するため，中央制御室待避室差圧計

を使用する。 

 

また，中央制御室内及び中央制御室待避室内の酸素及び

二酸化炭素濃度が活動に支障がない範囲にあることを把握

するため，酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計を使用する。 

 

e. 中央制御室差圧計，待避室差圧計，酸素濃度計及び二酸化

炭素濃度計 

炉心の著しい損傷が発生した場合においても運転員がと

どまるために必要な重大事故等対処設備として，外気と中央

制御室との間が正圧化に必要な差圧が確保できていること，

及び中央制御室と中央制御室待避室との間が正圧化に必要

な差圧を確保できていることを把握するため，中央制御室差

圧計及び待避室差圧計を使用する。 

また，中央制御室内及び中央制御室待避室内の酸素及び二

酸化炭素濃度が活動に支障がない範囲にあることを把握す

るため，酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計を使用する。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・中央制御室差圧計 

・待避室差圧計 

・酸素濃度計 

・二酸化炭素濃度計 

その他，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備を

重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用する。 

非常用交流電源設備，常設代替交流電源設備，可搬型代替交

流電源設備及び代替所内電気設備については，「3.14 電源設備」

にて記載する。 

 

 

 

無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）につい

ては，「3.19 通信連絡を行うために必要な設備」にて記載する。 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，制御室内

の正圧化を行う 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑤の相違 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑦の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は無線通信

設備（固定型）を設ける 
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(2) 汚染の持ち込みを防止するための設備 

炉心の著しい損傷等が発生し，中央制御室の外側が放射性物

質により汚染したような状況下において，運転員が中央制御室

の外側から中央制御室に放射性物質による汚染を持ち込むこと

を防止するため，身体サーベイ及び作業服の着替え等を行うた

めの区画を設ける設計とする。 

身体サーベイの結果，運転員の汚染が確認された場合は，運

転員の除染を行うことができる区画を，身体サーベイを行う区

画に隣接して設置する設計とする。また，照明については，乾

電池内蔵型照明により確保できる設計とする。 

(3) 運転員の被ばくを低減するための設備 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，重大事故等対処

設備として，非常用ガス処理系を使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

非常用ガス処理系は，非常用ガス処理系排風機，配管・弁類，

計測制御装置等で構成し，非常用ガス処理系排風機により原子

炉建屋原子炉区域内を負圧に維持するとともに，原子炉格納容

器から原子炉建屋原子炉区域内に漏えいした放射性物質を含む

気体を主排気筒（内筒）から排気することで，中央制御室の運

転員の被ばくを低減することができる設計とする。なお，本系

統を使用することにより緊急時対策要員の被ばくを低減するこ

とも可能である。 

 

原子炉建屋原子炉区域の気密バウンダリの一部として原子炉

建屋に設置する原子炉建屋ブローアウトパネルは，閉状態を維

持できる，又は開放時に容易かつ確実に再閉止できる設計とす

る。また，現場において，人力により操作できる設計とする。 

 

 

 

 

(2) 汚染の持ち込みを防止するための設備 

重大事故等が発生し，中央制御室の外側が放射性物質によ

り汚染したような状況下において，運転員が中央制御室の外

側から中央制御室に放射性物質による汚染を持ち込むことを

防止するため，身体サーベイ及び作業服の着替え等を行うた

めの区画を設ける設計とする。 

身体サーベイの結果，運転員の汚染が確認された場合は，

運転員の除染を行うことができる区画を，身体サーベイを行

う区画に隣接して設置する設計とする。また，照明について

は，可搬型照明（ＳＡ）により確保できる設計とする。 

(3) 運転員の被ばくを低減するための設備 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，運転員の被ば

くを低減するための重大事故等対処設備として，原子炉建屋

ガス処理系及びブローアウトパネル閉止装置を使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉建屋ガス処理系は，非常用ガス処理系排風機，非常

用ガス再循環系排風機，配管・弁類及び計測制御装置等で構

成し，非常用ガス処理系排風機により原子炉建屋原子炉棟内

を負圧に維持するとともに，原子炉格納容器から原子炉建屋

原子炉棟内に漏えいした放射性物質を含む気体を非常用ガス

処理系排気筒から排気することで，中央制御室の運転員の被

ばくを低減することができる設計とする。なお，本系統を使

用することにより緊急時対策要員の被ばくを低減することも

可能である。 

原子炉建屋原子炉棟の気密バウンダリの一部として原子炉

建屋に設置する原子炉建屋外側ブローアウトパネルは，閉状

態を維持できる，又は開放時に容易かつ確実にブローアウト

パネル閉止装置により開口部を閉止できる設計とする。また，

ブローアウトパネル閉止装置は現場において，人力により操

作できる設計とする。 

 

 

(2) 汚染の持ち込みを防止するための設備 

重大事故等が発生し，中央制御室の外側が放射性物質により

汚染したような状況下において，運転員が中央制御室の外側か

ら中央制御室に放射性物質による汚染を持ち込むことを防止す

るため，身体サーベイ及び作業服の着替え等を行うための区画

を設ける設計とする。 

身体サーベイの結果，運転員の汚染が確認された場合は，運

転員の除染を行うことができる区画を，身体サーベイを行う区

画に隣接して設置する設計とする。また，照明については，チ

ェンジングエリア用照明により確保できる設計とする。 

(3) 運転員の被ばくを低減するための設備 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，運転員の被ばく

を低減するための重大事故等対処設備として，非常用ガス処理

系及び原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置を使

用する。 

 

 

 

 

 

 

非常用ガス処理系は，非常用ガス処理系排気ファン，配管・

弁類，計測制御装置等で構成し，非常用ガス処理系排気ファン

により原子炉建物原子炉棟内を負圧に維持するとともに，原子

炉格納容器から原子炉建物原子炉棟内に漏えいした放射性物質

を含む気体を排気筒に沿わせて設ける排気管から排気すること

で，中央制御室の運転員の被ばくを低減することができる設計

とする。なお，本系統を使用することにより緊急時対策要員の

被ばくを低減することも可能である。 

 

原子炉建物原子炉棟の気密バウンダリの一部として原子炉建

物に設置する原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル及び主

蒸気管トンネル室ブローアウトパネルは，閉状態を維持できる

設計とする。また，原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル

閉止装置は，中央制御室の居住性確保のために原子炉建物原子

炉棟の気密バウンダリを形成する必要がある場合は，容易かつ

確実に閉止できる設計とする。なお，原子炉建物燃料取替階ブ

ローアウトパネル閉止装置は，中央制御室からの遠隔操作又は

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，重大事故

等対処設備として原子

炉建物燃料取替階ブロ

ーアウトパネル閉止装

置を設置する（以下，⑥

の相違） 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉には，非常用

ガス再循環系はない 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は非常用ガ

ス処理系排気管の設置

状況を詳細に記載 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑥の相違 

・操作判断基準の相違 

【東海第二】 
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非常用ガス処理系は，非常用交流電源設備に加えて，常設代

替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

 

 

 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・非常用ガス処理系排風機 

 

・常設代替交流電源設備（6 号及び7 号炉共用）（3.14 電源

設備） 

 

 

 

 

本系統の流路として，非常用ガス処理系の乾燥装置，フィル

タ装置，配管及び弁並びに主排気筒（内筒）を重大事故等対処

設備として使用する。 

その他，設計基準対象施設である原子炉建屋原子炉区域を重

大事故対処設備として使用し，設計基準事故対処設備である非

常用交流電源設備を重大事故等対処設備（設計基準拡張）とし

て使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉建屋ガス処理系及びブローアウトパネル閉止装置

は，非常用交流電源設備に加えて，常設代替交流電源設備か

らの給電が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現場において人力により操作できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非常用ガス処理系は，非常用交流電源設備に加えて常設代替

交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な

設計とする。 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置は，常設

代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可

能な設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・非常用ガス処理系排気ファン 

・原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

・可搬型代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

 

・代替所内電気設備（3.14 電源設備） 

 

 

本系統の流路として，非常用ガス処理系の前置ガス処理装置，

後置ガス処置装置，配管及び弁並びに非常用ガス処理系排気管

を重大事故等対処設備として使用する。 

その他，設計基準対象施設である原子炉建物原子炉棟を重大

事故等対処設備として使用し，設計基準事故対処設備である非

常用交流電源設備を重大事故等対処設備（設計基準拡張）とし

て使用する。 

島根２号炉は原子炉

建物燃料取替階ブロー

アウトパネルの開放に

加え，次の条件が全て成

立した場合に閉止する。 

○原子炉冷却材圧力バ

ウンダリが破損した状

況において，漏えい箇所

の隔離又は原子炉圧力

容器の減圧が完了して

いること 

○非常用ガス処理系が

運転中又は起動操作が

必要な状況であること 

○当直副長が炉心損傷

を判断していること 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

⑤，⑥の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑤，⑥の相違 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑦の相違 

 

 

 

 

 

 

 

3.16-10



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

中央制御室（重大事故等時）の主要設備及び仕様を第3.16－1 

表及び第3.16－2 表に示す。 

非常用交流電源設備については，「3.14 電源設備」にて記載

する。 

常設代替交流電源設備については，「3.14 電源設備」にて記

載する。 

原子炉建屋ブローアウトパネルについては，「3.24 原子炉格

納施設」にて記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，チェンジングエリア用資機材については，「実用発電

用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る

審査基準」の「1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等【解

釈】1ａ」」を満足するための資機材（放射線防護措置）として

位置付ける。 

また，炉心の著しい損傷が発生した場合（重大事故等対処設

備（特定重大事故等対処施設を構成するものを除く。）が有す

る原子炉格納容器の破損を防止するための機能が損なわれた場

合を除く。）においても運転員が中央制御室にとどまるために，

自主対策設備として以下の設備を設置する。 

 

(4) ブローアウトパネル強制開放装置 

原子炉建屋内側から，油圧ジャッキにより原子炉建屋外側

ブローアウトパネルを強制的に開放する装置を設置する。油

圧配管は，屋内に敷設し，屋外に設置する油圧発生装置と接

続する。また，開放機構を原子炉建屋内に設置し，ブローア

ウトパネル閉止装置及び竜巻飛来物防護対策の防護ネットと

の干渉を回避する設計とする。 

状況に応じて必要な箇所全てを開放するまでに時間を要す

るが，原子炉建屋外側ブローアウトパネルを強制的に開放す

る必要が生じた場合の手段として有効である。 

 

 

(5) 非常用照明 

   非常用照明は，耐震性は確保されていないが，全交流動力

電源喪失時に代替交流電源設備から給電が可能であるため，

照明を確保する手段として有効である。 

 

中央制御室（重大事故等時）の主要設備及び仕様を第3.16－1 

表及び第3.16－2 表に示す。 

非常用交流電源設備，常設代替交流電源設備，可搬型代替交

流電源設備及び代替所内電気設備については，「3.14 電源設備」

にて記載する。 

 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル及び主蒸気管トン

ネル室ブローアウトパネルについては，「3.24 原子炉建物原子

炉棟」にて記載する。 

なお，チェンジングエリア用資機材については，「実用発電用

原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基

準」の「1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等【解釈】1

ａ）」を満足するための資機材（放射線防護措置）として位置付け

る。 

また，炉心の著しい損傷が発生した場合（重大事故等対処設備

（特定重大事故等対処施設を構成するものを除く。）が有する原

子炉格納容器の破損を防止するための機能が損なわれた場合を除

く。）においても運転員が中央制御室にとどまるために，自主対

策設備として以下の設備を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 非常用照明 

非常用照明は，耐震性は確保されていないが，全交流動力電

源喪失時に常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備

から給電が可能であるため，照明を確保する手段として有効で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・自主対策設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉はブローア

ウトパネル閉止装置を

原子炉建物原子炉棟内

に設置し，ブローアウト

パネルの開閉状態に関

わらず閉止動作が可能

であるため，ブローアウ

トパネル閉止装置の関

連設備として強制開放

装置は設置ない 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑤の相違 
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3.16.1.1.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

 

 

中央制御室可搬型陽圧化空調機は，中央制御室換気空調系と共

通要因によって同時に機能を損なわないよう独立性を有した設備

構成とすることで多様性を有する設計とする。 

 

 

 

 

中央制御室可搬型陽圧化空調機及び中央制御室待避室陽圧化装

置（空気ボンべ）は，コントロール建屋に保管し，中央制御室換

気空調設備とは共通要因によって同時に機能を損なわないよう，

位置的分散を図る設計とする。 

 

差圧計及び酸素濃度・二酸化炭素濃度計は，中央制御室内及び

中央制御室待避室内に分散して保管することで，共通要因によっ

て同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

可搬型蓄電池内蔵型照明は，遮断器を設けることで中央制御室

の非常用照明設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う，電気的分離を図る設計とする。 

可搬型蓄電池内蔵型照明は，中央制御室の非常用照明設備と共

通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る

設計とする。 

データ表示装置（待避室）は，計測制御設備と共通要因によっ

て同時に機能を損なわないよう，電気的分離を図る設計とする。 

 

非常用ガス処理系は，非常用交流電源設備に対して多様性を有

する常設代替交流電源設備からの給電により駆動できる設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.16.1.1.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

 

 

中央制御室換気系及び非常用ガス処理系は，多重性を有する非

常用交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

再循環用ファン，チャコール・フィルタ・ブースタ・ファン，

非常用ガス処理系排気ファン及び原子炉建物燃料取替階ブローア

ウトパネル閉止装置は，非常用交流電源設備に対して多様性を有

する常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電

できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＬＥＤライト（三脚タイプ）は，中央制御室の非常用照明と共

通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る

設計とする。 

プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）は，計測制

御設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，電気的

分離を図る設計とする。 

 

 

 

・記載構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は， 多様性，

位置的分散について記

載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の中央制御

室換気系はDB兼SA設備

であり電源による多様

性を有している 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違。空気ボンベが

代替する DB 設備及び他

の SA設備は無い 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の酸素濃度

計及び二酸化炭素濃度

計は，防止設備ではなく

代替するＤＢ設備がな

いため，多様性及び位置

的分散の要求事項は該

当せず，記載しない 
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電源設備の多様性，位置的分散については，「3.14 電源設備」

に記載する。 

電源設備の多様性，位置的分散については，「3.14 電源設備」

に記載する。 
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3.16.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

中央制御室の居住性の確保のために使用する中央制御室遮蔽及

び中央制御室待避室遮蔽（常設）は，コントロール建屋と一体の

コンクリート構造物とし，倒壊等により他の設備に悪影響を及ぼ

さない設計とする。 

 

 

中央制御室待避室遮蔽（可搬型），中央制御室可搬型陽圧化空調

機，中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ），データ表示装置

（待避室），酸素濃度・二酸化炭素濃度計及び可搬型蓄電池内蔵型

照明は，他の設備から独立して使用することで，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

可搬型蓄電池内蔵型照明は，遮断器により，中央制御室の非常

用照明と電気的に分離することで，中央制御室の非常用照明に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

中央制御室可搬型陽圧化空調機は，飛散物となって他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

中央制御室可搬型陽圧化空調機，中央制御室待避室陽圧化装置

（空気ボンベ），可搬型蓄電池内蔵型照明，差圧計，酸素濃度・二

酸化炭素濃度計は，固定により，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

 

 

 

非常用ガス処理系は，設計基準事故対処設備として使用する場

合と同じ系統構成で，重大事故等対処設備として使用することに

より，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 3.16.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

中央制御室の居住性の確保のために使用する中央制御室遮蔽

は，制御室建物と一体のコンクリート構造物とし，倒壊等により

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

中央制御室待避室遮蔽は制御室建物内に設置し，倒壊等により

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

再循環用ファン，チャコール・フィルタ・ブースタ・ファン，

中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ），プラントパラメータ

監視装置（中央制御室待避室），中央制御室差圧計，待避室差圧計，

酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及びＬＥＤライト（三脚タイプ）

は，他の設備から独立して使用することで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置は，他の設

備から独立して使用することで，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

ＬＥＤライト（三脚タイプ）は，他の設備から独立して使用す

ることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

再循環用ファン及びチャコール・フィルタ・ブースタ・ファン

は，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ），ＬＥＤライト（三

脚タイプ），酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，固定により，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

非常用ガス処理系は，設計基準事故対処設備として使用する場

合と同じ系統構成で，重大事故等対処設備として使用することに

より，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

・記載構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は悪影響防

止について記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の中央制御

室待避室遮蔽はコンク

リート構造でない 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①，②の相違 

島根２号炉の中央制御

室差圧計及び待避室差

圧計は常設 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑥の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

島根２号炉の中央制御

室差圧計及び待避室差

圧計は常設 
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3.16.1.1.3 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

 

中央制御室可搬型陽圧化空調機は，想定される重大事故等時に

おいて中央制御室の居住性を確保するため，運転員の放射線被ば

くを防止するとともに中央制御室内の換気に必要な容量を確保で

きる設計とする。 

 

中央制御室可搬型陽圧化空調機フィルタユニットは，想定され

る重大事故等時において中央制御室の居住性を確保するため，運

転員を過度の放射線被ばくから防護するために必要な放射性物質

の除去効率及び吸着能力を有する設計とする。 

 

 

中央制御室可搬型陽圧化空調機のフィルタユニットは，必要な

容量を有するものを1 セット1 台使用する。保有数は，6 号及び7 

号炉それぞれ1 セット1 台に加えて，故障時及び保守点検による

待機除外時のバックアップ用として1 台（6号及び7 号炉共用）の

合計3 台を保管する設計とする。 

中央制御室可搬型陽圧化空調機のブロワユニットは，必要な容

量を有するものを1 セット2 台使用する。保有数は，6 号及び7 号

炉それぞれ1 セット2 台に加えて，故障時及び保守点検による待

機除外時のバックアップ用として2 台（6 号及び7 号炉共用）の

合計6 台を保管する設計とする。 

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）は，想定される重

大事故等時において中央制御室待避室の居住性を確保するため，

中央制御室待避室を陽圧化することにより，必要な運転員の窒息

を防止及び給気ライン以外から中央制御室待避室内へ外気の流入

を一定時間遮断するために必要な容量を有するものを1 セット

174 本使用する。保有数は，6 号及び7 号炉共用で1 セット174 本

に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ

用として20 本以上（6 号及び7号炉共用）の合計194 本以上を保

管する。 

データ表示装置（待避室）は，中央制御室待避室に待避中の運

転員が，発電用原子炉施設の主要な計測装置の監視を行うために

必要なデータの伝送及び表示が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.16.1.1.3 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

 

再循環用ファン及びチャコール・フィルタ・ブースタ・ファン

は，設計基準事故対処設備の中央制御室換気系と兼用しており，

運転員を過度の被ばくから防護するための中央制御室内の換気に

必要な容量に対して十分であるため，設計基準事故対処設備と同

仕様で設計する。 

非常用チャコール・フィルタ・ユニットは，設計基準事故対処

設備としてのフィルタ性能が，想定される重大事故等時において

も，中央制御室の運転員を過度の被ばくから防護するために必要

な放射性物質の除去効率及び吸着能力に対して十分であるため，

設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ）は，想定される重

大事故等時において中央制御室待避室の居住性を確保するため，

中央制御室待避室を正圧化することにより，必要な運転員の窒息

を防止及び給気ライン以外から中央制御室待避室内へ外気の流入

を一定時間遮断するために必要な容量を有するものを15本使用す

る。保有数は，15 本に加えて，故障時及び保守点検による待機除

外時のバックアップ用として35本の合計50本を保管する。 

 

 

プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）は，中央制

御室待避室に待避中の運転員が，発電用原子炉施設の主要な計測

装置の監視を行うために必要なデータの表示が可能なものを１個

使用する。保管数は，１個に加えて，故障時及び保守点検による

・記載構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は容量等に

ついて記載 

・設備の相違 

【柏崎6/7】 

島根２号炉の中央制御

室換気系の再循環用フ

ァン，チャコール・フィ

ルタ・ブースタ・ファン

及び非常用チャコー

ル・フィルタ・ユニット

は DB 設備としての仕様

にて SA 設備として使用

可能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用及び設備の相違 

【柏崎 6/7】 

待避室内の容積及び待

避要員数の相違に伴う

ボンベ必要本数の相違 
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可搬型蓄電池内蔵型照明は，想定される重大事故等時に，運転

員が中央制御室内で操作可能な照度を確保するために必要な容量

を有するものを1セット3台使用する。保有数は，6号及び7号炉共

用で1セット3台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時

のバックアップ用として1台（6号及び7号炉共用）の合計4台を保

管する設計とする。 

差圧計は，中央制御室内とコントロール建屋，中央制御室待避

室内とコントロール建屋の居住環境の基準値を上回る範囲を測定

できるものを1セット2個使用する。 

保有数は，6号及び7号炉共用で1セット2個に加えて故障時及び

保守点検による待機除外時のバックアップ用として1個（6号及び7

号炉共用）の合計3個を保管する設計とする。 

酸素濃度・二酸化炭素濃度計は，中央制御室内及び中央制御室

待避室内の居住環境の基準値を上回る範囲を測定できるものを，1

セット3個使用する。保有数は，6号及び7号炉共用で1セット3個に

加えて故障時及び保守点検時による待機除外時のバックアップ用

として1個（6号及び7号炉共用）の合計4個を保管する設計とする。 

 

非常用ガス処理系排風機は，設計基準事故対処設備としての仕

様が，想定される重大事故等時において，中央制御室の運転員の

被ばくを低減できるよう，原子炉建屋原子炉区域内を負圧に維持

するとともに，主排気筒（内筒）を通して排気口から放出するた

めに必要な容量に対して十分であるため，設計基準事故対処設備

と同仕様で設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

待機除外時のバックアップ用として１個の合計２個を保管する設

計とする。 

ＬＥＤライト（三脚タイプ）は，想定される重大事故等時に，

運転員が中央制御室内で操作可能な照度を確保するために必要な

容量を有するものを２個使用する。保有数は，２個に加えて，故

障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として１個

の合計３個を保管する設計とする。 

 

中央制御室差圧計は，中央制御室の正圧化された室内と外気と

の差圧の監視が可能な計測範囲を有する設計とする。 

待避室差圧計は，中央制御室待避室の正圧化された室内と中央

制御室との差圧の監視が可能な計測範囲を有する設計とする。 

 

 

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，中央制御室内及び中央制

御室待避室内の居住環境の基準値を上回る範囲を測定できるもの

を，各２個使用する。保有数は，各２個に加えて故障時及び保守

点検による待機除外時のバックアップ用として各１個の合計各３

個を保管する設計とする。 

 

非常用ガス処理系排気ファンは，設計基準事故対処設備として

の仕様が，想定される重大事故等時において，中央制御室の運転

員の被ばくを低減できるよう，原子炉建物原子炉棟内を負圧に維

持するとともに，排気筒に沿わせて設ける排気管を通して排気口

から放出するために必要な容量に対して十分であるため，設計基

準事故対処設備と同仕様で設計する。 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

制御室の容積の相違に

伴う照明台数の相違 

・設備の相違，申請号炉

数の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の中央制御

室差圧計及び待避室差

圧計は常設 

 

 

・申請号炉数の相違 

【柏崎 6/7】 

測定場所の相違に伴う

濃度計台数の相違 

 

 

 

・記載方針の装置 

【柏崎6/7】 

島根２号炉は非常用ガ

ス処理系排気管の設置

状況を詳細に記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.16-16



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

3.16.1.1.4 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

 

中央制御室遮蔽，中央制御室待避室遮蔽（常設），中央制御室待

避室遮蔽（可搬型），中央制御室可搬型陽圧化空調機，データ表示

装置（待避室），可搬型蓄電池内蔵型照明，差圧計及び酸素濃度・

二酸化炭素濃度計は，コントロール建屋内に設置し，想定される

重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

 

 

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）は，コントロール

建屋内及び廃棄物処理建屋内に設置し，想定される重大事故等時

における環境条件を考慮した設計とする。 

 

 

 

中央制御室待避室遮蔽（可搬型），中央制御室可搬型陽圧化空調

機，中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ），データ表示装置

（待避室），可搬型蓄電池内蔵型照明，差圧計，酸素濃度・二酸化

炭素濃度計の接続及び操作は，想定される重大事故等時において，

設置場所で可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

非常用ガス処理系排風機は，原子炉建屋原子炉区域内に設置し，

想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とす

る。 

非常用ガス処理系の操作は，想定される重大事故等時において，

中央制御室で可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 3.16.1.1.4 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

 

中央制御室遮蔽，中央制御室待避室遮蔽，プラントパラメータ

監視装置（中央制御室待避室），ＬＥＤライト（三脚タイプ），中

央制御室差圧計，待避室差圧計，酸素濃度計及び二酸化炭素濃度

計は，制御室建物内に設置し，想定される重大事故等時における

環境条件を考慮した設計とする。 

再循環用ファン，チャコール・フィルタ・ブースタ・ファン，

非常用チャコール・フィルタ・ユニット及び中央制御室待避室正

圧化装置（空気ボンベ）は廃棄物処理建物の中央制御室バウンダ

リ内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮

した設計とする。 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置は，原子炉

建物原子炉棟内に設置し，想定される重大事故等時における環境

条件を考慮した設計とする。 

中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ），プラントパラメー

タ監視装置（中央制御室待避室），ＬＥＤライト（三脚タイプ），

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計の接続及び操作は，想定される

重大事故等時において，設置場所で可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

非常用ガス処理系排気ファンは，原子炉建物原子炉棟内に設置

し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計と

する。 

非常用ガス処理系の操作は，想定される重大事故等時において，

中央制御室で可能な設計とする。 

 

・記載構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は環境条件

等について記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①，②，③の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑥の相違 

・設備及び設備の設置場

所の相違 

【柏崎 6/7】 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①，②，③の相違 

島根２号炉の中央制御

室差圧計及び待避室差

圧計は常設のため接続

を伴わない 
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3.16.1.1.5 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

 

中央制御室遮蔽，中央制御室待避室遮蔽（常設）は，コントロ

ール建屋と一体構造とし，重大事故等時において，特段の操作を

必要とせず直ちに使用できる設計とする。 

 

 

中央制御室待避室遮蔽（可搬型）は，中央制御室待避室の均圧

室内の壁面に固定して保管することで，重大事故等時において，

特段の操作を必要とせずに直ちに使用できる設計とする。 

中央制御室可搬型陽圧化空調機，中央制御室待避室陽圧化装置 

（空気ボンベ），データ表示装置（待避室），差圧計及び酸素濃

度・二酸化炭素濃度計は，通常時に使用する設備ではなく，重大

事故等時において，他の系統と切り替えることなく使用できる設

計とする。 

 

 

 

 

 

可搬型蓄電池内蔵型照明は，通常時に使用する設備ではなく，

重大事故等時において，他の系統と切り替えることなく使用でき

る設計とする。 

中央制御室可搬型陽圧化空調機は，付属の操作スイッチにより

設置場所で操作可能な設計とする。 

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）は，重大事故等時

において，現場での弁操作により，通常時の隔離された系統構成

から重大事故等対処設備としての系統構成に速やかに切替えが可

能な設計とする。 

中央制御室換気空調系給排気隔離弁は，電源供給ができない場

合においても，現場操作が可能となるように手動操作ハンドルを

設け，現場で人力により確実に操作が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.16.1.1.5 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

 

中央制御室遮蔽は，制御室建物と一体構造とし，重大事故等時

において，特段の操作を必要とせず直ちに使用できる設計とする。 

中央制御室待避室遮蔽は，中央制御室内に設置されており，重

大事故等時において，特段の操作を必要とせず直ちに使用できる

設計とする。 

 

 

 

中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ），プラントパラメー

タ監視装置（中央制御室待避室），中央制御室差圧計，待避室差圧

計，酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，通常時に使用する設備

ではなく，重大事故等時において，他の系統と切り替えることな

く使用できる設計とする。 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置は，中央制

御室の操作盤のスイッチでの操作が可能な設計とする。また，原

子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置は，電源供給が

できない場合においても，現場において人力による操作が可能な

設計とする。 

ＬＥＤライト（三脚タイプ）は，通常時に使用する設備ではな

く，重大事故等時において，他の系統と切り替えることなく使用

できる設計とする。 

中央制御室換気系は，中央制御室の操作スイッチにより中央制

御室で操作可能な設計とする。 

中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ）は，重大事故等時

において，現場での弁操作により，通常時の隔離された系統構成

から重大事故等対処設備としての系統構成に速やかに切替えが可

能な設計とする。 

中央制御室換気系弁の運転モード切替に使用する空気作動弁

は，駆動源（空気）が喪失した場合又は電源供給ができない場合

においても，現場操作が可能となるように手動操作ハンドルを設

け，現場で人力により確実に操作が可能な設計とする。 

非常用ガス処理系の起動に使用する空気作動弁は，駆動源（空

気）が喪失した場合又は電源が喪失した場合に開となり，現場で

の人力による操作が不要な構造とする。 

・記載構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は操作性の

確保について記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の中央制御

室待避室遮蔽はコンク

リート構造でない 

・設備の相違 

【柏崎6/7】 

①の相違 

・設備の相違 

【柏崎6/7】 

②，③の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑥の相違 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎6/7】 

③の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

③の相違 

 

・構成の相違 

【柏崎 6/7】 
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データ表示装置（待避室）は，通常は，操作を行わずに常時伝

送が可能な設計とする。 

 

 

可搬型蓄電池内蔵型照明は，全交流動力電源喪失時に，内蔵し

ている蓄電池により自動で点灯する設計とする。 

 

可搬型蓄電池内蔵型照明は，人力による持ち運びが可能な設計

とする。 

差圧計は，汎用の接続コネクタを用いて接続することにより，

容易かつ確実に接続し，指示を監視することが可能な設計とする。 

 

 

 

 

酸素濃度・二酸化炭素濃度計は，付属の操作スイッチにより設

置場所で操作が可能な設計とする。 

 

差圧計及び酸素濃度・二酸化炭素濃度計は，人力による持ち運

びが可能な設計とする。 

 

 

 

中央制御室可搬型陽圧化空調機，可搬型蓄電池内蔵型照明，差

圧計，酸素濃度・二酸化炭素濃度計は，屋内のアクセスルートを

確保できる設計とし，設置場所にて固定できる設計とする。 

また，中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）は，設置場

所にて固縛等により固定できる設計とする。 

非常用ガス処理系は，想定される重大事故等時において，設計

基準事故対処設備として使用する場合と同じ系統構成で重大事故

等対処設備として使用し，弁操作等により速やかに切り替えられ

る設計とする。 

非常用ガス処理系は，中央制御室の操作スイッチにより操作が

可能な設計とする。 

 

 

 

プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）は，汎用の

電源ケーブル及びネットワークケーブルを用いて接続することに

より，容易かつ確実に接続し，原子炉施設の主要な計測装置を継

続して監視が可能な設計とする。 

ＬＥＤライト（三脚タイプ）の電源ケーブルの接続は，コンセ

ントによる接続とし，接続規格を統一することで，確実に接続が

可能な設計とする。 

ＬＥＤライト（三脚タイプ）は，人力による持ち運びが可能な

設計とする。 

中央制御室差圧計及び待避室差圧計は，操作を必要とせず，直

ちに指示を監視することが可能な設計とする。 

 

 

 

 

ＬＥＤライト（三脚タイプ），酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計

は，付属の操作スイッチにより設置場所で操作が可能な設計とす

る。 

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，人力による持ち運びが可

能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

また，中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ）は，設置場

所にて固縛等により固定できる設計とする。 

非常用ガス処理系は，想定される重大事故等時において，設計

基準事故対処設備として使用する場合と同じ系統構成で重大事故

等対処設備として使用し，弁操作等により速やかに切り替えられ

る設計とする。 

非常用ガス処理系は，中央制御室の操作スイッチにより操作が

可能な設計とする。 

 

島根２号炉は SGT のダ

ンパについて記載 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は常時使用

状態とはしない 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の中央制御

室差圧計及び待避室差

圧計は常設のため接続

を伴わない 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の中央制御

室差圧計及び待避室差

圧計は常設 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②，③の相違 

島根２号炉の中央制御

室差圧計及び待避室差

圧計は常設 
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3.16.1.1.6 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

 

中央制御室遮蔽，中央制御室待避室遮蔽（常設），中央制御室待

避室遮蔽（可搬型）は，発電用原子炉の運転中又は停止中に外観 

の確認が可能な設計とする。 

中央制御室可搬型陽圧化空調機，中央制御室待避室陽圧化装置

（空気ボンベ），データ表示装置（待避室），可搬型蓄電池内蔵型

照明，差圧計及び酸素濃度・二酸化炭素濃度計は，発電用原子炉

の運転中又は停止中に機能・性能及び外観の確認が可能な設計と

する。 

 

 

 

 

中央制御室可搬型陽圧化空調機は，発電用原子炉の運転中又は

停止中に分解又は取替えが可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

非常用ガス処理系は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機

能・性能及び漏えいの有無の確認並びに弁の開閉動作の確認が可

能な設計とする。 

また，非常用ガス処理系排風機は，発電用原子炉の停止中に分

解及び外観の確認が可能な設計とする。 

 

 

 

 3.16.1.1.6 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

 

中央制御室遮蔽，中央制御室待避室遮蔽は，発電用原子炉の運

転中又は停止中に外観の確認が可能な設計とする。 

 

中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ），プラントパラメー

タ監視装置（中央制御室待避室），ＬＥＤライト（三脚タイプ），

中央制御室差圧計，待避室差圧計，酸素濃度計及び二酸化炭素濃

度計は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能及び外観

の確認が可能な設計とする。 

再循環用ファン，チャコール・フィルタ・ブースタ・ファン及

び非常用チャコール・フィルタ・ユニットは，発電用原子炉の運

転中又は停止中に，系統隔離運転モード及び加圧運転モードによ

る機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。 

再循環用ファン及びチャコール・フィルタ・ブースタ・ファン

は，発電用原子炉の停止中に分解が可能な設計とする。 

非常用チャコール・フィルタ・ユニットは，発電用原子炉の運

転中又は停止中に差圧確認が可能な設計とする。また，非常用チ

ャコール・フィルタ・ユニットは，発電用原子炉の停止中に内部

確認を行えるように，点検口を設ける設計とし，性能の確認を行

えるように，フィルタを取り出すことが可能な設計とする。 

非常用ガス処理系は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機

能・性能及び漏えいの有無の確認並びに弁の開閉動作の確認が可

能な設計とする。 

また，非常用ガス処理系排気ファンは，発電用原子炉の停止中

に分解及び外観の確認が可能な設計とする。 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置は，発電用

原子炉の運転中又は停止中に外観の確認が可能な設計とする。ま

た，原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置は，発電

用原子炉の停止中に機能・性能の確認が可能な設計とする。 

 

 

・記載構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は試験検査

について記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②，③の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

⑥の相違 
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第3.16－1表 中央制御室（重大事故等時）（常設）の設備の主要

機器仕様 

(1) 居住性を確保するための設備 

a. 中央制御室遮蔽（6 号及び7 号炉共用） 

厚さ     mm 以上 

材料 コンクリート 

b. 中央制御室待避室遮蔽（常設）（6 号及び7 号炉共用） 

厚さ コンクリート     mm 以上 

鉛     mm 以上 

材料 コンクリート及び鉛 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 無線連絡設備（常設）（6 号及び7 号炉共用） 

第3.19－1 表 通信連絡を行うために必要な設備（常設）の主要

機器仕様に記載する。 

d. 衛星電話設備（常設）（6 号及び7 号炉共用） 

第3.19－1 表 通信連絡を行うために必要な設備（常設）の主要

機器仕様に記載する。 

e. データ表示装置（待避室） 

個 数 2 

 

 

 

 

 

 

 

 第3.16－1表 中央制御室（重大事故等時）（常設）の設備の主要

機器仕様(1/2) 

(1) 居住性を確保するための設備 

a. 中央制御室遮蔽（１号及び２号炉共用） 

厚さ   mm 以上 

材料 コンクリート 

b. 中央制御室待避室遮蔽 

厚さ 鉛    mm相当以上 

 

材料 鉛及び鋼板 

 

c. 中央制御室換気系 

(a) 非常用チャコール・フィルタ・ユニット 

基 数 １ 

よう素除去効率  95%以上（相対湿度70％以下において） 

粒子除去効率   99.9%以上（0.3μm粒子に対して） 

(b) 再循環用ファン 

台 数 １（予備１） 

容 量 約120,000m3/h/台 

(c) チャコール・フィルタ・ブースタ・ファン 

台 数 １（予備１） 

容 量 約32,000m3/h/台 

ｄ. 無線通信設備（固定型） 

第3.19－1 表 通信連絡を行うために必要な設備（固定型）の

主要機器仕様に記載する。 

ｅ. 衛星電話設備（固定型） 

第3.19－1 表 通信連絡を行うために必要な設備（固定型）の

主要機器仕様に記載する。 

 

 

 

 

 

ｆ. 中央制御室差圧計 

個 数 １ 

 ｇ．待避室差圧計 

個 数 １ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉の待避室遮

蔽は鉛等により遮蔽性

能を確保する 

・設備及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

③の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉のプラント

パラメータ監視装置は

可搬 

島根２号炉の中央制御

室差圧計及び待避室は

常設 
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(2) 中央制御室の運転員の被ばくを低減するための設備 

a. 非常用ガス処理系 

(a) 非常用ガス処理系排風機 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用ガス処理系 

基 数 1（予備1） 

系統設計流量 約2,000m3/h 

（原子炉区域内空気を 1 日に 0.5 回換気できる量） 

b.原子炉建屋ブローアウト閉止装置 

個数 １ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第3.16－1表 中央制御室（重大事故等時）（常設）の設備の主要

機器仕様(2/2) 

(2) 運転員の被ばくを低減するための設備 

a. 非常用ガス処理系 

(a) 非常用ガス処理系排気ファン 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用ガス処理系 

台 数 １（予備１） 

系統設計流量 約4,400m3/h/台 

（原子炉建物原子炉棟内空気を１日に１回換気できる量） 

ｂ.原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置 

個 数 ２  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

設計の相違に伴う設備

仕様の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 
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第3.16－2 表 中央制御室（重大事故等時）（可搬型）の設備の

主要機器仕様 

(1) 居住性を確保するための設備 

a. 中央制御室可搬型陽圧化空調機（6 号及び7 号炉共用） 

(a) フィルタユニット 

台 数 2（予備1） 

よう素除去効率 99.9%以上 

粒子除去効率 99.9%以上 

(b) ブロワユニット 

台 数 4（予備2） 

容 量 約1,500m3/h（1 台当たり） 

b. 中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）（6 号及び7 号

炉共用） 

(a) 空気ボンベ 

本 数 174（予備 20 以上） 

容 量 約47 L/本 

充填圧力 約15MPa[gage] 

 

 

 

c. 中央制御室待避室遮蔽（可搬型）（6 号及び7 号炉共用） 

厚さ     mm 以上 

材料 鉛 

d. 可搬型蓄電池内蔵型照明（6 号及び7 号炉共用） 

個 数 3（予備1） 

e. 差圧計（6 号及び7 号炉共用） 

個 数 2（予備1） 

 

 

 

f. 酸素濃度・二酸化炭素濃度計（6 号及び7 号炉共用） 

個 数 3（予備1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第3.16－2表 中央制御室（重大事故等時）（可搬型）の設備の主

要機器仕様 

(1) 居住性を確保するための設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ. 中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ） 

 

(a) 空気ボンベ 

本 数 15（予備 35 以上） 

容 量 約50 L/本 

充填圧力 約20MPa[gage] 

 

 

 

 

 

 

ｂ.ＬＥＤライト（三脚タイプ） 

個 数 ２（予備１） 

 

 

 

 

 

ｃ．酸素濃度計 

個 数 ２（予備１） 

ｄ．二酸化炭素濃度計 

個 数 ２（予備１） 

ｅ．プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室） 

個 数 １（予備１） 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎6/7】 

③の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

待避室内の容積及び待

避要員数の相違に伴う

ボンベ必要本数・容量・

圧力の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

・申請号炉数の相違 

【柏崎 6/7】 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の中央制御

室差圧計及び待避室差

圧計は常設 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉のプラント

パラメータ監視装置は

可搬 
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第3.16－1 図 中央制御室（重大事故等時）系統概要図 

（居住性を確保するための設備(中央制御室可搬型陽圧化空調

機)） 

 

 

 

第3.16－1 図 中央制御室（重大事故等時）系統概要図 

（居住性を確保するための設備（中央制御室換気系）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 

 

 

第 3.16－2 図 中央制御室（重大事故等時）系統概略図 

（居住性を確保するための設備（中央制御室待避室陽圧化装

置）） 

 

 

 

第3.16－2 図 中央制御室（重大事故等時）系統概要図 

（居住性を確保するための設備（中央制御室待避室正圧化装置

（空気ボンベ））） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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第 6.10－4 図 中央制御室（重大事故等時）系統概要図（通信連

絡設備等） 

 

 

 

 

第 3.16－3図 中央制御室（重大事故等時）系統概要図 

（居住性を確保するための設備（プラントパラメータ監視装置

（中央制御室待避室），無線通信設備（固定型），衛星電話設備（固

定型）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

設置する設備の相違 
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第 3.16－3 図(1) 中央制御室（重大事故等時）系統概要図 

（運転員の被ばくを低減するための設備（非常用ガス処理系））（6 

号炉） 

 

 

 

 

第 3.16－4 図 中央制御室（重大事故等時）系統概要図 

（運転員の被ばくを低減するための設備（非常用ガス処理系，原

子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 

 

第3.16－3 図(2) 中央制御室（重大事故等時）系統概要図 

（運転員の被ばくを低減するための設備（非常用ガス処理系））

（7 号炉） 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

・申請号炉数の相違 

【柏崎 6/７】 
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まとめ資料比較表 〔60条 監視測定設備〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

相違No. 相違理由

① 島根２号炉のモニタリング・ポストは，非常用所内電源に接続

② 島根２号炉のモニタリング・ポストは，常設代替交流電源設備（3.14　電源設備）から給電可能

③ 島根２号炉は，他号炉と設備を共用しない

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。
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3.17 監視測定設備【60条】 

【設置許可基準規則】 

（監視測定設備） 

第六十条 発電用原子炉施設には、重大事故等が発生した場合

に工場等及びその周辺（工場等の周辺海域を含む。）において

発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び放射

線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録すること

ができる設備を設けなければならない。 

２ 発電用原子炉施設には、重大事故等が発生した場合に工場

等において風向、風速その他の気象条件を測定し、及びその

結果を記録することができる設備を設けなければならない。 

（解釈） 

１ 第１項に規定する「発電用原子炉施設から放出される放射

性物質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びに

その結果を記録することができる設備」とは、以下に掲げ

る措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うた

めの設備をいう。 

ａ）モニタリング設備は、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容

器の破損が発生した場合に放出されると想定される放射性

物質の濃度及び放射線量を測定できるものであること。 

ｂ）常設モニタリング設備（モニタリングポスト等）が機能喪

失しても代替し得る十分な台数のモニタリングカー又は可

搬型代替モニタリング設備を配備すること。 

ｃ）常設モニタリング設備は、代替交流電源設備からの給電を

可能とすること。 

3.17 監視測定設備【60条】 

【設置許可基準規則】 

（監視測定設備） 

第六十条 発電用原子炉施設には、重大事故等が発生した場合

に工場等及びその周辺（工場等の周辺海域を含む。）において

発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び放射

線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録すること

ができる設備を設けなければならない。 

２ 発電用原子炉施設には、重大事故等が発生した場合に工場

等において風向、風速その他の気象条件を測定し、及びその

結果を記録することができる設備を設けなければならない。 

（解釈） 

１ 第１項に規定する「発電用原子炉施設から放出される放射

性物質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びに

その結果を記録することができる設備」とは、以下に掲げ

る措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うた

めの設備をいう。 

ａ）モニタリング設備は、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容

器の破損が発生した場合に放出されると想定される放射性

物質の濃度及び放射線量を測定できるものであること。 

ｂ）常設モニタリング設備（モニタリングポスト等）が機能喪

失しても代替し得る十分な台数のモニタリングカー又は可

搬型代替モニタリング設備を配備すること。 

ｃ）常設モニタリング設備は、代替交流電源設備からの給電を

可能とすること。 
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3.17.1 適合方針 

  重大事故等が発生した場合に発電所及びその周辺（発電所の

周辺海域を含む。）において発電用原子炉施設から放出される放

射性物質の濃度及び放射線量を監視し，及び測定し，並びにそ

の結果を記録するために必要な重大事故等対処設備を保管す

る。重大事故等が発生した場合に発電所において風向，風速そ

の他の気象条件を測定し，及びその結果を記録するために必要

な重大事故等対処設備を保管する。 

  放射線管理設備（重大事故等時）の保管，設置又は使用場所

の概要図を第 3.17－1図から第 3.17－5図に示す。 

8.1.2 重大事故等時 

8.1.2.1 概要 

  重大事故等が発生した場合に発電所及びその周辺（発電所の

周辺海域を含む。）において発電用原子炉施設から放出される放

射性物質の濃度及び放射線量を監視し，及び測定し，並びにそ

の結果を記録するために必要な重大事故等対処設備を保管す

る。重大事故等が発生した場合に発電所において風向，風速そ

の他の気象条件を測定し，及びその結果を記録するために必要

な重大事故等対処設備を保管する。 

  放射線管理設備（重大事故等時）の保管，設置又は使用場所

の概要図を第 8.1－2図から第 8.1－4 図に示す。 

3.17.1 適合方針 

  重大事故等が発生した場合に発電所及びその周辺（発電所の

周辺海域を含む。）において発電用原子炉施設から放出される放

射性物質の濃度及び放射線量を監視し，及び測定し，並びにそ

の結果を記録するために必要な重大事故等対処設備を保管す

る。重大事故等が発生した場合に発電所において風向，風速そ

の他の気象条件を測定し，及びその結果を記録するために必要

な重大事故等対処設備を保管する。 

  放射線管理設備（重大事故等時）の保管，設置又は使用場所

の概要図を第 3.17－1図から第 3.17－4図に示す。 
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3.17.1.1 重大事故等対処設備 

 (1) 放射性物質の濃度及び放射線量の測定に用いる設備 

  a. 可搬型モニタリングポストによる放射線量の測定及び代

替測定 

    モニタリング・ポストが機能喪失した場合にその機能を

代替する重大事故等対処設備として，可搬型モニタリング

ポストを使用する。 

    可搬型モニタリングポストは，重大事故等が発生した場

合に，発電所敷地境界付近において，発電用原子炉施設か

ら放出される放射線量を監視し，及び測定し，並びにその

結果を記録できる設計とし，モニタリング・ポストを代替

し得る十分な個数を保管する。 

    また，可搬型モニタリングポストは，重大事故等が発生

した場合に，発電所海側及び 5 号炉原子炉建屋内緊急時対

策所付近等において，発電用原子炉施設から放出される放

射線量を監視し，及び測定し，並びにその結果を記録でき

る設計とする。 

    可搬型モニタリングポストの指示値は，無線により伝送

し，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所で監視できる設計と

する。可搬型モニタリングポストで測定した放射線量は，

電源喪失により保存した記録が失われないよう，電磁的に

記録，保存する設計とする。また，記録は必要な容量を保

存できる設計とする。 

    可搬型モニタリングポストの電源は，蓄電池を使用する

設計とする。 

    主要な設備は，以下のとおりとする。 

    ・可搬型モニタリングポスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.2.2 設計方針 

 (1) 放射性物質の濃度及び放射線量の測定に用いる設備 

  ａ．可搬型モニタリング・ポストによる放射線量の測定及び

代替測定 

    モニタリング・ポストが機能喪失した場合にその機能を

代替する重大事故等対処設備として，可搬型モニタリン

グ・ポストを使用する。 

    可搬型モニタリング・ポストは，重大事故等が発生した

場合に，周辺監視区域境界付近において，発電用原子炉施

設から放出される放射線量を監視し，及び測定し，並びに

その結果を記録できる設計とし，モニタリング・ポストを

代替し得る十分な台数を保管する。 

    また，可搬型モニタリング・ポストは，重大事故等が発

生した場合に，発電所海側及び緊急対策所付近等において，

発電用原子炉施設から放出される放射線量を監視し，及び

測定し，並びにその結果を記録できる設計とする。 

 

    可搬型モニタリング・ポストの指示値は，衛星系回線に

より伝送し，緊急時対策所で監視できる設計とする。可搬

型モニタリング・ポストで測定した放射線量は，電源喪失

により保存した記録が失われないよう，電磁的に記録，保

存する設計とする。また，記録は必要な容量を保存できる

設計とする。 

    可搬型モニタリング・ポストの電源は，外部バッテリー

を使用する設計とする。 

    主要な設備は，以下のとおりとする。 

    ・可搬型モニタリング・ポスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.17.1.1 重大事故等対処設備 

 (1) 放射性物質の濃度及び放射線量の測定に用いる設備 

  ａ．可搬式モニタリング・ポストによる放射線量の測定及び

代替測定 

    モニタリング・ポストが機能喪失した場合にその機能を

代替する重大事故等対処設備として，可搬式モニタリン

グ・ポストを使用する。 

    可搬式モニタリング・ポストは，重大事故等が発生した

場合に，発電所敷地境界付近において，発電用原子炉施設

から放出される放射線量を監視し，及び測定し，並びにそ

の結果を記録できる設計とし，モニタリング・ポストを代

替し得る十分な個数を保管する。 

    また，可搬式モニタリング・ポストは，重大事故等が発

生した場合に，発電所海側及び緊急時対策所付近において，

発電用原子炉施設から放出される放射線量を監視し，及び

測定し，並びにその結果を記録できる設計とする。 

 

    可搬式モニタリング・ポストの指示値は，衛星系回線に

より伝送し，緊急時対策所で監視できる設計とする。可搬

式モニタリング・ポストで測定した放射線量は，電源喪失

により保存した記録が失われないよう，電磁的に記録，保

存する設計とする。また，記録は必要な容量を保存できる

設計とする。 

    可搬式モニタリング・ポストの電源は，蓄電池を使用す

る設計とする。 

    主要な設備は，以下のとおりとする。 

    ・可搬式モニタリング・ポスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉の可搬式

モニタリング・ポスト

は，左記場所以外には設

置しない 
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b. 可搬型放射線計測器による空気中の放射性物質の濃度の

代替測定 

 放射能観測車のダスト・よう素サンプラ，よう素測定装

置又は GM 計数装置が機能喪失した場合にその機能を代替

する重大事故等対処設備として，可搬型放射線計測器（ダ

スト・よう素サンプラの代替として可搬型ダスト・よう素

サンプラ，よう素測定装置の代替として NaI シンチレーシ

ョンサーベイメータ，GM 計数装置の代替として GM 汚染サ

ーベイメータ）を使用する。 

 可搬型放射線計測器は，重大事故等が発生した場合に，

発電所及びその周辺において，発電用原子炉施設から放出

される放射性物質の濃度（空気中）を監視し，及び測定し，

並びにその結果を記録できるように測定値を表示する設計

とし，放射能観測車を代替し得る十分な個数を保管する。 

可搬型放射線計測器のうち NaI シンチレーションサーベ

イメータ及び GM 汚染サーベイメータの電源は，乾電池を

使用する設計とし，可搬型ダスト・よう素サンプラの電源

は，蓄電池を使用する設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型放射線計測器（可搬型ダスト・よう素サンプラ，

NaI シンチレーションサーベイメータ，GM 汚染サーベ

イメータ）

c. 可搬型放射線計測器等による放射性物質の濃度及び放射

線量の測定 

 重大事故等が発生した場合に，発電所及びその周辺（発

電所の周辺海域を含む。）において，発電用原子炉施設から

放出される放射性物質の濃度（空気中，水中，土壌中）及

び放射線量を測定するための重大事故等対処設備として，

可搬型放射線計測器及び小型船舶（海上モニタリング用）

を使用する。 

 可搬型放射線計測器は，重大事故等が発生した場合に，

発電所及びその周辺（発電所の周辺海域を含む。）において，

発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度（空気

中，水中，土壌中）及び放射線量を監視し，及び測定し，

  ｂ．可搬型放射能測定装置による空気中の放射性物質の濃度

の代替測定 

 放射能観測車のダスト・よう素サンプラ，よう素測定装

置又はダストモニタが機能喪失した場合にその機能を代替

する重大事故等対処設備として，可搬型放射能測定装置（ダ

スト・よう素サンプラの代替として可搬型ダスト・よう素

サンプラ，よう素測定装置の代替としてＮａＩシンチレー

ションサーベイ・メータ，ダストモニタの代替としてβ線

サーベイ・メータ及びＺｎＳシンチレーションサーベイ・

メータ）を使用する。

可搬型放射能測定装置は，重大事故等が発生した場合に，

発電所及びその周辺において，発電用原子炉施設から放出

される放射性物質の濃度（空気中）を監視し，及び測定し，

並びにその結果を記録できるように測定値を表示する設計

とし，放射能観測車を代替し得る十分な台数を保管する。 

 可搬型放射能測定装置のうちＮａＩシンチレーションサ

ーベイ・メータ，β線サーベイ・メータ及びＺｎＳシンチ

レーションサーベイ・メータの電源は，乾電池を使用する

設計とし，可搬型ダスト・よう素サンプラの電源は，外部

バッテリーを使用する設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型放射能測定装置（可搬型ダスト・よう素サンプ

ラ，ＮａＩシンチレーションサーベイ・メータ，β線

サーベイ・メータ及びＺｎＳシンチレーションサーベ

イ・メータ）

  ｃ．可搬型放射能測定装置等による放射性物質の濃度及び放

射線量の測定 

 重大事故等が発生した場合に，発電所及びその周辺（発

電所の周辺海域を含む。）において，発電用原子炉施設から

放出される放射性物質の濃度（空気中，水中，土壌中）及

び放射線量を測定するための重大事故等対処設備として，

可搬型放射能測定装置，電離箱サーベイ・メータ及び小型

船舶を使用する。 

 可搬型放射能測定装置及び電離箱サーベイ・メータは，

重大事故等が発生した場合に，発電所及びその周辺（発電

所の周辺海域を含む。）において，発電用原子炉施設から放

出される放射性物質の濃度（空気中，水中，土壌中）及び

  ｂ．放射能測定装置による空気中の放射性物質の濃度の代替

測定 

放射能観測車のダスト・よう素サンプラ，よう素モニタ

又はダストモニタが機能喪失した場合にその機能を代替す

る重大事故等対処設備として，放射能測定装置（ダスト・

よう素サンプラの代替として可搬式ダスト・よう素サンプ

ラ，よう素モニタの代替としてＮａＩシンチレーション・

サーベイ・メータ，ダストモニタの代替としてＧＭ汚染サ

ーベイ・メータ）を使用する。 

放射能測定装置は，重大事故等が発生した場合に，発電

所及びその周辺において，発電用原子炉施設から放出され

る放射性物質の濃度（空気中）を監視し，及び測定し，並

びにその結果を記録できるように測定値を表示する設計と

し，放射能観測車を代替し得る十分な個数を保管する。 

放射能測定装置のうちＮａＩシンチレーション・サーベ

イ・メータ及びＧＭ汚染サーベイ・メータの電源は，乾電

池を使用する設計とし，可搬式ダスト・よう素サンプラの

電源は，蓄電池を使用する設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・放射能測定装置（可搬式ダスト・よう素サンプラ，Ｎ

ａＩシンチレーション・サーベイ・メータ，ＧＭ汚染

サーベイ・メータ）

  ｃ．放射能測定装置等による放射性物質の濃度及び放射線量

の測定 

重大事故等が発生した場合に，発電所及びその周辺（発

電所の周辺海域を含む。）において，発電用原子炉施設から

放出される放射性物質の濃度（空気中，水中，土壌中）及

び放射線量を測定するための重大事故等対処設備として，

放射能測定装置及び小型船舶を使用する。 

放射能測定装置は，重大事故等が発生した場合に，発電

所及びその周辺（発電所の周辺海域を含む。）において，発

電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度（空気中，

水中，土壌中）及び放射線量を監視し，及び測定し，並び

・設備の相違

【東海第二】 

 島根２号炉の放射能

観測車に搭載している

ダストモニタは，β線測

定用であるため，その代

替としてＧＭ汚染サー

ベイ・メータを使用 
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並びにその結果を記録できるように測定値を表示する設計

とする。 

発電所の周辺海域においては，小型船舶（海上モニタリ

ング用）を用いる設計とする。

可搬型放射線計測器のうち NaI シンチレーションサーベ

イメータ，GM 汚染サーベイメータ，ZnS シンチレーション

サーベイメータ及び電離箱サーベイメータの電源は，乾電

池を使用する設計とし，可搬型ダスト・よう素サンプラの

電源は，蓄電池を使用する設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型放射線計測器（可搬型ダスト・よう素サンプラ，

NaI シンチレーションサーベイメータ，GM 汚染サーベ

イメータ，ZnS シンチレーションサーベイメータ，電

離箱サーベイメータ） 

・小型船舶（海上モニタリング用）

 これらの設備は，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の

破損が発生した場合に放出されると想定される放射性物質の

濃度及び放射線量を測定できる設計とする。 

(2) 風向，風速その他の気象条件の測定に用いる設備

a. 可搬型気象観測装置による気象観測項目の代替測定

気象観測設備が機能喪失した場合にその機能を代替する

重大事故等対処設備として，可搬型気象観測装置を使用す

る。 

 可搬型気象観測装置は，重大事故等が発生した場合に，

発電所において風向，風速その他の気象条件を測定し，及

びその結果を記録できる設計とし，気象観測設備を代替し

得る十分な個数を保管する。 

可搬型気象観測装置の指示値は，無線により伝送し，5 号

炉原子炉建屋内緊急時対策所で監視できる設計とする。 

 可搬型気象観測装置で測定した風向，風速その他の気象

条件は，電源喪失により保存した記録が失われないよう，

電磁的に記録，保存する設計とする。また，記録は必要な

容量を保存できる設計とする。 

可搬型気象観測装置の電源は，蓄電池を使用する設計と

放射線量を監視し，及び測定し，並びにその結果を記録で

きるように測定値を表示する設計とする。 

 発電所の周辺海域においては，小型船舶を用いる設計と

する。 

 可搬型放射能測定装置のうちＮａＩシンチレーションサ

ーベイ・メータ，β線サーベイ・メータ及びＺｎＳシンチ

レーションサーベイ・メータ並びに電離箱サーベイ・メー

タの電源は，乾電池を使用する設計とし，可搬型ダスト・

よう素サンプラの電源は，外部バッテリーを使用する設計

とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型放射能測定装置（可搬型ダスト・よう素サンプ

ラ，ＮａＩシンチレーションサーベイ・メータ，β線

サーベイ・メータ，ＺｎＳシンチレーションサーベイ・

メータ）

・電離箱サーベイ・メータ

・小型船舶

 これらの設備は，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の

破損が発生した場合に放出されると想定される放射性物質の

濃度及び放射線量を測定できる設計とする。 

(2) 風向，風速その他の気象条件の測定に用いる設備

  ａ．可搬型気象観測設備による気象観測項目の代替測定 

 気象観測設備が機能喪失した場合にその機能を代替する

重大事故等対処設備として，可搬型気象観測設備を使用す

る。 

 可搬型気象観測設備は，重大事故等が発生した場合に，

発電所において風向，風速その他の気象条件を測定し，及

びその結果を記録できる設計とし，気象観測設備を代替し

得る十分な台数を保管する。 

 可搬型気象観測設備の指示値は，衛星系回線により伝送

し，緊急時対策所で監視できる設計とする。 

 可搬型気象観測設備で測定した風向，風速その他の気象

条件は，電源喪失により保存した記録が失われないよう，

電磁的に記録，保存する設計とする。また，記録は必要な

容量を保存できる設計とする。 

可搬型気象観測設備の電源は，外部バッテリーを使用す

にその結果を記録できるように測定値を表示する設計とす

る。 

発電所の周辺海域においては，小型船舶を用いる設計と

する。 

放射能測定装置のうちＮａＩシンチレーション・サーベ

イ・メータ，ＧＭ汚染サーベイ・メータ，α・β線サーベ

イ・メータ及び電離箱サーベイ・メータの電源は，乾電池

を使用する設計とし，可搬式ダスト・よう素サンプラの電

源は，蓄電池を使用する設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・放射能測定装置（可搬式ダスト・よう素サンプラ，Ｎ

ａＩシンチレーション・サーベイ・メータ，ＧＭ汚染

サーベイ・メータ，α・β線サーベイ・メータ，電離

箱サーベイ・メータ） 

・小型船舶

これらの設備は，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の

破損が発生した場合に放出されると想定される放射性物質の

濃度及び放射線量を測定できる設計とする。 

(2) 風向，風速その他の気象条件の測定に用いる設備

  ａ．可搬式気象観測装置による気象観測項目の代替測定 

気象観測設備が機能喪失した場合にその機能を代替する

重大事故等対処設備として，可搬式気象観測装置を使用す

る。 

可搬式気象観測装置は，重大事故等が発生した場合に，

発電所において風向，風速その他の気象条件を測定し，及

びその結果を記録できる設計とし，気象観測設備を代替し

得る十分な個数を保管する。 

可搬式気象観測装置の指示値は，衛星系回線により伝送

し，緊急時対策所で監視できる設計とする。 

可搬式気象観測装置で測定した風向，風速その他の気象

条件は，電源喪失により保存した記録が失われないよう，

電磁的に記録，保存する設計とする。また，記録は必要な

容量を保存できる設計とする。 

可搬式気象観測装置の電源は，蓄電池を使用する設計と
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する。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型気象観測装置

(3) モニタリング・ポストの代替交流電源設備

モニタリング・ポストは，常用所内電源に接続しており，

常用所内電源が喪失した場合は，代替交流電源設備であるモ

ニタリング・ポスト用発電機から給電できる設計とする。モ

ニタリング・ポスト用発電機は，定期的に燃料を給油するこ

とで，モニタリング・ポストでの監視，及び測定，並びに記

録を継続できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・モニタリング・ポスト用発電機

  放射線管理設備（重大事故等時）の主要機器仕様を第 3.17－

1 表に示す。 

る設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型気象観測設備

(3) モニタリング・ポストの代替交流電源設備

モニタリング・ポストは，非常用交流電源設備に接続して

おり，非常用交流電源設備からの給電が喪失した場合は，代

替交流電源設備である常設代替交流電源設備及び可搬型代替

交流電源設備から給電できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備）

・可搬型代替交流電源設備（10.2 代替電源設備）

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備）

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備）

  非常用交流電源設備については，「10.1 非常用電源設備」に

記載する。 

  常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，代替所内

電気設備及び燃料給油設備については，「10.2 代替電源設備」

に記載する。 

する。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬式気象観測装置

(3) モニタリング・ポストの代替交流電源設備

モニタリング・ポストは，非常用所内電源に接続しており，

非常用所内電源が喪失した場合は，代替交流電源設備である

常設代替交流電源設備から給電できる設計とし，モニタリン

グ・ポストでの監視，及び測定，並びに記録を継続できる設

計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備）

  放射線管理設備（重大事故等時）の主要機器仕様を第 3.17－

1表に示す。 

  常設代替交流電源設備については，「3.14 電源設備」にて記

載する。 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉のモニタ

リング・ポストは，非常

用所内電源に接続（以

下，①の相違） 

島根２号炉のモニタ

リング・ポストは，常設

代替交流電源設備（3.14 

電源設備）から給電可能

（以下，②の相違） 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】

②の相違 
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3.17.1.2 多様性，位置的分散 

  基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防

止等」に示す。 

  可搬型モニタリングポストは，屋外のモニタリング・ポスト

と離れた 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所及び屋外の高台保管

場所に分散して保管することで，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

  可搬型放射線計測器は，屋外に保管する放射能観測車と離れ

た 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所に保管することで，共通要

因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計

とする。 

  小型船舶（海上モニタリング用）は，予備と分散して屋外の

高台保管場所に保管することで，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

  可搬型気象観測装置は，屋外の気象観測設備と離れた屋外の

高台保管場所に分散して保管することで，共通要因によって同

時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

 

  モニタリング・ポスト用発電機は，常用所内電源設備と離れ

た屋外のモニタリング・ポスト 2，5，8 周辺エリアに設置する

ことで，共通要因によって同時に機能が損なわれないよう位置

的分散を図る設計とする。 

 

3.17.1.3 悪影響防止 

  基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防

止等」に示す。 

  可搬型モニタリングポスト，可搬型放射線計測器，小型船舶

（海上モニタリング用）及び可搬型気象観測装置は，他の設備

から独立して単独で使用可能とし，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。 

  モニタリング・ポスト用発電機は，通常時は遮断器により切

り離し，重大事故等時に遮断器を投入することで，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

8.1.2.2.1 多様性，位置的分散 

  基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

  可搬型モニタリング・ポストは，屋外のモニタリング・ポス

トと離れた緊急時対策所建屋内に分散して保管することで，共

通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る

設計とする。 

  可搬型放射能測定装置は，屋外に保管する放射能観測車と離

れた緊急時対策所建屋内に保管することで，共通要因によって

同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

 

  小型船舶は，予備と分散して屋外の可搬型重大事故等対処設

備保管場所に保管することで，共通要因によって同時に機能を

損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

  可搬型気象観測設備は，屋外の気象観測設備と離れた緊急時

対策所建屋内に分散して保管することで，共通要因によって同

時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

8.1.2.2.2 悪影響防止 

  基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

  可搬型モニタリング・ポスト，可搬型放射能測定装置，電離

箱サーベイ・メータ，小型船舶及び可搬型気象観測設備は，他

の設備から独立して単独で使用可能とし，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.17.1.2 多様性，位置的分散 

  基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

  可搬式モニタリング・ポストは，屋外のモニタリング・ポス

トと離れた第１保管エリア及び第４保管エリアに分散して保管

することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう位

置的分散を図る設計とする。 

  放射能測定装置は，屋内に保管する放射能観測車と離れた緊

急時対策所内に保管することで，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

 

  小型船舶は，予備と分散して第１保管エリア及び第４保管エ

リアに保管することで，共通要因によって同時に機能を損なわ

ないよう位置的分散を図る設計とする。 

  可搬式気象観測装置は，屋外の気象観測設備と離れた第１保

管エリア及び第４保管エリアに分散して保管することで，共通

要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設

計とする。 

 

 

 

 

 

3.17.1.3 悪影響防止 

  基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

  可搬式モニタリング・ポスト，放射能測定装置，小型船舶及

び可搬式気象観測装置は，他の設備から独立して単独で使用可

能とし，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①，②の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ②の相違 
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3.17.1.4 共用の禁止 

  基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防

止等」に示す。 

モニタリング・ポスト用発電機は，モニタリング・ポストに

給電する設備であるため，モニタリング・ポストと同様に 6 号

及び 7 号炉で共用することで，操作に必要な時間及び要員を減

少させて安全性の向上を図る設計とする。 

3.17.1.5 容量等 

  基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

  可搬型モニタリングポスト及び可搬型放射線計測器は，炉心

の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損が発生した場合に放出

されると予想される放射性物質の濃度及び放射線量を測定でき

るよう，「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計測

に関する審査指針」に定める測定上限値を満足する設計とする。 

  可搬型モニタリングポストの保有数は，6 号及び 7 号炉共用

で，モニタリング・ポストの機能喪失時の代替としての 9 台，

発電所海側等での監視・測定のための 5 台，5 号炉原子炉建屋

内緊急時対策所の加圧判断用としての 1 台と故障時及び保守点

検による待機除外時のバックアップ用として 1 台（6 号及び 7 

号炉共用）を保管する。 

8.1.2.2.3 容量等 

  基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

  可搬型モニタリング・ポスト，可搬型放射能測定装置及び電

離箱サーベイ・メータは，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容

器の破損が発生した場合に放出されると予想される放射性物質

の濃度及び放射線量を測定できるよう，「発電用軽水型原子炉施

設における事故時の放射線計測に関する審査指針」に定める測

定上限値を満足する設計とする。 

  可搬型モニタリング・ポストの保有数は，モニタリング・ポ

ストの機能喪失時の代替としての 4 台，発電所海側等での監

視・測定のための 5 台，緊急時対策所の加圧判断用としての 1

台と故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用と

して 2台を保管する。 

3.17.1.4 共用の禁止 

  基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

3.17.1.5 容量等 

  基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

  可搬式モニタリング・ポスト及び放射能測定装置は，炉心の

著しい損傷及び原子炉格納容器の破損が発生した場合に放出さ

れると予想される放射性物質の濃度及び放射線量を測定できる

よう，「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計測に

関する審査指針」に定める測定上限値を満足する設計とする。 

  可搬式モニタリング・ポストの保有数は，モニタリング・ポ

ストの機能喪失時の代替としての６台，発電所海側での監視・

測定のための３台，緊急時対策所の正圧化判断用としての１台

と故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用とし

て２台を保管する。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

②の相違

・運用の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，他号炉

と設備を共用しない（以

下，③の相違） 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉の可搬式

モニタリング・ポスト

は，最大 10 台使用し，

左記場所以外には設置

しない 
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  可搬型放射線計測器のうち可搬型ダスト・よう素サンプラ，

NaI シンチレーションサーベイメータ，GM 汚染サーベイメータ

及び電離箱サーベイメータの保有数は，放射能観測車の代替並

びに発電所及びその周辺（発電所の周辺海域を含む。）において

発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線

量を測定し得る十分な個数として，6 号及び 7 号炉共用で 2 台

と故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用とし

て 1 台（6 号及び 7 号炉共用）を保管する。可搬型放射線計測

器のうち ZnS シンチレーションサーベイメータの保有数は，発

電所及びその周辺（発電所の周辺海域を含む。）において発電用

原子炉施設から放出される放射性物質の濃度を測定し得る十分

な個数として，6 号及び 7 号炉共用で 1 台と故障時及び保守点

検による待機除外時のバックアップ用として 1 台（6 号及び 7 

号炉共用）を保管する。 

  小型船舶（海上モニタリング用）は，発電所の周辺海域にお

いて，発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び

放射線量の測定を行うために必要な設備及び要員を積載し得る

十分な個数として，6 号及び 7 号炉共用で 1 台と故障時及び保

守点検による待機除外時のバックアップ用として 1 台（6 号及

び 7 号炉共用）を保管する。 

  可搬型気象観測装置は，「発電用原子炉施設の安全解析に関す

る気象指針」に定める観測項目を測定できる設計とする。 

  可搬型気象観測装置の保有数は，気象観測設備が機能喪失し

ても代替し得る十分な個数として，6 号及び 7 号炉共用で 1 台

と故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用とし

て 1 台（6 号及び 7 号炉共用）を保管する。 

  モニタリング・ポスト用発電機は，常用所内電源復旧までの

期間，モニタリング・ポスト 3 台に必要な電力を供給できる容

量を有するものを 6 号及び 7 号炉共用で 3台設置する設計とす

る。 

  可搬型モニタリングポスト，可搬型ダスト・よう素サンプラ，

NaI シンチレーションサーベイメータ，GM 汚染サーベイメー

タ，ZnS シンチレーションサーベイメータ，電離箱サーベイメ

ータ及び可搬型気象観測装置の電源は，蓄電池又は乾電池を使

用し，予備品と交換することで，重大事故等時の必要な期間測

定できる設計とする。 

 

 

  可搬型放射能測定装置（可搬型ダスト・よう素サンプラ，Ｎ

ａＩシンチレーションサーベイ・メータ，β線サーベイ・メー

タ及びＺｎＳシンチレーションサーベイ・メータ）の保有数は，

放射能観測車の代替並びに発電所及びその周辺（発電所の周辺

海域を含む。）において発電用原子炉施設から放出される放射性

物質の濃度を測定し得る十分な台数として 2 台と故障時及び保

守点検による待機除外時のバックアップ用として 1 台を保管す

る。電離箱サーベイ・メータの保有数は，発電所及びその周辺

（発電所の周辺海域を含む。）において放射線量を測定し得る十

分な台数として 1 台と故障時及び保守点検による待機除外時の

バックアップ用として 1 台を保管する。 

 

 

 

  小型船舶は，発電所の周辺海域において，発電用原子炉施設

から放出される放射性物質の濃度及び放射線量の測定を行うた

めに必要な設備及び要員を積載し得る十分な艇数として 1 艇と

故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として

1艇を保管する。 

 

  可搬型気象観測設備は，「発電用原子炉施設の安全解析に関す

る気象指針」に定める観測項目を測定できる設計とする。 

  可搬型気象観測設備の保有数は，気象観測設備が機能喪失し

ても代替し得る十分な台数として 1 台と故障時及び保守点検に

よる待機除外時のバックアップ用として 1台を保管する。 

 

 

 

 

 

  可搬型モニタリング・ポスト，可搬型放射能測定装置，電離

箱サーベイ・メータ及び可搬型気象観測設備の電源は，外部バ

ッテリー又は乾電池を使用し，予備品と交換することで，重大

事故等時の必要な期間測定できる設計とする。 

 

 

 

 

  放射能測定装置のうち可搬式ダスト・よう素サンプラ，Ｎａ

Ｉシンチレーション・サーベイ・メータ，ＧＭ汚染サーベイ・

メータ及び電離箱サーベイ・メータの保有数は，放射能観測車

の代替並びに発電所及びその周辺（発電所の周辺海域を含む。）

において発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度及

び放射線量を測定し得る十分な個数として２台と故障時及び保

守点検による待機除外時のバックアップ用として１台を保管す

る。放射能測定装置のうちα・β線サーベイ・メータの保有数

は，発電所及びその周辺（発電所の周辺海域を含む。）において

発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃度を測定し得

る十分な個数として１台と故障時及び保守点検による待機除外

時のバックアップ用として１台を保管する。 

 

 

  小型船舶は，発電所の周辺海域において，発電用原子炉施設

から放出される放射性物質の濃度及び放射線量の測定を行うた

めに必要な設備及び要員を積載し得る十分な個数として１台と

故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として

１台を保管する。 

 

  可搬式気象観測装置は，「発電用原子炉施設の安全解析に関す

る気象指針」に定める観測項目を測定できる設計とする。 

  可搬式気象観測装置の保有数は，気象観測設備が機能喪失し

ても代替し得る十分な個数として１台と故障時及び保守点検に

よる待機除外時のバックアップ用として１台を保管する。 

 

 

 

 

 

  可搬式モニタリング・ポスト，可搬式ダスト・よう素サンプ

ラ，ＮａＩシンチレーション・サーベイ・メータ，ＧＭ汚染サ

ーベイ・メータ，α・β線サーベイ・メータ，電離箱サーベイ・

メータ及び可搬式気象観測装置の電源は，蓄電池又は乾電池を

使用し，予備品と交換することで，重大事故等時の必要な期間

測定できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 
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3.17.1.6 環境条件等 

  基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

  可搬型モニタリングポストは，5 号炉原子炉建屋内緊急時対

策所内及び屋外に保管し，並びに屋外に設置し，想定される重

大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。可搬型モ

ニタリングポストの操作は，重大事故等時において設置場所で

可能な設計とする。 

  可搬型放射線計測器は， 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所内

に保管し，及び屋内又は屋外で使用し，想定される重大事故等

時における環境条件を考慮した設計とする。可搬型放射線計測

器の操作は，重大事故等時において使用場所で可能な設計とす

る。 

  小型船舶（海上モニタリング用）は，屋外に保管し，及び屋

外で使用し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮

した設計とする。また，小型船舶（海上モニタリング用）は，

海で使用するため，耐腐食性材料を使用する設計とする。小型

船舶（海上モニタリング用）の操作は，重大事故等時において

使用場所で可能な設計とする。 

  可搬型気象観測装置は，屋外に保管し，及び屋外に設置し，

想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とす

る。可搬型気象観測装置の操作は，重大事故等時において設置

場所で可能な設計とする。 

  モニタリング・ポスト用発電機は，屋外に設置し，想定され

る重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。モニ

タリング・ポスト用発電機の操作は，重大事故等時において設

置場所で可能な設計とする。 

 

3.17.1.7 操作性の確保 

  基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示

す。 

  可搬型モニタリングポスト及び可搬型気象観測装置は，屋内

及び屋外のアクセスルートを通行し，車両等により運搬するこ

とができるとともに，設置場所において，固縛等の転倒防止措

置が可能な設計とする。可搬型モニタリングポスト及び可搬型

気象観測装置は，測定器と蓄電池を簡便な接続方式により確実

に接続できるとともに，設置場所において，操作スイッチによ

り操作ができる設計とする。 

 

8.1.2.2.4 環境条件等 

  基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

  可搬型モニタリング・ポストは，緊急時対策所建屋内に保管

し，及び屋外に設置し，想定される重大事故等時における環境

条件を考慮した設計とする。 

  可搬型モニタリング・ポストの操作は，重大事故等時におい

て設置場所で可能な設計とする。 

  可搬型放射能測定装置及び電離箱サーベイ・メータは，緊急

時対策所建屋内に保管し，及び屋内又は屋外で使用し，想定さ

れる重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。可

搬型放射能測定装置の操作は，重大事故等時において使用場所

で可能な設計とする。 

  小型船舶は，屋外に保管し，及び屋外で使用し，想定される

重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。また，

小型船舶は，海で使用するため，耐腐食性材料を使用する設計

とする。小型船舶の操作は，重大事故等時において使用場所で

可能な設計とする。 

 

  可搬型気象観測設備は，緊急時対策所建屋内に保管し，及び

屋外に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考

慮した設計とする。可搬型気象観測設備の操作は，重大事故等

時において設置場所で可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

8.1.2.2.5 操作性の確保 

  基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

  可搬型モニタリング・ポスト及び可搬型気象観測設備は，屋

内及び屋外のアクセスルートを通行し，車両等により運搬する

ことができるとともに，設置場所において，固縛等の転倒防止

措置が可能な設計とする。可搬型モニタリング・ポスト及び可

搬型気象観測設備は，測定器と外部バッテリーを簡便な接続方

式により確実に接続できるとともに，設置場所において，操作

スイッチにより操作ができる設計とする。 

 

3.17.1.6 環境条件等 

  基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

  可搬式モニタリング・ポストは，第１保管エリア及び第４保

管エリアに保管し，並びに屋外に設置し，想定される重大事故

等時における環境条件を考慮した設計とする。可搬式モニタリ

ング・ポストの操作は，重大事故等時において設置場所で可能

な設計とする。 

  放射能測定装置は，緊急時対策所内に保管し，並びに屋内又

は屋外で使用し，想定される重大事故等時における環境条件を

考慮した設計とする。放射能測定装置の操作は，重大事故等時

において使用場所で可能な設計とする。 

 

  小型船舶は，第１保管エリア及び第４保管エリアに保管し，

並びに屋外で使用し，想定される重大事故等時における環境条

件を考慮した設計とする。また，小型船舶は，海で使用するた

め，耐腐食性材料を使用する設計とする。小型船舶の操作は，

重大事故等時において使用場所で可能な設計とする。 

 

  可搬式気象観測装置は，第１保管エリア及び第４保管エリア

に保管し，並びに屋外に設置し，想定される重大事故等時にお

ける環境条件を考慮した設計とする。可搬式気象観測装置の操

作は，重大事故等時において設置場所で可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

3.17.1.7 操作性の確保 

  基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

  可搬式モニタリング・ポスト及び可搬式気象観測装置は，屋

外のアクセスルートを通行し，車両等により運搬することがで

きるとともに，設置場所において，固縛等の転倒防止措置が可

能な設計とする。可搬式モニタリング・ポスト及び可搬式気象

観測装置は，測定器と蓄電池を簡便な接続方式により確実に接

続できるとともに，設置場所において，操作スイッチにより操

作ができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ②の相違 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉の可搬式

モニタリング・ポスト及

び可搬式気象観測装置

の設置には，屋内アクセ

スルートを通行しない 

 

3.17-11



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

  可搬型放射線計測器は，屋内及び屋外のアクセスルートを通

行し，人が携行して使用可能な設計とする。可搬型放射線計測

器は，使用場所において，操作スイッチにより操作ができる設

計とする。 

  小型船舶（海上モニタリング用）は，屋外のアクセスルート

を通行し，車両等により運搬することができる設計とする。小

型船舶（海上モニタリング用）は，使用場所において，操作ス

イッチにより起動し，容易に操縦ができる設計とする。

モニタリング・ポスト用発電機は，設置場所において，操作

スイッチにより操作ができるとともに，遮断器操作により通常

時に使用する系統からの切り替え操作ができる設計とする。 

3.17.1.8 試験検査 

  基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示

す。 

  可搬型モニタリングポスト，可搬型放射線計測器のうち NaI 

シンチレーションサーベイメータ，GM 汚染サーベイメータ，ZnS

シンチレーションサーベイメータ及び電離箱サーベイメータ並

びに可搬型気象観測装置は，発電用原子炉の運転中又は停止中

に，模擬入力による機能・性能の確認（特性確認）及び校正が

できる設計とする。 

  可搬型放射線計測器のうち可搬型ダスト・よう素サンプラ及

び小型船舶（海上モニタリング用）は，発電用原子炉の運転中

又は停止中に，機能・性能の確認（特性確認）及び外観の確認

ができる設計とする。 

モニタリング・ポスト用発電機は，発電用原子炉の運転中又

は停止中に，模擬負荷による機能・性能の確認（特性確認）が

できる設計とする。また，分解検査が可能な設計とする。 

  可搬型放射能測定装置及び電離箱サーベイ・メータは，屋内

及び屋外のアクセスルートを通行し，人が携行して使用可能な

設計とする。可搬型放射能測定装置及び電離箱サーベイ・メー

タは，使用場所において，操作スイッチにより操作ができる設

計とする。 

  小型船舶は，屋外のアクセスルートを通行し，車両等により

運搬することができる設計とする。小型船舶は，使用場所にお

いて，操作スイッチにより起動し，容易に操縦ができる設計と

する。 

8.1.2.3 主要設備及び仕様 

  放射線管理設備の主要設備及び仕様を第 8.1－2 表に示す。 

8.1.2.4 試験検査 

  基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

  可搬型モニタリング・ポスト，可搬型放射能測定装置のうち

ＮａＩシンチレーションサーベイ・メータ，β線サーベイ・メ

ータ，ＺｎＳシンチレーションサーベイ・メータ及び電離箱サ

ーベイ・メータ並びに可搬型気象観測設備は，発電用原子炉の

運転中又は停止中に，模擬入力による機能・性能の確認（特性

確認）及び校正ができる設計とする。 

  可搬型放射能測定装置のうち可搬型ダスト・よう素サンプラ

及び小型船舶は，発電用原子炉の運転中又は停止中に，機能・

性能の確認（特性確認）及び外観の確認ができる設計とする。 

  放射能測定装置は，屋内及び屋外のアクセスルートを通行し，

人が携行して使用可能な設計とする。放射能測定装置は，使用

場所において，操作スイッチにより操作ができる設計とする。 

  小型船舶は，屋外のアクセスルートを通行し，車両等により

運搬することができる設計とする。小型船舶は，使用場所にお

いて，操作スイッチにより起動し，容易に操縦ができる設計と

する。 

3.17.1.8 試験検査 

  基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

  可搬式モニタリング・ポスト，放射能測定装置のうちＮａＩ

シンチレーション・サーベイ・メータ，ＧＭ汚染サーベイ・メ

ータ，α・β線サーベイ・メータ及び電離箱サーベイ・メータ

並びに可搬式気象観測装置は，発電用原子炉の運転中又は停止

中に，模擬入力による機能・性能の確認（特性確認）及び校正

ができる設計とする。 

  放射能測定装置のうち可搬式ダスト・よう素サンプラ及び小

型船舶は，発電用原子炉の運転中又は停止中に，機能・性能の

確認（特性確認）及び外観の確認ができる設計とする。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

②の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

②の相違
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第 3.17－1 表 放射線管理設備（重大事故等時）の主要機器仕様 

(1) 環境モニタリング設備

a. 固定式モニタリング設備

(a) モニタリング・ポスト用発電機（6 号及び 7 号炉共用）

ディーゼルエンジン 

個  数 3 

使用燃料 軽油 

発電機 

種  類 3 相同期発電機 

容  量 約 40kVA/台 

力  率 0.8 

電  圧 460V 

周 波 数 50Hz 

b. 移動式モニタリング設備

(a) 可搬型モニタリングポスト（6 号及び 7 号炉共用）

種  類 NaI（Tl）シンチレーション 

半導体 

計測範囲 10～109nGy/h 

個  数 15（予備 1） 

伝送方法 無線 

(b) 可搬型放射線計測器（6 号及び 7 号炉共用）

  (b-1) 可搬型ダスト・よう素サンプラ 

個  数   2（予備 1） 

  (b-2) NaI シンチレーションサーベイメータ 

種  類   NaI（Tl）シンチレーション 

計測範囲 0.1～30μGy/h 

個  数   2（予備 1） 

  (b-3) GM 汚染サーベイメータ 

種  類 GM 管 

計測範囲 0～100kmin-1 

個  数 2（予備 1） 

第 8.1－2 表 放射線管理設備（重大事故等時）の主要機器仕様 

(1) 環境モニタリング設備

ａ．移動式モニタリング設備 

(a) 可搬型モニタリング・ポスト

兼用する設備は以下のとおり。

・緊急時対策所（重大事故等時）

種 類  Ｎａｌ（Ｔｌ）シンチレーション式検出器 

半導体式検出器 

計測範囲 B.G.～10９nGy／h

台  数  10（予備 2） 

伝送方法  衛星系回線 

(b) 可搬型放射能測定装置

(b-1) 可搬型ダスト・よう素サンプラ 

台  数  2（予備 1） 

(b-2) ＮａＩシンチレーションサーベイ・メータ 

種  類  Ｎａｌ（Ｔｌ）シンチレーション式検出器 

計測範囲 B.G.～30μGy／h

台  数  2（予備 1） 

(b-3) β線サーベイ・メータ 

種  類  ＧＭ管式検出器 

計測範囲 B.G.～99.9kmin－１

台  数  2（予備 1） 

第 3.17－1表 放射線管理設備（重大事故等時）の主要機器仕様 

(1) 環境モニタリング設備

  ａ．移動式モニタリング設備 

(a) 可搬式モニタリング・ポスト

種  類 ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーション 

半導体 

計測範囲 10～10９nGy/h 

個  数 10（予備２） 

伝送方法 衛星系回線 

(b) 放射能測定装置

 (b-1) 可搬式ダスト・よう素サンプラ 

個  数    ２（予備１） 

 (b-2) ＮａＩシンチレーション・サーベイ・メータ 

種  類 ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーション 

計測範囲 ０～30ks－１ 

個  数 ２（予備１） 

 (b-3) ＧＭ汚染サーベイ・メータ 

種  類 ＧＭ管 

計測範囲 0～100kmin－１ 

個  数 ２（予備１） 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

②の相違

・運用の相違

【柏崎 6/7】 

③の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の可搬式

モニタリング・ポスト

は，最大 10台使用 

・運用の相違

【柏崎 6/7】 

③の相違
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  (b-4) ZnS シンチレーションサーベイメータ 

種  類   ZnS（Ag）シンチレーション 

計測範囲 0～100kmin-1 

個  数 1（予備 1） 

  (b-5) 電離箱サーベイメータ 

種  類   電離箱 

計測範囲 0.001～1000mSv/h 

個  数   2（予備 1） 

c. 小型船舶（海上モニタリング用）（6 号及び 7 号炉共用）

個  数 1（予備 1） 

d. 可搬型気象観測装置（6 号及び 7 号炉共用）

観測項目 風向，風速，日射量，放射収支量，

雨量 

個  数 1（予備 1） 

伝送方法 無線 

(b-4) ＺｎＳシンチレーションサーベイ・メータ 

種  類  ＺｎＳ（Ａｇ）シンチレーション式検出器 

計測範囲 B.G.～99.9kmin－１

台  数  2（予備 1） 

ｂ．電離箱サーベイ・メータ 

種  類  電離箱式検出器 

計測範囲 0.001 mSv／h～1000mSv／h 

台  数  1（予備 1） 

ｃ．小型船舶 

艇  数  1（予備 1） 

ｄ．可搬型気象観測設備 

観測項目  風向，風速，日射量，放射収支量，雨量 

台  数  1（予備 1） 

伝送方法  衛星系回線 

 (b-4) α・β線サーベイ・メータ 

種  類    ＺｎＳ（Ａｇ）シンチレーション 

プラスチックシンチレーション 

計測範囲 0～100kmin－１ 

個  数    １（予備１） 

 (b-5) 電離箱サーベイ・メータ 

種  類 電離箱 

計測範囲 0.001～300mSv/h 

個  数 ２（予備１） 

  ｂ．小型船舶 

個  数 １（予備１） 

  ｃ．可搬式気象観測装置 

観測項目 風向，風速，日射量，放射収支量，

雨量 

個  数 １（予備１） 

伝送方法 衛星系回線 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備仕様（検出器の種

類）の相違 

・運用の相違

【東海第二】 

 島根２号炉の放射能

測定装置（α・β線サー

ベイ・メータ）は，最大

１台使用する 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備仕様（計測範囲）

および配備数量の相違 

・運用の相違

【柏崎 6/7】 

③の相違
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第 3.17－1図 可搬型モニタリングポストの保管場所及び設置場

所図 

第 8.1－2図 可搬型モニタリング・ポストの保管場所及び設置場

所 

第 3.17－1図 可搬式モニタリング・ポストの保管場所及び設置

場所図 
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第 3.17－2図 放射能測定装置の保管場所及び使用場所図 第 8.1－3図 可搬型放射能測定装置等の保管場所及び設置場所 第 3.17－2図 放射能測定装置の保管場所及び使用場所図 
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第 3.17－3図 小型船舶の保管場所図及び使用場所 第 3.17－3図 小型船舶の保管場所及び使用場所図 
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第 3.17－4図 可搬式気象観測装置の保管場所及び設置場所図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 8.1－4図 可搬型気象観測設備の保管場所及び設置場所 

 

 

第 3.17－4図 可搬式気象観測装置の保管場所及び設置場所図 
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第 3.17－5図 モニタリング・ポスト用発電機の設置場所図 
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まとめ資料比較表 〔61条 緊急時対策所〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

相違No. 相違理由

① 島根２号炉の緊急時対策所は，敷地高さEL50mの高台に新規設置している

② 島根２号炉は単号炉申請

③ 島根２号炉は，新設の緊急時対策所であり，緊急時対策所遮蔽と換気空調設備の機能により，気密性及び居住性を確保可能な設計としている

④
島根２号炉では，プルーム通過後は，屋外に設置する緊急時対策所空気浄化送風機及び緊急時対策所空気浄化フィルタユニット（可搬型設備）にて，緊急時対策所を正圧化する
（島根２号炉は屋外設置であり，操作も緊急時対策所内から実施するため，設置場所の換気不要）

⑤ 島根２号炉では，緊急時対策所から発電所内の必要な箇所と通信連絡を行うことができる通信連絡設備（発電所内）として，無線通信設備，衛星電話設備を設置・保管する

⑥ 島根２号炉の緊急時対策所用発電機（可搬型設備）は，合計２台配備しており，多重性を有している。また故障時及び保守点検による待機除外時においては，予備機と入れ替える

⑦
島根２号炉の緊急時対策所用発電機への燃料補給は，緊急時対策所専用の燃料補給設備である緊急時対策所用燃料地下タンク及びタンクローリにより実施する。（当該設備によ
り，プルーム通過前に燃料補給を行うことで，発電機は18時間以上連続運転可能となるため，プルーム通過の10時間は燃料補給不要）

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。
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3.18 緊急時対策所【61条】 

【設置許可基準規則】 

（緊急時対策所） 

第六十一条 第三十四条の規定により設置される緊急時対策

所は、重大事故等が 発生した場合においても当該重大事

故等に対処するための適切な措置が講じるよう、次に掲げ

るものでなければならない。 

一 重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員が

とどまることができるよう、適切な措置を講じたもの

であること。 

二 重大事故等に対処するために必要な指示ができるよ

う、重大事故等に対処するために必要な情報を把握で

きる設備を設けたものであること。 

三 発電用原子炉施設の内外の通信連絡をする必要のある

場所と通信連絡を行うために必要な設備を設けたもの

であること。 

２ 緊急時対策所は、重大事故等に対処するために必要な

数の要員を収容することができるものでなければなら

ない。 

（解釈） 

１ 第１項及び第２項の要件を満たす緊急時対策所とは、以

下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置

を行うための設備を備えたものをいう。 

ａ）基準地震動による地震力に対し、免震機能等により、

緊急時対策所の機能を喪失しないようにするとともに、

基準津波の影響を受けないこと。 

ｂ）緊急時対策所と原子炉制御室は共通要因により同時に

機能喪失しないこと。 

ｃ）緊急時対策所は、代替交流電源からの給電を可能とす

ること。また、当該代替電源設備を含めて緊急時対策所

の電源設備は、多重性又は多様性を有すること。 

ｄ）緊急時対策所の居住性が確保されるように、適切な遮

蔽設計及び換気設計を行うこと。 

ｅ）緊急時対策所の居住性については、次の要件を満たす

ものであること。 

① 想定する放射性物質の放出量等は東京電力株式会社

福島第一原子力発電所事故と同等とすること。 

② プルーム通過時等に特別な防護措置を講じる場合を

3.18 緊急時対策所【61条】 

【設置許可基準規則】 

（緊急時対策所） 

第六十一条 第三十四条の規定により設置される緊急時対策

所は、重大事故等が 発生した場合においても当該重大事

故等に対処するための適切な措置が講じられるよう、次に

掲げるものでなければならない。 

一 重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員が

とどまることができるよう、適切な措置を講じたもの

であること。 

二 重大事故等に対処するために必要な指示ができるよ

う、重大事故等に対処するために必要な情報を把握で

きる設備を設けたものであること。 

三 発電用原子炉施設の内外の通信連絡をする必要のある

場所と通信連絡を行うために必要な設備を設けたもの

であること。 

２ 緊急時対策所は、重大事故等に対処するために必要な

数の要員を収容することができるものでなければなら

ない。 

（解釈） 

１ 第１項及び第２項の要件を満たす緊急時対策所とは、以

下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置

を行うための設備を備えたものをいう。 

ａ）基準地震動による地震力に対し、免震機能等により、

緊急時対策所の機能を喪失しないようにするとともに、

基準津波の影響を受けないこと。 

ｂ）緊急時対策所と原子炉制御室は共通要因により同時に

機能喪失しないこと。 

ｃ）緊急時対策所は、代替交流電源からの給電を可能とす

ること。また、当該代替電源設備を含めて緊急時対策所

の電源設備は、多重性又は多様性を有すること。 

ｄ）緊急時対策所の居住性が確保されるように、適切な遮

蔽設計及び換気設計を行うこと。 

ｅ）緊急時対策所の居住性については、次の要件を満たす

ものであること。 

① 想定する放射性物質の放出量等は東京電力株式会社

福島第一原子力発電所事故と同等とすること。 

② プルーム通過時等に特別な防護措置を講じる場合を
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除き、対策要員は緊急時対策所内でのマスクの着用な

しとして評価すること。 

③ 交代要員体制、安定ヨウ素剤の服用、仮設設備等を考

慮してもよい。ただし、その場合は、実施のための体

制を整備すること。 

④ 判断基準は、対策要員の実効線量が7日間で100mSv を

超えないこと。 

ｆ）緊急時対策所の外側が放射性物質により汚染したよう

な状況下において，緊急時対策所への汚染の持ち込みを

防止するため，モニタリング及び作業服の着替え等を行

うための区画を設けること。 

２ 第２項に規定する「重大事故等に対処するために必要な

数の要員」とは、第１項第１号に規定する「重大事故等に

対処するために必要な指示を行う要員」に加え、少なくと

も原子炉格納容器の破損等による工場等外への放射性物

質の拡散を抑制するための対策に対処するために必要な

数の要員を含むものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除き、対策要員は緊急時対策所内でのマスクの着用な

しとして評価すること。 

③ 交代要員体制、安定ヨウ素剤の服用、仮設設備等を考

慮してもよい。ただし、その場合は、実施のための体

制を整備すること。 

④ 判断基準は、対策要員の実効線量が7日間で100mSv を

超えないこと。 

ｆ）緊急時対策所の外側が放射性物質により汚染したよう

な状況下において，緊急時対策所への汚染の持ち込みを

防止するため，モニタリング及び作業服の着替え等を行

うための区画を設けること。 

２ 第２項に規定する「重大事故等に対処するために必要な

数の要員」とは、第１項第１号に規定する「重大事故等に

対処するために必要な指示を行う要員」に加え、少なくと

も原子炉格納容器の破損等による工場等外への放射性物

質の拡散を抑制するための対策に対処するために必要な

数の要員を含むものとする。 
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3.18.1 適合方針 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合においても，当該

重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまるこ

とができるよう，適切な措置を講じた設計とするとともに，重大

事故等に対処するために必要な情報を把握できる設備及び発電所

内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必

要な設備を設置又は保管する。また，重大事故等に対処するため

に必要な数の要員を収容できる設計とする。 

緊急時対策所の系統概要図を第 3.18-1 図から第 3.18-4 図に

示す。 

10. その他発電用原子炉の附属施設 

10.9 緊急時対策所 

10.9.2 重大事故等時 

10.9.2.1 概 要 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合においても，当該

重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまるこ

とができるよう，適切な措置を講じた設計とするとともに，重大

事故等に対処するために必要な情報を把握できる設備及び発電所

内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必

要な設備を設置又は保管する。また，重大事故等に対処するため

に必要な数の要員を収容できる設計とする。 

緊急時対策所の系統概要図を第10.9－1 図から第10.9－6 図に

示す。 

 

 

 

3.18.1 適合方針 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合においても，当該

重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまるこ

とができるよう，適切な措置を講じた設計とするとともに，重大

事故等に対処するために必要な情報を把握できる設備及び発電所

内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必

要な設備を設置又は保管する。また，重大事故等に対処するため

に必要な数の要員を収容できる設計とする。 

緊急時対策所の系統概要図を第 3.18－1 図及び第 3.18－2 図に

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.18.1.1 重大事故等対処設備 

緊急時対策所として，対策本部と待機場所から構成する 5 号炉

原子炉建屋内緊急時対策所を 5 号炉原子炉建屋内に設置する。 

 

 

 

 

 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所は，重大事故等が発生した場

合においても，当該事故等に対処するための適切な措置が講じる

ことができるよう，その機能に係る設備を含め，基準地震動によ

る地震力に対し，機能を損なわない設計とするとともに，基準津

波の影響を受けない設計とする。地震及び津波に対しては，「2.1.2 

重大事故等対処施設の耐震設計」及び「2.1.3 重大事故等対処施

設の耐津波設計」に基づく設計とする。 

 

 

 

 

また，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所の機能に係る設備は，

中央制御室との共通要因により同時に機能喪失しないよう，中央

制御室に対して独立性を有する設計とするとともに，中央制御室

とは離れた位置に設置又は保管する。 

10.9.2.2 設計方針 

緊急時対策所として，災害対策本部室及び宿泊・休憩室から構

成する緊急時対策所を緊急時対策所建屋内に設置する。 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合においても，当該

事故等に対処するための適切な措置が講じることができるよう，

その機能に係る設備を含め，基準地震動Ssによる地震力に対し，

機能を損なわない設計とするとともに，基準津波の影響を受けな

い設計とする。地震及び津波に対しては，「1.3.2 重大事故等対

処施設の耐震設計」，「1.4.2 重大事故等対処施設の耐津波設計」

及び「1.4.3 基準津波を超え敷地に遡上する津波に対する耐津波

設計」に基づく設計とする。 

敷地に遡上する津波に対して，緊急時対策所は敷地高さ 

T.P.+23m 以上に設置する設計としており，敷地に遡上する津波に

よる浸水の影響を受けない。 

また，緊急時対策所の機能に係る設備は，中央制御室との共通

要因により同時に機能喪失しないよう，中央制御室に対して独立

性を有する設計とするとともに，中央制御室とは離れた位置に設

置又は保管する。  

3.18.1.1 重大事故等対処設備 

緊急時対策所を，敷地高さ EL.50mの高台に設置する。 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合においても，当該

事故等に対処するための適切な措置が講じることができるよう，

その機能に係る設備を含め，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し，

機能を損なわない設計とするとともに，基準津波の影響を受けな

い設計とする。地震及び津波に対しては，「2.1.2 重大事故等対

処施設の耐震設計」及び「2.1.3 重大事故等対処施設の耐津波設

計」に基づく設計とする。 

 

 

 

 

また，緊急時対策所の機能に係る設備は，中央制御室との共通

要因により同時に機能喪失しないよう，中央制御室に対して独立

性を有する設計とするとともに，中央制御室とは離れた位置に設

置又は保管する。 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉の緊急時

対策所は，敷地高さ

EL50m の高台に新規設

置している（以下，①の

相違） 

 

 

 

 

 

 

・評価内容の相違 

【東海第二】 

島根２号炉では，事故

シーケンスとして津波

特有の事故シーケンス

を選定していないため

記載していない 
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5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所は，重大事故等に対処するた

めに必要な指示を行う要員に加え，原子炉格納容器の破損等によ

る発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための対策に対処す

るために必要な数の要員を含め，重大事故等に対処するために必

要な数の要員を収容することができる設計とする。 

重大事故等が発生し， 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所の外側

が放射性物質により汚染したような状況下において，対策要員が

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所内に放射性物質による汚染を持

ち込むことを防止するため，身体サーベイ及び作業服の着替え等

を行うための区画を設置する設計とする。身体サーベイの結果，

対策要員の汚染が確認された場合は，対策要員の除染を行うこと

ができる区画を，身体サーベイを行う区画に隣接して設置するこ

とができるよう考慮する。 

 

緊急時対策所は，重大事故等に対処するために必要な指示を行

う要員に加え，原子炉格納容器の破損等による発電所外への放射

性物質の拡散を抑制するための対策に対処するために必要な数の

要員を含め，重大事故等に対処するために必要な数の要員を収容

することができる設計とする。 

重大事故等が発生し，緊急時対策所の外側が放射性物質により

汚染したような状況下において，対策要員が緊急時対策所内に放

射性物質による汚染を持ち込むことを防止するため，身体サーベ

イ及び作業服の着替え等を行うための区画を設置する設計とす

る。身体サーベイの結果，対策要員の汚染が確認された場合は，

対策要員の除染を行うことができる区画を，身体サーベイを行う

区画に隣接して設置することができるよう考慮する。 

 

緊急時対策所は，重大事故等に対処するために必要な指示を行

う要員に加え，原子炉格納容器の破損等による発電所外への放射

性物質の拡散を抑制するための対策に対処するために必要な数の

要員を含め，重大事故等に対処するために必要な数の要員を収容

することができる設計とする。 

重大事故等が発生し，緊急時対策所の外側が放射性物質により

汚染したような状況下において，対策要員が緊急時対策所内に放

射性物質による汚染を持ち込むことを防止するため，身体サーベ

イ及び作業服の着替え等を行うための区画を設置する設計とす

る。身体サーベイの結果，対策要員の汚染が確認された場合は，

対策要員の除染を行うことができる区画を，身体サーベイを行う

区画に隣接して設置することができるよう考慮する。 

 

 

(1)  居住性を確保するための設備 

重大事故等が発生した場合においても，当該事故等に対処

するために必要な指示を行う要員がとどまることができるよ

う，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所の居住性を確保するた

めの設備として，緊急時対策所遮蔽，緊急時対策所換気空調

設備，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）高気密

室，差圧計，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計，可搬型エリア

モニタ及び可搬型モニタリングポストを設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所の居住性については，想

定する放射性物質の放出量等を福島第一原子力発電所事故と

同等とし，かつ，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所内でのマ

スクの着用，交替要員体制，安定よう素剤の服用及び仮設設

備を考慮しない条件においても，5 号炉原子炉建屋内緊急時

対策所にとどまる要員の実効線量が事故後 7 日間で 100mSv 

を超えない設計とする。 

 

 

(1) 居住性を確保するための設備 

重大事故等が発生した場合においても，当該事故等に対処

するために必要な指示を行う要員がとどまることができるよ

う，緊急時対策所の居住性を確保するための設備として，緊

急時対策所遮蔽，緊急時対策所非常用換気設備，緊急時対策

所加圧設備，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計，可搬型モニタ

リング・ポスト及び緊急時対策所エリアモニタを設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所の居住性については，想定する放射性物質の

放出量等を東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子

力発電所事故と同等とし，かつ緊急時対策所内でのマスクの

着用，交替要員体制，安定ヨウ素剤の服用及び仮設設備を考

慮しない条件においても，緊急時対策所にとどまる要員の実

効線量が事故後 7 日間で 100mSv を超えない設計とする。 

(1) 居住性を確保するための設備 

重大事故等が発生した場合においても，当該事故等に対処

するために必要な指示を行う要員がとどまることができる

よう，緊急時対策所の居住性を確保するための設備として，

緊急時対策所遮蔽，緊急時対策所換気空調設備，酸素濃度計，

二酸化炭素濃度計，可搬式モニタリング・ポスト及び可搬式

エリア放射線モニタを設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所の居住性については，想定する放射性物質の

放出量等を東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故と

同等とし，かつ，緊急時対策所内でのマスクの着用，交替要

員体制，安定ヨウ素剤の服用及び仮設設備を考慮しない条件

においても，緊急時対策所にとどまる要員の実効線量が事故

後７日間で 100mSvを超えない設計とする。 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，新設の

緊急時対策所であり，緊

急時対策所遮蔽と換気

空調設備の機能により，

気密性及び居住性を確

保可能な設計としてい

る（以下，③の相違） 
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ａ．緊急時対策所遮蔽，緊急時対策所換気空調設備 

緊急時対策所遮蔽として，5 号炉原子炉建屋内緊急時対

策所（対策本部）遮蔽，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所

（待機場所）遮蔽及び 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待

機場所）室内遮蔽を設ける。 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）遮蔽は，

重大事故が発生した場合において，5 号炉原子炉建屋内緊

急時対策所（対策本部）高気密室の気密性及び緊急時対策

所換気空調設備の機能とあいまって，対策本部にとどまる

要員の実効線量が 7 日間で 100mSv を超えない設計とす

る。5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）遮蔽及

び室内遮蔽は，待機場所の気密性及び緊急時対策所換気空

調設備の機能とあいまって，待機場所にとどまる要員の実

効線量が 7 日間で 100mSv を超えない設計とする。 

緊急時対策所換気空調設備として，対策本部には，可搬

型陽圧化空調機，可搬型外気取入送風機，陽圧化装置（空

気ボンベ），二酸化炭素吸収装置及び差圧計を設け，待機場

所には，可搬型陽圧化空調機，陽圧化装置（空気ボンベ）

及び差圧計を設ける。 

対策本部の可搬型陽圧化空調機は，仮設ダクトを用いて

高気密室を陽圧化し，放射性物質の侵入を低減できる設計

とする。また，陽圧化装置（空気ボンベ）は，放射性雲通

過時において，高気密室を陽圧化し，希ガスを含む放射性

物質の侵入を防止できる設計とする。差圧計は，高気密室

が陽圧化された状態であることを監視できる設計とする。 

ａ．緊急時対策所遮蔽，緊急時対策所非常用換気設備 

緊急時対策所遮蔽は，重大事故が発生した場合において，

緊急時対策所の気密性及び緊急時対策所非常用換気設備の

機能とあいまって，緊急時対策所にとどまる要員の実効線

量が7日間で100mSvを超えない設計とする。 

緊急時対策所には，緊急時対策所非常用換気設備として，

緊急時対策所非常用送風機，緊急時対策所非常用フィルタ

装置を設ける。また，緊急時対策所等の加圧のために，緊

急時対策所加圧設備及び緊急時対策所用差圧計を設ける。 

緊急時対策所の緊急時対策所非常用送風機は，緊急時対

策所建屋を正圧化し，放射性物質の侵入を低減できる設計

とする。また，緊急時対策所加圧設備は，プルーム通過時

において，緊急時対策所等を正圧化し，希ガスを含む放射

性物質の侵入を防止できる設計とする。緊急時対策所用差

圧計は，緊急時対策所等が正圧化された状態であることを

監視できる設計とする。 

緊急時対策所非常用送風機及び緊急時対策所非常用フィ

ルタ装置は，プルーム通過後の緊急時対策所建屋内を換気

できる設計とする。 

ａ．緊急時対策所遮蔽，緊急時対策所換気空調設備 

緊急時対策所遮蔽は，重大事故等が発生した場合にお

いて，緊急時対策所の気密性及び緊急時対策所換気空調

設備の機能とあいまって，緊急時対策所にとどまる要員

の実効線量が７日間で 100mSvを超えない設計とする。 

緊急時対策所換気空調設備として，緊急時対策所空気

浄化送風機，緊急時対策所空気浄化フィルタユニット，

緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ）及び差圧計を設

ける。 

緊急時対策所の緊急時対策所空気浄化送風機及び緊急

時対策所空気浄化フィルタユニットは，可搬型ダクトを

用いて緊急時対策所を正圧化し，放射性物質の侵入を低

減できる設計とする。また，緊急時対策所正圧化装置（空

気ボンベ）は，プルーム通過時において，緊急時対策所

を正圧化し，希ガスを含む放射性物質の侵入を防止でき

る設計とする。差圧計は，緊急時対策所が正圧化された

状態であることを監視できる設計とする。 

緊急時対策所空気浄化送風機及び緊急時対策所空気浄

化フィルタユニットは，プルーム通過後の緊急時対策所

内を正圧化できる設計とする。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

①の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

①の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉では，プル

ーム通過後は，屋外に設

置する緊急時対策所空

気浄化送風機及び緊急

時対策所空気浄化フィ

ルタユニット（可搬型設

備）にて，緊急時対策所

を正圧化する（島根２号

炉は屋外設置であり，操

作も緊急時対策所内か

ら実施するため，設置場

所の換気不要）（以下，

④の相違）

①及び③の相違
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

二酸化炭素吸収装置は，高気密室内の二酸化炭素を除去

することにより，対策要員の窒息を防止する設計とする。 

可搬型外気取入送風機は，放射性雲通過後の 5 号炉原子

炉建屋内を換気できる設計とする。 

待機場所の可搬型陽圧化空調機は，仮設ダクトを用いて

待機場所を陽圧化し，放射性物質の侵入を低減できる設計

とする。また，陽圧化装置（空気ボンベ）は，放射性雲通

過時において，待機場所を陽圧化することにより，希ガス

を含む放射性物質の侵入を防止できる設計とする。差圧計

は，待機場所が陽圧化された状態であることを監視できる

設計とする。 

主要な設備は以下のとおりとする。 

・5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）遮蔽（6

号及び 7 号炉共用） 

・5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）高気密

室（6 号及び 7 号炉共用） 

・5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）可搬型

陽圧化空調機（6 号及び 7 号炉共用） 

・5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）陽圧化

装置（空気ボンベ）（6 号及び 7 号炉共用） 

・5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）二酸化

炭素吸収装置（6 号及び 7 号炉共用） 

・5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）可搬型

外気取入送風機（6号及び 7 号炉共用） 

・差圧計（対策本部）（6 号及び 7 号炉共用）

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・緊急時対策所遮蔽（東海発電所及び東海第二発電所共用） 

・緊急時対策所非常用送風機（東海発電所及び東海第二発

電所共用） 

・緊急時対策所加圧設備（東海発電所及び東海第二発電所

共用） 

・緊急時対策所非常用フィルタ装置（東海発電所及び東海

第二発電所共用） 

・緊急時対策所用差圧計（東海発電所及び東海第二発電所

共用） 

主要な設備は以下のとおりとする。 

・緊急時対策所遮蔽

・緊急時対策所空気浄化送風機

・緊急時対策所空気浄化フィルタユニット

・緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ）

・差圧計

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

③及び④の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

①の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は単号炉

申請（以下，②の相違） 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

③及び④の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】

②の相違
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・5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）遮蔽（6 

号及び 7 号炉共用） 

・5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）室内遮

蔽（6 号及び 7 号炉共用） 

・5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）可搬型

陽圧化空調機（6 号及び 7 号炉共用） 

・5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）陽圧化

装置（空気ボンベ）（6 号及び 7 号炉共用） 

・差圧計（待機場所）（6 号及び 7 号炉共用） 

本系統の流路として，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所

可搬型陽圧化空調機用仮設ダクト，5 号炉原子炉建屋内緊

急時対策所陽圧化装置（配管・弁）を重大事故等対処設備

として使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本系統の流路として，緊急時対策所非常用換気設備ダク

ト，緊急時対策所加圧設備（配管・弁）を重大事故等対処

設備として使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本系統の流路として，緊急時対策所空気浄化装置用可搬

型ダクト，緊急時対策所空気浄化装置（配管・弁），緊急

時対策所正圧化装置可搬型配管・弁及び緊急時対策所正圧

化装置（配管・弁）を重大事故等対処設備として使用する。 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

ｂ．酸素及び二酸化炭素濃度の測定設備 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所は，酸素濃度及び二酸

化炭素濃度が活動に支障がない範囲にあることを把握でき

るよう酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計を保管する設計と

する。 

主要な設備は以下のとおりとする。 

・酸素濃度計（対策本部）（6 号及び 7 号炉共用） 

・二酸化炭素濃度計（対策本部）（6 号及び 7 号炉共用） 

・酸素濃度計（待機場所）（6 号及び 7 号炉共用） 

・二酸化炭素濃度計（待機場所）（6 号及び 7 号炉共用） 

ｂ．酸素及び二酸化炭素濃度の測定設備 

緊急時対策所には，酸素濃度及び二酸化炭素濃度が活動

に支障がない範囲にあることを把握できるよう酸素濃度計

及び二酸化炭素濃度計を保管する設計とする。 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・酸素濃度計（東海発電所及び東海第二発電所共用） 

・二酸化炭素濃度計（東海発電所及び東海第二発電所共用） 

ｂ．酸素及び二酸化炭素濃度の測定設備  

緊急時対策所には，酸素濃度及び二酸化炭素濃度が活

動に支障がない範囲にあることを把握できるよう酸素濃

度計及び二酸化炭素濃度計を保管する設計とする。 

 

主要な設備は以下のとおりとする。 

・酸素濃度計 

・二酸化炭素濃度計 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ②の相違 

ｃ．放射線量の測定設備 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所には，室内への希ガス

等の放射性物質の侵入を低減又は防止するための確実な判

断ができるよう放射線量を監視，測定するため，さらに 5 号

炉原子炉建屋内緊急時対策所陽圧化装置による加圧判断の

ために使用する可搬型エリアモニタ及び可搬型モニタリン

グポストを保管する設計とする。 

 

具体的な設備は以下のとおりとする。 

・可搬型エリアモニタ（対策本部）（6 号及び 7 号炉共

用） 

・可搬型エリアモニタ（待機場所）（6 号及び 7 号炉共

用） 

・可搬型モニタリングポスト（6 号及び 7 号炉共用）（8.1 

放射線管理設備） 

ｃ．放射線量の測定設備 

緊急時対策所には，室内への希ガス等の放射性物質の侵

入を低減又は防止するための確実な判断ができるよう放射

線量を監視，測定するため，さらに緊急時対策所加圧設備

による加圧判断のために使用する緊急時対策所エリアモニ

タ及び可搬型モニタリング・ポストを保管する設計とする。 

 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・緊急時対策所エリアモニタ 

 

 

 

・可搬型モニタリング・ポスト（8.1 放射線管理設備） 

ｃ．放射線量の測定設備 

室内への希ガス等の放射性物質の侵入を低減又は防止

するための確実な判断ができるよう放射線量を監視，測

定するため，さらに緊急時対策所正圧化装置による正圧

化判断のために使用する可搬式エリア放射線モニタを緊

急時対策所に保管する設計とするとともに，可搬式モニ

タリング・ポストを第１保管エリア及び第４保管エリア

に保管する設計とする。 

主要な設備は以下のとおりとする。 

・可搬式エリア放射線モニタ 

 

 

 

・可搬式モニタリング・ポスト（8.1 放射線管理設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ②の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

3.18-8
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(2) 重大事故等に対処するために必要な指示及び通信連絡に

関わる設備 

a. 必要な情報を把握できる設備 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所には，重大事故等が発

生した場合においても当該事故等に対処するために必要な

指示ができるよう，重大事故等に対処するために必要な情

報を把握できる設備として，データ伝送装置，緊急時対策

支援システム伝送装置及び SPDS 表示装置で構成する安全

パラメータ表示システム（SPDS）を設置する。 

安全パラメータ表示システム（SPDS）は，重大事故等に

対処するために必要な情報を中央制御室内の運転員を介さ

ずに 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所において把握できる

設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・安全パラメータ表示システム（SPDS）（緊急時対策支援

システム伝送装置及び SPDS 表示装置は 6 号及び 7 号

炉共用）（10.12 通信連絡設備） 

 

(2) 重大事故等に対処するために必要な指示及び通信連絡に関

わる設備 

ａ．必要な情報を把握できる設備 

緊急時対策所には，重大事故等が発生した場合において

も当該事故等に対処するために必要な指示ができるよう，

重大事故等に対処するために必要な情報を把握できる設備

として，安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）を設置

する。 

 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，重大事故

等に対処するために必要な情報を中央制御室内の運転員を

介さずに緊急時対策所において把握できる設計とする。 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）（10.12 通信

連絡設備） 

(2) 重大事故等に対処するために必要な指示及び通信連絡に関

わる設備 

ａ．必要な情報を把握できる設備 

緊急時対策所には，重大事故等が発生した場合におい

ても当該事故等に対処するために必要な指示ができるよ

う，重大事故等に対処するために必要な情報を把握でき

る設備として，ＳＰＤＳデータ収集サーバ，ＳＰＤＳ伝

送サーバ及びＳＰＤＳデータ表示装置で構成する安全パ

ラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）を設置する。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，重大事

故等に対処するために必要な情報を中央制御室内の運転

員を介さずに緊急時対策所において把握できる設計とす

る。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）（ＳＰ

ＤＳデータ収集サーバ，ＳＰＤＳ伝送サーバ及び

ＳＰＤＳデータ表示装置）（10.11 通信連絡設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

b. 通信連絡設備 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所には，重大事故等が発

生した場合においても発電所の内外の通信連絡をする必要

のある場所と通信連絡を行うための設備として，無線連絡

設備，衛星電話設備及び統合原子力防災ネットワークを用

いた通信連絡設備を設置及び保管する。対策本部と待機場

所との間で必要な通信連絡を行うための設備として携帯型

音声呼出電話設備を保管する。 

 

 

ｂ．通信連絡設備 

緊急時対策所には，重大事故等が発生した場合において

も発電所の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連

絡を行うための設備として，衛星電話設備，無線連絡設備，

携行型有線通話装置及び統合原子力防災ネットワークに接

続する通信連絡設備を設置又は保管する。 

 

 

ｂ．通信連絡設備 

緊急時対策所には，重大事故等が発生した場合におい

ても発電所の内外の通信連絡をする必要のある場所と通

信連絡を行うための設備として，無線通信設備，衛星電

話設備及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信

連絡設備を設置又は保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉では，緊急

時対策所から発電所内

の必要な箇所と通信連

絡を行うことができる

通信連絡設備（発電所

内）として，無線通信設

備，衛星電話設備を設

置・保管する（以下，⑤

の相違） 

（有線式通信設備は使

用しない） 
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5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所には，重大事故等が発

生した場合において対策要員を 5 号炉原子炉建屋内緊急時

対策所に円滑かつ安全に収容することができるよう，5 号

炉原子炉建屋の屋内外と 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所

及び 5 号炉中央制御室との間で通話を行うことが出来る 5 

号炉屋外緊急連絡用インターフォンを設置する設計とす

る。 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・衛星電話設備（6 号及び 7 号炉共用）（10.12 通信連

絡設備） 

 

・無線連絡設備（6 号及び 7 号炉共用）（10.12 通信連

絡設備） 

 

 

 

 

・統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備（6 

号及び 7 号炉共用）（10.12 通信連絡設備） 

 

・携帯型音声呼出電話設備（6 号及び 7 号炉共用）（10.12 

通信連絡設備） 

 

・5 号炉屋外緊急連絡用インターフォン（6 号及び 7 号

炉共用）（10.12 通信連絡設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・衛星電話設備（東海発電所及び東海第二発電所共用）

（10.12 通信連絡設備） 

 

・無線連絡設備（10.12 通信連絡設備） 

 

 

・携行型有線通話装置（10.12 通信連絡設備） 

 

 

・統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（東

海発電所及び東海第二発電所共用）（10.12 通信連絡設

備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要な設備は以下のとおりとする。 

・衛星電話設備（10.11 通信連絡設備） 

 

 

・無線通信設備（10.11 通信連絡設備） 

 

 

 

 

 

・統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設

備（10.11 通信連絡設備） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤の相違 

  

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

②の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑤の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

②の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②及び⑤の相違 
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(3) 代替電源設備からの給電 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所は，全交流動力電源が

喪失した場合に，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬

型電源設備からの給電が可能な設計とする。 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備は，

１台で 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所に給電するために

必要な容量を有するものを，燃料補給時の切替えを考慮し

て，2 台を１セットとして使用することに加え，予備を 3 台

保管することで，多重性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備の燃

料は，燃料補給設備である軽油タンク及びタンクローリ

（4kL）により補給できる設計とする。なお，5号炉原子炉

建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備は，放射性雲が通過

時において，燃料を補給せずに運転できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 代替電源設備からの給電 

緊急時対策所は，常用電源設備からの給電が喪失した場合

に，代替電源設備からの給電が可能な設計とする。 

 

緊急時対策所用発電機は，1 台で緊急時対策所に給電する

ために必要な容量を有するものを，2 台設置することで，多

重性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所用発電機の燃料は，緊急時対策所用発電機燃

料油貯蔵タンク及び緊急時対策所用発電機給油ポンプにより

補給できる設計とする。なお，緊急時対策所用発電機は，プ

ルーム通過時において，燃料を自動で補給し運転できる設計

とする。 

(3) 代替交流電源設備からの給電 

緊急時対策所は，全交流動力電源が喪失した場合に，代

替交流電源設備である緊急時対策所用発電機からの給電が

可能な設計とする。 

緊急時対策所用発電機は，１台で緊急時対策所に給電す

るために必要な容量を有するものを，燃料給油時の切替え

を考慮して，合計２台を緊急時対策所に接続することで多

重性を有するとともに，故障対応時及び保守点検時のバッ

クアップ用として予備機を２台保管する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所用発電機の燃料は，燃料補給設備である緊

急時対策所用燃料地下タンク及びタンクローリにより給油

できる設計とする。なお，緊急時対策所用発電機は，プル

ーム通過時において，燃料を給油せずに運転できる設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

タンクローリは，燃料を給油できる容量を有するものを

１台使用する。保有数は 1 台に加えて，故障時及び保守点

検による待機除外時のバックアップ用として１台の合計２

台を保管する。 

緊急時対策所用燃料地下タンクからタンクローリへの燃

料の補給は，ホースを用いる設計とする。 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉の緊急時

対策所用発電機（可搬型

設備）は，合計２台配備

しており，多重性を有し

ている。また故障時及び

保守点検による待機除

外時においては，予備機

と入れ替える 

（以下，⑥の相違） 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の発電機

は，プルーム通過前に燃

料給油することで，18

時間以上連続運転可能

となるため，プルームが

通過する 10 時間は燃料

補給不要 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉はタンク

ローリの台数及びタン

クからの燃料給油運用

について記載 
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主要な設備は，以下のとおりとする。 

・5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備（6 

号及び 7 号炉共用） 

・負荷変圧器（6 号及び 7 号炉共用） 

・交流分電盤（6 号及び 7 号炉共用） 

・可搬ケーブル（6 号及び 7 号炉共用） 

 

・燃料補給設備（6 号及び 7 号炉共用）（10.2 代替電源

設備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型モニタリングポストについては，「8.1 放射線管理

設備」に記載する。 

安全パラメータ表示システム（SPDS）,衛星電話設備，無

線連絡設備，携帯音声呼出電話設備，原子力防災ネットワ

ークを用いた通信連絡設備及び 5 号炉屋外緊急連絡用イン

ターフォンについては，「10.12 通信連絡設備」に記載する。 

燃料補給設備については，「10.2 代替電源設備」に記載

する。 

緊急時対策所の重大事故等対処設備の主要仕様を第 3.18

－1 表に示す。 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・緊急時対策所用発電機（東海発電所及び東海第二発電所

共用） 

 

 

 

 

・緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク（東海発電所及

び東海第二発電所共用） 

・緊急時対策所用発電機給油ポンプ（東海発電所及び東海

第二発電所共用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ），衛星電話設

備，無線連絡設備，携行型有線通話装置及び統合原子力防

災ネットワークに接続する通信連絡設備については，

「10.12 通信連絡設備」に記載する。 

主要な設備は以下のとおりとする。 

・緊急時対策所用発電機 

・可搬ケーブル 

・緊急時対策所 発電機接続プラグ盤 

・緊急時対策所 低圧母線盤 

 

 

・緊急時対策所用燃料地下タンク 

・タンクローリ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬式モニタリング・ポストについては，「8.1 放射線

管理設備」に記載する。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ），衛星電話設

備，無線通信設備及び統合原子力防災ネットワークに接続

する通信連絡設備については，「10.11 通信連絡設備」に

記載する。 

 

 

緊急時対策所の重大事故等対処設備の主要仕様を第 3.18

－1表に示す。 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

【東海第二】 

②及び設備構成の相

違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の緊急時

対策所用発電機への燃

料給油は，緊急時対策所

専用の燃料補給設備で

ある緊急時対策所用燃

料地下タンク及びタン

クローリにより実施す

る（当該設備により，プ

ルーム通過前に燃料給

油を行うことで，発電機

は 18 時間以上連続運転

可能となるため，プルー

ム通過の 10 時間は燃料

給油不要）（以下，⑦の

相違） 

②の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑤の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑦の相違 
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3.18.1.1.1 多様性，多重性，独立性及び位置的分散 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所の対策本部は，中央制御室か

ら独立した 5 号炉原子炉建屋及びそれと一体の遮蔽並びに換気空

調設備として，可搬型陽圧化空調機，陽圧化装置（空気ボンベ），

二酸化炭素吸収装置及び可搬型外気取入送風機，差圧計，酸素濃

度計，二酸化炭素濃度計及び可搬型エリアモニタを有し，換気空

調設備の電源を 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設

備から給電できる設計とする。待機場所は，中央制御室から独立

した 5 号炉原子炉建屋及びそれと一体の遮蔽及び室内遮蔽並びに

換気空調設備として，可搬型陽圧化空調機及び陽圧化装置（空気

ボンベ），差圧計，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び可搬型エリ

アモニタを有し，換気空調設備の電源を 5 号原子炉建屋内緊急時

対策所用可搬型電源設備から給電できる設計とする。これらは中

央制御室に対して独立性を有した設備により居住性を確保できる

設計とする。 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所，対策本部の遮蔽，高気密室，

可搬型陽圧化空調機，陽圧化装置（空気ボンベ），二酸化炭素吸収

装置，可搬型外気取入送風機，差圧計，酸素濃度計，二酸化炭素

濃度計及び可搬型エリアモニタ並びに待機場所の遮蔽，室内遮蔽，

可搬型陽圧化空調機及び陽圧化装置（空気ボンベ），差圧計，酸素

濃度計，二酸化炭素濃度計及び可搬型エリアモニタは，中央制御

室とは離れた 5 号炉原子炉建屋に保管及び設置することで，共通

要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計

とする。 

 

 

 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備は，6 号及

び 7 号炉原子炉建屋内に設置する非常用交流電源設備とは離れた

建屋の屋外に保管することで共通要因によって同時に機能を損な

わないよう，位置的分散を図る設計とする。 

 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備は，中央制

御室の電源である非常用交流電源設備と共通要因によって同時に

機能を損なわないよう，電源の冷却方式を空冷式とすることで多

様性を有する設計とする。 

10.9.2.2.1 多重性，多様性，独立性及び位置的分散 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

緊急時対策所は，中央制御室から独立した緊急時対策所建屋と

一体の遮蔽及び非常用換気設備として，緊急時対策所非常用送風

機，緊急時対策所非常用フィルタ装置，緊急時対策所加圧設備，

緊急時対策所用差圧計，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び緊急

時対策所エリアモニタを有し，非常用換気設備の電源を緊急時対

策所用発電機から給電できる設計とする。 

 

 

 

 

 

これらは中央制御室に対して独立性を有した設備により居住性

を確保できる設計とする。 

 

緊急時対策所，緊急時対策所遮蔽，緊急時対策所非常用送風機，

緊急時対策所非常用フィルタ装置，緊急時対策所用差圧計，緊急

時対策所用発電機，緊急時対策所加圧設備，酸素濃度計，二酸化

炭素濃度計及び緊急時対策所エリアモニタは，中央制御室とは離

れた緊急時対策所建屋に保管又は設置することで，共通要因によ

って同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

 

緊急時対策所非常用送風機及び緊急時対策所非常用フィルタ装

置は，1 台で緊急時対策所建屋内を換気するために必要なファン

容量及びフィルタ容量を有するものを合計 2 台設置することで，

多重性を有する設計とする。 

 

緊急時対策所用発電機，緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タン

ク及び緊急時対策所用発電機給油ポンプは，原子炉建屋付属棟内

に設置する非常用交流電源設備とは離れた緊急時対策所建屋内に

設置することで共通要因によって同時に機能を損なわないよう，

位置的分散を図る設計とする。 

緊急時対策所用発電機は，中央制御室の電源である非常用交流

電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，電源

の冷却方式を空冷式とすることで多様性を有する設計とする。 

3.18.1.1.1 多様性，多重性，独立性及び位置的分散 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防

止等」に示す。 

緊急時対策所は，中央制御室から独立した建物と一体の遮蔽及

び換気空調設備として，緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対

策所空気浄化フィルタユニット，緊急時対策所正圧化装置（空気

ボンベ），差圧計，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び可搬式エ

リア放射線モニタを有し，換気空調設備の電源を緊急時対策所用

発電機から給電できる設計とする。 

 

 

 

 

 

これらは中央制御室に対して独立性を有した設備により居住性

を確保できる設計とする。 

 

緊急時対策所，緊急時対策所遮蔽，緊急時対策所空気浄化送風

機，緊急時対策所空気浄化フィルタユニット，緊急時対策所正圧

化装置（空気ボンベ），差圧計，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計

及び可搬式エリア放射線モニタは，中央制御室とは離れた建物に

保管又は設置することで，共通要因によって同時に機能を損なわ

ないよう位置的分散を図る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所用発電機は，２号炉原子炉建物内の非常用ディー

ゼル発電機とは離れた建物の屋外に保管することで共通要因によ

って同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

 

 

緊急時対策所用発電機は，中央制御室の電源である非常用交流

電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，電源

の冷却方式を空冷式とすることで多様性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③及び④の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③及び④の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

・島根２号炉は，

「3.18.1.1.4 容量

等」にて記載 

【東海第二】 

 

・島根２号炉は，後段に

て燃料タンク及びタ

ンクローリの位置的

分散について記載 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 

 

 

 

3.18-13



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備は，１台で

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所に給電するために必要な容量を

有するものを，燃料補給時の切替えを考慮して，2 台を１セット

として使用することに加え，予備を 3 台保管することで，多重性

を有する設計とする。 

緊急時対策所用発電機は，1 台で緊急時対策所に給電するため

に必要な容量を有するものを，2 台設置することで，多重性を有

する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンクは，外部からの支援が

なくとも，1 基で緊急時対策所用発電機の 7 日分の連続運転に必

要なタンク容量を有するものを 2 基設置することで，多重性を有

する設計とする。 

緊急時対策所用発電機給油ポンプは，1 台で緊急時対策所用発

電機の連続運転に必要な燃料を供給できるポンプ容量を有するも

のを 2 台設置することで，多重性を有する設計とする。 

緊急時対策所用発電機は，１台で緊急時対策所に給電するため

に必要な容量を有するものを，燃料給油時の切替えを考慮して，

合計２台を緊急時対策所に接続することで多重性を有するととも

に，故障対応時及び保守点検時のバックアップ用として予備機を

２台保管する設計とする。 

燃料補給設備のタンクローリは，原子炉建物内の非常用ディー

ゼル発電機燃料デイタンク並びにタービン建物近傍の非常用ディ

ーゼル発電機燃料移送ポンプから離れた屋外に分散して保管する

ことで，非常用ディーゼル発電機燃料デイタンク及び非常用ディ

ーゼル発電機燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損

なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

燃料補給設備の緊急時対策所用燃料地下タンクはタービン建物

近傍の非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクから離れた場所に

設置することで，非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクと共通

要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設

計とする。 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑥の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑦の相違 

・東海第二は前段にて貯

蔵タンク及び給油ポ

ンプの位置的分散を

記載 

【東海第二】 

 

 

 

・ 島 根 ２ 号 炉 は ，

「 3.18.1.1.4 容 量

等」にて燃料タンク及

びタンクローリの容

量について記載 

【東海第二】 

 

3.18.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

対策本部の遮蔽及び待機場所の遮蔽は，5 号炉原子炉建屋と一

体のコンクリート構造物とし，倒壊等により他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。待機場所の室内遮蔽は，建屋床面に設置

する鋼構造物とし，倒壊等により他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

対策本部の可搬型陽圧化空調機，陽圧化装置（空気ボンベ）及

び可搬型外気取入送風機並びに待機場所の可搬型陽圧化空調機及

び陽圧化装置（空気ボンベ）は，通常時に接続先の系統と分離さ

れた状態であること及び重大事故等時は重大事故等対処設備とし

て系統構成ができることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

 

10.9.2.2.2 悪影響防止 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

緊急時対策所の遮蔽は，緊急時対策所建屋と一体のコンクリー

ト構造物とし，倒壊等により他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

 

 

緊急時対策所の緊急時対策所非常用送風機，緊急時対策所非常

用フィルタ装置及び緊急時対策所加圧設備は，通常時に接続先の

系統と分離された状態であること及び重大事故等時は重大事故等

対処設備として系統構成ができることで，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

 

 

3.18.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防

止等」に示す。 

緊急時対策所遮蔽は，緊急時対策所と一体のコンクリート構造

物とし，倒壊等により他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所空気浄化フィルタ

ユニット及び緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ）は，通常時

に接続先の系統と分離された状態であること及び重大事故等時は

重大事故等対処設備として系統構成ができることで，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①及び④の相違 

 

 

 

3.18-14



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

対策本部の二酸化炭素吸収装置，酸素濃度計，二酸化炭素濃度

計及び可搬型エリアモニタ並びに待機場所の酸素濃度計，二酸化

炭素濃度計，可搬型エリアモニタは，他の設備から独立して使用

することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

また，対策本部の可搬型陽圧化空調機，陽圧化装置（空気ボン

ベ），二酸化炭素吸収装置及び可搬型外気取入送風機並びに待機場

所の可搬型陽圧化空調機及び陽圧化装置（空気ボンベ）は，固縛

等実施することで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

対策本部の可搬型陽圧化空調機，可搬型外気取入送風機及び二

酸化炭素吸収装置並びに待機場所の可搬型陽圧化空調機は，飛散

物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備，負荷変圧

器，交流分電盤及び可搬ケーブルは，通常時は遮断器により他の

設備から切り離すことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備，負荷変圧

器，交流分電盤及び可搬ケーブルは，固縛等実施することで他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

緊急時対策所の緊急時対策所用差圧計，酸素濃度計，二酸化炭

素濃度計及び緊急時対策所エリアモニタは，他の設備から独立し

て使用することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

また，緊急時対策所の緊急時対策所加圧設備用空気ボンベは，

固縛等を実施することで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

 

 

 

 

緊急時対策所用発電機は，通常時は遮断器により他の設備から

切り離すことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

緊急時対策所の差圧計，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び可

搬式エリア放射線モニタは，他の設備から独立して使用すること

で，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

また，緊急時対策所の緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対

策所空気浄化フィルタユニット及び緊急時対策所正圧化装置（空

気ボンベ）は，固縛等実施することで他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。 

緊急時対策所空気浄化送風機は，飛散物となって他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

 

緊急時対策所用発電機，可搬ケーブル及び緊急時対策所 発電

機接続プラグ盤は，通常時は遮断器により他の設備から切り離す

ことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

緊急時対策所用発電機は，輪留めによる固定等を行い保管し，

可搬ケーブルは固縛等を実施して屋外（緊急時対策所南側）に保

管し，緊急時対策所 発電機接続プラグ盤は屋外（緊急時対策所

北側）に設置することで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①及び③の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

東海第二の送風機及

びフィルタ装置は常設 

【柏崎 6/7】 

①，③及び④の相違 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

保管方法の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，可搬型

設備について記載 

  

 

 

 

緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク及び緊急時対策所用発

電機給油ポンプは，通常時に接続先の系統と分離された状態であ

ること及び重大事故等時は重大事故等対処設備として系統構成が

できることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

燃料補給設備のタンクローリは，接続先の系統と分離して保管

し，重大事故等時に接続，弁操作等により重大事故等対処設備と

しての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

緊急時対策所用燃料地下タンクは，重大事故等時に重大事故等

対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

タンクローリは輪留め等による固定をすることで，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑦の相違 

【東海第二】  

島根２号炉は，可搬型

設備であるタンクロー

リについて記載 

3.18-15



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

3.18.1.1.3 共用の禁止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所は，事故対応において 6 号及

び 7 号炉双方のプラント状況を考慮した指揮命令を行う必要があ

るため，対策本部及び待機場所を共用化し，事故収束に必要な緊

急時対策所遮蔽，緊急時対策所換気空調設備，重大事故等に対処

するために必要な情報を把握できる設備等を設置する。共用によ

り必要な情報（相互のプラント状況，運転員の対応状況等）を共

用・考慮しながら，総合的な管理（事故処置を含む。）を行うこと

で，安全性の向上が図れることから，6 号及び 7 号炉で共用する

設計とする。各設備は，共用により悪影響を及ぼさないよう，号

炉の区分けなく使用できる設計とする。 

 

10.9.2.2.3 共用の禁止 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防

止等」に示す。 

緊急時対策所は，事故対応において東海第二発電所及び廃止措

置中の東海発電所双方のプラント状況を考慮した指揮命令を行う

必要があるため，緊急時対策所を共用化し，事故収束に必要な緊

急時対策所遮蔽，緊急時対策所非常用換気設備を設置する。共用

により，必要な情報（相互のプラント状況，運転員の対応状況等）

を共有・考慮しながら，総合的な管理（事故処置を含む。）を行う

ことで，安全性の向上が図れることから，東海第二発電所及び廃

止措置中の東海発電所で共用する設計とする。各設備は，共用に

より悪影響を及ぼさないよう，発電所の区分けなく使用できる設

計とする。 

 

3.18.1.1.3 共用の禁止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防

止等」に示す。 

事故収束に必要な緊急時対策所遮蔽，緊急時対策所換気空調設

備，重大事故等に対処するために必要な情報を把握できる設備等

は，二以上の発電用原子炉施設において共用しない設計とする。 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

②の相違 

3.18.1.1.4 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所は，想定される重大事故等時

において，重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員に

加え，原子炉格納容器の破損等による発電所外への放射性物質の

拡散を抑制するために必要な対策を行う要員として，対策本部に

最大 86 名，待機場所に最大 98 名を収容することで，合計 184 名

を収容できる設計とする。また，対策要員等が 5 号炉原子炉建屋

内緊急時対策所に 7 日間とどまり重大事故等に対処するために必

要な数量の放射線管理用資機材や食料等を配備できる設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.9.2.2.4 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

緊急時対策所は，想定される重大事故等時において，重大事故

等に対処するために必要な指示を行う要員に加え，原子炉格納容

器の破損等による発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため

に必要な対策を行う要員と廃止措置中の東海発電所の事故が同時

に発生した場合に対処する対策要員として，緊急時対策所に最大 

100 名を収容できる設計とする。また，対策要員等が緊急時対策

所に 7 日間とどまり重大事故等に対処するために必要な数量の放

射線管理用資機材や食料等を配備できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.18.1.1.4 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

緊急時対策所は，想定される重大事故等時において，重大事故

等に対処するために必要な指示を行う要員に加え，原子炉格納容

器の破損等による発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため

に必要な対策を行う要員として，最大 150 名を収容できる設計と

する。また，対策要員等が緊急時対策所に７日間とどまり，重大

事故等に対処するために必要な数量の放射線管理用資機材や食料

等を配備できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉の緊急時

対策所収容可能人数に

ついて記載 
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対策本部の可搬型陽圧化空調機は，対策要員の放射線被ばくを

低減及び防止するとともに，高気密室内の酸素濃度及び二酸化炭

素濃度を活動に支障がない範囲に維持するために必要な換気容量

を有する設計とする。保有数は，6 号及び 7 号炉共用で 1 セット

1 台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックア

ップ用として 1 台（6 号及び 7 号炉共用）の合計 2 台を保管す

る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対策本部の可搬型外気取入送風機は，必要な換気容量を有する

もの 1 セット 2 台使用する。保有数は，6 号及び 7 号炉共用で 1 

セット 2 台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバ

ックアップ用として 1 台（6 号及び 7 号炉共用）の合計 3 台を

保管する。 

対策本部の陽圧化装置（空気ボンベ）は，重大事故時において

対策本部の居住性を確保するため，高気密室を陽圧化し，高気密

室内へ希ガスを含む放射性物質の侵入を防止するとともに，酸素

濃度及び二酸化炭素濃度を活動に支障がない範囲に維持するため

に必要な容量に加え，故障時及び保守点検による待機除外時のバ

ックアップを考慮し，123 本を保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

対策本部の二酸化炭素吸収装置は，重大事故時に陽圧化装置（空

気ボンベ）により高気密室を陽圧化する場合において，対策要員

等が二酸化炭素濃度の増加により窒息することを防止できる処理

容量を有する設計とする。保有数は，6 号及び 7 号炉共用で 1 台

緊急時対策所の緊急時対策所非常用送風機及び緊急時対策所非

常用フィルタ装置は，対策要員の放射線被ばくを低減及び防止す

るとともに，緊急時対策所内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度を活

動に支障がない範囲に維持するために必要な換気容量を有する設

計とする。保有数は，東海発電所及び東海第二発電所共用で緊急

時対策所非常用送風機 1 台，緊急時対策所非常用フィルタ装置 1 

基で 1 セットに加えて，故障時及び保守点検による待機除外時の

バックアップ用として 1 セット（東海発電所及び東海第二発電所

共用）の合計 2 セットを設置する。 

緊急時対策所非常用フィルタ装置は，身体サーベイ及び作業服

の着替え等を行うための区画を含め緊急時対策所建屋内に対して

放射線による悪影響を及ぼさないよう，十分な放射性物質の除去

効率及び吸着能力を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所加圧設備は，重大事故時において緊急時対策所の

居住性を確保するため，緊急時対策所等を正圧化し，緊急時対策

所等内へ希ガスを含む放射性物質の侵入を防止するとともに，酸

素濃度及び二酸化炭素濃度を活動に支障がない範囲に維持するた

めに必要な容量に加え，故障時及び保守点検による待機除外時の

バックアップを考慮し，十分な容量を保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所空気浄化送風機及び緊急時対策所空気浄化フィル

タユニットは，対策要員の放射線被ばくを低減及び防止するとと

もに，緊急時対策所内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度を活動に支

障がない範囲に維持するために必要な換気容量を有する設計とす

る。保有数は，緊急時対策所空気浄化送風機及び緊急時対策所空

気浄化フィルタユニットそれぞれで１セット１台に加えて，故障

時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として２台を

保管する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ）は，重大事故等時にお

いて緊急時対策所の居住性を確保するため，緊急時対策所を正圧

化し，緊急時対策所内へ希ガスを含む放射性物質の侵入を防止す

るとともに，酸素濃度及び二酸化炭素濃度を活動に支障がない範

囲に維持するために必要な容量に加え，故障時及び保守点検によ

る待機除外時のバックアップを考慮し，540本を保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

②の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は送風機

とフィルタが個別の設

備 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は予備台

数を２台としている 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 
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に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ

用として 1 台（6 号及び 7 号炉共用）の合計 2 台を設置する設

計とする。 

待機場所の可搬型陽圧化空調機は，対策要員の放射線被ばくを

低減及び防止するとともに，待機場所内の酸素濃度及び二酸化炭

素濃度を活動に支障がない範囲に維持するために必要な換気容量

を有する設計とする。保有数は，6 号及び 7 号炉共用で 1 セット

2 台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックア

ップ用として 1 台（6 号及び 7 号炉共用）の合計 3 台を保管す

る設計とする。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

①の相違
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待機場所の陽圧化装置（空気ボンベ）は，重大事故時において

待機場所の居住性を確保するため，待機場所を陽圧化し，待機場

所へ希ガスを含む放射性物質の侵入を防止するとともに，酸素濃

度及び二酸化炭素濃度を活動に支障がない範囲に維持するために

必要な容量に加え，故障時及び保守点検による待機除外時のバッ

クアップを考慮し，1,792 本を保管する。 

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，高気密室及び待機場所の

酸素濃度及び二酸化炭素濃度が活動に支障がない範囲内であるこ

との測定が可能なものを，対策本部及び待機場所それぞれで 1 台

使用する。保有数は，6 号及び 7 号炉共用で対策本部及び待機場

所それぞれ 1 台に加え，故障時及び保守点検時による待機除外時

のバックアップ用として 1 台（6 号及び 7 号炉共用，対策本部と

待機場所で共用）の合計 3 台を保管する。 

 

差圧計は，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所の陽圧化された室

内と周辺エリアとの差圧範囲を監視できるものを，対策本部及び

待機場所それぞれで 1 台使用する。保有数は，6 号及び 7 号炉共

用で対策本部及び待機場所それぞれ 1 台に加え，故障時及び保守

点検による待機除外時のバックアップ用として 1 台（6 号及び 7 

号炉共用，対策本部と待機場所で共用）の合計 3 台を保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

可搬型エリアモニタは，重大事故時において，対策本部内及び

待機場所内の放射線量の監視に必要な測定範囲を有するものを，

対策本部及び待機場所それぞれで 1 台使用する。保有数は，6 号

及び 7 号炉共用で対策本部及び待機場所それぞれ 1 台に加え，故

障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として 1 台

（6 号及び 7 号炉共用，対策本部と待機場所で共用）の合計 3 台

を保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，緊急時対策所の酸素濃度

及び二酸化炭素濃度が活動に支障がない範囲内であることの測定

が可能なものを，それぞれ 1 個使用する。保有数は，東海発電所

及び東海第二発電所共用で，それぞれ 1 個に加え，故障時及び保

守点検時による待機除外時のバックアップ用として１個（東海発

電所及び東海第二発電所共用）のそれぞれ合計 2個を保管する。 

 

 

緊急時対策所用差圧計は，緊急時対策所等の正圧化された室内

と周辺エリアとの差圧範囲を監視できるものを，1 台使用する。

保有数は東海発電所及び東海第二発電所共用で 1 台を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所エリアモニタは，重大事故時において，緊急時対

策所の放射線量の監視に必要な測定範囲を有するものを，1 台使

用する。保有数は 1 台に加え，故障時及び保守点検による待機除

外時のバックアップ用として１台の合計 2 台を保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，緊急時対策所内の酸素濃

度及び二酸化炭素濃度が活動に支障がない範囲であることの測定

が可能なものを，それぞれ１個使用する。保有数は，それぞれ１

個に加え，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ

用として１個のそれぞれ合計２個を保管する。 

 

 

 

差圧計は，緊急時対策所の正圧化された室内と周辺エリアとの

差圧範囲を監視できるものを１台設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可搬式エリア放射線モニタは，重大事故等時において，緊急時

対策所内の放射線量の監視に必要な測定範囲を有するものを１台

使用する。保有数は，１台に加え，故障時及び保守点検による待

機除外時のバックアップ用として１台の合計２台を保管する。 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ②の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の差圧計

は常設 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ②の相違 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①及び②の相違 
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5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備は，1 台で

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所に給電するために必要な容量を

有するものを，補給時の切替えを考慮し，2 台を 1 セットとして

使用する。保有数は，6 号及び 7 号炉共用で 1 セット 2台に加え，

故障対応時及び保守点検時のバックアップ用として 3 台の合計 5 

台を保管する。 

緊急時対策所用発電機は，1 台で緊急時対策所に給電するため

に必要な容量を有するものを，1 台使用する。保有数は，多重性

確保のための 1 台を加えた合計 2 台を設置する。また，東海発

電所及び東海第二発電所で共用する。 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンクは，東海発電所及び東

海第二発電所共用で，外部からの支援がなくとも，緊急時対策所

用発電機の 7 日分の連続運転に必要なタンク容量を有する設計

とする。 

緊急時対策所用発電機給油ポンプは，東海発電所及び東海第二

発電所共用で，緊急時対策所用発電機の連続運転に必要な燃料を

給油できるポンプ容量を有する設計とする。 

 

緊急時対策所用発電機は，１台で緊急時対策所に給電するため

に必要な容量を有するものを，燃料給油時の切替えを考慮して，

合計２台を使用する。保有数は，２台に加え，故障対応時及び保

守点検時のバックアップ用として２台を保管する。 

 

 

タンクローリは，想定される重大事故等時において，その機能

を発揮することが必要な重大事故等対処設備に，燃料を給油でき

る容量を有するものを１台使用する。保有数は，１台に加えて，

故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として１

台の合計２台を保管する。 

緊急時対策所用燃料地下タンクは，想定される重大事故等時に

おいて，その機能を発揮することが必要な重大事故等対処設備が，

７日間連続運転するために必要となる燃料を供給できる容量を有

する設計とする。 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑥の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑦の相違 

【東海第二】 

②の相違 

東海第二の給油ポン

プは常設設備 

島根２号炉のタンク

ローリは可搬型設備 

3.18.1.1.5 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

対策本部の遮蔽及び待機場所の遮蔽は 5 号炉原子炉建屋と一体

設置した屋外設備であり，重大事故等時の環境条件を考慮した設

計とする。 

対策本部の高気密室，可搬型陽圧化空調機，陽圧化装置（空気

ボンベ），二酸化炭素吸収装置，可搬型外気取入送風機，差圧計，

酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び可搬型エリアモニタ，待機場

所の室内遮蔽，可搬型陽圧化空調機，陽圧化装置（空気ボンベ），

差圧計，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び可搬型エリアモニタ

並びに負荷変圧器，交流分電盤及び可搬ケーブルは，5 号炉原子

炉建屋内に設置又は保管し，想定される重大事故等時における環

境条件を考慮した設計とする。可搬型陽圧化空調機，陽圧化装置

（空気ボンベ），二酸化炭素吸収装置，可搬型外気取入送風機差圧

計，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計，可搬型エリアモニタ及び負

荷変圧器の操作は，設置場所で可能な設計とする。 

 

 

 

10.9.2.2.5 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

緊急時対策所の遮蔽は，緊急時対策所建屋と一体設置した屋外

設備であり，重大事故等時の環境条件を考慮した設計とする。 

 

緊急時対策所，緊急時対策所非常用送風機，緊急時対策所非常

用フィルタ装置，緊急時対策所用差圧計，緊急時対策所用発電機，

緊急時対策所用発電機給油ポンプ，緊急時対策所加圧設備，酸素

濃度計，二酸化炭素濃度計及び緊急時対策所エリアモニタは，緊

急時対策所建屋内に設置又は保管し，想定される重大事故等時に

おける環境条件を考慮した設計とする。 

緊急時対策所非常用送風機，緊急時対策所用差圧計，緊急時対

策所用発電機，緊急時対策所用発電機給油ポンプ，緊急時対策所

加圧設備，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計及び緊急時対策所エリ

アモニタの操作は，緊急時対策所内で可能な設計とする。 

 

 

 

 

3.18.1.1.5 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

緊急時対策所遮蔽は，緊急時対策所と一体設置した屋外設備で

あり，重大事故等時の環境条件を考慮した設計とする。 

 

緊急時対策所空気浄化送風機及び緊急時対策所正圧化装置（空

気ボンベ）は，屋外に設置し，想定される重大事故等時における

環境条件を考慮した設計とし，緊急時対策所内で操作可能な設計

とする。 

緊急時対策所空気浄化フィルタユニットは，屋外に設置し，想

定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

緊急時対策所 発電機接続プラグ盤は，屋外に設置し，想定さ

れる重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。設置

場所で操作可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

・設備構成及び保管場所

の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 

 

 

・設備及び保管場所の相 

違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，屋外に

保管し，設置場所で操作

可能 
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5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備は，屋外に

保管及び設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考

慮した設計とする。操作は，設置場所で操作可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.18.1.1.6 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 

対策本部の換気空調設備である可搬型陽圧化空調機，陽圧化装

置（空気ボンベ），二酸化炭素吸収装置及び可搬型外気取入送風機

及び差圧計並びに待機場所の換気空調設備である可搬型陽圧化空

調機，陽圧化装置（空気ボンベ），及び差圧計は，設計基準対象施

設と兼用せず，他の系統と切り替えることなく使用できる設計と

する。 

可搬型陽圧化空調機は，付属の操作スイッチにより，設置場所

での操作が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンクは，屋外に設置し，重

大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.9.2.2.6 操作性の確保 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

緊急時対策所の緊急時対策所非常用送風機，緊急時対策所非常

用フィルタ装置，緊急時対策所加圧設備及び緊急時対策所用差圧

計は，設計基準対象施設と兼用せず，他の系統と切り替えること

なく使用できる設計とする。 

 

 

緊急時対策所非常用送風機は，緊急時対策所内の操作スイッチ

により操作が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

差圧計，酸素濃度計，二酸化炭素濃度計，可搬式エリア放射線

モニタ及び緊急時対策所 低圧母線盤は，緊急時対策所内に設置

又は保管し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮し

た設計とする。緊急時対策所内で操作可能な設計とする。 

可搬ケーブルは，屋外に保管し，想定される重大事故等時にお

ける環境条件を考慮した設計とする。 

緊急時対策所用発電機は，屋外に保管及び設置し，想定される

重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。操作は，

設置場所及び緊急時対策所内で可能な設計とする。 

緊急時対策所用燃料地下タンクは， 屋外に設置し，想定される

重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

緊急時対策所用燃料地下タンクの系統構成に必要な操作は，想

定される重大事故等時において，設置場所で可能な設計とする。 

タンクローリは，屋外に保管及び設置し，想定される重大事故

等時における環境条件等を考慮した設計とする。 

タンクローリの操作は，想定される重大事故等時において，設

置場所で可能な設計とする。 

 

 

 

 

3.18.1.1.6 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性につい

て」に示す。 

緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所空気浄化フィルタ

ユニット，緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ）及び差圧計は，

設計基準対象施設と兼用せず，他の系統と切り替えることなく使

用できる設計とする。 

 

 

緊急時対策所空気浄化送風機は，緊急時対策所内の操作スイッ

チにより，緊急時対策所内で操作が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

・設備及び保管場所の相

違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は屋内に

保管及び設置し，設置場

所で操作可能 

・設備及び保管場所の相

違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は屋外に

保管し，設置場所及び緊

急時対策所内で操作可

能 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑦の相違 

【東海第二】 

東海第二の給油ポン

プは常設設備 

島根２号炉のタンク

ローリは可搬型設備 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①，③及び④の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は緊急時

対策内の操作盤から操

作し，柏崎 6/7は設備に

付属のスイッチにより

操作する 
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可搬型陽圧化空調機は，対策本部又は待機場所近傍に保管する

ことで，速やかに対策本部の高気密室又は待機場所を陽圧化でき

る設計とする。可搬型陽圧化空調機と接続口との接続は簡便な接

続とし，一般的な工具を用いて容易かつ確実に接続できる設計と

する。 

陽圧化装置（空気ボンベ）は，対策本部又は待機場所近傍に保

管し，設置場所及び対策本部内又は待機場所内での弁の手動操作

により，速やかに対策本部の高気密室又は待機場所を陽圧化でき

る設計とする。 

二酸化炭素吸収装置は，付属の操作スイッチにより，設置場所

での操作が可能な設計とする。 

可搬型外気取入送風機は，付属の操作スイッチにより，設置場

所での操作が可能な設計とする。可搬型外気取入送風機は，人力

により持ち運びが可能な設計とするとともに，設置場所にて固定

等が可能な設計とする。 

可搬型外気取入送風機と仮設ダクトの接続については，簡便な

接続とし，一般的に使用される工具を用いて容易かつ確実に接続

することができる設計とする。 

差圧計の接続は，簡便な接続とし，容易かつ確実に接続でき，

指示を監視できる設計とする。差圧計は，人力により容易に持ち

運びが可能な設計とする。 

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，想定される重大事故等時

において，設計基準対処施設として使用する場合と同じ系統構成

で重大事故等対処設備として使用する設計とする。 

酸素濃度計は及び二酸化炭素計は，人力により容易に持ち運び

が可能な設計とするとともに，付属の操作スイッチにより，使用

場所で操作が可能な設計とする。 

可搬型エリアモニタは，設計基準対象施設と兼用せず，他の系

統と切り替えることなく使用できる設計とする。可搬型エリアモ

ニタは，人力により容易に持ち運びが可能な設計とするとともに，

設置場所にて固定等が可能な設計とする。可搬型エリアモニタは，

付属の操作スイッチにより，設置場所で操作が可能な設計とする。 

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，想定される重大事故等時

において，設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成

で重大事故等対処設備として使用する設計とする。 

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，人力により容易に持ち運

びが可能な設計とするとともに，付属の操作スイッチにより，使

用場所で操作が可能な設計とする。 

緊急時対策所エリアモニタは，設計基準対象施設と兼用せず，

他の系統と切り替えることなく使用できる設計とする。緊急時対

策所エリアモニタは，人力により容易に持ち運びが可能な設計と

するとともに，設置場所にて固定等が可能な設計とする。緊急時

対策所エリアモニタは，付属の操作スイッチにより，設置場所で

操作が可能な設計とする。 

緊急時対策所空気浄化送風機及び緊急時対策所空気浄化フィル

タユニットは，緊急時対策所近傍に保管することで，速やかに緊

急時対策所を正圧化できる設計とする。緊急時対策所空気浄化送

風機及び緊急時対策所空気浄化フィルタユニットと接続口との接

続は簡便な接続とし，容易かつ確実に接続できる設計とする。 

緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ）は，緊急時対策所近傍

に保管し，設置場所及び緊急時対策所内での弁の手動操作により，

速やかに緊急時対策所を正圧化できる設計とする。 

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，想定される重大事故等時

において，設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成

で重大事故等対処設備として使用する設計とする。 

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，人力により容易に持ち運

びが可能な設計とするとともに，付属の操作スイッチにより，使

用場所で操作が可能な設計とする。 

可搬式エリア放射線モニタは，設計基準対象施設と兼用せず，

他の系統と切り替えることなく使用できる設計とする。可搬式エ

リア放射線モニタは，人力により容易に持ち運びが可能な設計と

するとともに，設置場所にて固定等が可能な設計とする。可搬式

エリア放射線モニタは，付属の操作スイッチにより，設置場所で

操作が可能な設計とする。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は接続に

工具を使用しない 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

③及び④の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の差圧計

は常設であり，接続等不

要 
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5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備，負荷変圧

器，交流分電盤及び可搬ケーブルは，設計基準対象施設と兼用せ

ず，他の系統と切り替えることなく使用できる設計とする。 

緊急時対策所用発電機，緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タン

ク及び緊急時対策所用発電機給油ポンプは，設計基準対象施設と

兼用せず，他の系統と切り替えることなく使用できる設計とする。 

緊急時対策所用発電機，可搬ケーブル，緊急時対策所 発電機

接続プラグ盤及びタンクローリは，設計基準対象施設と兼用せず，

他の系統と切り替えることなく使用できる設計とする。 

・島根２号炉は，燃料タ

ンクについて後段で

記載 

【東海第二】 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑦の相違 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備は，付属の

操作スイッチにより，設置場所で使用するための操作が可能な設

計とする。 

負荷変圧器は遮断器を切替えることにより，給電の切替えが可

能な設計とする。可搬ケーブルは，人力による持ち運びが可能な

設計とする。 

緊急時対策所用発電機は，緊急時対策所内の操作スイッチによ

り操作が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所用発電機給油ポンプは，緊急時対策所内の操作ス

イッチにより操作が可能な設計とする。 

 

 

緊急時対策所用発電機は，付属の操作スイッチ及び遠隔スイッ

チにより，設置場所で使用するための操作が可能な設計とする。 

 

緊急時対策所 低圧母線盤は，遮断器を切替えることにより，

給電の切替えが可能な設計とする。 

可搬ケーブルは，人力による持ち運びが可能な設計とする。 

緊急時対策所用燃料地下タンクは，タンクローリへの燃料補給

のための系統構成を行う際に， 設置場所での必要な手動操作が可

能な設計とする。 

タンクローリは，付属の操作スイッチにより，設置場所で操作

が可能な設計とする。 

タンクローリは，車両として屋外のアクセスルートを通行して

アクセス可能な設計とするとともに，設置場所にて輪留め等によ

る固定が可能な設計とする。 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は設置場

所及び緊急時対策所内

で操作可能 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑦の相違 

【東海第二】 

東海第二の給油ポン

プは常設設備 

島根２号炉のタンク

ローリは可搬型設備 

・東海第二は貯蔵タンク

について上段に記載 

 

 

3.18.1.1.7 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性について」

に示す。 

対策本部の遮蔽並びに待機場所の遮蔽及び室内遮蔽は，発電用

原子炉の運転中又は停止中に外観の確認が可能な設計とする。 

対策本部の高気密室，可搬型陽圧化空調機，可搬型外気取入送

風機，陽圧化装置（空気ボンベ）及び二酸化炭素吸収装置並びに

待機場所の可搬型陽圧化空調機及び陽圧化装置（空気ボンベ）は，

発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・性能検査及び外観の確

認が可能な設計とする。 

差圧計，酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，機能・性能の確

認（特性の確認）及び校正が可能なように，標準器等による模擬

入力ができる設計とする。 

10.9.2.3 主要設備及び仕様 

緊急時対策所の主要機器仕様を第 10.9－2 表に示す。 

10.9.2.4 試験検査 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

緊急時対策所の遮蔽は，発電用原子炉の運転中又は停止中に外

観の確認が可能な設計とする。 

緊急時対策所非常用送風機，緊急時対策所非常用フィルタ装置

及び緊急時対策所加圧設備は，発電用原子炉の運転中又は停止中

に機能・性能検査及び外観の確認が可能な設計とする。 

 

 

緊急時対策所用差圧計，酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，

機能・性能の確認（特性の確認）及び校正が可能なように，標準

器等による模擬入力ができる設計とする。 

 

 

3.18.1.1.7 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性につい

て」に示す。 

緊急時対策所遮蔽は，発電用原子炉の運転中又は停止中に外観

の確認が可能な設計とする。 

緊急時対策所空気浄化送風機，緊急時対策所空気浄化フィルタ

ユニット及び緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ）は，発電用

原子炉の運転中又は停止中に機能・性能検査及び外観の確認が可

能な設計とする。 

 

差圧計，酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，機能・性能の確

認（特性の確認）及び校正が可能なように，標準器等による模擬

入力ができる設計とする。 

【東海第二】 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①，③及び④の相違 
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可搬型エリアモニタは，校正用線源による機能・性能の確認（特

性の確認）及び校正ができる設計とする。 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備，負荷変圧

器，交流分電盤及び可搬ケーブルは，発電用原子炉の運転中又は

停止中に機能・性能検査及び外観の確認が可能な設計とする。 

緊急時対策所エリアモニタは，校正用線源による機能・性能の

確認（特性の確認）及び校正ができる設計とする。 

緊急時対策所用発電機は，発電用原子炉の運転中又は停止中に

機能・性能検査及び外観の確認が可能な設計とする。 

可搬式エリア放射線モニタは，校正用線源による機能・性能の

確認（特性の確認）及び校正ができる設計とする。 

緊急時対策所用発電機，可搬ケーブル，緊急時対策所 発電機

接続プラグ盤及び緊急時対策所 低圧母線盤は，発電用原子炉の

運転中又は停止中に機能・性能検査及び外観の確認が可能な設計

とする。 

緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンクは，発電用原子炉の運

転中又は停止中に機能・性能検査及び漏えいの有無の確認が可能

な設計とする。また，発電用原子炉の停止中に内部確認が可能な

よう，マンホールを設ける設計とする。 

緊急時対策所用発電機給油ポンプは，発電用原子炉の運転中又

は停止中に機能・性能検査及び外観の確認が可能な設計とする。 

緊急時対策所用燃料地下タンクは，発電用原子炉の運転中又は

停止中に漏えいの有無の確認並びに停止中に内部の確認が可能な

設計とする。また，発電用原子炉の停止中に内部確認が可能なよ

う，マンホールを設ける設計とする。 

タンクローリは，発電用原子炉の運転中又は停止中に外観確認

及び機能試験，漏えいの有無の確認が可能な設計とするとともに，

分解又は取替えが可能な設計とする。また，タンクローリは，車

両として運転状態の確認及び外観の確認が可能な設計とする。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

⑦の相違

【東海第二】 

東海第二の給油ポン

プは常設設備 

島根２号炉のタンク

ローリは可搬型設備
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第 3.18－1 表 緊急時対策所の重大事故等対処設備の主要仕様 

(1) 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）

a. 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）高気密室（6

号及び 7号炉共用） 

個数 1 

b. 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）遮蔽（6 号及

び 7 号炉共用） 

厚 さ     mm 以上 

材 料 コンクリート 

c. 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）可搬型陽圧化

空調機（6 号及び 7 号炉共用） 

台 数 1（予備 1） 

容 量 600m3/h/台 

効 率 高性能フィルタ 99.9%以上 

活性炭フィルタ 99.9%以上 

d. 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）可搬型外気取

入送風機（6 号及び 7 号炉共用） 

台 数 2(予備 1) 

風 量 600m３/h/台 

第 10.9－2 表 緊急時対策所（重大事故等時）主要機器仕様 

(1) 緊急時対策所

ａ．緊急時対策所遮蔽（東海発電所及び東海第二発電所共用） 

第 8.3－4 表 遮蔽設備（重大事故等時）の設備に記載する。 

ｂ．緊急時対策所非常用換気設備（東海発電所及び東海第二発電

所共用） 

(a) 緊急時対策所非常用送風機（東海発電所及び東海第二発電所

共用） 

第 8.2－2 表 換気空調設備（重大事故等時）の主要機器仕様

に記載する。 

(b) 緊急時対策所非常用フィルタ装置（東海発電所及び東海第二

発電所共用） 

第 8.2－2 表 換気空調設備（重大事故等時）の主要機器仕様

に記載する。 

第 3.18－1表 緊急時対策所（重大事故等時）の主要機器仕様 

(1) 緊急時対策所

個数 １ 

(2) 緊急時対策所遮蔽

厚さ mm 

材質 コンクリート

(3) 緊急時対策所空気浄化送風機

台数 １（予備２） 

容量 1,500m3/h/台 

(4) 緊急時対策所空気浄化フィルタユニット

型式 横型 

基数 １（予備２） 

容量 1,500m3/h/基 

効率 単体除去効率 99.97％以上（0.15μm粒子）／ 

 95％以上（有機よう素）， 

99％以上（無機よう素） 

総合除去効率 99.99％以上（0.7μm粒子）／ 

99.75％以上（有機よう素）， 

99.99％以上（無機よう素） 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

②の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

設備の使用目的は同

様だが，設計条件等が異

なるため仕様が相違し

ている 

また，島根２号炉は送

風機とフィルタが個別

の設備 

・東海第二は別の表へ仕

様を記載 

【東海第二】 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

④の相違
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e. 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）陽圧化装置（空

気ボンベ）（6号及び 7 号炉共用） 

台 数 123 

容 量 47L／本 

充填圧力 15MPa 

 

 

 

 

 

 

 

f. 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）二酸化炭素吸

収装置（6 号及び 7 号炉共用） 

台 数 1(予備 1) 

風 量        m3/h/台 

吸収剤能力         m3/kg 

g. 差圧計（対策本部）（6 号及び 7 号炉共用） 

個 数 1（予備 1※1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h. 酸素濃度計（対策本部）（6 号及び 7 号炉共用） 

 

 

個 数 1（予備 1※1） 

測定範囲 0～100% 

 

 

 

ｃ．緊急時対策所加圧設備（東海発電所及び東海第二発電所共用） 

第 8.2－3 表 換気空調設備（重大事故等時）（可搬型）設備

仕様に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ．緊急時対策所用差圧計（東海発電所及び東海第二発電所共用） 

第 8.2－2 表 換気空調設備（重大事故等時）の主要機器仕様

に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｅ．酸素濃度計（東海発電所及び東海第二発電所共用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・酸素濃度計（通常運転時） 

個 数 1（予備 1） 

測 定 範 囲 0.0～40.0vol％ 

 

 (5) 緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ） 

    本数 454本（予備 86本） 

    容量 50L/本 

    充填圧力 約 20MPa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 差圧計 

個数 １ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 酸素濃度計 

 

 

個数 １（予備１） 

測定範囲 0.0～25.0vol％ 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

②の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

設備の使用目的は同

様だが，設計条件等が異

なるため仕様が相違し

ている 

・東海第二は別の表へ仕

様を記載 

【東海第二】 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

②の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

設備の使用目的は同

様だが，設計条件等が異

なるため仕様が相違し

ている 

・東海第二は別の表へ仕

様を記載 

【東海第二】 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備の使用目的は同

様だが，設計条件等が異

なるため仕様が相違し

ている 
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i. 二酸化炭素濃度計（対策本部）（6 号及び 7 号炉共用） 

 

 

個 数 1（予備 1※1） 

測定範囲 0～10,000ppm 

 

 

 

 

 

 j. 可搬型エリアモニタ（対策本部）（6 号及び 7 号炉共用） 

種 類 半導体 

計測範囲 0.001～99.9mSv/h 

個 数 1（予備 1※1） 

※1 「待機場所」と兼用 

 

 

ｆ．二酸化炭素濃度計（東海発電所及び東海第二発電所共用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・二酸化炭素濃度計（通常運転時） 

個 数 1（予備 1） 

測 定 範 囲 0.0～5.0vol％ 

 

 

 

 

 

ｇ．緊急時対策所エリアモニタ 

第 8.1－2 表 放射線管理設備（重大事故等時）の主要機器仕

様に記載する。 

 

 

ｈ．可搬型モニタリング・ポスト 

第 8.1－2 表 放射線管理設備（重大事故等時）の主要機器仕

様に記載する。 

 (8) 二酸化炭素濃度計 

 

 

個数 １（予備１） 

測定範囲 0～10,000ppm 

 

 

 

 

 

(9) 可搬式エリア放射線モニタ 

    種類 半導体 

    計測範囲 0.001～999.9mSv/h 

個数 １（予備１） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

②の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

設備の使用目的は同

様だが，設計条件等が異

なるため仕様が相違し

ている 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ②の相違 

設備仕様（計測範囲）

の相違 

・東海第二は別の表へ仕

様を記載 

【東海第二】 

(2) 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所） 

a. 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）遮蔽（6 号及

び 7 号炉共用） 

厚 さ      mm 以上 

材 料 コンクリート 

b. 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）室内遮蔽（6 号

及び 7 号炉共用） 

厚 さ コンクリート     mm 相当以上 

材 料 鉄，鉛等 

c. 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）可搬型陽圧化

空調機（6 号及び 7 号炉共用） 

台 数 2（予備 1） 

容 量 600m3/h/台 

効 率 高性能フィルタ 99.9%以上 

活性炭フィルタ 99.9%以上 

d. 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）陽圧化装置（空

気ボンベ）（6号及び 7 号炉共用） 

台 数 1,792 

容 量 47L／本 

充填圧力 15MPa 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 
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e. 差圧計（待機場所）（6 号及び 7 号炉共用）

個 数 1（予備 1※2） 

f. 酸素濃度計（待機場所）（6 号及び 7 号炉共用）

個 数 1（予備 1※2） 

測定範囲 0～100% 

g．二酸化炭素濃度計（待機場所）（6 号及び 7 号炉共用） 

個 数 1（予備 1※2） 

測定範囲 0～10,000ppm 

h. 可搬型エリアモニタ（待機場所）（6 号及び 7 号炉共用）

種 類 半導体 

計測範囲 0.001～99.9mSv/h 

個 数 1（予備 1※2） 

※1 「待機場所」と兼用

※2 「対策本部」と兼用

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

①の相違

(3) 電源設備

a. 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備（6 号及

び 7 号炉共用） 

エンジン

個数 2 （予備 3） 

使用燃料 軽油 

発電機 

個数 2 （予備 3） 

種類 横軸回転界磁 3 相同期発電機 

容量 約 200kVA/台 

力率 0.8 

電圧 440V 

周波数 50Hz 

(2) 緊急時対策所用発電機（東海発電所及び東海第二発電所共用） 

エンジン

台 数 2

使 用 燃 料 軽油

発電機 

種 類 3 相同期発電機(両軸受け式) 

台 数 2 

容 量 約 1,725kVA／台 

力 率 0.8 

電 圧 6,600V 

周 波 数 50Hz 

(3) 緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク（東海発電所及び東

海第二発電所共用） 

基 数 2 

容 量 約 75kL／基 

使 用 燃 料 軽油 

(4) 緊急時対策所用発電機給油ポンプ（東海発電所及び東海第二

発電所共用） 

台 数 2 

容 量 約 1.3m３／h（1 台当たり） 

(10) 緊急時対策所用発電機

機関 

個数 ２（予備２） 

使用燃料 軽油 

発電機 

個数 ２（予備２） 

種類 横軸回転界磁三相同期発電機 

容量 約 220kVA/台 

力率 0.8 

電圧 210V 

周波数 60Hz 

(11) タンクローリ

個数 １（予備１） 

容量 約 3.0m3/台 

(12) 緊急時対策所用燃料地下タンク

基数 １ 

容量 約 45m3

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

②の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑥の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

⑦の相違

【東海第二】 

②の相違

東海第二の給油ポン

プは常設設備 

島根２号炉のタンク

ローリは可搬型設備
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

第 3.18－1 図 緊急時対策所（重大事故等時）系統概略図 

（陽圧化装置（空気ボンベ）（対策本部）） 

第 10.9－3 図 緊急時対策所 系統概要図(3) 

(居住性の確保) 

第 3.18－1図 緊急時対策所（重大事故等時）概略系統図 

（緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ）） 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

第 3.18－2 図 緊急時対策所（重大事故等時）系統概略図 

（可搬型陽圧化空調機（対策本部）） 第 10.9－1 図 緊急時対策所 系統概要図(1) 

（居住性の確保） 

第 3.18－2図 緊急時対策所（重大事故等時）概略系統図 

（緊急時対策所空気浄化送風機，フィルタユニット） 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】
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第 10.9－2 図 緊急時対策所 系統概要図(2) 

（居住性の確保） 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.18－3 図 緊急時対策所（重大事故等時）系統概略図 

（陽圧化装置（空気ボンベ）（待機場所）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 
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第 3.18－4 図 緊急時対策所（重大事故等時）系統概略図 

（可搬型陽圧化空調機（待機場所）） 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 

 

第 10.9－4 図 緊急時対策所 系統概要図(4) 

（必要な情報の把握及び通信連絡） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・島根２号炉は，添付資

料「第 3.18－1図」に

て記載 

【東海第二】 
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第 10.9－5 図 緊急時対策所 系統概要図(5) 

(代替電源設備からの給電) 

・島根２号炉は，添付資

料「第 3.18－2図」にて

記載 

【東海第二】 

第 10.9－6 図 緊急時対策所 系統概要図(6) 

(代替電源設備からの給電) 
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まとめ資料比較表 〔62条 通信連絡を行うために必要な設備〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

相違No. 相違理由

① 島根２号炉は重大事故等対処設備として無線通信設備の固定型と携帯型を使用する

② 島根２号炉は有線式通信設備を中央制御室～現場（屋内）で使用し緊急時対策所で使用しないため，緊急時対策所からの呼び出し装置は設けていない

③ 島根２号炉は衛星電話設備及び無線通信設備を使用する

④ 島根２号炉は単独申請であり，該当なし

⑤ 島根２号炉は緊急時対策所の電気設備及び燃料設備を61条で記載

⑥ 島根２号炉は非常用交流電源設備を設計基準拡張として使用する

⑦ 島根２号炉はＳＰＤＳ伝送サーバから本社へ伝送する

⑧ 島根２号炉は非常用交流電源設備，充電器（蓄電池），無停電電源装置（充電器等を含む。）の中から電源供給する

まとめ資料比較表　〔62条(本文)審査説明資料〕

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。

3.19-1



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

3.19 通信連絡を行うために必要な設備【62条】 

【設置許可基準規則】 

（通信連絡を行うために必要な設備） 

第六十二条 発電用原子炉施設には、重大事故等が発生した場

合において当該発電用原子炉施設の内外の通信連絡をする必

要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備を設けなけ

ればならない。 

（解釈） 

１ 第６２条に規定する「発電用原子炉施設の内外の通信連絡

をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備」

とは、以下に掲げる措置またはこれと同等以上の効果を有す

る措置を行うための設備をいう。 

ａ）通信連絡設備は、代替電源設備（電池等の予備電源設備を

含む。）からの給電を可能とすること。 

3.19.1 適合方針 

重大事故等が発生した場合において，発電所の内外の通信連絡

をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な通信連絡設

備を設置又は保管する。 

通信連絡設備の系統概要図を第3.19-1 図に示す。 

3.19.1.1 重大事故等対処設備 

(1) 発電所内の通信連絡を行うための設備

重大事故等が発生した場合において，発電所内の通信連絡をす

る必要のある場所と通信連絡を行うための通信連絡設備（発電所

内），5号炉原子炉建屋内緊急時対策所へ重大事故等に対処するた

めに必要なデータを伝送できる安全パラメータ表示システム

（SPDS）及び計測等を行った特に重要なパラメータを発電所内の

必要な場所で共有するための通信連絡設備（発電所内）を設ける。 

10.12.2 重大事故等時 

10.12.2.1 概  要 

重大事故等が発生した場合において，発電所の内外の通信連絡

をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な通信連絡設

備を設置又は保管する。 

通信連絡設備の系統概要図を第 10.12－1図に示す。 

10.12.2.2 設計方針 

(1) 発電所内の通信連絡を行うための設備

重大事故等が発生した場合において，発電所内の通信連絡をす

る必要のある場所と通信連絡を行うための通信設備（発電所内），

緊急時対策所へ重大事故等に対処するために必要なデータを伝送

できるデータ伝送設備（発電所内）及び計測等を行った特に重要

なパラメータを発電所内の必要な場所で共有するための通信設備

（発電所内）として，通信連絡設備（発電所内）を設ける。 

3.19 通信連絡を行うために必要な設備【62条】 

【設置許可基準規則】 

（通信連絡を行うために必要な設備） 

第六十二条 発電用原子炉施設には、重大事故等が発生した場

合において当該発電用原子炉施設の内外の通信連絡をする必

要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備を設けなけ

ればならない。 

（解釈） 

１ 第６２条に規定する「発電用原子炉施設の内外の通信連絡

をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備」

とは、以下に掲げる措置又はこれと同等以上の効果を有する

措置を行うための設備をいう。 

ａ）通信連絡設備は、代替電源設備（電池等の予備電源設備を

含む。）からの給電を可能とすること。 

3.19.1 適合方針 

重大事故等が発生した場合において，発電所の内外の通信連絡

をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な通信連絡設

備を設置又は保管する。 

通信連絡設備の系統概要図を第 3.19-1図に示す。 

3.19.1.1 重大事故等対処設備 

(1) 発電所内の通信連絡を行うための設備

重大事故等が発生した場合において，発電所内の通信連絡をす

る必要のある場所と通信連絡を行うための通信連絡設備（発電所

内），緊急時対策所へ重大事故等に対処するために必要なデータを

伝送できる安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）及び計測等

を行った特に重要なパラメータを発電所内の必要な場所で共有す

るための通信連絡設備（発電所内）を設ける。 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

a. 通信連絡設備（発電所内） 

重大事故等が発生した場合において，発電所内の通信連絡をす

る必要のある場所と通信連絡を行うための通信連絡設備（発電所

内）として，衛星電話設備，無線連絡設備，携帯型音声呼出電話

設備及び5号炉屋外緊急連絡用インターフォンを設置又は保管す

る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

衛星電話設備のうち衛星電話設備（可搬型）及び無線連絡設備

のうち無線連絡設備（可搬型）は，5号炉原子炉建屋内緊急時対策

所内に保管する設計とする。 

携帯型音声呼出電話設備は，中央制御室及び5号炉原子炉建屋内

緊急時対策所内に保管する設計とする。 

 

衛星電話設備のうち衛星電話設備（常設）及び無線連絡設備の

うち無線連絡設備（常設）は，中央制御室及び5号炉原子炉建屋内

緊急時対策所内に設置し，屋外に設置したアンテナと接続するこ

とにより，屋内で使用できる設計とする。 

 

 

また，衛星電話設備及び無線連絡設備のうち中央制御室内に設

置する衛星電話設備（常設）及び無線連絡設備（常設）は，中央

制御室待避室においても使用できる設計とする。 

5号炉屋外緊急連絡用インターフォンは，5号炉原子炉建屋屋外，

5号炉原子炉建屋内緊急時対策所内及び5号炉中央制御室内に設置

する設計とする。 

衛星電話設備及び無線連絡設備のうち中央制御室内に設置する

衛星電話設備（常設）及び無線連絡設備（常設）は，非常用交流

電源設備に加えて，全交流動力電源が喪失した場合においても，  

ａ．通信連絡設備（発電所内） 

重大事故等が発生した場合において，発電所内の通信連絡をす

る必要のある場所と通信連絡を行うための通信設備（発電所内）

として，衛星電話設備，無線連絡設備のうち無線連絡設備（携帯

型）及び携行型有線通話装置を設置又は保管する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

衛星電話設備のうち衛星電話設備（携帯型）及び無線連絡設備

のうち無線連絡設備（携帯型）は，緊急時対策所内に保管する設

計とする。 

携行型有線通話装置は，中央制御室及び緊急時対策所内に保管

する設計とする。 

 

衛星電話設備のうち衛星電話設備（固定型）は，中央制御室及

び緊急時対策所内に設置し，屋外に設置したアンテナと接続する

ことにより，屋内で使用できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

衛星電話設備のうち中央制御室内に設置する衛星電話設備（固

定型）は，非常用交流電源設備に加えて，全交流動力電源が喪失

した場合においても，代替電源設備である常設代替交流電源設備 

ａ．通信連絡設備（発電所内） 

重大事故等が発生した場合において，発電所内の通信連絡をす

る必要のある場所と通信連絡を行うための通信連絡設備（発電所

内）として，衛星電話設備，無線通信設備及び有線式通信設備を

設置又は保管する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

衛星電話設備のうち衛星電話設備（携帯型）及び無線通信設備

のうち無線通信設備（携帯型）は，緊急時対策所内に保管する設

計とする。 

有線式通信設備は，中央制御室付近の廃棄物処理建物内に保管

する設計とする。 

 

衛星電話設備のうち衛星電話設備（固定型）及び無線通信設備

のうち無線通信設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所

内に設置し，屋外に設置したアンテナと接続することにより，屋

内で使用できる設計とする。 

 

 

また，衛星電話設備及び無線通信設備のうち中央制御室内に設

置する衛星電話設備（固定型）及び無線通信設備（固定型）は，

中央制御室待避室においても使用できる設計とする。 

 

 

 

衛星電話設備及び無線通信設備のうち中央制御室内に設置する

衛星電話設備（固定型）及び無線通信設備（固定型）は，非常用

交流電源設備に加えて，全交流動力電源が喪失した場合において 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は重大事

故等対処設備として無

線通信設備の固定型と

携帯型を使用する 

（以下，①の相違） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は有線式

通信設備を中央制御室

～現場（屋内）で使用し

緊急時対策所で使用し

ないため，緊急時対策所

からの呼び出し装置は

設けていない 

（以下，②の相違） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

②の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は衛星電

話設備及び無線通信設

備を使用する 

（以下，③の相違） 

・設備の相違 

【東海第二】 

③の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

③の相違 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

代替電源設備である常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電

源設備からの給電が可能な設計とする。 

衛星電話設備及び無線連絡設備のうち5号炉原子炉建屋内緊急

時対策所内に設置する衛星電話設備（常設）及び無線連絡設備（常

設）は，非常用交流電源設備に加えて，全交流動力電源が喪失し

た場合においても，代替電源設備である5号炉原子炉建屋内緊急時

対策所用可搬型電源設備からの給電が可能な設計とする。 

5号炉屋外緊急連絡用インターフォンは，非常用交流電源設備に

加えて，全交流動力電源が喪失した場合においても，代替電源設

備である5号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備から

の給電が可能な設計とする。 

衛星電話設備のうち衛星電話設備（可搬型），無線連絡設備の

うち無線連絡設備（可搬型）及び携帯型音声呼出電話設備は，充

電式電池又は乾電池を使用する設計とする。 

充電式電池を用いるものについては，別の端末若しくは予備の

充電式電池と交換することにより7 日間以上継続して通話を可能

とし，使用後の充電式電池は，中央制御室又は5号炉原子炉建屋内

緊急時対策所の電源から充電することができる設計とする。また，

乾電池を用いるものについては，予備の乾電池と交換することに

より，7 日間以上継続して通話ができる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・衛星電話設備（常設）（5号炉原子炉建屋内緊急時対策所内に

設置するものは6号及び7号炉共用）

・衛星電話設備（可搬型）（6号及び7号炉共用）

・無線連絡設備（常設）（5号炉原子炉建屋内緊急時対策所内に

設置するものは6号及び7号炉共用）

・無線連絡設備（可搬型）（6号及び7号炉共用）

・携帯型音声呼出電話設備（携帯型音声呼出電話機）（5号炉原

子炉建屋内緊急時対策所内に設置するものは6号及び7号炉共

用）

又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

衛星電話設備のうち緊急時対策所内に設置する衛星電話設備

（固定型）は，非常用交流電源設備に加えて，全交流動力電源が

喪失した場合においても，代替電源設備である緊急時対策所用代

替電源設備からの給電が可能な設計とする。 

衛星電話設備のうち衛星電話設備（携帯型），無線連絡設備の

うち無線連絡設備（携帯型）及び携行型有線通話装置は，充電池

又は乾電池を使用する設計とする。 

充電池を用いるものについては，ほかの端末又は予備の充電池

と交換することにより7日間以上継続して通話を可能とし，使用後

の充電池は，中央制御室又は緊急時対策所の電源から充電するこ

とができる設計とする。また，乾電池を用いるものについては，

予備の乾電池と交換することにより，7日間以上継続して通話がで

きる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・衛星電話設備（固定型）（東海発電所及び東海第二発電所共

用）

・衛星電話設備（携帯型）（東海発電所及び東海第二発電所共

用）

・無線連絡設備（携帯型）

・携行型有線通話装置

も，代替電源設備である常設代替交流電源設備又は可搬型代替交

流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

衛星電話設備及び無線通信設備のうち緊急時対策所内に設置す

る衛星電話設備（固定型）及び無線通信設備（固定型）は，非常

用交流電源設備に加えて，全交流動力電源が喪失した場合におい

ても，代替電源設備である緊急時対策所用発電機からの給電が可

能な設計とする。 

衛星電話設備のうち衛星電話設備（携帯型），無線通信設備の

うち無線通信設備（携帯型）及び有線式通信設備は，充電式電池

又は乾電池を使用する設計とする。 

充電式電池を用いるものについては，別の端末又は予備の充電

式電池と交換することにより７日間以上継続して通話を可能と

し，使用後の充電式電池は，緊急時対策所の電源から充電するこ

とができる設計とする。また，乾電池を用いるものについては，

予備の乾電池と交換することにより，７日間以上継続して通話が

できる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・衛星電話設備（固定型）

・衛星電話設備（携帯型）

・無線通信設備（固定型）

・無線通信設備（携帯型）

・有線式通信設備（有線式通信機）

・設備の相違

【東海第二】 

③の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

②の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

②の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は単独申

請であり，該当なし 

（以下，④の相違） 

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

④の相違

・設備の相違

【東海第二】 

①の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

④の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

④の相違
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・5号炉屋外緊急連絡用インターフォン（6号及び7号炉共用） 

 

 

・常設代替交流電源設備（6号及び7号炉共用）（3.14 電源設備） 

 

 

・可搬型代替交流電源設備（6号及び7号炉共用）（3.14 電源設

備） 

 

・5号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備（6号及び7

号炉共用）（3.18 緊急時対策所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備を重

大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用する。 

 

 

 

 

 

b. 安全パラメータ表示システム（SPDS） 

5号炉原子炉建屋内緊急時対策所へ重大事故等に対処するため

に必要なデータを伝送するための設備として，データ伝送装置，

緊急時対策支援システム伝送装置及びSPDS 表示装置で構成する

安全パラメータ表示システム（SPDS）を設置する設計とする。 

安全パラメータ表示システム（SPDS）のうちデータ伝送装置は，

コントロール建屋内に設置し，緊急時対策支援システム伝送装置

及びSPDS 表示装置は，5号炉原子炉建屋内緊急時対策所内に設置

する設計とする。 

 

 

 

 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

 

 

・可搬型代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

 

 

・緊急時対策所用代替電源設備（東海発電所及び東海第二発電

所共用）（10.9 緊急時対策所） 

 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

 

 

 

 

 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

 

 

その他，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備を重

大事故等対処設備として使用する。 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所へ重大事故等に対処するために必要なデータを伝

送するためのデータ伝送設備（発電所内）として，データ伝送装

置，緊急時対策支援システム伝送装置及びＳＰＤＳデータ表示装

置で構成するＳＰＤＳを設置する設計とする。 

ＳＰＤＳのうちデータ伝送装置は，中央制御室内に設置し，緊

急時対策支援システム伝送装置及びＳＰＤＳデータ表示装置は，

緊急時対策所建屋内に設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

 

 

・可搬型代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

 

 

・緊急時対策所用発電機（3.18 緊急時対策所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備を重

大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用する。 

 

 

 

 

 

ｂ．安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

緊急時対策所へ重大事故等に対処するために必要なデータを伝

送するための設備として，ＳＰＤＳデータ収集サーバ，ＳＰＤＳ

伝送サーバ及びＳＰＤＳデータ表示装置で構成する安全パラメー

タ表示システム（ＳＰＤＳ）を設置する設計とする。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤＳデー

タ収集サーバは，廃棄物処理建物内に設置し，ＳＰＤＳ伝送サー

バ及びＳＰＤＳデータ表示装置は，緊急時対策所内に設置する設

計とする。 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

④の相違 

・記載の適正化 

【東海第二】 

島根２号炉は緊急時

対策所の電気設備及び

燃料設備を 61条で記載 

（以下，⑤の相違） 

・記載の適正化 

【東海第二】 

⑤の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は非常用

交流電源設備を設計基

準拡張として使用する 

（以下，⑥の相違） 
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安全パラメータ表示システム（SPDS）のうちデータ伝送装置は，

非常用交流電源設備に加えて，全交流動力電源が喪失した場合に

おいても，代替電源設備である常設代替交流電源設備又は可搬型

代替交流電源設備からの給電が可能な設計とする。 

 

安全パラメータ表示システム（SPDS）のうち緊急時対策支援シ

ステム伝送装置及びSPDS 表示装置は，非常用交流電源設備に加え

て，全交流動力電源が喪失した場合においても，代替電源設備で

ある5号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備からの給

電が可能な設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・安全パラメータ表示システム（SPDS）（データ伝送装置，緊

急時対策支援システム伝送装置及びSPDS 表示装置）（緊急時

対策支援システム伝送装置及びSPDS 表示装置は6号及び7号

炉共用） 

・常設代替交流電源設備（6号及び7号炉共用）（3.14 電源設備） 

 

 

・可搬型代替交流電源設備（6号及び7号炉共用）（3.14 電源設

備） 

 

・5号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備（6号及び7

号炉共用）（3.18 緊急時対策所） 

 

その他，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備を重

大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用する。 

 

 

c. 計測等を行った特に重要なパラメータを発電所内の必要な場

所で共有する通信連絡設備（発電所内） 

重大事故等が発生した場合に計測等を行った特に重要なパラメ

ータを発電所内の必要な場所で共有する通信連絡設備（発電所内）

は，「(1) a. 通信連絡設備（発電所内）」と同じである。 

 

 

ＳＰＤＳのうちデータ伝送装置は，非常用交流電源設備に加え

て，全交流動力電源が喪失した場合においても，代替電源設備で

ある常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給

電が可能な設計とする。 

 

ＳＰＤＳのうち緊急時対策支援システム伝送装置及びＳＰＤＳ

データ表示装置は，非常用交流電源設備に加えて，全交流動力電

源が喪失した場合においても，代替電源設備である緊急時対策所

用代替電源設備からの給電が可能な設計とする。 

 

 

  ・ＳＰＤＳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．計測等を行った特に重要なパラメータを発電所内の必要な場

所で共有する通信連絡（発電所内） 

重大事故等が発生した場合に計測等を行った特に重要なパラメ

ータを発電所内の必要な場所で共有する通信設備（発電所内）は，

「(1)ａ．通信連絡設備（発電所内）」と同じである。 

 

 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤＳデー

タ収集サーバは，非常用交流電源設備に加えて，全交流動力電源

が喪失した場合においても，代替電源設備である常設代替交流電

源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が可能な設計とす

る。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤＳ伝送

サーバ及びＳＰＤＳデータ表示装置は，非常用交流電源設備に加

えて，全交流動力電源が喪失した場合においても，代替電源設備

である緊急時対策所用発電機からの給電が可能な設計とする。 

 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）（ＳＰＤＳデータ

収集サーバ，ＳＰＤＳ伝送サーバ及びＳＰＤＳデータ表示装

置） 

 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

 

 

・可搬型代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

 

 

・緊急時対策所用発電機（3.18 緊急時対策所） 

 

 

その他，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備を重

大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用する。 

 

 

ｃ．計測等を行った特に重要なパラメータを発電所内の必要な場

所で共有する通信連絡設備（発電所内） 

重大事故等が発生した場合に計測等を行った特に重要なパラメ

ータを発電所内の必要な場所で共有する通信連絡設備（発電所内）

は，「(1)ａ．通信連絡設備（発電所内）」と同じである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑥の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.19-6



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

(2) 発電所外との通信連絡を行うための設備 

重大事故等が発生した場合において，発電所外（社内外）の通

信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な通信

連絡設備（発電所外），発電所内から発電所外の緊急時対策支援

システム（ERSS）等へ必要なデータを伝送できるデータ伝送設備

及び計測等を行った特に重要なパラメータを発電所外の必要な場

所で共有するための通信連絡設備（発電所外）を設ける。 

 

 

a. 通信連絡設備（発電所外） 

重大事故等が発生した場合において，発電所外（社内外）の通

信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための通信連絡設

備（発電所外）として，衛星電話設備及び統合原子力防災ネット

ワークを用いた通信連絡設備を設置又は保管する設計とする。 

衛星電話設備は，「(1) a.通信連絡設備（発電所内）」と同じ

である。 

統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備は，5号炉原

子炉建屋内緊急時対策所内に設置する設計とする。 

統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備は，非常用

交流電源設備に加えて，全交流動力電源が喪失した場合において

も，代替電源設備である5号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型

電源設備からの給電が可能な設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・衛星電話設備（常設）（5号炉原子炉建屋内緊急時対策所内に

設置するものは6号及び7号炉共用） 

 

・衛星電話設備（可搬型）（6号及び7号炉共用） 

 

 

・統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備（テレビ

会議システム，IP-電話機及びIP-FAX）（6号及び7号炉共用） 

 

 

・常設代替交流電源設備（6号及び7号炉共用）（3.14 電源設備） 

 

 

・可搬型代替交流電源設備（6号及び7号炉共用）（3.14 電源設

備） 

(2) 発電所外（社内外）との通信連絡を行うための設備 

重大事故等が発生した場合において，発電所外（社内外）の通

信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な通信

設備（発電所外），発電所内から発電所外の緊急時対策支援シス

テム（ＥＲＳＳ）へ必要なデータを伝送できるデータ伝送設備（発

電所外）及び計測等を行った特に重要なパラメータを発電所外（社

内外）の必要な場所で共有するための通信設備（発電所外）とし

て，通信連絡設備（発電所外）を設ける。 

 

ａ．通信連絡設備（発電所外） 

重大事故等が発生した場合において，発電所外（社内外）の通

信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための通信設備

（発電所外）として，衛星電話設備及び統合原子力防災ネットワ

ークに接続する通信連絡設備を設置又は保管する設計とする。 

衛星電話設備は，「(1)ａ．通信連絡設備（発電所内）」と同じ

である。 

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備は，緊急

時対策所内に設置する設計とする。 

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備は，非常

用交流電源設備に加えて，全交流動力電源が喪失した場合におい

ても，代替電源設備である緊急時対策所用代替電源設備からの給

電が可能な設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・衛星電話設備（固定型）（東海発電所及び東海第二発電所共

用） 

 

・衛星電話設備（携帯型）（東海発電所及び東海第二発電所共

用） 

 

・統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレ

ビ会議システム，ＩＰ電話及びＩＰ－ＦＡＸ）（東海発電所

及び東海第二発電所共用） 

・データ伝送設備 

・常設代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

 

 

・可搬型代替交流電源設備（10.2 代替電源設備） 

 

(2) 発電所外との通信連絡を行うための設備 

重大事故等が発生した場合において，発電所外（社内外）の通

信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な通信

連絡設備（発電所外），発電所内から発電所外の緊急時対策支援

システム（ＥＲＳＳ）等へ必要なデータを伝送できるデータ伝送

設備及び計測等を行った特に重要なパラメータを発電所外の必要

な場所で共有するための通信連絡設備（発電所外）を設ける。 

 

 

ａ．通信連絡設備（発電所外） 

重大事故等が発生した場合において，発電所外（社内外）の通

信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための通信連絡設

備（発電所外）として，衛星電話設備及び統合原子力防災ネット

ワークに接続する通信連絡設備を設置又は保管する設計とする。 

衛星電話設備は，「(1)ａ．通信連絡設備（発電所内）」と同じ

である。 

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備は，緊急

時対策所内に設置する設計とする。 

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備は，非常

用交流電源設備に加えて，全交流動力電源が喪失した場合におい

ても，代替電源設備である緊急時対策所用発電機からの給電が可

能な設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・衛星電話設備（固定型） 

 

 

・衛星電話設備（携帯型） 

 

 

・統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレ

ビ会議システム，ⅠＰ－電話機及びＩＰ－ＦＡＸ） 

 

 

・常設代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

 

 

・可搬型代替交流電源設備（3.14 電源設備） 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉はＳＰＤ

Ｓ伝送サーバから本社

へ伝送する 

（以下，⑦の相違） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

④の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

④の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

④の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

3.19-7



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

 

 

 

 

 

・5号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備（6号及び7

号炉共用）（3.18 緊急時対策所） 

 

その他，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備を重

大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用する。 

 

 

b. データ伝送設備 

重大事故等が発生した場合において，発電所内から発電所外の

緊急時対策支援システム（ERSS）等へ必要なデータを伝送できる

設備として，緊急時対策支援システム伝送装置で構成するデータ

伝送設備を設置する設計とする。 

データ伝送設備は，5号炉原子炉建屋内緊急時対策所内に設置す

る設計とする。なお，データ伝送設備を構成する緊急時対策支援

システム伝送装置は，「(1)b.安全パラメータ表示システム（SPDS）」

と同じである。 

 

c. 計測等を行った特に重要なパラメータを発電所外の必要な場

所で共有する通信連絡設備（発電所外） 

重大事故等が発生した場合に計測等を行った特に重要なパラメ

ータを発電所外の必要な場所で共有する通信連絡設備（発電所外）

は，「(2) a. 通信連絡設備（発電所外）」と同じである。 

緊急時対策支援システム（ERSS）等へのデータ伝送の機能に係

る設備及び5号炉原子炉建屋内緊急時対策所の通信連絡機能に係

る設備としての安全パラメータ表示システム（SPDS），データ伝

送設備，無線連絡設備，携帯型音声呼出電話設備，5号炉屋外緊急

連絡用インターフォン，衛星電話設備及び統合原子力防災ネット

ワークを用いた通信連絡設備については，固縛又は転倒防止処置

を講じる等，基準地震動による地震力に対し，機能喪失しない設

計とする。 

通信連絡を行うために必要な設備の主要機器仕様を第3.19－1 

 

・代替所内電気設備（10.2 代替電源設備） 

 

 

・燃料給油設備（10.2 代替電源設備） 

 

 

・緊急時対策所用代替電源設備（東海発電所及び東海第二   

発電所共用）（10.9 緊急時対策所） 

 

その他，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備を重

大事故等対処設備として使用する。 

 

 

 

重大事故等が発生した場合において，発電所内から発電所外の

緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）へ必要なデータを伝送でき

るデータ伝送設備（発電所外）として，緊急時対策支援システム

伝送装置で構成するデータ伝送設備を設置する設計とする。 

データ伝送設備は，緊急時対策所建屋内に設置する設計とする。

なお，データ伝送設備を構成する緊急時対策支援システム伝送装

置は，「(1)ａ．通信連絡設備（発電所内）」と同じである。 

 

 

ｂ．計測等を行った特に重要なパラメータを発電所外（社内外）

の必要な場所で共有する通信設備（発電所外） 

重大事故等が発生した場合に計測等を行った特に重要なパラメ

ータを発電所外（社内外）の必要な場所で共有する通信設備（発

電所外）は，「(2)ａ．通信連絡設備（発電所外）」と同じである。 

重大事故等に対処するためのデータ伝送の機能に係る設備，緊

急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）へのデータ伝送の機能に係る

設備及び緊急時対策所の通信連絡機能に係る設備としての，ＳＰ

ＤＳ，データ伝送設備，衛星電話設備，無線連絡設備のうち無線

連絡設備（携帯型），携行型有線通話装置及び統合原子力防災ネ

ットワークに接続する通信連絡設備については，固縛又は転倒防

止措置を講じる等，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し，機能喪

失しない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・緊急時対策所用発電機（3.18 緊急時対策所） 

 

 

その他，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備を重

大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用する。 

 

 

ｂ．データ伝送設備 

重大事故等が発生した場合において，発電所内から発電所外の

緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）等へ必要なデータを伝送で

きる設備として，ＳＰＤＳ伝送サーバで構成するデータ伝送設備

を設置する設計とする。 

データ伝送設備は，緊急時対策所内に設置する設計とする。な

お，データ伝送設備を構成するＳＰＤＳ伝送サーバは，「(1)ｂ．

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）」と同じである。 

 

 

ｃ．計測等を行った特に重要なパラメータを発電所外の必要な場

所で共有する通信連絡設備（発電所外） 

重大事故等が発生した場合に計測等を行った特に重要なパラメ

ータを発電所外の必要な場所で共有する通信連絡設備（発電所外）

は，「(2)ａ．通信連絡設備（発電所外）」と同じである。 

緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）等へのデータ伝送の機能

に係る設備及び緊急時対策所の通信連絡機能に係る設備としての

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ），データ伝送設備，無

線通信設備，衛星電話設備及び統合原子力防災ネットワークに接

続する通信連絡設備については，固縛又は転倒防止処置を講じる

等，基準地震動による地震力に対し，機能喪失しない設計とする。 

 

 

通信連絡を行うために必要な設備の主要機器仕様を第3.19-1表

④の相違 

・記載の適正化 

【東海第二】 

⑤の相違 

・記載の適正化 

【東海第二】 

⑤の相違 

・記載箇所の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

④の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑥の相違 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑦の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑦の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

③の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 
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表及び第3.19－2表に示す。非常用交流電源設備，常設代替交流電

源設備及び可搬型代替交流電源設備については，「3.14 電源設備」

に記載する。 

 

5号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備については，

「3.18 緊急時対策所」に記載する。 

非常用交流電源設備は，設計基準事故対処設備であるとともに，

重大事故等時においても使用するため，「2.3 重大事故等対処設

備の基本設計方針」のうち，多様性，位置的分散等を除く設計方

針を適用する。非常用交流電源設備については「3.14電源設備」

にて記載する。 

非常用交流電源設備については，「10.1 非常用電源設備」に

記載する。 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備及び燃料給油

設備については，「10.2 代替電源設備」に記載する。 

緊急時対策所用代替電源設備については，「10.9 緊急時対策

所」に記載する。 

非常用交流電源設備は，設計基準事故対処設備であるとともに，

重大事故等時においても使用するため，「1.1.7 重大事故等対処

設備に関する基本方針」のうち，多様性，位置的分散等を除く設

計方針を適用する。 

 

及び第3.19-2表に示す。非常用交流電源設備，常設代替交流電源

設備及び可搬型代替交流電源設備については，「3.14 電源設備」

に記載する。 

 

緊急時対策所用発電機については，「3.18 緊急時対策所」に

記載する。 

非常用交流電源設備は，設計基準事故対処設備であるとともに，

重大事故等時においても使用するため，「2.3 重大事故等対処設

備の基本設計方針」のうち，多様性，位置的分散等を除く設計方

針を適用する。非常用交流電源設備については「3.14 電源設備」

にて記載する。 
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3.19.1.1.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防

止等」に示す。 

無線連絡設備のうち無線連絡設備（常設）及び衛星電話設備の

うち衛星電話設備（常設）の電源は，送受話器及び電力保安通信

用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，常

設代替交流電源設備若しくは可搬型代替交流電源設備及び5号炉

原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備からの給電により使

用することで，非常用交流電源設備及び充電器（蓄電池）からの

給電により使用する送受話器及び電力保安通信用電話設備に対し

て多様性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，無線連絡設備（常設）及び衛星電話設備（常設）は，中

央制御室及び5号炉原子炉建屋内緊急時対策所内に設置すること

で，送受話器及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同

時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

携帯型音声呼出電話設備の電源は，送受話器及び電力保安通信

用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，乾

電池等を使用することで，非常用交流電源設備及び充電器（蓄電

池）からの給電により使用する送受話器及び電力保安通信用電話

設備に対して多様性を有する設計とする。 

 

また，携帯型音声呼出電話設備は，中央制御室及び5号炉原子炉

建屋内緊急時対策所内に保管することで，送受話器及び電力保安

10.12.2.2.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

衛星電話設備のうち衛星電話設備（固定型）の電源は，送受話

器（ページング）及び電力保安通信用電話設備（固定電話機，Ｐ

ＨＳ端末及びＦＡＸ）と共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備又は緊

急時対策所用代替電源設備からの給電により使用することで，非

常用交流電源設備又は蓄電池からの給電により使用する送受話器

（ページング）及び電力保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨ

Ｓ端末及びＦＡＸ）に対して多様性を有する設計とする。また，

衛星電話設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所内に設

置することで，送受話器（ページング）及び電力保安通信用電話

設備（固定電話機，ＰＨＳ端末及びＦＡＸ）と共通要因によって

同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

携行型有線通話装置の電源は，送受話器（ページング）及び電

力保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ端末及びＦＡＸ）と

共通要因によって同時に機能を損なわないよう，乾電池を使用す

ることで，非常用交流電源設備又は蓄電池からの給電により使用

する送受話器（ページング）及び電力保安通信用電話設備（固定

電話機，ＰＨＳ端末及びＦＡＸ）に対して多様性を有する設計と

する。また，携行型有線通話装置は，中央制御室及び緊急時対策

所内に保管することで，送受話器（ページング）及び電力保安通

3.19.1.1.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防

止等」に示す。 

無線通信設備のうち無線通信設備（固定型）及び衛星電話設

備のうち衛星電話設備（固定型）の電源は，所内通信連絡設備

及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を

損なわないよう，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電

源設備及び緊急時対策所用発電機からの給電により使用するこ

とで，非常用交流電源設備又は充電器（蓄電池）からの給電に

より使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設備に

対して多様性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備（固定型）は，

中央制御室及び緊急時対策所内に設置することで，所内通信連絡

設備及び電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能

を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

有線式通信設備の電源は，所内通信連絡設備及び電力保安通信

用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，乾

電池を使用することで，非常用交流電源設備又は充電器（蓄電池）

からの給電により使用する所内通信連絡設備及び電力保安通信用

電話設備に対して多様性を有する設計とする。 

 

また，有線式通信設備は，中央制御室付近の廃棄物処理建物内

に保管することで，所内通信連絡設備及び電力保安通信用電話設

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

③の相違 

・記載の適正化 

【東海第二】 

島根２号炉は常設代

替交流電源設備，可搬型

代替交流電源設備によ

りプラント側の通信連

絡設備に電源供給し，緊

急時対策所用発電機か

ら緊急時対策所の通信

連絡設備に電源供給可

能 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は非常用

交流電源設備，充電器

（蓄電池），無停電電源

装置（充電器等を含む。）

の中から電源供給する 

（以下，⑧の相違） 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

③の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は乾電池

を使用する 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう

位置的分散を図る設計とする。 

 

5号炉屋外緊急連絡用インターフォンの電源は，送受話器及び電

力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，5号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備からの

給電により使用することで，非常用交流電源設備及び充電器（蓄

電池）からの給電により使用する送受話器及び電力保安通信用電

話設備に対して多様性を有する設計とする。 

また，5号炉屋外緊急連絡用インターフォンは，5号炉原子炉建

屋屋外，5号炉原子炉建屋内緊急時対策所内及び5号炉中央制御室

内に設置することで，送受話器及び電力保安通信用電話設備と共

通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設

計とする。 

無線連絡設備のうち無線連絡設備（可搬型）及び衛星電話設備

のうち衛星電話設備（可搬型）の電源は，送受話器及び電力保安

通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う，充電式電池を使用することで，非常用交流電源設備及び充電

器（蓄電池）からの給電により使用する送受話器及び電力保安通

信用電話設備に対して多様性を有する設計とする。また，無線連

絡設備（可搬型）及び衛星電話設備（可搬型）は，5号炉原子炉建

屋内緊急時対策所内に保管することで，送受話器及び電力保安通

信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位

置的分散を図る設計とする。 

 

 

無線連絡設備，衛星電話設備，携帯型音声呼出電話設備及び5

号炉屋外緊急連絡用インターフォンは，異なる通信方式を使用し，

共通要因によって同時に機能を損なわないよう多様性を有する設

計とする。 

5号炉原子炉建屋内緊急時対策所内に設置する統合原子力防災

ネットワークを用いた通信連絡設備の電源は，テレビ会議システ

ム，専用電話設備及び衛星電話設備（社内向）と共通要因によっ

て同時に機能を損なわないよう，5号炉原子炉建屋内緊急時対策所

用可搬型電源設備からの給電により使用することで，非常用交流

電源設備及び乾電池からの給電により使用するテレビ会議システ

ム，専用電話設備及び衛星電話設備（社内向）に対して多様性を

有する設計とする。 

信用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ端末及びＦＡＸ）と共通要因

によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無線連絡設備のうち無線連絡設備（携帯型）及び衛星電話設備

のうち衛星電話設備（携帯型）の電源は，送受話器（ページング）

及び電力保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ端末及びＦＡ

Ｘ）と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，充電池を

使用することで，非常用交流電源設備又は蓄電池からの給電によ

り使用する送受話器（ページング）及び電力保安通信用電話設備

（固定電話機，ＰＨＳ端末及びＦＡＸ）に対して多様性を有する

設計する。また，衛星電話設備（携帯型）及び無線連絡設備（携

帯型）は，緊急時対策所内に保管することで，送受話器（ページ

ング）及び電力保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ端末及

びＦＡＸ）と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置

的分散を図る設計とする。 

無線連絡設備のうち無線連絡設備（携帯型），衛星電話設備及

び携行型有線通話装置は，異なる通信方式を使用し，共通要因に

よって同時に機能を損なわないよう多様性を有する設計とする。 

 

緊急時対策所内に設置する統合原子力防災ネットワークに接続

する通信連絡設備は，電力保安通信用電話設備（固定電話機，Ｐ

ＨＳ端末及びＦＡＸ），加入電話設備（加入電話及び加入ＦＡＸ），

テレビ会議システム（社内）及び専用電話設備（専用電話（ホッ

トライン）（地方公共団体向））と共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，緊急時対策所用代替電源設備からの給電によ

り使用することで，非常用交流電源設備又は蓄電池からの給電に

より使用する電力保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ端末

備と共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を

図る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無線通信設備のうち無線通信設備（携帯型）及び衛星電話設備

のうち衛星電話設備（携帯型）の電源は，所内通信連絡設備及び

電力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわ

ないよう，充電式電池を使用することで，非常用交流電源設備又

は充電器（蓄電池）からの給電により使用する所内通信連絡設備

及び電力保安通信用電話設備に対して多様性を有する設計とす

る。また，無線通信設備（携帯型）及び衛星電話設備（携帯型）

は，緊急時対策所内に保管することで，所内通信連絡設備及び電

力保安通信用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう位置的分散を図る設計とする。 

 

 

無線通信設備，衛星電話設備及び有線式通信設備は，異なる通

信方式を使用し，共通要因によって同時に機能を損なわないよう

多様性を有する設計とする。 

 

緊急時対策所内に設置する統合原子力防災ネットワークに接続

する通信連絡設備の電源は，電力保安通信用電話設備，局線加入

電話設備，専用電話設備と共通要因によって同時に機能を損なわ

ないよう，緊急時対策所用発電機からの給電により使用すること

で，非常用交流電源設備又は無停電電源装置（充電器等を含む。）

からの給電により使用する電力保安通信用電話設備，局線加入電

話設備，及び専用電話設備に対して多様性を有する設計とする。 

 

⑧の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑧の相違 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

①の相違 

 

 

・記載の適正化 

【柏崎 6/7】 

設計基準対象施設と

して電力保安通信用電

話設備及び局線加入電

話設備を記載 

・設備の相違 
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コントロール建屋及び5号炉原子炉建屋内緊急時対策所内に設

置する安全パラメータ表示システム（SPDS）及びデータ伝送設備

の電源は，常設代替交流電源設備若しくは可搬型代替交流電源設

備及び5号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備からの

給電により使用することで，非常用交流電源設備に対して多様性

を有する設計とする。 

 

電源設備の多様性，位置的分散については「3.14 電源設備」及

び「3.18 緊急時対策所」にて記載する。 

 

 

3.19.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防

止等」に示す。 

無線連絡設備のうち無線連絡設備（常設），衛星電話設備のう

ち衛星電話設備（常設），携帯型音声呼出電話設備，統合原子力

防災ネットワークを用いた通信連絡設備，安全パラメータ表示シ

ステム（SPDS）及びデータ伝送設備は，設計基準対象施設として

使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用す

ることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

5号炉屋外緊急連絡用インターフォンは，他の設備から独立した

系統構成で使用することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

無線連絡設備のうち無線連絡設備（可搬型）及び衛星電話設備

のうち衛星電話設備（可搬型）は，他の設備と独立して使用する

ことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

及びＦＡＸ），加入電話設備（加入電話及び加入ＦＡＸ），テレ

ビ会議システム（社内）及び専用電話設備（専用電話（ホットラ

イン）（地方公共団体向））に対して多様性を有する設計とする。 

中央制御室及び緊急時対策所建屋内に設置するＳＰＤＳ及びデ

ータ伝送設備の電源は，常設代替交流電源設備，可搬型代替交流

電源設備又は緊急時対策所用代替電源設備からの給電により使用

することで，非常用交流電源設備に対して多様性を有する設計と

する。 

 

 

電源設備のうち多様性，位置的分散については「10.2 代替電源

設備」及び「10.9 緊急時対策所」にて記載する。 

 

 

10.12.2.2.2 悪影響防止 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

衛星電話設備のうち衛星電話設備（固定型），統合原子力防災

ネットワークに接続する通信連絡設備，ＳＰＤＳ及びデータ伝送

設備は，設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で

重大事故等対処設備として使用することで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

無線連絡設備のうち無線連絡設備（携帯型），衛星電話設備の

うち衛星電話設備（携帯型）及び携行型有線通話装置は，他の設

備と独立して使用することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。 

 

 

 

廃棄物処理建物及び緊急時対策所内に設置する安全パラメータ

表示システム（ＳＰＤＳ）及びデータ伝送設備の電源は，常設代

替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備及び緊急時対策所用

発電機からの給電により使用することで，非常用交流電源設備又

は無停電電源装置（充電器等を含む。）に対して多様性を有する

設計とする。 

 

電源設備の多様性，位置的分散については「3.14 電源設備」

及び「3.18 緊急時対策所」にて記載する。 

 

 

3.19.1.1.2 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防

止等」に示す。 

無線通信設備のうち無線通信設備（固定型），衛星電話設備の

うち衛星電話設備（固定型），有線式通信設備，統合原子力防災

ネットワークに接続する通信連絡設備，安全パラメータ表示シス

テム（ＳＰＤＳ）及びデータ伝送設備は，設計基準対象施設とし

て使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用

することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

無線通信設備のうち無線通信設備（携帯型）及び衛星電話設備

のうち衛星電話設備（携帯型）は，他の設備と独立して使用する

ことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑧の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

⑧の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

③の相違。また有線式

通信設備を記載 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 
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3.19.1.1.3 共用の禁止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防

止等」に示す。 

5号炉原子炉建屋内緊急時対策所内に設置する無線連絡設備（常

設），5号炉原子炉建屋内緊急時対策所内に設置する衛星電話設備

（常設），5号炉屋外緊急連絡用インターフォン，統合原子力防災

ネットワークを用いた通信連絡設備，安全パラメータ表示システ

ム（SPDS）及びデータ伝送設備は，号炉の区分けなく通信連絡す

ることで，必要な情報（相互のプラント状況，運転員の対応状況

等）を共有・考慮しながら，総合的な管理（事故処置を含む。）

を行うことができ，安全性の向上が図れることから，6号及び7号

炉で共用する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，5号炉原子炉建屋内緊急時対策所内に設置する無線連絡設

備（常設），5号炉原子炉建屋内緊急時対策所内に設置する衛星電

話設備（常設），5号炉屋外緊急連絡用インターフォン，統合原子

力防災ネットワークを用いた通信連絡設備，安全パラメータ表示

システム（SPDS）及びデータ伝送設備は，共用により悪影響を及

ぼさないよう，6号及び7号炉に必要な容量を確保するとともに，

号炉の区分けなく通信連絡が可能な設計とする。 

 

3.19.1.1.4 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

携帯型音声呼出電話設備は，想定される重大事故等時において，

発電所内の建屋内で必要な通信連絡を行うために必要な個数を保

管する設計とする。保有数は，6号及び7号炉で重大事故等に対処

するために必要な個数と故障時及び保守点検時のバックアップ用

を加え，一式（5号炉原子炉建屋内緊急時対策所内に設置するもの

は6号及び7号炉共用）を保管する設計とする。 

10.12.2.2.3 共用の禁止 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

緊急時対策所内に設置する衛星電話設備（固定型）及び統合原

子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備は，同一の端末を

使用することにより，端末を変更する場合に生じる情報共有の遅

延を防止することができ，安全性の向上が図れることから，東海

発電所及び東海第二発電所で共用する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，これらの通信連絡設備は，共用により悪影響を及ぼさな

いよう，東海発電所及び東海第二発電所の使用する要員が通信連

絡するために必要な容量を確保する設計とする。 

 

 

 

 

 

10.12.2.2.4 容 量 等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

携行型有線通話装置は，想定される重大事故等時において，発

電所内の建屋内で必要な通信連絡を行うために必要な個数を保管

する設計とする。保有数は，重大事故等に対処するために必要な

個数と故障時及び保守点検時のバックアップ用を加え，一式を保

管する設計とする。 

 

3.19.1.1.3 共用の禁止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防

止等」に示す。 

中央制御室，廃棄物処理建物及び緊急時対策所内に設置する無

線通信設備（固定型），衛星電話設備（固定型），統合原子力防

災ネットワークに接続する通信連絡設備，安全パラメータ表示シ

ステム（ＳＰＤＳ）及びデータ伝送設備は，号炉の区分けなく通

信連絡することで，必要な情報（相互のプラント状況，運転員，

緊急時対策要員及び自衛消防隊の対応状況等）を共有・考慮しな

がら総合的な管理（事故処理を含む。）を行うことができ，安全

性の向上を図る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，中央制御室，廃棄物処理建物及び緊急時対策所内に設置

する無線通信設備（固定型），衛星電話設備（固定型），統合原

子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備，安全パラメータ

表示システム（ＳＰＤＳ）及びデータ伝送設備は，共用により悪

影響を及ぼさないよう，必要な容量を確保するとともに，号炉の

区分けなく通信連絡が可能な設計とする。 

 

 

3.19.1.1.4 容量等 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

有線式通信設備は，想定される重大事故等時において，発電所

内の建物内で必要な通信連絡を行うために必要な個数を保管する

設計とする。保有数は，重大事故等に対処するために必要な個数

と故障時及び保守点検時のバックアップ用を加え，一式を保管す

る設計とする。 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

③の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉はＳＰＤ

Ｓを１号炉，２号炉の区

分けなく使用する 

・体制の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の重大事

故等に対処する要員は，

運転員，緊急時対策要員

及び自衛消防隊で構成

し，重大事故等に対処す

る 

・設備の相違 

【東海第二】 

④の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②，④の相違 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

無線連絡設備のうち無線連絡設備（常設）は，想定される重大

事故等時において，発電所内の通信連絡をする必要のある場所と

通信連絡を行うために必要な個数を設置する設計とする。 

無線連絡設備のうち無線連絡設備（可搬型）は，想定される重

大事故等時において，発電所内の通信連絡をする必要のある場所

と通信連絡を行うために必要な個数を保管する設計とする。保有

数は，6号及び7号炉で重大事故等に対処するために必要な個数と

故障時及び保守点検時のバックアップ用を加え，一式（6号及び7

号炉共用）を保管する設計とする。 

衛星電話設備のうち衛星電話設備（常設）は，想定される重大

事故等時において，発電所内及び発電所外の通信連絡をする必要

のある場所と通信連絡を行うために必要な個数を設置する設計と

する。 

衛星電話設備のうち衛星電話設備（可搬型）は，想定される重

大事故等時において，発電所内及び発電所外の通信連絡をする必

要のある場所と通信連絡を行うために必要な個数を保管する設計

とする。保有数は，6号及び7号炉で重大事故等に対処するために

必要な個数と故障時及び保守点検時のバックアップ用を加え，一

式（6号及び7号炉共用）を保管する設計とする。 

 

5号炉屋外緊急連絡用インターフォンは，対策要員が5号炉原子

炉建屋内緊急時対策所と屋外のアクセスを円滑かつ安全に行うこ

とができるようにするため，5号炉原子炉建屋屋外，5号炉原子炉

建屋内緊急時対策所内及び5号炉中央制御室内にそれぞれ設置す

る設計とする。 

安全パラメータ表示システム（SPDS）は，想定される重大事故

等時において，発電所内の通信連絡をする必要のある場所に必要

なデータ量を伝送することができる設計とする。 

統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備は，想定さ

れる重大事故等時において，発電所外の通信連絡をする必要のあ

る場所と通信連絡を行うために必要な個数を設置する設計とす

る。 

データ伝送設備は，想定される重大事故等時において，発電所

外の通信連絡をする必要のある場所に必要なデータ量を伝送する

ことができる設計とする。 

 

 

 

 

無線連絡設備のうち無線連絡設備（携帯型）は，想定される重

大事故等時において，発電所内の通信連絡をする必要のある場所

と通信連絡を行うために必要な個数を保管する設計とする。保有

数は，重大事故等に対処するために必要な個数と故障時及び保守

点検時のバックアップ用を加え，一式を保管する設計とする。 

 

衛星電話設備のうち衛星電話設備（固定型）は，想定される重

大事故等時において，発電所内及び発電所外の通信連絡をする必

要のある場所と通信連絡を行うために必要な個数を設置する設計

とする。 

衛星電話設備のうち衛星電話設備（携帯型）は，想定される重

大事故等時において，発電所内及び発電所外の通信連絡をする必

要のある場所と通信連絡を行うために必要な個数を保管する設計

とする。保有数は，東海発電所及び東海第二発電所で重大事故等

に対処するために必要な個数と故障時及び保守点検時のバックア

ップ用を加え，一式（東海発電所及び東海第二発電所）を保管す

る設計とする。 

 

 

 

 

 

ＳＰＤＳは，想定される重大事故等時において，発電所内の通

信連絡をする必要のある場所に必要なデータ量を伝送することが

できる設計とする。 

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備は，想定

される重大事故等時において，発電所外の通信連絡をする必要の

ある場所と通信連絡を行うために必要な個数を設置する設計とす

る。 

データ伝送設備は，想定される重大事故等時において，発電所

外の通信連絡をする必要のある場所に必要なデータ量を伝送する

ことができる設計とする。 

 

無線通信設備のうち無線通信設備（固定型）は，想定される重

大事故等時において，発電所内の通信連絡をする必要のある場所

と通信連絡を行うために必要な個数を設置する設計とする。 

無線通信設備のうち無線通信設備（携帯型）は，想定される重

大事故等時において，発電所内の通信連絡をする必要のある場所

と通信連絡を行うために必要な個数を保管する設計とする。保有

数は，重大事故等に対処するために必要な個数と故障時及び保守

点検時のバックアップ用を加え，一式を保管する設計とする。 

 

衛星電話設備のうち衛星電話設備（固定型）は，想定される重

大事故等時において，発電所内及び発電所外の通信連絡をする必

要のある場所と通信連絡を行うために必要な個数を設置する設計

とする。 

衛星電話設備のうち衛星電話設備（携帯型）は，想定される重

大事故等時において，発電所内及び発電所外の通信連絡をする必

要のある場所と通信連絡を行うために必要な個数を保管する設計

とする。保有数は，重大事故等に対処するために必要な個数と故

障時及び保守点検時のバックアップ用を加え，一式を保管する設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，想定される重大

事故等時において，発電所内の通信連絡をする必要のある場所に

必要なデータ量を伝送することができる設計とする。 

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備は，想定

される重大事故等時において，発電所外の通信連絡をする必要の

ある場所と通信連絡を行うために必要な個数を設置する設計とす

る。 

データ伝送設備は，想定される重大事故等時において，発電所

外の通信連絡をする必要のある場所に必要なデータ量を伝送する

ことができる設計とする。 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

①の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

④の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

3.19.1.1.5 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

携帯型音声呼出電話設備は，中央制御室及び5号炉原子炉建屋内

緊急時対策所内に保管し，想定される重大事故等時における環境

条件を考慮した設計とする。 

携帯型音声呼出電話設備は，想定される重大事故等時において，

発電所内の建屋内で使用し，使用場所で操作が可能な設計とする。 

無線連絡設備のうち無線連絡設備（常設）及び衛星電話設備の

うち衛星電話設備（常設）は，中央制御室及び5号炉原子炉建屋内

緊急時対策所内に設置し，想定される重大事故等時における環境

条件を考慮した設計とする。 

無線連絡設備のうち無線連絡設備（常設）及び衛星電話設備の

うち衛星電話設備（常設）の操作は，想定される重大事故等時に

おける環境条件を考慮した設計とする。 

無線連絡設備のうち無線連絡設備（可搬型）及び衛星電話設備

のうち衛星電話設備（可搬型）は，発電所内の屋外で使用し，使

用場所で操作が可能な設計とする。 

5号炉屋外緊急連絡用インターフォンは，5号炉原子炉建屋屋外，

5号炉原子炉建屋内緊急時対策所内及び5号炉中央制御室内に設置

し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計と

する。また，設置場所で操作が可能な設計とする。 

安全パラメータ表示システム（SPDS）のうちデータ伝送装置は，

コントロール建屋内に設置し，想定される重大事故等時における

環境条件を考慮した設計とする。 

データ伝送装置は，想定される重大事故等時に操作を行う必要

がない設計とする。 

安全パラメータ表示システム（SPDS）のうち緊急時対策支援シ

ステム伝送装置は，5号炉原子炉建屋内緊急時対策所内に設置し，

想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とす

る。緊急時対策支援システム伝送装置は，想定される重大事故等

時に操作を行う必要がない設計とする。 

安全パラメータ表示システム（SPDS）のうちSPDS 表示装置は，

5号炉原子炉建屋内緊急時対策所内に設置し，想定される重大事故

等時における環境条件を考慮した設計とする。SPDS 表示装置の操

作は，想定される重大事故等時において，設置場所で可能な設計

とする。 

10.12.2.2.5 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

携行型有線通話装置は，中央制御室及び緊急時対策所内に保管

し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計と

する。 

携行型有線通話装置は，想定される重大事故等時において，発

電所内の建屋内で使用し，使用場所で操作が可能な設計とする。 

衛星電話設備のうち衛星電話設備（固定型）は，中央制御室及

び緊急時対策所内に設置し，想定される重大事故等時における環

境条件を考慮した設計とする。 

 

衛星電話設備のうち衛星電話設備（固定型）の操作は，想定さ

れる重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

 

無線連絡設備のうち無線連絡設備（携帯型）及び衛星電話設備

のうち衛星電話設備（携帯型）は，発電所内の屋外で使用し，使

用場所で操作が可能な設計とする。 

 

 

 

 

ＳＰＤＳのうちデータ伝送装置は，中央制御室内に設置し，想

定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。

データ伝送装置は，想定される重大事故等時に操作を行う必要が

ない設計とする。 

 

ＳＰＤＳのうち緊急時対策支援システム伝送装置は，緊急時対

策所建屋内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件

を考慮した設計とする。緊急時対策支援システム伝送装置は，想

定される重大事故等時に操作を行う必要がない設計とする。 

 

ＳＰＤＳのうちＳＰＤＳデータ表示装置は，緊急時対策所内に

設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設

計とする。ＳＰＤＳデータ表示装置の操作は，想定される重大事

故等時において，設置場所で可能な設計とする。 

 

3.19.1.1.5 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

有線式通信設備は，中央制御室付近の廃棄物処理建物内に保管

し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計と

する。 

有線式通信設備は，想定される重大事故等時において，発電所

内の建物内で使用し，使用場所で操作が可能な設計とする。 

無線通信設備のうち無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備

のうち衛星電話設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所

内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮し

た設計とする。 

無線通信設備のうち無線通信絡設備（固定型）及び衛星電話設

備のうち衛星電話設備（固定型）の操作は，想定される重大事故

等時における環境条件を考慮した設計とする。 

無線通信設備のうち無線通信設備（携帯型）及び衛星電話設備

のうち衛星電話設備（携帯型）は，発電所内の屋外で使用し，使

用場所で操作が可能な設計とする。 

 

 

 

 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤＳデー

タ収集サーバは，廃棄物処理建物内に設置し，想定される重大事

故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

ＳＰＤＳデータ収集サーバは，想定される重大事故等時に操作

を行う必要がない設計とする。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤＳ伝送

サーバは，緊急時対策所内に設置し，想定される重大事故等時に

おける環境条件を考慮した設計とする。ＳＰＤＳ伝送サーバは，

想定される重大事故等時に操作を行う必要がない設計とする。 

 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤＳデー

タ表示装置は，緊急時対策所内に設置し，想定される重大事故等

時における環境条件を考慮した設計とする。ＳＰＤＳデータ表示

装置の操作は，想定される重大事故等時において，設置場所で可

能な設計とする。 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

②の相違 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

③の相違 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

③の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備は，5号炉原

子炉建屋内緊急時対策所内に設置し，想定される重大事故等時に

おける環境条件を考慮した設計とする。統合原子力防災ネットワ

ークを用いた通信連絡設備の操作は，想定される重大事故等時に

おいて，設置場所で可能な設計とする。 

データ伝送設備は，5号炉原子炉建屋内緊急時対策所内に設置

し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計と

する。データ伝送設備は，想定される重大事故等時に操作を行う

必要がない設計とする。 

 

 

3.19.1.1.6 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示

す。 

衛星電話設備のうち衛星電話設備（常設），無線連絡設備のう

ち無線連絡設備（常設）及び統合原子力防災ネットワークを用い

た通信連絡設備は，想定される重大事故等時において，設計基準

対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設

備として使用する設計とし，付属の操作スイッチにより，設置場

所で操作が可能な設計とする。 

無線連絡設備のうち無線連絡設備（常設）は，中央制御室待避

室で使用する場合，切替スイッチを操作することにより，速やか

に切り替えられる設計とする。 

衛星電話設備のうち衛星電話設備（可搬型），無線連絡設備の

うち無線連絡設備（可搬型）及び携帯型音声呼出電話設備は，想

定される重大事故等時において，設計基準対象施設として使用す

る場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する設計

とし，人が携行して移動し，付属の操作スイッチにより，使用場

所で操作が可能な設計とする。 

携帯型音声呼出電話設備は，端末である携帯型音声呼出電話機

と中継用ケーブルドラム及び専用接続箱内の端子の接続を簡便な

端子接続とし，接続規格を統一することにより，使用場所におい

て確実に接続できる設計とする。また，乾電池等の交換も含め容

易に操作ができるとともに，通信連絡をする必要のある場所と確

実に通信連絡が可能な設計とする。 

5号炉屋外緊急連絡用インターフォンは，想定される重大事故等

時において他の系統と切り替えることなく使用できる設計とす

る。 

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備は，緊急

時対策所内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件

を考慮した設計とする。統合原子力防災ネットワークに接続する

通信連絡設備の操作は，想定される重大事故等時において，設置

場所で可能な設計とする。 

データ伝送設備は，緊急時対策所建屋内に設置し，想定される

重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。データ伝

送設備は，想定される重大事故等時に操作を行う必要がない設計

とする。 

 

 

10.12.2.2.6 操作性の確保 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

衛星電話設備のうち衛星電話設備（固定型）及び統合原子力防

災ネットワークに接続する通信連絡設備は，想定される重大事故

等時において，設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統

構成で重大事故等対処設備として使用する設計とし，付属の操作

スイッチにより，設置場所で操作が可能な設計とする。 

 

 

 

 

衛星電話設備のうち衛星電話設備（携帯型），無線連絡設備の

うち無線連絡設備（携帯型）及び携行型有線通話装置は，想定さ

れる重大事故等時において，設計基準対象施設として使用する場

合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する設計と

し，人が携行して移動し，付属の操作スイッチにより，使用場所

で操作が可能な設計とする。 

携行型有線通話装置は，端末である携行型有線通話装置と中継

用ケーブルドラム及び専用接続箱内の端子の接続を簡便な端子接

続とし，接続規格を統一することにより，使用場所において確実

に接続できる設計とする。また，乾電池の交換も含め容易に操作

ができるとともに，通信連絡をする必要のある場所と確実に通信

連絡が可能な設計とする。 

 

 

 

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備は，緊急

時対策所内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件

を考慮した設計とする。統合原子力防災ネットワークに接続する

通信連絡設備の操作は，想定される重大事故等時において，設置

場所で操作可能な設計とする。 

データ伝送設備は，緊急時対策所内に設置し，想定される重大

事故等時における環境条件を考慮した設計とする。データ伝送設

備は，想定される重大事故等時に操作を行う必要がない設計とす

る。 

 

 

3.19.1.1.6 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示

す。 

衛星電話設備のうち衛星電話設備（固定型），無線通信設備の

うち無線通信設備（固定型）及び統合原子力防災ネットワークに

接続する通信連絡設備は，想定される重大事故等時において，設

計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等

対処設備として使用する設計とし，付属の操作スイッチにより，

設置場所で操作が可能な設計とする。 

衛星電話設備のうち衛星電話設備（固定型），無線通信設備の

うち無線通信設備（固定型）は，中央制御室待避室で使用する場

合，切り替え操作をすることなく使用できる設計とする。 

衛星電話設備のうち衛星電話設備（携帯型），無線通信設備の

うち無線通信設備（携帯型）及び有線式通信設備は，想定される

重大事故等時において，設計基準対象施設として使用する場合と

同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する設計とし，人

が携行して移動し，付属の操作スイッチにより，使用場所で操作

が可能な設計とする。 

有線式通信設備は，端末である有線式通信機と中継コード及び

専用接続端子の接続を簡便な端子接続とし，接続規格を統一する

ことにより，使用場所において確実に接続できる設計とする。ま

た，乾電池等の交換も含め容易に操作ができるとともに，通信連

絡をする必要のある場所と確実に通信連絡が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

③の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

③の相違。 

島根２号炉は衛星電

話設備，無線通信設備共

に先に使用した端末が

優先される 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

3.19-16



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

5号炉屋外緊急連絡用インターフォンのうち5号炉原子炉建屋屋

外に設置するインターフォンは，付属の操作スイッチにより，設

置場所で操作が可能な設計とする。また，5号炉原子炉建屋内緊急

時対策所及び5号炉中央制御室内に設置するインターフォンは，一

般的な電話機と同様の構造を有し，受話器部分を持ち上げること

で5号炉原子炉建屋屋外のインターフォンと通信連絡が可能な設

計とする。 

安全パラメータ表示システム（SPDS）及びデータ伝送設備は，

想定される重大事故等時において，設計基準対象施設として使用

する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用する設

計とする。 

安全パラメータ表示システム（SPDS）のうちデータ伝送装置，

安全パラメータ表示システム（SPDS）のうち緊急時対策支援シス

テム伝送装置及びデータ伝送設備は，常時伝送を行うため，通常

操作を必要としない設計とする。 

安全パラメータ表示システム（SPDS）のうちSPDS 表示装置は，

付属の操作スイッチにより5号炉原子炉建屋内緊急時対策所内で

操作が可能な設計とする。 

 

 

3.19.1.1.7 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示

す。 

無線連絡設備，衛星電話設備，携帯型音声呼出電話設備，5号炉

屋外緊急連絡用インターフォン，安全パラメータ表示システム

（SPDS），統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備及

びデータ伝送設備は，発電用原子炉の運転中又は停止中に，機能・

性能及び外観の確認が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＰＤＳ及びデータ伝送設備は，想定される重大事故等時にお

いて，設計基準対象施設として使用する場合と同じ系統構成で重

大事故等対処設備として使用する設計とする。 

 

ＳＰＤＳのうちデータ伝送装置，ＳＰＤＳのうち緊急時対策支

援システム伝送装置及びデータ伝送設備は，常時伝送を行うため，

通常操作を必要としない設計とする。 

 

ＳＰＤＳのうちＳＰＤＳデータ表示装置は，付属の操作スイッ

チにより緊急時対策所内で操作が可能な設計とする。 

 

 

 

10.12.2.4 試験検査 

基本方針については，「1.1.7.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

無線連絡設備のうち無線連絡設備（携帯型），衛星電話設備，

携行型有線通話装置，ＳＰＤＳ，統合原子力防災ネットワークに

接続する通信連絡設備及びデータ伝送設備は，発電用原子炉の運

転中又は停止中に，機能・性能及び外観の確認が可能な設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）及びデータ伝送設備

は，想定される重大事故等時において，設計基準対象施設として

使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用す

る設計とする。  

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤＳデー

タ収集サーバ，安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうち

ＳＰＤＳ伝送サーバ及びデータ伝送設備は，常時伝送を行うため，

通常操作を必要としない設計とする。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤＳデー

タ表示装置は，付属の操作スイッチにより緊急時対策所内で操作

が可能な設計とする。 

 

 

3.19.1.1.7 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示

す。 

無線通信設備，衛星電話設備，有線式通信設備，安全パラメー

タ表示システム（ＳＰＤＳ），統合原子力防災ネットワークに接

続する通信連絡設備及びデータ伝送設備は，発電用原子炉の運転

中又は停止中に，機能・性能及び外観の確認が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

①の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

10.12.2.3 主要設備及び仕様 

通信連絡を行うために必要な設備の主要機器仕様を第 10.12－2

表及び第 10.12－3表に示す。 

 

第 10.12－1表 通信連絡設備の一覧表 

 

 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は補足説

明資料 62-2に記載 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

第3.19－1 表 通信連絡を行うために必要な設備（常設）の主要機

器仕様 

 

(1) 無線連絡設備 

無線連絡設備（常設）（6号及び7号炉共用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（通常運転時等） 

・緊急時対策所（重大事故等時） 

・通信連絡設備（通常運転時等） 

使用回線 無線系回線 

個 数 一式 

無線連絡設備（常設） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・中央制御室（重大事故等時） 

・通信連絡設備（通常運転時等） 

使用回線 無線系回線 

個 数 一式 

 

(2) 衛星電話設備 

衛星電話設備（常設）（6号及び7号炉共用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（通常運転時等） 

・緊急時対策所（重大事故等時） 

・通信連絡設備（通常運転時等） 

使用回線 衛星系回線 

個 数 一式 

衛星電話設備（常設） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・中央制御室（重大事故等時） 

・通信連絡設備（通常運転時等） 

使用回線 衛星系回線 

個 数 一式 

 

 

第 10.12－2表 通信連絡を行うために必要な設備（常設）の主要

機器仕様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 衛星電話設備 

衛星電話設備（固定型）（東海発電所及び東海第二発電所共用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（通常運転時等） 

・緊急時対策所（重大事故等時） 

・通信連絡設備（通常運転時等） 

使 用 回 線        衛星系回線 

個   数        一式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第3.19-1表 通信連絡を行うために必要な設備（固定型）の主要

機器仕様 

 

(1) 無線通信設備 

無線通信設備（固定型） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（通常運転時等） 

・緊急時対策所（重大事故等時） 

 

 

 

 

 

・中央制御室（重大事故等時） 

・通信連絡設備（通常運転時等） 

使用回線 無線系回線 

個  数 一式 

 

(2) 衛星電話設備 

衛星電話設備（固定型） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（通常運転時等） 

・緊急時対策所（重大事故等時） 

 

 

 

 

 

・中央制御室（重大事故等時） 

・通信連絡設備（通常運転時等） 

使用回線 衛星系回線 

個  数 一式 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

①の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

④の相違 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は中央制

御室にも衛星電話設備

を設置する 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

(3) 安全パラメータ表示システム（SPDS） 

兼用する設備は以下のとおり。 

 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

・緊急時対策所（通常運転時等） 

・緊急時対策所（重大事故等時） 

・通信連絡設備（通常運転時等） 

a. データ伝送装置 

使用回線 有線系回線及び無線系回線 

個 数 一式 

b. 緊急時対策支援システム伝送装置（6号及び7号炉共用） 

使用回線 有線系回線及び無線系回線 

個 数 一式 

c. SPDS 表示装置（6号及び7号炉共用） 

個 数 一式 

 

(4) 統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備（6号及び

7号炉共用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（通常運転時等） 

・緊急時対策所（重大事故等時） 

・通信連絡設備（通常運転時等） 

a. テレビ会議システム（6号及び7号炉共用） 

使用回線 有線系回線及び衛星系回線 

個 数 一式 

b. IP－電話機（6号及び7号炉共用） 

使用回線 有線系回線及び衛星系回線 

個 数 一式 

c. IP－FAX（6号及び7号炉共用） 

使用回線 有線系回線及び衛星系回線 

個 数 一式 

 

 

 

 

(2) ＳＰＤＳ  

兼用する設備は以下のとおり。 

 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

・緊急時対策所（通常運転時等） 

・緊急時対策所（重大事故等時） 

・通信連絡設備（通常運転時等） 

ａ．データ伝送装置 

使 用 回 線        有線系回線及び無線系回線 

個 数        一式 

ｂ．緊急時対策支援システム伝送装置 

使 用 回 線        有線系回線及び無線系回線 

個 数        一式 

ｃ．ＳＰＤＳデータ表示装置 

個 数        一式 

 

(3) 統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（東海

発電所及び東海第二発電所共用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（通常運転時等） 

・緊急時対策所（重大事故等時） 

・通信連絡設備（通常運転時等） 

ａ．テレビ会議システム（東海発電所及び東海第二発電所共用） 

使 用 回 線        有線系回線及び衛星系回線 

個 数        一式 

ｂ．ＩＰ電話（東海発電所及び東海第二発電所共用） 

使 用 回 線        有線系回線又は衛星系回線 

個 数        一式 

ｃ．ＩＰ－ＦＡＸ（東海発電所及び東海第二発電所共用） 

使 用 回 線        有線系回線又は衛星系回線 

個 数        一式 

 

 

 

 

(3) 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

 

・計装設備（重大事故等対処設備） 

・緊急時対策所（通常運転時等） 

・緊急時対策所（重大事故等時） 

・通信連絡設備（通常運転時等） 

ａ．ＳＰＤＳデータ収集サーバ 

使用回線 有線系回線及び無線系回線 

個  数 一式 

ｂ．ＳＰＤＳ伝送サーバ 

使用回線 有線系回線及び無線系回線 

個  数 一式 

ｃ．ＳＰＤＳデータ表示装置 

個  数 一式 

 

(4) 統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備 

 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（通常運転時等） 

・緊急時対策所（重大事故等時） 

・通信連絡設備（通常運転時等） 

ａ．テレビ会議システム 

使用回線 有線系回線及び衛星系回線 

個  数 一式 

ｂ．ＩＰ－電話機 

使用回線 有線系回線及び衛星系回線 

個  数 一式 

ｃ．ＩＰ－ＦＡＸ 

使用回線 有線系回線及び衛星系回線 

個  数 一式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

④の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

④の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

④の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

④の相違 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

(5) データ伝送設備（6号及び7号炉共用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・通信連絡設備（通常運転時等） 

 

a. 緊急時対策支援システム伝送装置（6号及び7号炉共用） 

使用回線 有線系回線及び衛星系回線 

個 数 一式 

 

(6) 5号炉屋外緊急連絡用インターフォン（6号及び7号炉共用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（重大事故等時） 

a. インターフォン 

使用回線 有線系回線 

個 数 一式 

 

第3.19－2 表 通信連絡を行うために必要な設備（可搬型）の主要

機器仕様 

(1) 携帯型音声呼出電話設備（6号及び7号炉共用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（通常運転時等） 

・緊急時対策所（重大事故等時） 

 

・通信連絡設備（通常運転時等） 

a. 携帯型音声呼出電話機（6号及び7号炉共用） 

使用回線 有線系回線 

個 数 一式 

 

(2) 携帯型音声呼出電話設備 

兼用する設備は以下のとおり。 

・通信連絡設備（通常運転時等） 

 

a. 携帯型音声呼出電話機 

使用回線 有線系回線 

個 数 一式 

(4) データ伝送設備 

兼用する設備は以下のとおり。 

・通信連絡設備（通常運転時等） 

 

ａ．緊急時対策支援システム伝送装置 

使 用 回 線        有線系回線及び衛星系回線 

個 数        一式 

 

 

 

 

 

 

 

 

第10.12－3表 通信連絡を行うために必要な設備（可搬型）の主

要機器仕様 

(1) 携行型有線通話装置 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（通常運転時等） 

・緊急時対策所（重大事故等時） 

 

・通信連絡設備（通常運転時等） 

 

使 用 回 線        有線系回線 

個 数        一式 

 

 

(5) データ伝送設備 

兼用する設備は以下のとおり。 

・通信連絡設備（通常運転時等） 

 

ａ．ＳＰＤＳ伝送サーバ 

使用回線 有線系回線及び衛星系回線 

個  数 一式 

 

 

 

 

 

 

 

 

第3.19-2表 通信連絡を行うために必要な設備（可搬型）の主要

機器仕様 

(1) 有線式通信設備 

兼用する設備は以下のとおり。 

 

 

 

・通信連絡設備（通常運転時等） 

ａ．有線式通信機 

使用回線 有線系回線 

個  数 一式 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

②，④の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

(3) 無線連絡設備 

無線連絡設備（可搬型）（6号及び7号炉共用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（通常運転時等） 

・緊急時対策所（重大事故等時） 

・通信連絡設備（通常運転時等） 

使用回線 無線系回線 

個 数 一式 

 

(4) 衛星電話設備 

衛星電話設備（可搬型）（6号及び7号炉共用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（通常運転時等） 

・緊急時対策所（重大事故等時） 

・通信連絡設備（通常運転時等） 

使用回線 衛星系回線 

個 数 一式 

 

 

 

 

第3.19-1図 通信連絡設備概略系統図 

 

 

 

 

 

（2) 無線連絡設備 

無線連絡設備（携帯型） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（通常運転時等） 

・緊急時対策所（重大事故等時） 

・通信連絡設備（通常運転時等） 

使 用 回 線        無線系回線 

個 数        一式 

 

(3) 衛星電話設備 

衛星電話設備（携帯型）（東海発電所及び東海第二発電所共用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（通常運転時等） 

・緊急時対策所（重大事故等時） 

・通信連絡設備（通常運転時等） 

使 用 回 線        衛星系回線 

個 数        一式 

 

 

 

 

第 10.12－1図 通信連絡設備系統概要図 

(2) 無線通信設備 

無線通信設備（携帯型） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（通常運転時等） 

・緊急時対策所（重大事故等時） 

・通信連絡設備（通常運転時等） 

使用回線 無線系回線 

個  数 一式 

 

(3) 衛星電話設備 

衛星電話設備（携帯型） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（通常運転時等） 

・緊急時対策所（重大事故等時） 

・通信連絡設備（通常運転時等） 

使用回線 衛星系回線 

個  数 一式 

 

 

 

 

 

第3.19-1図 通信連絡設備概略系統図 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

④の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

③の相違 
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まとめ資料比較表 〔原子炉圧力容器〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

3.20 原子炉圧力容器 

3.20.1 重大事故等対処設備 

原子炉圧力容器（炉心支持構造物を含む。）については，重大事

故に至るおそれのある事故時において，重大事故等対処設備とし

てその健全性を確保できる設計とする。 

また，炉心支持構造物については，重大事故に至るおそれのあ

る事故時において，原子炉冷却材の流路が確保されるよう，炉心

形状を維持する設計とする。 

原子炉圧力容器（重大事故等時）の主要仕様を第 3.20－1 表に

示す。 

3.20.1.1 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

原子炉圧力容器は，設計基準対象施設として使用する場合と同

じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

3.20.1.2 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

原子炉圧力容器は，原子炉格納容器内に設置し，想定される重

大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

重大事故等対処設備による原子炉圧力容器への注水は，淡水だ

けでなく海水も使用できる設計とする。なお，可能な限り淡水を

優先し，海水通水を短期間とすることで，設備への影響を考慮す

る。 

3.20.1.3 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

原子炉圧力容器は，通常の系統構成により，発電用原子炉の運

転中又は停止中に機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設

計とする。また，発電用原子炉の停止中に内部の確認が可能な設

計とする。 

3.20 原子炉圧力容器 

3.20.1 重大事故等対処設備 

原子炉圧力容器（炉心支持構造物を含む。）については，重大事

故に至るおそれのある事故時において，重大事故等対処設備とし

てその健全性を確保できる設計とする。 

また，炉心支持構造物については，重大事故に至るおそれのあ

る事故時において，原子炉冷却材の流路が確保されるよう，炉心

形状を維持する設計とする。 

原子炉圧力容器（重大事故等時）の主要仕様を第 3.20－1表に

示す。 

3.20.1.1 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

原子炉圧力容器は，設計基準対象施設として使用する場合と同

じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

3.20.1.2 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

原子炉圧力容器は，原子炉格納容器内に設置し，想定される重

大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

重大事故等対処設備による原子炉圧力容器への注水は，淡水だ

けでなく海水も使用できる設計とする。なお，可能な限り淡水を

優先し，海水通水を短期間とすることで，設備への影響を考慮す

る。 

3.20.1.3 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

原子炉圧力容器は，通常の系統構成により，発電用原子炉の運

転中又は停止中に機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設

計とする。また，発電用原子炉の停止中に内部の確認が可能な設

計とする。 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

東海第二 本項目記載なし 

3.20-1



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

第 3.20－1表 原子炉圧力容器（重大事故等時）主要仕様 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉圧力容器（通常運転時） 

最高使用圧力          8.62MPa[gage] 

最高使用温度          302℃ 

材  料    母  材    JIS G 3120（圧力容

器用調質型マンガ

ン・モリブデン鋼及

びマンガン・モリブ

デン・ニッケル鋼鋼

板 2種）及び JIS G 

3204（圧力容器用調

質型合金鋼鍛鋼品） 

内  張    ステンレス鋼及び高

ニッケル合金 

 

第 3.20－1表 原子炉圧力容器（重大事故等時）主要仕様 

        兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉圧力容器（通常運転時） 

最高使用圧力                   8.62MPa[gage] 

最高使用温度                   302℃ 

材    料           母    材  JIS G 3120（圧力容

器用調質型マンガ

ン・モリブデン鋼及

びマンガン・モリブ

デン・ニッケル鋼鋼

板 2種）及び JIS G 

3204（圧力容器用調

質型合金鋼鍛鋼品） 

内    張 ステンレス鋼及び高

ニッケル合金 
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まとめ資料比較表 〔原子炉格納容器〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

3.21 原子炉格納容器 

3.21.1 重大事故等対処設備 

原子炉格納容器は，想定される重大事故等時において，設計

基準対象施設としての最高使用圧力及び最高使用温度を超え

る可能性があるが，設計基準対象施設としての最高使用圧力の

2 倍の圧力及び200℃の温度以下で閉じ込め機能を損なわない

設計とする。 

また，原子炉格納容器内に設置される真空破壊装置は，想定

される重大事故等時において，ドライウェル圧力がサプレッシ

ョン・チェンバ圧力より低下した場合に圧力差により自動的に

働き，サプレッション・チェンバのプール水逆流並びにドライ

ウェルとサプレッション・チェンバの差圧によるダイヤフラ

ム・フロア及び原子炉圧力容器基礎の破損を防止できる設計と

する。 

原子炉格納容器（重大事故等時）の主要仕様を第 3.21－1 表

に示す。 

3.21 原子炉格納容器 

3.21.1 重大事故等対処設備 

原子炉格納容器は，想定される重大事故等時において，設計基

準対象施設としての最高使用圧力及び最高使用温度を超える可能

性があるが，設計基準対象施設としての最高使用圧力の 2 倍の圧

力及び200℃の温度以下で閉じ込め機能を損なわない設計とする。 

また，原子炉格納容器内に設置される真空破壊装置は，想定さ

れる重大事故等時において，ドライウェル圧力がサプレッショ

ン・チェンバ圧力より低下した場合に圧力差により自動的に働き，

サプレッション・チェンバのプール水逆流及びドライウェルの外

圧による破損を防止することができる設計とする。 

原子炉格納容器（重大事故等時）の主要仕様を第 3.21－1 表に

示す。 

・炉型の違い

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の格納容

器型式は Mark-Ⅰ改で

あり，ABWR の柏崎 6/7

とは格納容器の構造が

異なる 

3.21.1.1  悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1  多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

原子炉格納容器は，設計基準対象施設として使用する場合と

同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することによ

り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

3.21.1.1 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

原子炉格納容器は，設計基準対象施設として使用する場合と同

じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することにより，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

3.21.1.2  環境条件等 

基本方針については，「2.3.3  環境条件等」に示す。 

原子炉格納容器は，原子炉区域内に設置し，想定される重大

事故等時における環境条件を考慮した設計とする。また，原子

炉格納容器は，想定される重大事故等時における原子炉格納容

器の閉じ込め機能を損なわないよう，原子炉格納容器内の環境

条件を考慮した設計とする。 

3.21.1.2 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

原子炉格納容器は，原子炉建物原子炉棟内に設置し，想定され

る重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。また，

原子炉格納容器は，想定される重大事故等時における原子炉格納

容器の閉じ込め機能を損なわないよう，原子炉格納容器内の環境

条件を考慮した設計とする。 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

東海第二 本項目記載なし 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

重大事故等対処設備による原子炉圧力容器への注水，ドライ

ウェル内及びサプレッション・チェンバ内へのスプレイ並びに

原子炉格納容器下部への注水は，淡水だけでなく海水も使用で

きる設計とする。なお，可能な限り淡水を優先し，海水通水を

短期間とすることで，設備への影響を考慮する。 

 

重大事故等対処設備による原子炉圧力容器への注水，ドライウ

ェル内及びサプレッション・チェンバ内へのスプレイ並びに原子

炉格納容器下部への注水は，淡水だけでなく海水も使用できる設

計とする。なお，可能な限り淡水を優先し，海水通水を短期間と

することで，設備への影響を考慮する。 

 

 

 

 

3.21.1.3  試験検査 

基本方針については，「2.3.4  操作性及び試験・検査性」に

示す。 

原子炉格納容器は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機

能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。また，

発電用原子炉の停止中に内部の確認が可能な設計とする。 

 

 3.21.1.3 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

原子炉格納容器は，発電用原子炉の運転中又は停止中に機能・

性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。また，発電用

原子炉の停止中に内部の確認が可能な設計とする。 

 

第 3.21－1 表 原子炉格納容器（重大事故等時）主要仕様 

兼用する設備は以下のとおり。 

・一次格納施設 

形  式    圧力抑制形 

最高使用圧力  310kPa[gage] 

約 620kPa[gage]（重大事故等時におけ

る使用時の値） 

最高使用温度  ドライウェル 171℃ 

サプレッション・チェンバ 104℃ 

材    料 

         本 体         鉄筋コンクリート 

鋼製ライナ       炭素鋼及びステンレス鋼 

ドライウェル・ヘッド  炭素鋼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第 3.21－1表 原子炉格納容器（重大事故等時）主要仕様 

兼用する設備は以下のとおり。 

・一次格納施設 

形  式    圧力抑制形 

最高使用圧力  427kPa[gage] 

約 853kPa[gage]（重大事故等時における

使用時の値） 

最高使用温度  ドライウェル 171℃ 

サプレッション・チェンバ 104℃ 

材  料 

炭素鋼（JIS G 3118（相当品）及び JIS G 3115（相当品）） 

 

・設備の相違 
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まとめ資料比較表 〔燃料貯蔵設備〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

3.22 燃料貯蔵設備 

3.22.1 重大事故等対処設備 

使用済燃料プールは，残留熱除去系（燃料プール冷却モード）

及び燃料プール冷却浄化系の有する使用済燃料プールの冷却機能

喪失又は残留熱除去系ポンプによる使用済燃料プールへの補給機

能が喪失し，又は使用済燃料プール水の小規模な漏えいが発生し

た場合において，燃料の貯蔵機能を確保する設計とする。また，

使用済燃料プールに接続する配管の破損等により，使用済燃料プ

ールディフューザ配管からサイフォン現象によるプール水の漏え

いが発生した場合に，漏えいの継続を防止するため，ディフュー

ザ配管上部にサイフォンブレーク孔を設ける設計とする。 

使用済燃料プールの冷却機能喪失又は注水機能が喪失し，又は

使用済燃料プールからの水の漏えいその他の要因により使用済燃

料プールの水位が低下した場合及び使用済燃料プールからの大量

の水の漏えいその他の要因により使用済燃料プールの水位が異常

に低下した場合に，臨界にならないよう配慮した使用済燃料貯蔵

ラック形状により臨界を防止できる設計とする。

使用済燃料プール（重大事故等時）の主要仕様を第 3.22－1表

に示す。 

3.22.1.1 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防

止等」に示す。 

使用済燃料プールは，設計基準対象施設として使用する場合と

同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することで，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

3.22.1.2 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

使用済燃料プールは，原子炉建屋原子炉区域内に設置し，想定

される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

燃料プール代替注水系による使用済燃料プールへの注水は，淡

水だけでなく海水も使用できる設計とする。なお，可能な限り淡

水を優先し，海水通水を短期間とすることで，設備への影響を考

慮する。 

3.22 燃料貯蔵設備 

3.22.1 重大事故等対処設備 

燃料プールは，残留熱除去系（燃料プール冷却）及び燃料プー

ル冷却系の有する燃料プールの冷却機能喪失又は残留熱除去ポン

プによる燃料プールへの補給機能が喪失し，又は燃料プール水の

小規模な漏えいが発生した場合において，燃料の貯蔵機能を確保

する設計とする。また，燃料プールに接続する配管の破損等によ

り，燃料プール戻り配管からサイフォン現象によるプール水の漏

えいが発生した場合に，漏えいの継続を防止するため，燃料プー

ル戻りラインの逆止弁にサイフォンブレイク配管を設ける設計と

する。 

燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料プール

からの水の漏えいその他の要因により燃料プールの水位が低下し

た場合及び燃料プールからの大量の水の漏えいその他の要因によ

り燃料プールの水位が異常に低下した場合に，臨界にならないよ

う配慮した使用済燃料貯蔵ラックの形状により臨界を防止できる

設計とする。 

燃料プール（重大事故等時）の主要仕様を第 3.22－1 表に示

す。 

3.22.1.1 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防

止等」に示す。 

燃料プールは，設計基準対象施設として使用する場合と同じ系

統構成で重大事故等対処設備として使用することで，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

3.22.1.2 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

燃料プールは，原子炉棟内に設置し，想定される重大事故等時

における環境条件を考慮した設計とする。 

燃料プールスプレイ系による燃料プールへの注水は，淡水だ

けでなく海水も使用できる設計とする。なお，可能な限り淡水

を優先し，海水通水を短期間とすることで，設備への影響を考

慮する。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，配管に穴

を設けてサイフォンブ

レイクを行う構造であ

るが，島根２号炉は，逆

止弁のボンネットにサ

イフォンブレイク配管

を設置する構造として

いる 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

東海第二 本項目記載なし 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

3.22.1.3 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示

す。 

使用済燃料プールは，漏えいの有無等の確認が可能な設計とす

る。 

 

第 3.22－1表 使用済燃料プール（重大事故等時）主要仕様 

兼用する設備は以下のとおり。 

・使用済燃料プール（通常運転時等） 

（１）種類 ステンレス鋼内張りプール形 

（ラック貯蔵方式） 

（２）貯蔵能力 ６号炉：６号炉全炉心の約 390％相当分 

７号炉：７号炉全炉心の約 390％相当分 

3.22.1.3 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示

す。 

燃料プールは，漏えいの有無等の確認が可能な設計とする。 

 

 

第 3.22－1表 燃料プール（重大事故等時）主要仕様 

兼用する設備は以下のとおり。 

・燃料プール（通常運転時等） 

（１）種類 ステンレス鋼内張りプール形 

（ラック貯蔵方式） 

（２）貯蔵能力 全炉心の約 630％相当分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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まとめ資料比較表 〔非常用取水設備〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

  

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

相違No. 相違理由

① 島根２号炉は引き波時において，貯留堰を設置しなくても取水可能な設計とする

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

3.23  非常用取水設備 

3.23.1  重大事故等対処設備 

非常用取水設備のスクリーン室，取水路，補機冷却用海水取水

路，補機冷却用海水取水槽及び海水貯留堰は，想定される重大事

故等時において，設計基準事故対処設備の一部を流路として使用

することから，流路に係る機能について重大事故等対処設備とし

ての設計を行う。 

非常用取水設備（重大事故等時）の主要仕様を第 3.23－1 表に

示す。 

3.23.1.1  悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1  多様性，位置的分散，悪影響防

止等」に示す。 

スクリーン室，取水路，補機冷却用海水取水路，補機冷却用海

水取水槽及び海水貯留堰は，通常時の系統構成を変えることなく

重大事故等対処設備としての系統構成をすることで，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

3.23.1.2  共用の禁止 

基本方針については，「2.3.1  多様性，位置的分散，悪影響防

止等」に示す。 

非常用取水設備である海水貯留堰，スクリーン室及び取水路は，

共用により他号炉の海水取水箇所も使用することで安全性の向上

が図れることから，6 号及び 7 号炉で共用する設計とする。 

これらの設備は，共用により悪影響を及ぼさないよう，6 号及

び 7 号炉に必要な取水容量を十分に有する設計とする。なお，海

水貯留堰，スクリーン室及び取水路は，重大事故等時のみ 6 号及

び 7 号炉共用とする。 

 

3.23.1.3  環境条件等 

基本方針については，「2.3.3  環境条件等」に示す。 

スクリーン室，取水路，補機冷却用海水取水路，補機冷却用海

水取水槽及び海水貯留堰は，想定される重大事故等時における屋

外の環境条件を考慮した設計とする。 

 

 

 

 

 

 3.23 非常用取水設備 

3.23.1 重大事故等対処設備 

非常用取水設備の取水口，取水管及び取水槽は，設計基準事故

対処設備の一部を流路として使用することから，流路に係る機能

について重大事故等対処設備としての設計を行う。 

 

非常用取水設備（重大事故等時）の主要仕様を第 3.23－1 表に

示す。 

 

3.23.1.1 悪影響防止  

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防

止等」に示す。 

取水口，取水管及び取水槽は，通常時の系統構成を変えること

なく重大事故等対処設備としての系統構成をすることで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.23.1.2 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

取水口，取水管及び取水槽は，想定される重大事故等時におけ

る屋外の環境条件を考慮した設計とする。 

 

 

取水口及び取水管は，鋼製構造物であり，海水中に設置するた

め，電気防食等により腐食を防止する設計とする。 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は引き波

時において，貯留堰を設

置しなくても取水可能

な設計とする（以下，①

の相違） 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

 

・他号炉と共用しない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 設備仕様の相違 

 

東海第二 本項目記載なし 
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

スクリーン室，取水路，補機冷却用海水取水路，補機冷却用海

水取水槽及び海水貯留堰は，コンクリート構造物であり，常時海

水を通水するため，腐食を考慮して鉄筋に対して十分なかぶり厚

さを確保する設計とする。 

3.23.1.4  試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

スクリーン室，取水路，補機冷却用海水取水路，補機冷却用海

水取水槽は，外観の確認が可能な設計とする。 

海水貯留堰は，機能・性能の確認が可能な設計とする。 

取水槽は，コンクリート構造物であり，常時海水を通水するた

め，腐食を考慮して鉄筋に対して十分なかぶり厚さを確保する設

計とする。 

3.23.1.3 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示

す。 

取水口，取水管及び取水槽は，外観の確認が可能な設計とする。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

①の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

①の相違
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柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

第3.23－1 表 非常用取水設備（重大事故等時）主要仕様 

(1) 海水貯留堰（重大事故等時のみ6 号及び7 号炉共用）

兼用する設備は以下のとおり。

・浸水防護設備

・非常用取水設備（通常運転時等）

種    類    貯留堰 

個    数   ２ 

(2) スクリーン室（重大事故等時のみ6 号及び7 号炉共用，

既設） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用取水設備（通常運転時等）

種    類    鉄筋コンクリート函渠 

個    数   ２ 

(3) 取水路（重大事故等時のみ6 号及び7 号炉共用，既設）

兼用する設備は以下のとおり。

・非常用取水設備（通常運転時等）

種    類     鉄筋コンクリート函渠 

個    数     ２ 

(4) 補機冷却用海水取水路

種    類    鉄筋コンクリート函渠 

個    数     １ 

(5) 補機冷却用海水取水槽

種    類     鉄筋コンクリート函渠 

個    数     １ 

第 3.23－1表 非常用取水設備（重大事故等時）主要仕様 

(1) 取水口

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用取水設備（通常運転時等）

種  類 鋼製円筒管 

個  数 ２ 

(2) 取水管

兼用する設備は以下のとおり。

・非常用取水設備（通常運転時等）

種  類 鋼管 

個  数 ２ 

(3) 取水槽

兼用する設備は以下のとおり。

・非常用取水設備（通常運転時等）

種  類 鉄筋コンクリート取水槽 

個  数 １ 

・設備の相違
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まとめ資料比較表 〔原子炉建物原子炉棟〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

3.24  原子炉建屋原子炉区域 

3.24.1  重大事故等対処設備 

原子炉区域は,重大事故等時においても,非常用ガス処理系

により,内部の負圧を確保することができる設計とする。原子

炉区域の気密バウンダリの一部として原子炉建屋に設置する

原子炉建屋ブローアウトパネルは，閉状態を維持できる,又は

開放時に容易かつ確実に再閉止できる設計とする。また,現場

において,人力により操作できる設計とする。 

また,原子炉建屋ブローアウトパネルは,原子炉格納容器外で

の配管破断事故時に原子炉区域の圧力が上昇し,原子炉建屋ブ

ローアウトパネルの開放設定圧力に到達した場合に開放する機

能を有する設計とする。 

原子炉建屋原子炉区域（重大事故等時）の主要仕様を第 3.24-1

表に示す。 

3.24.1.1  悪影響防止 

基本方針については,「2.3.1 多様性,位置的分散,悪影響防

止等」に示す。 

原子炉区域は,設計基準対象施設として使用する場合と同様

の系統構成で重大事故等時においても使用するため,他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

また,原子炉建屋ブローアウトパネルは,誤開放しない設計

又は開放した場合においても速やかに閉止できる設計とし,他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

3.24.1.2  環境条件等 

基本方針については,「2.3.3 環境条件等」に示す。 

原子炉区域は,想定される重大事故等時における原子炉区域

内及び屋外の環境条件を考慮した設計とする。 

3.24.1.3  操作性の確保 

基本方針については,「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

原子炉建屋ブローアウトパネルは,遠隔又は現場において,

手動で閉止できる設計とする。 

3.24 原子炉建物原子炉棟 

3.24.1 重大事故等対処設備 

原子炉建物原子炉棟は，重大事故等時においても，非常用ガス

処理系により，内部の負圧を確保することができる設計とする。

原子炉建物原子炉棟の気密バウンダリの一部として原子炉建物原

子炉棟に設置する原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルは，

閉状態を維持できる，又は開放時に容易かつ確実に再閉止できる

設計とする。また，現場において，人力により操作できる設計と

する。 

また，原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルは，原子炉格

納容器外での配管破断事故時に原子炉建物原子炉棟内の圧力が上

昇し，原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルの開放設定圧力

に到達した場合に開放する機能を有する設計とする。 

原子炉建物原子炉棟（重大事故等時）の主要仕様を第 3.24－1

表に示す。 

3.24.1.1 悪影響防止 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

原子炉建物原子炉棟は，設計基準対象施設として使用する場合

と同様の系統構成で重大事故等時においても使用するため，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

また，原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルは，誤開放し

ない設計又は開放した場合においても速やかに閉止できる設計と

し，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

3.24.1.2 環境条件等 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

原子炉建物原子炉棟は，想定される重大事故等時における原子

炉建物原子炉棟内及び屋外の環境条件を考慮した設計とする。 

3.24.1.3 操作性の確保 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルは，遠隔又は現場に

おいて，手動で閉止できる設計とする。 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

東海第二 本項目記載なし 
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3.24.1.4  試験検査 

基本方針については,「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示

す。 

原子炉区域は,発電用原子炉運転中又は停止中に機能・性能及び

漏えいの有無の確認が可能な設計とする。 

 

 

 

第 3.24-1表 原子炉建屋原子炉区域(重大事故等時)主要仕様 

 

構 造    鉄筋コンクリート造(一部鉄骨鉄

筋コンクリート造及び鉄骨造,ブ

ローアウトパネル付き） 

形 状    直方体 

寸 法    たて横   約 56m×約 59m 

全 高   約 58m 

気密度    建物内空間容積の 50%/d以下

(6.4mmAqの負圧時) 

3.24.1.4 試験検査 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 

原子炉建物原子炉棟は，発電用原子炉運転中又は停止中に機

能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。 

 

 

 

第 3.24－1表 原子炉建物原子炉棟(重大事故等時)主要仕様 

 

構 造    鉄筋コンクリート造(一部鉄骨鉄

筋コンクリート造及び鉄骨造，ブ

ローアウトパネル付き） 

形 状    直方体 

寸 法    たて横   約 52m×約 52m 

              全 高   約 62m 

気密度    建物内空間容積の 100%/d 以下

(6.4mmAqの負圧時) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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まとめ資料比較表 〔44条 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 添付資料〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

相違No. 相違理由

① 島根２号炉では，原子炉緊急停止失敗時において，格納容器圧力高により高圧炉心スプレイ系，残留熱除去系及び低圧炉心スプレイ系が自動起動する

②
柏崎6/7，東海第二は起動阻止スイッチ１つで，自動減圧系及び代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）を起動阻止する設計としているが，島根２号炉は自動減圧系，代替自
動減圧ロジック（代替自動減圧機能）の各々に阻止スイッチを設置している

③ 柏崎6/7はＡＢＷＲであり，電動駆動を有するため，水圧駆動を識別しているが，島根２号炉はＢＷＲであり水圧駆動のみのため，識別をしていない

④

柏崎6/7号炉はＡＢＷＲであり，原子炉冷却材再循環ポンプは慣性が小さく，10台全台を同時に停止させると冷却能力の低下を招くことから，原子炉水位低（レベル３）の信号に
より，原子炉冷却材再循環ポンプ４台を自動停止し，原子炉水位低（レベル２）の信号により，原子炉冷却材再循環ポンプ６台を自動停止する設計としているが，島根２号炉は原
子炉再循環ポンプの電動機の電源が喪失後，炉心冷却水流量が急激に減少しないように十分な慣性を有する設計としており，原子炉水位低（レベル２）で原子炉再循環ポンプ２台
を停止させる設計としている

⑤
東海第二は，再循環流量を流量制御弁の開度調整で行っており，低出力では低速度用電源，ある出力以上では所内高圧母線電源に切替えて使用しているが，島根２号炉は原子炉再
循環ポンプの速度を制御することで再循環流量を調整している

⑥ 島根２号炉は高圧炉心注水系を経由せず，炉心底部から注入する

⑦ 島根２号炉の原子炉保護系はディジタルではなく，アナログである

⑧ 島根２号炉のＡＴＷＳ緩和設備は直流電源から給電しており，原子炉保護系は交流電源から給電していることから，電源の多様性を図っている。柏崎6/7と電源構成の違いはない

⑨ 設備設計の相違によるインターロックの相違

⑩ 東海第二は，爆破弁を設置しているが，島根２号炉は，電動弁を設置している

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。
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3.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備

【44条】 

【設置許可基準規則】 

（緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備） 

第四十四条 発電用原子炉施設には，運転時の異常な過渡変化時

において発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない

事象が発生するおそれがある場合又は当該事象が発生した場合

においても炉心の著しい損傷を防止するため，原子炉冷却材圧力

バウンダリ及び原子炉格納容器の健全性を維持するとともに，発

電用原子炉を未臨界に移行するために必要な設備を設けなけれ

ばならない。 

 

（解釈） 

1 第 44 条に規定する「発電用原子炉の運転を緊急に停止するこ

とができない事象が発生するおそれがある場合」とは，発電用原

子炉が緊急停止していなければならない状況にもかかわらず，原

子炉出力又は原子炉圧力等のパラメータの変化から緊急停止し

ていないことが推定される場合のことをいう。 

2 第 44 条に規定する「発電用原子炉を未臨界に移行するために

必要な設備」とは，以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効

果を有する措置を行うための設備をいう。 

（1）BWR 

a）センサー出力から最終的な作動装置の入力までの原子炉スク

ラム系統から独立した代替反応度制御棒挿入回路（ARI）を整

備すること。 

b）上記 1 の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することができ

ない事象が発生するおそれがある場合」に，原子炉出力を制

御するため，原子炉冷却材再循環ポンプを自動で停止させる

装置を整備すること。 

c）十分な反応度制御能力を有するほう酸水注入設備（SLCS）を

整備すること。 

（2）PWR 

a）上記 1 の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することができ

ない事象が発生するおそれがある場合」に，原子炉出力を抑

制するため，補助給水系ポンプを自動的に起動させる設備及

び蒸気タービンを自動で停止させる設備を整備すること。 

b）上記 1の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することができ 

 

3.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備

【44条】 

【設置許可基準規則】 

（緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備） 

第四十四条 発電用原子炉施設には、運転時の異常な過渡変化時

において発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない

事象が発生するおそれがある場合又は当該事象が発生した場合

においても炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉冷却材圧力

バウンダリ及び原子炉格納容器の健全性を維持するとともに、発

電用原子炉を未臨界に移行するために必要な設備を設けなけれ

ばならない。 

 

（解釈） 

1 第 44 条に規定する「発電用原子炉の運転を緊急に停止するこ

とができない事象が発生するおそれがある場合」とは、発電用原

子炉が緊急停止していなければならない状況にもかかわらず、原

子炉出力又は原子炉圧力等のパラメータの変化から緊急停止し

ていないことが推定される場合のことをいう。 

2 第 44 条に規定する「発電用原子炉を未臨界に移行するために

必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効

果を有する措置を行うための設備をいう。 

（1）ＢＷＲ 

ａ）センサー出力から最終的な作動装置の入力までの原子炉スク

ラム系統から独立した代替反応度制御棒挿入回路（ＡＲＩ）

を整備すること。 

ｂ）上記 1の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することができ

ない事象が発生するおそれがある場合」に、原子炉出力を制

御するため、原子炉冷却材再循環ポンプを自動で停止させる

装置を整備すること。 

ｃ）十分な反応度制御能力を有するほう酸水注入設備（ＳＬＣＳ）

を整備すること。 

（2）ＰＷＲ 

ａ）上記 1の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することができ

ない事象が発生するおそれがある場合」に、原子炉出力を抑

制するため、補助給水系ポンプを自動的に起動させる設備及

び蒸気タービンを自動で停止させる設備を整備すること。 

ｂ）上記 1の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することができ    

 

3.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備

【44条】 

【設置許可基準規則】 

（緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備） 

第四十四条 発電用原子炉施設には、運転時の異常な過渡変化時

において発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない

事象が発生するおそれがある場合又は当該事象が発生した場合

においても炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉冷却材圧力

バウンダリ及び原子炉格納容器の健全性を維持するとともに、発

電用原子炉を未臨界に移行するために必要な設備を設けなけれ

ばならない。 

 

（解釈） 

1 第 44 条に規定する「発電用原子炉の運転を緊急に停止するこ

とができない事象が発生するおそれがある場合」とは、発電用原

子炉が緊急停止していなければならない状況にもかかわらず，原

子炉出力又は原子炉圧力等のパラメータの変化から緊急停止し

ていないことが推定される場合のことをいう。 

2 第 44 条に規定する「発電用原子炉を未臨界に移行するために

必要な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効

果を有する措置を行うための設備をいう。 

（1）ＢＷＲ 

a）センサー出力から最終的な作動装置の入力までの原子炉スク

ラム系統から独立した代替反応度制御棒挿入回路（ARI）を整

備すること。 

b）上記 1の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することができ

ない事象が発生するおそれがある場合」に、原子炉出力を制

御するため、原子炉冷却材再循環ポンプを自動で停止させる

装置を整備すること。 

c）十分な反応度制御能力を有するほう酸水注入設備（SLCS）を

整備すること。 

（2）ＰＷＲ 

a）上記 1 の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することができ

ない事象が発生するおそれがある場合」に、原子炉出力を抑

制するため、補助給水系ポンプを自動的に起動させる設備及

び蒸気タービンを自動で停止させる設備を整備すること。 

b）上記 1の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することができ 
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ない事象が発生するおそれがある場合」には，化学体積制御設

備又は非常用炉心冷却設備による十分な量のほう酸水注入を

実施する設備を整備すること。 

 

3.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

3.1.1 設置許可基準規則第 44 条への適合方針 

運転時の異常な過渡変化時において発電用原子炉の運転を緊急

に停止することができない事象が発生するおそれがある場合，又

は，当該事象が発生した場合においても，炉心の著しい損傷を防

止するため，原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器の

健全性を維持するとともに，発電用原子炉を未臨界に移行するた

めの設備として，ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）（ARI），

ATWS緩和設備（代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能），及び，

ほう酸水注入系（SLC）を設ける。 

 

 

 

(1)ATWS緩和設備（代替制御棒挿入機能）(設置許可基準規則解

釈の第 2項(1)a)) 

 

 

 

 

 

 

多重化された原子炉緊急停止系から独立した ATWS 緩和設備

（代替制御棒挿入機能）を設け，原子炉圧力高又は原子炉水位

低（レベル 2）の信号により全制御棒を挿入させることができ

る設計とする。 

 

なお，スクラム失敗時は手動により ATWS緩和設備（代替制御

棒挿入機能）を動作させることができる設計とする。 

 

 

また，ATWS緩和設備（代替制御棒挿入機能）により作動する

制御棒，制御棒駆動機構（水圧駆動）及び制御棒駆動系水圧制

御ユニットについて，発電用原子炉を未臨界にする設計とする。 

 

ない事象が発生するおそれがある場合」には、化学体積制御

設備又は非常用炉心冷却設備による十分な量のほう酸水注入

を実施する設備を整備すること。 

 

3.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

3.1.1 設置許可基準規則第 44条への適合方針 

運転時の異常な過渡変化時において発電用原子炉の運転を緊急

に停止することができない事象（以下「ＡＴＷＳ」という。）が発

生するおそれがある場合又は当該事象が発生した場合においても

炉心の著しい損傷を防止するため，原子炉冷却圧力バウンダリ及

び原子炉格納容器の健全性を維持するとともに，発電用原子炉を

未臨界に移行させるために必要な重大事故等対処設備として，Ａ

ＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能），ＡＴＷＳ緩和設備（代替

再循環系ポンプトリップ機能）及びほう酸水注入系を設ける。 

 

（1）ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）による制御棒緊急

挿入 

(ⅰ)ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）（設置許可基準規

則解釈の第 2項（1）ａ）） 

発電用原子炉が運転を緊急に停止していなければならない状

況にもかかわらず，原子炉出力，原子炉圧力等のパラメータの

変化から緊急停止していないことが推定される場合の重大事故

等対処設備としてＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）を

使用する。 

 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，検出器（原子

炉圧力及び原子炉水位），論理回路及び代替制御棒挿入機能用電

磁弁等で構成し，原子炉圧力高又は原子炉水位異常低下（レベ

ル２）の信号により，全制御棒を全挿入させて発電用原子炉を

未臨界にできる設計とする。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，制御棒が自動

挿入しない場合に，手動によるスイッチ操作で制御棒，制御棒

駆動機構及び制御棒駆動系水圧制御ユニットを作動させること

により制御棒緊急挿入が可能な設計とする。 

 

 

 

 

ない事象が発生するおそれがある場合」には、化学体積制御

設備又は非常用炉心冷却設備による十分な量のほう酸水注入

を実施する設備を整備すること。 

 

3.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

3.1.1 設置許可基準規則第 44条への適合方針 

運転時の異常な過渡変化時において発電用原子炉の運転を緊急

に停止することができない事象が発生するおそれがある場合，又

は，当該事象が発生した場合においても，炉心の著しい損傷を防

止するため，原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器の

健全性を維持するとともに，発電用原子炉を未臨界に移行するた

めの設備として，ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）（ＡＲ

Ｉ）， ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）

及びほう酸水注入系（ＳＬＣ）を設ける。 

 

 

 

(1)ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）（設置許可基準規

則解釈の第２項(1)a）） 

 

 

 

 

 

 

多重化された原子炉保護系から独立したＡＴＷＳ緩和設備

（代替制御棒挿入機能）を設け，原子炉圧力高又は原子炉水位

低（レベル２）の信号により全制御棒を挿入させることができ

る設計とする。 

 

なお，スクラム失敗時は手動によりＡＴＷＳ緩和設備（代替

制御棒挿入機能）を動作させることができる設計とする。 

 

 

また，ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）により作動

する制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系水圧制御ユ

ニットについて，発電用原子炉を未臨界にする設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は 3.1.1

項に記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 はＡＢＷＲ
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(2)ATWS緩和設備（代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能）(設

置許可基準規則解釈の第 2 項(1)b)) 

 

 

 

 

 

 

多重化された原子炉緊急停止系から独立した ATWS 緩和設備

（代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能）を設けることによ

り，原子炉圧力高又は原子炉水位低（レベル 3）の信号により，

原子炉冷却材再循環ポンプ 4 台を自動トリップできる設計と

し，原子炉水位低（レベル 2）の信号により，原子炉冷却材再

循環ポンプ 6 台を自動トリップできる設計とする。 

 

なお，スクラム失敗時は手動により原子炉冷却材再循環ポン

プをトリップさせることができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）再循環系ポンプ停止による原子炉出力抑制 

(ｉ）ＡＴＷＳ緩和設備（代替再循環系ポンプトリップ機能）（設

置許可基準規則解釈の第 2項（1）ｂ）） 

発電用原子炉が運転を緊急に停止していなければならない状

況にもかかわらず，原子炉出力，原子炉圧力等のパラメータの

変化から緊急停止していないことが推定される場合の重大事故

等対処設備として，ＡＴＷＳ緩和設備（代替再循環系ポンプト

リップ機能）を使用する。 

 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替再循環系ポンプトリップ機能）は，

検出器（原子炉圧力及び原子炉水位），論理回路，再循環系ポン

プ遮断器及び低速度用電源装置遮断器で構成し，原子炉圧力高

又は原子炉水位異常低下（レベル２）の信号により再循環系ポ

ンプ 2 台を自動停止させて，発電用原子炉の出力を抑制できる

設計とする。 

 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替再循環系ポンプトリップ機能）によ

る原子炉出力抑制は，再循環系ポンプが自動停止しない場合に，

手動によるスイッチ操作で再循環系ポンプ遮断器及び低速度用

電源装置遮断器を開放させることが可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）

（設置許可基準規則解釈の第２項(1)b）） 

 

 

 

 

 

 

多重化された原子炉保護系から独立したＡＴＷＳ緩和設備

（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）を設けることにより，

原子炉圧力高又は原子炉水位低（レベル２）の信号により，原

子炉再循環ポンプ２台を自動トリップできる設計とする。 

 

 

 

なお，スクラム失敗時は手動により原子炉再循環ポンプをト

リップさせることができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

であり，電動駆動を有す

るため，水圧駆動を識別

しているが，島根２号炉

はＢＷＲであり水圧駆

動のみのため，識別をし

ていない（以下，③の相

違） 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は 3.1.1

項に記載 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 号炉はＡＢ

ＷＲであり，原子炉冷却

材再循環ポンプは慣性

が小さく，10 台全台を

同時に停止させると冷

却能力の低下を招くこ

とから，原子炉水位低

（レベル３）の信号によ

り，原子炉冷却材再循環

ポンプ４台を自動停止

し，原子炉水位低（レベ

ル２）の信号により，原

子炉冷却材再循環ポン

プ６台を自動停止する

設計としているが，島根

２号炉は原子炉再循環

ポンプの電動機の電源

が喪失後，炉心冷却水流

量が急激に減少しない
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 (3)ほう酸水注入系(設置許可基準規則解釈の第 2項(1)c)) 

原子炉緊急停止系の機能が喪失した場合の重大事故等対処設

備として，ほう酸水注入系を使用する。 

 

ほう酸水注入系は，発電用原子炉を十分未臨界にするための

反応度制御能力を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，重大事故等時において原子炉緊急停止失敗時に自動減

圧系が作動すると，高圧炉心注水系及び低圧注水系から大量の

冷水が注水され，出力の急激な上昇につながるため，自動減圧

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）ほう酸水注入 

(ⅰ)ほう酸水注入系（設置許可基準規則解釈の第 2項（1）ｃ）） 

原子炉緊急停止系の機能が喪失した場合の重大事故等対処設

備として，ほう酸水注入系を使用する。 

 

ほう酸水注入系は，ほう酸水注入ポンプ，ほう酸水貯蔵タン

ク，配管・弁類，計測制御装置等で構成し，ほう酸水注入ポン

プにより，ほう酸水を原子炉圧力容器へ注入することで，発電

用原子炉を未臨界にできる設計とする。 

 

ほう酸水貯蔵タンクを水源としたほう酸水注入ポンプにより

炉心に十分な量のほう酸水を注入可能な設計とする。 

 

（4）原子炉出力急上昇の防止 

(ⅰ)自動減圧系の起動阻止スイッチ 

運転時の異常な過渡変化において発電用原子炉の運転を緊急

に停止することが出来ない事象が発生した場合に，自動減圧系

の起動阻止スイッチを作動させることで原子炉の自動による減

圧を防止する設計とする。 

なお，原子炉緊急停止失敗時に自動減圧系が作動すると，高

圧炉心スプレイ系，残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心

スプレイ系から大量の冷水が注水され，出力の急激な上昇につ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3)ほう酸水注入系(設置許可基準規則解釈の第 2項(1)c)) 

原子炉保護系，制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧

系水圧制御ユニットの機能が喪失した場合の重大事故等対処設

備として，ほう酸水注入系を使用する。 

ほう酸水注入系は，ほう酸水注入ポンプ，ほう酸水貯蔵タン

ク，配管・弁類，計測制御装置等で構成し，ほう酸水注入ポン

プにより，ほう酸水を原子炉圧力容器へ注入することで，発電

用原子炉を十分未臨界にするための反応度制御能力を有する設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，重大事故等時において原子炉緊急停止失敗時に自動減

圧系が作動すると，高圧炉心スプレイ系，残留熱除去系（低圧

注水モード）及び低圧炉心スプレイ系から大量の冷水が注水さ

ように十分な慣性を有

する設計としており，原

子炉水位低（レベル２）

で原子炉再循環ポンプ

２台を停止させる設計

としている（以下，④の

相違） 

【東海第二】 

東海第二は，再循環流

量を流量制御弁の開度

調整で行っており，低出

力では低速度用電源，あ

る出力以上では所内高

圧母線電源に切替えて

使用しているが，島根２

号炉は原子炉再循環ポ

ンプの速度を制御する

ことで再循環流量を調

整している（以下，⑤の

相違） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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系の起動阻止スイッチにより自動減圧系及び代替自動減圧ロジ

ック（代替自動減圧機能）による自動減圧を阻止する設計とす

る。 

 

（これについては「3.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧

するための設備（設置許可基準規則第 46 条に対する設計方針

を示す章）」で示す。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための

自主対策設備として，以下を整備する。 

 

(4)手動スクラムボタン 

手動スクラムボタンを操作することで，制御棒のスクラム動

作が可能であることから，手動スクラムボタンを整備している。 

 

 

 

(5)原子炉モードスイッチ「停止」 

原子炉モードスイッチを「停止」位置に切り替えることで，

制御棒のスクラム動作が可能であることから，原子炉モードス

イッチを整備している。 

 

ながるため，自動減圧系の起動阻止スイッチにより自動減圧系

及び過渡時自動減圧機能による自動減圧を阻止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための

自主対策設備として，以下を整備する。 

 

（5）原子炉手動スクラム 

(ⅰ)手動スクラム・スイッチ 

手動スクラム・スイッチを操作することで，制御棒のスク

ラム動作が可能であるため，手動スクラム・スイッチを整備

する。 

 

(ⅱ)原子炉モード・スイッチ「停止」 

原子炉モード・スイッチを「停止」位置に切り替えること

で，制御棒のスクラム動作が可能であるため，原子炉モード・

スイッチを整備する。 

 

れ，出力の急激な上昇につながるため，自動減圧起動阻止スイ

ッチ及び代替自動減圧起動阻止スイッチにより自動減圧系及び

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）による自動減圧を

阻止する設計とする。 

(これについては「3.3原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧す

るための設備(設置許可基準規則第 46 条に対する設計方針を示

す章)」で示す。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための

自主対策設備として，以下を整備する。 

 

(4)原子炉手動スクラムＰＢ 

原子炉手動スクラムＰＢを操作することで，制御棒のスクラ

ム動作が可能であることから，原子炉手動スクラムＰＢを整備

する。 

 

 

(5)原子炉モード・スイッチ「停止」 

原子炉モード・スイッチを「停止」位置に切り替えることで，

制御棒のスクラム動作が可能であることから，原子炉モード・

スイッチを整備する。 

 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉では，原子

炉緊急停止失敗時にお

いて，格納容器圧力高に

より高圧炉心スプレイ

系，残留熱除去系及び低

圧炉心スプレイ系が自

動起動する（以下，①の

相違） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 柏崎 6/7，東海第二は

起動阻止スイッチ１つ

で，自動減圧系及び代替

自動減圧ロジック（代替

自動減圧機能）を起動阻

止する設計としている

が，島根２号炉は自動減

圧系，代替自動減圧ロジ

ック（代替自動減圧機

能）の各々に阻止スイッ

チを設置している（以

下，②の相違） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添3.1-6



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

(6)スクラムテストスイッチ

スクラムテストスイッチを操作することで，制御棒のスクラ

ム動作が可能であることから，スクラムテストスイッチを整備

している。 

(7)原子炉緊急停止系電源スイッチ

原子炉緊急停止系電源スイッチを操作することでスクラムパ

イロット弁電磁コイルの電源を遮断し，制御棒のスクラム動作

が可能であることから，原子炉緊急停止系電源スイッチを整備

している。 

（6）選択制御棒挿入機構による原子炉出力抑制 

(ⅰ)選択制御棒挿入機構 

あらかじめ選択した制御棒を自動挿入する機能であるため

未臨界の維持は困難であるが，原子炉出力を抑制する手段と

して有効であるため選択制御棒挿入機構を整備する。 

（7）制御棒手動挿入 

(ⅰ)スクラム・パイロット弁継電器用ヒューズ 

全制御棒全挿入完了までに時間を要し，想定する事故シー

ケンスグループに対して有効性を確認できないが，スクラ

ム・パイロット弁継電器用ヒューズを引き抜くことでスクラ

ム・パイロット弁電磁コイルの電源を遮断することで，制御

棒のスクラム動作が可能であるため，制御棒を挿入する手段

としてスクラム・パイロット弁継電器用ヒューズを整備する。 

(ⅱ)計器用空気系配管・弁 

全制御棒全挿入完了までには時間を要し，想定する事故シ

ーケンスグループに対して有効性を確認できないが，現場に

設置してある計器用空気系配管内の計器用空気を排出し，ス

クラム弁ダイアフラムの空気圧を喪失させることでスクラム

弁を開とすることが可能であるため，制御棒を挿入する手段

として計器用空気系配管・弁を整備する。 

(ⅲ)スクラム個別スイッチ 

全制御棒全挿入完了までには時間を要し，想定する事故シ

ーケンスグループに対して有効性を確認できないが，現場に

設置してある当該スイッチを操作することで制御棒のスクラ

ム動作が可能であるため，制御棒を挿入する手段として，ス

クラム個別スイッチを整備する。

（6）選択制御棒挿入機構 

あらかじめ選択した制御棒を自動挿入する機能であるため

未臨界の維持は困難であるが，原子炉出力を抑制する手段とし

て有効であるため選択制御棒挿入機構を整備する。 

(7)スクラムパイロット弁計装用配管・弁

全制御棒全挿入完了までには時間を要するものの，現場に設

置してある計装用配管内の制御用空気を排出することで制御棒

のスクラム動作が可能であることから，制御棒を挿入する手段

としてスクラムパイロット弁計装用配管・弁を整備する。 

(8)スクラムテストスイッチ

スクラムテストスイッチを操作することで，制御棒のスクラ

ム動作が可能であることから，スクラムテストスイッチを整備

する。 

(9)原子炉保護系電源スイッチ

原子炉保護系電源スイッチを操作することでスクラムパイロ

ット弁電磁コイルの電源を遮断し，制御棒のスクラム動作が可

能であることから，原子炉保護系電源スイッチを整備する。 

・運用の相違

【柏崎 6/7】 

対応手段の相違 

・記載方針の相違

【東海第二】 

島根２号炉は，(9)原

子炉保護系電源スイッ

チに記載

・運用の相違

【柏崎 6/7】 

対応手段の相違 

・記載方針の相違

【東海第二】 

東海第二は，（7）制御

棒手動挿入 (ⅰ)スクラ

ム・パイロット弁継電器

用ヒューズに記載 
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(8)制御棒操作監視系，制御棒駆動機構（電動駆動） 

スクラムテストスイッチ若しくは原子炉緊急停止系電源スイ

ッチの操作により制御棒を水圧駆動で挿入完了するまでの間，

又はこれらの操作が実施できない場合に，電動駆動で制御棒を

挿入する手段として有効であることから，制御棒操作監視系，

制御棒駆動機構（電動駆動）を整備している。なお，電動駆動

で制御棒を挿入する手段には原子炉スクラム信号又は代替制御

棒挿入機能作動信号による制御棒の自動挿入及び制御棒操作監

視系にて選択した制御棒の手動挿入がある。 

 

(9)給水制御系，給水系（原子炉給水ポンプ），原子炉隔離時冷却

系，高圧炉心注水系 

給水系（原子炉給水ポンプ），原子炉隔離時冷却系，高圧炉心

注水系による発電用原子炉への給水量の調整により，原子炉水

位を低下でき，発電用原子炉の出力抑制を行えることから，給

水制御系，給水系（原子炉給水ポンプ），原子炉隔離時冷却系，

高圧炉心注水系を整備している。 

 

 

3.1.2 重大事故等対処設備 

3.1.2.1 ATWS緩和設備（代替制御棒挿入機能） 

3.1.2.1.1 設備概要 

ATWS緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，発電用原子炉が運転

を緊急に停止していなければならない状況にもかかわらず，原子

炉出力，原子炉圧力等のパラメータの変化から緊急停止していな

いことが推定される場合に，発電用原子炉を未臨界にするため代

替制御棒挿入を行うための機能である。 

本系統は，検出器（原子炉圧力及び原子炉水位），論理回路及

び代替制御棒挿入機能用電磁弁で構成し，原子炉圧力高又は原

子炉水位低（レベル 2）の場合に，代替制御棒挿入信号を発信

する回路で構成する。原子炉圧力高及び原子炉水位低（レベル

2）の検出器を多重化し，原子炉圧力高は 2 out of 3 論理にて，

原子炉水位低（レベル 2）は 2 out of 4 論理にて，作動回路が

自動的に信号を発信するよう，信頼性向上を図る設計とする。 

 

また，中央制御室の手動スイッチにより，代替制御棒挿入信号

を発信する回路を作動することが可能な設計とする。 

なお，ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）により作動する制

(ⅳ)制御棒駆動系，制御棒手動操作系 

全制御棒全挿入完了までには時間を要し，想定する事故シ

ーケンスグループに対して有効性を確認できないが，手動ス

クラム・スイッチ，原子炉モード・スイッチ又はスクラム・

パイロット弁継電器用ヒューズの操作完了までの間，又はこ

れらの操作が実施できない場合に，制御棒を手動にて挿入す

る手段として有効であるため，制御棒手動操作系，制御棒駆

動系を整備する。 

 

 

（8）給水系，原子炉給水制御系 

(ⅰ)給水系，原子炉給水制御系 

耐震ＳクラスではなくＳｓ機能維持を担保できないが，給

水系，原子炉給水制御系による発電用原子炉への給水量の調

整が可能であれば，原子炉水位を低下でき，原子炉の出力抑

制の手段として有効であるため，給水系，原子炉給水制御系

を整備する。 

 

 

3.1.2 重大事故等対処設備 

3.1.2.1 ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能） 

3.1.2.1.1 設備概要 

原子炉の運転を緊急に停止していなければならない状況にもか

かわらず，原子炉出力のパラメータの変化から緊急停止しない事

象が発生した場合に，原子炉を未臨界にするため代替制御棒挿入

を行うための機能を設けるものである。 

 

本系統は，原子炉圧力高又は原子炉水位低異常低下（レベル２）

の場合に，代替制御棒挿入信号を発信する回路構成とする。原子

炉圧力高及び原子炉水位異常低下（レベル２）の検出器各 4 個及

び論理回路 2 チャンネルで構成し，原子炉圧力高の「1 out of 2 

twice」論理又は原子炉水位異常低下（レベル２）の「1 out of 2 

twice」論理が論理回路 2チャンネルで同時に成立することで自動

的に作動する設計とする。 

 

また，中央制御室のスイッチでの操作により，代替制御棒挿入

回路を作動させることが可能な設計とする。 

なお，ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）により作動す

(10)制御棒手動操作・監視系 

スクラムテストスイッチ若しくは原子炉保護系電源スイッチ

の操作により制御棒を水圧駆動で挿入完了するまでの間，又は

これらの操作が実施できない場合に，手動で制御棒を挿入する

手段として有効であることから，制御棒手動操作・監視系を整

備する。 

 

 

 

 

(11) 原子炉水位制御系，復水・給水系，原子炉隔離時冷却系, 高

圧炉心スプレイ系 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系，高圧炉心スプレイ系に

よる発電用原子炉への給水量の調整により，原子炉水位を低下

でき，発電用原子炉の出力抑制を行えることから, 原子炉水位

制御系，復水・給水系，原子炉隔離時冷却系，高圧炉心スプレ

イ系を整備する。 

 

 

3.1.2 重大事故等対処設備 

3.1.2.1 ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能） 

3.1.2.1.1 設備概要 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，発電用原子炉が

運転を緊急に停止していなければならない状況にもかかわらず，

原子炉出力，原子炉圧力等のパラメータの変化から緊急停止して

いないことが推定される場合に，発電用原子炉を未臨界にするた

め代替制御棒挿入を行うための機能である。 

本系統は，検出器（原子炉圧力及び原子炉水位），論理回路及び

代替制御棒挿入機能用電磁弁で構成し，原子炉圧力高又は原子炉

水位低（レベル２）の場合に，代替制御棒挿入信号を発信する回

路で構成する。原子炉圧力高及び原子炉水位低（レベル２）の検

出器を多重化し，二重の「１ out of ２」論理にて，作動回路が

自動的に信号を発信するよう，信頼性向上を図る設計とする。 

 

 

また，中央制御室の手動スイッチにより，代替制御棒挿入信号

を発信する回路を作動することが可能な設計とする。 

なお，ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）により作動す

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

設備設計の相違によ

るインターロックの相

違 

（以下，⑨の相違） 
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御棒，制御棒駆動機構（水圧駆動）及び制御棒駆動系水圧制御ユ

ニットについても，重大事故等対処設備として整備する。本系統

に関する重大事故等対処設備一覧を表 3.1-1に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動系水圧制御ユニットに

ついて，重大事故等対処設備として整備する。ＡＴＷＳ緩和設備

（代替制御棒挿入機能）に関する重大事故等対処設備一覧を第 3.1

－1表に示す。 

 

第 3.1－1表 ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）に関する

重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能） 

【常設】 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能） 

手動スイッチ【常設】 

上記ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機

能）にて作動する設備として，以下の設備を

整備する。 

制御棒【常設】 

制御棒駆動機構【常設】 

制御棒駆動系水圧制御ユニット【常設】 

関連

設備 

付属設備 － 

水源 － 

流路 制御棒駆動系配管・弁【常設】 

注水先 － 

電源 

設備※１ 

( 燃 料 給

油設備含

む） 

非常用交流電源設備 
２Ｃ非常用ディーゼル発電機【常設】 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機【常設】 

２Ｃ非常用ディーゼル発電機用 

海水ポンプ【常設】 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機用 

海水ポンプ【常設】 

燃料給油設備 
２Ｃ非常用ディーゼル発電機燃料 

移送ポンプ【常設】 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料 

移送ポンプ【常設】 

軽油貯蔵タンク【常設】 

計装 

設備※２ 

平均出力領域計装【常設】 

起動領域計装【常設】 

原子炉圧力【常設】 

原子炉圧力（ＳＡ）【常設】 

※1：電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第

57条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※2：主要設備を用いた炉心損傷防止及び原子炉格納容器破損防止

対策を成功させるための操作に必要な計装設備。なお，計装

制御設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第

58条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

る制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系水圧制御ユニッ

トについても，重大事故等対処設備として整備する。本系統に関

する重大事故等対処設備一覧を第 3.1-1表に示す。 

 

 

第 3.1‐1表 ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能） 

に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）【常設】 

上記ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）

にて作動する設備として，以下の設備を整備す

る。 

制御棒【常設】 

制御棒駆動機構【常設】 

制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット【常設】 

附属設備 － 

水源 － 

流路 制御棒駆動系配管【常設】 

注入先 － 

電源設備※１ 非常用交流電源設備 

非常用ディーゼル発電機（設計基準拡張） 

【常設】 

計装設備※２ 平均出力領域計装【常設】 

中間領域計装【常設】 

中性子源領域計装【常設】 

※１：単線結線図を補足説明資料 44‐2に示す。 

電源設備については「3.14電源設備（設置許可基準規則

第 57条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※２：主要設備を用いた炉心損傷防止及び原子炉格納容器の破

損防止対策を成功させるために把握することが必要な発

電用原子炉施設の状態 

計装設備については「3.15計装設備（設置許可基準規則

第 58条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，手動ス

イッチをＡＴＷＳ緩和

設備（代替制御棒挿入機 

能）の一部として整理 
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なお，ATWS緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，以降，代替

制御棒挿入機能という。 

 

3.1.2.1.2 主要設備の仕様 

図 3.1-1に代替制御棒挿入機能の説明図を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，以降，

代替制御棒挿入機能という。 

 

3.1.2.1.2 主要設備の仕様 

第 3.1－1 図にＡＴＷＳ緩和設備概要図，第 3.1－2 図に代替

制御棒挿入機能の作動回路の説明図を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，以降，

代替制御棒挿入機能という。 

 

3.1.2.1.2 主要設備の仕様 

第 3.1‐1図に代替制御棒挿入機能の説明図を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は第 3.1

－1 図及び第 3.1－2 図

に記載 
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第 3.1‐1図 代替制御棒挿入機能説明図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

設備設計の相違によ

るインターロックの相

違 
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主要機器の仕様を以下に示す。 

(1)制御棒 

種類   ：十字形 

中性子吸収材  ：ボロンカーバイド粉末 

有効長さ   ：約 3.6ｍ 

個数   ：205  

取付箇所      ：原子炉格納容器内(原子炉圧力容器内) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)制御棒駆動機構（水圧駆動） 

最高使用圧力  ：8.62MPa[gage] 

最高使用温度  ：302℃ 

個数   ：205 

取付箇所  ：原子炉格納容器内 

 

(3)制御棒駆動系水圧制御ユニット（アキュムレータ） 

種類   ：たて置円筒形 

容量   ：66L/個 

最高使用圧力  ：18.6MPa[gage] 

最高使用温度  ：66℃ 

個数   ：103 

取付箇所   ：原子炉建屋地下 3 階 

 

 

 

 

 

 

主要設備の仕様を以下に示す。 

（1）制御棒 

種    類   十字形 

中性子吸収材   ボロン・カーバイド粉末，ハフニウム 

有 効 長 さ    約 3.63m 

本    数   185 

取 付 箇 所    原子炉格納容器内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）制御棒駆動機構 

最高使用圧力   8.62MPa[gage] 

最高使用温度   302℃ 

個    数   185 

取 付 箇 所    原子炉格納容器内 

 

（3）制御棒駆動系水圧制御ユニット 

種    類   円筒縦形（ピストン式） 

容    量   約 18L（1個当たり） 

最高使用圧力   12.0MPa[gage] 

最高使用温度   66℃ 

個    数   185 

取 付 箇 所    原子炉建屋原子炉棟 3 階 

 

（4） ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）手動スイッチ 

個    数   2 

取 付 箇 所    中央制御室 

 

  

主要機器の仕様を以下に示す。 

(1)制御棒 

  本数：137 

  型式：十字型 

  材料：ステンレス鋼，中性子吸収材他 

取付箇所:原子炉格納容器内(原子炉圧力容器内) 

  有効長さ：約 3.63m 

   

（タイプ１） 

中性子吸収材 

吸収材:ボロン・カーバイド粉末 

個数: ボロン・カーバイド粉末入り 

ステンレス鋼管 72本（制御棒 1本当たり） 

 

（タイプ２） 

中性子吸収材 

吸収材:ハフニウム棒 

個数: ハフニウム棒 84本（制御棒 1本当たり） 

 

(2)制御棒駆動機構 

最高使用圧力  :8.62MPa[gage] 

最高使用温度  :302℃ 

個数   ：137 

取付箇所  :原子炉格納容器内 

 

(3)制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット(アキュムレータ) 

種類   :たて置円筒形 

容量   :18L/個 

最高使用圧力  :15.2MPa[gage] 

最高使用温度  :66℃ 

個数   :137 

取付箇所  :原子炉建物原子炉棟２階 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備仕様の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備仕様の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備仕様の相違 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，手動ス

イッチをＡＴＷＳ緩和

設備（代替制御棒挿入機 
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3.1.2.1.3 設置許可基準規制第 43 条への適合方針 

3.1.2.1.3.1 設置許可基準規則第 43 条第 1 項への適合方針 

(1)環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第 1 項一） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射

線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処する

ために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

代替制御棒挿入機能は，中央制御室及び原子炉建屋原子炉

区域内に設置する設備であることから，その機能を期待され

る重大事故等が発生した場合における，中央制御室及び原子

炉建屋原子炉区域内の環境条件を考慮し，その機能を有効に

発揮することができるよう，以下の表 3.1-2 に示すような設

計とする。 

また，制御棒，制御棒駆動機構（水圧駆動）及び制御棒駆

動系水圧制御ユニットは，原子炉格納容器内及び原子炉建屋

原子炉区域内に設置される設備であることから，その機能を

期待される重大事故等時の原子炉格納容器内及び原子炉建屋

原子炉区域内の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を

有効に発揮することができるよう，表 3.1-2 に示す設計とす

る。 

（44-3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.1.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.1.2.1.3.1 設置許可基準規則第 43条第 1項への適合方針 

（1）環境条件（設置許可基準規則第 43条第 1項一） 

（ⅰ）要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射

線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処する

ために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

代替制御棒挿入機能は，中央制御室，原子炉建屋付属棟及

び原子炉建屋原子炉棟内に設置される設備であることから，

その機能を期待される重大事故等時における中央制御室，原

子炉建屋付属棟及び原子炉建屋原子炉棟内の環境条件を考慮

し，第 3.1－2表に示す設計とする。 

 

また，制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動系水圧制御

ユニットは，原子炉格納容器内及び原子炉建屋原子炉棟内に

設置される設備であることから，その機能を期待される重大

事故等時における原子炉格納容器内及び原子炉建屋原子炉棟

内の環境条件を考慮し，以下の第 3.1－2 表に示す設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.1.3 設置許可基準規則第 43条への適合状況 

3.1.2.1.3.1 設置許可基準規則第 43 条第１項への適合方針 

(1)環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第１項一） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射

線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処する

ために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

代替制御棒挿入機能は，中央制御室及び原子炉建物原子炉

棟内に設置する設備であることから，その機能を期待される

重大事故等が発生した場合における，中央制御室及び原子炉

建物原子炉棟内の環境条件を考慮し，その機能を有効に発揮

することができるよう，以下の第 3.1‐2表に示すような設計

とする。 

また，制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系水圧

制御ユニットは，原子炉格納容器内及び原子炉建物原子炉棟

内に設置される設備であることから，その機能を期待される

重大事故等時の原子炉格納容器内及び原子炉建物原子炉棟内

の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮す

ることができるよう，第 3.1-2表に示す設計とする。 

(44-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

能）の一部として整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 
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(2)操作性（設置許可基準規則第 43 条第 1 項二）

(ⅰ)要求事項

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作

できるものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

代替制御棒挿入機能は，検出器を多重化し作動回路が 2 out 

of 4 論理若しくは 2 out of 3 論理にて自動的に信号を発信

するよう，信頼性向上を図る設計とする。 

第 3.1－2表 想定する環境条件 

環境条件 対応 

環境温度･環境圧

力・湿度／ 

屋外の天候／放射

線／荷重 

設置場所である原子炉格納容器内，中央制

御室，原子炉建屋付属棟及び原子炉建屋原

子炉棟内で想定される環境温度，環境圧

力，湿度及び放射線条件に耐えられる性能

を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置する設備ではないため，天候に

よる影響は受けない。 

海水を通水する系

統への影響 

海水を通水することはない。 

地震 

適切な地震荷重との組合せを踏まえ，機器

の損傷等の影響を考慮した設計とする。

（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」に

示す。） 

津波 
津波を考慮し防潮堤及び浸水防止設備を

設置する設計とする。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

原子炉格納容器内，中央制御室，原子炉建

屋付属棟及び原子炉建屋原子炉棟内に取

り付けるため，風（台風），竜巻，積雪及

び火山の影響を受けない。 

電磁的障害 
重大事故等が発生した場合においても電

磁波による影響を考慮した設計とする。 

（2）操作性（設置許可基準規則第 43条第 1項二） 

（ⅰ）要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作

できるものであること。 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

代替制御棒挿入機能は，原子炉圧力高及び原子炉水位異常

低下（レベル２）の検出器各 4 個及び論理回路 2 チャンネル

で構成し，原子炉圧力高の「1 out of 2 twice」論理又は原

子炉水位異常低下（レベル２）の「1 out of 2 twice」論理

が論理回路 2 チャンネルで同時に成立することで自動的に作

動する設計とする。 

第 3.1‐2表 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度 

・放射線

原子炉格納容器内,中央制御室及び原子

炉建物原子炉棟内で想定される温度,圧

力,湿度及び放射線条件下に耐えられる

性能を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候

による影響は受けない。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した

上で機器が損傷しないことを確認する

(詳細は「2.1.2耐震設計の基本方針」に

示す)。 

風（台風）・積雪 原子炉格納容器内,中央制御室及び原子

炉建物原子炉棟内に設置するため,風

(台風)及び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても,

電磁波によりその機能が損なわれない

設計とする。 

(2)操作性（設置許可基準規則第 43条第１項二）

(ⅰ)要求事項

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作

できるものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

代替制御棒挿入機能は，検出器を多重化し作動回路を二重

の「１ out of ２」論理にて自動的に信号を発信するよう，

信頼性向上を図る設計とする。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

⑨の相違
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なお，中央制御室にて，制御棒挿入状態の確認によりスク

ラムが失敗していることが確認された場合は，中央制御室の

制御盤にて手動による代替制御棒挿入機能の操作が可能な設

計とする。 

 

中央制御室の操作スイッチを操作するにあたり，運転員の

操作性を考慮して十分な操作空間を確保する。また，操作対

象については銘板を付けることで識別可能とし，運転員の操

作及び監視性を考慮して確実に操作できる設計とする。 

以下の表 3.1-3 に操作対象機器を示す。 

 

また，想定される重大事故等が発生した場合において，制

御棒，制御棒駆動機構（水圧駆動）及び制御棒駆動系水圧制

御ユニットは，操作不要な設計とする。 

（44-3） 

 

 

 

 

(3)試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第 1項三） 

(ⅰ)要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又

は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

代替制御棒挿入機能は，制御棒挿入機能の作動信号を発信

する設備であり，運転中に試験又は検査を実施する場合には，

過大な出力変動等によりプラントに外乱を与える可能性があ

代替制御棒挿入機能により作動する制御棒，制御棒駆動機

構及び制御棒駆動系水圧制御ユニットは，操作不要な設計と

する。  

 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）手動スイッチは，

中央制御室のスイッチでの操作が可能な設計とする。 

 

 

 

中央制御室のスイッチを操作するに当たり，運転員の操作

性を考慮して十分な操作空間を確保する。また，スイッチは，

機器の名称等を表示した銘板の取付けにより，運転員の操作

性及び監視性を考慮して確実に操作可能な設計とする。以下

の第 3.1－3表に操作対象機器を示す。 

 

 

 

 

 

 

第 3.1－3表 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作方法 操作場所 

代替制御棒挿入

機能用電磁弁 
無励磁→励磁 スイッチ操作 中央制御室 

（44－3－3，7） 

 

（3）試験検査（設置許可基準規則第 43条第 1項三） 

（ⅰ）要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又

は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

代替制御棒挿入機能は，制御棒挿入機能の作動信号を発信

する設備であり，運転中に試験又は検査を実施する場合には，

誤操作等によりプラントに外乱を与える可能性があり，かつ，

 

 

 

 

なお，中央制御室にて，制御棒挿入状態の確認によりスク

ラムが失敗していることが確認された場合は，中央制御室の

制御盤にて手動による代替制御棒挿入機能の操作が可能な設

計とする。 

 

中央制御室の操作スイッチを操作するにあたり，運転員の

操作性を考慮して十分な操作空間を確保する。また，操作対

象については銘板を付けることで識別可能とし，運転員の操

作及び監視性を考慮して確実に操作できる設計とする。 

以下の第 3.1‐3表に操作対象機器を示す。 

 

また，想定される重大事故等が発生した場合において,制御

棒,制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット

は,操作不要な設計とする。 

 (44-3) 

 

第 3.1‐3表 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

代替制御棒挿入 

機能用電磁弁 
無励磁→励磁 中央制御室 

スイッチ 

操作 

  

 

 

(3)試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項三） 

(ⅰ)要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又

は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

代替制御棒挿入機能は，制御棒挿入機能の作動信号を発信

する設備であり，運転中に試験又は検査を実施する場合には，

過大な出力変動等によりプラントに外乱を与える可能性があ 

 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 
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り，かつ，試験中又は検査中は代替制御棒挿入機能自体が維

持できない状態となるため，表 3.1-4 に示すように発電用原

子炉の停止中に機能・性能の確認が可能な設計とする。 

 

機能・性能の確認として，模擬入力による論理回路の動作

確認，校正及び設定値確認が可能な設計とする。 

（44-5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制御棒，制御棒駆動機構（水圧駆動）及び制御棒駆動系水圧

制御ユニットは，表 3.1-5に示すように発電用原子炉の停止中に

機能・性能試験，分解検査及び外観検査を実施することで，機能・

性能の確認が可能な設計とする。 

 

制御棒駆動機構（水圧駆動）及び制御棒駆動系水圧制御ユニ

ットは，機能・性能試験として，制御棒を全引抜き位置からスク

ラムスイッチによりスクラムさせ，スクラム時間について性能の

確認を行うことが可能な設計とする。 

また，分解検査として，浸透探傷試験により性能に影響を及

ぼす指示模様がないこと，目視により性能に影響を及ぼすおそ

れのある傷，割れ等がないことについて，制御棒駆動機構（水

圧駆動），制御棒駆動系水圧制御ユニット部品の表面状態の確認

を行うことが可能な設計とする。  

試験中又は検査中は機能自体が維持できない状態となるた

め，第 3.1－4表に示すように停止中に機能・性能の確認が可

能な設計とする。 

 

代替制御棒挿入機能による制御棒緊急挿入に使用する論理

回路は，原子炉の停止中に機能・性能の確認が可能なように，

模擬入力による動作確認，校正及び設定値確認が可能な設計

とする。 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）手動スイッチは，

原子炉の停止中に機能・性能の確認が可能なように，スイッ

チによる電磁弁の開閉動作確認が可能な設計とする。 

また，原子炉の停止中に機能・性能の確認が可能なように，

スイッチ操作により制御棒の全引き抜き位置からのスクラム

性能確認が可能な設計とする。 

 

 

第 3.1－4表 代替制御棒挿入機能及びＡＴＷＳ緩和設備（代替制

御棒挿入機能）手動スイッチの試験検査 

原子炉の状態 項目 内容 

停止中 機能・性能検査 

校正及び設定値確認 

論理回路確認 

電磁弁の開閉動作確認 

（44－5－2，5，6，7） 

 

制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動系水圧制御ユニット

は第 3.1－5表に示すように原子炉の停止中に機能・性能検査及

び分解検査が可能な設計とする。 

 

 

制御棒駆動機構及び制御棒駆動系水圧制御ユニットは，機

能・性能試験として制御棒を全引き抜き位置からスイッチ操作

によりスクラムさせ，スクラム時間について性能の確認を行う

ことが可能な設計とする。 

また，分解検査として，浸透探傷試験により性能に影響を及

ぼす指示模様がないこと，目視により性能に影響を及ぼす恐れ

のある傷，割れ等がないことについて，制御棒駆動機構，制御

棒駆動系水圧制御ユニット部品の表面状態の確認を行うことが

可能な設計とする。 

り，かつ，試験中又は検査中は代替制御棒挿入機能自体が維

持できない状態となるため，第 3.1-4 表に示すように発電用

原子炉の停止中に機能・性能の確認が可能な設計とする。 

 

機能・性能の確認として，模擬入力による論理回路の動作

確認，校正及び設定値確認が可能な設計とする。 

（44-5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.1‐4表 代替制御棒挿入機能の試験及び検査 

 

発電用原子炉 

の状態 
項目 内容 

停止中 機能・性能試験 

論理回路の動作確認

設定値確認 

計器校正 

 

制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系水圧制御ユニ

ットは，第 3.1-5 表に示すように発電用原子炉の停止中に機

能・性能試験，分解検査及び外観検査を実施することで，機能・

性能の確認が可能な設計とする。 

 

制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットは，機

能・性能試験として，制御棒を全引抜き位置からスクラムスイ

ッチによりスクラムさせ，スクラム時間について性能の確認を

行うことが可能な設計とする。 

また，分解検査として，浸透探傷試験により性能に影響を及

ぼす指示模様がないこと，目視により性能に影響を及ぼすおそ

れのある傷，割れ等がないことについて，制御棒駆動機構，制

御棒駆動水圧系水圧制御ユニット部品の表面状態の確認を行う

ことが可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，手動ス

イッチをＡＴＷＳ緩和

設備（代替制御棒挿入機 

能）の一部として整理 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，手動ス

イッチをＡＴＷＳ緩和

設備（代替制御棒挿入機 

能）の一部として整理 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 
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制御棒は，外観検査として，目視により性能に影響を及ぼす

おそれのある傷，割れ等がないことについて，表面状態の確認を

行うことが可能な設計とする。 

（44-5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43 条第 1 項四） 

(ⅰ)要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために

使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速やか

に切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

 

代替制御棒挿入機能は，重大事故等時において他の系統と

切り替えることなく使用できる設計とする。 

また，制御棒，制御棒駆動機構（水圧駆動）及び制御棒駆

動系水圧制御ユニットは，本来の用途以外の用途として使用す

るための切替えが不要であり，制御棒，制御棒駆動機構（水圧

駆動）及び制御棒駆動系水圧制御ユニットの使用にあたり切り

替えせずに使用できる設計とする。 

（44-4） 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.1－5表 制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動系水圧制御

ユニットの試験検査 

原子炉の

状態 
項目 内容 

停止中 機能・性能

検査 
スクラム性能の確認 

分解検査 

制御棒駆動機構，制御棒駆動系水圧制

御ユニット部品の表面状態を，試験及

び目視により確認 

外観検査 制御棒外観 

 

（44－5－8，10，11，14，16，18，19） 

（4）切替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第 1項四） 

（ⅰ）要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために

使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速やか

に切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

代替制御棒挿入機能は，重大事故等時において，他の系統

と切り替えることなく使用可能な設計とする。 

制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動系水圧制御ユニッ

トは，本来の用途以外の用途として使用するための切替えが

不要であり，制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動系水圧

制御ユニットの使用にあたり切り替えずに使用可能な設計と

する。 

（44－4－2） 

 

 

制御棒は，外観検査として，目視により性能に影響を及ぼす

おそれのある傷，割れ等がないことについて，表面状態の確認

を行うことが可能な設計とする。 

(44-5) 

 

第 3.1-5 表 制御棒,制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系水

圧制御ユニットの試験及び検査 

発電用原子炉

の状態 
項目 内容 

停止中 機能・性能

試験 
スクラム性能の確認 

分解検査 

制御棒駆動機構，制御棒駆動水圧

系水圧制御ユニット部品の表面状

態を，試験及び目視により確認 

外観検査 制御棒外観の確認 

 

 

 

(4)切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第１項四） 

(ⅰ)要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために

使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速やかに

切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

代替制御棒挿入機能は，重大事故等時において他の系統と

切り替えることなく使用できる設計とする。 

また，制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系水圧

制御ユニットは，本来の用途以外の用途として使用するため

の切替えが不要であり，制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒

駆動水圧系水圧制御ユニットの使用にあたり切り替えせずに

使用できる設計とする。 

(44-4) 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 
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(5)悪影響の防止（設置許可基準規則第 43 条第 1 項五） 

(ⅰ)要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであ

ること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

代替制御棒挿入機能は，他の設備に悪影響を及ぼさないよ

う以下の措置を講じる設計とする。 

代替制御棒挿入機能は，検出器から代替制御棒挿入機能用

電磁弁まで設計基準事故対処設備である多重化された原子炉

緊急停止系とは独立した構成となっており，多重化された原

子炉緊急停止系に悪影響を及ぼさない設計とする。 

多重化された原子炉緊急停止系と代替制御棒挿入機能の電

源は，遮断器又はヒューズによる電気的な分離をすることで

多重化された原子炉緊急停止系に悪影響を及ぼさない設計と

する。 

 

また，制御棒，制御棒駆動機構（水圧駆動）及び制御棒駆動

系水圧制御ユニットは，設計基準対象施設として使用する場合

と同じ系統構成で使用可能とする。 

（44-3,44-4,44-8） 

 

 

(6)設置場所（設置許可基準規則第 43 条第 1 項六） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等

対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射

線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所へ

の遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであるこ

と。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

代替制御棒挿入機能の手動回路について，操作が必要な機

器の設置場所，操作場所を表 3.1-6 に示す。代替制御棒挿入

機能用電磁弁は，中央制御室で操作を行う設計としており，

（5）悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第 1項五） 

（ⅰ）要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであ

ること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

 

代替制御棒挿入機能は，検出器から代替制御棒挿入機能用

電磁弁まで，原子炉緊急停止系の検出器からスクラム・パイ

ロット弁に対して独立した構成とし，配線用遮断器及びヒュ

ーズで電気的に分離することで，原子炉緊急停止系に悪影響

を及ぼさない設計とする。また，代替制御棒挿入機能は，原

子炉緊急停止系の電源と電気的に分離することで，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

代替制御棒挿入機能により動作する制御棒，制御棒駆動機構

及び制御棒駆動系水圧制御ユニットは，設計基準事故対処設備

として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備とし

て使用することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 （44－4－2，44－8－1～11） 

 

（6）設置場所（設置許可基準規則第 43条第 1項六） 

（ⅰ）要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等

対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射

線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所へ

の遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであるこ

と。 

  

（ⅱ）適合性 

      基本方針については「2.3.3 環境条件等」に示す。 

代替制御棒挿入機能の手動回路について，操作が必要な機

器の設置場所，操作場所を第 3.1－6表に示す。代替制御棒挿

入機能用電磁弁は，中央制御室で操作を行う設計とし，操作

(5)悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項五） 

(ⅰ)要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであ

ること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

代替制御棒挿入機能は，他の設備に悪影響を及ぼさないよ

う以下の措置を講じる設計とする。 

代替制御棒挿入機能は，検出器から代替制御棒挿入機能用

電磁弁まで設計基準事故対処設備である多重化された原子炉

保護系とは独立した構成となっており，多重化された原子炉

保護系に悪影響を及ぼさない設計とする。 

多重化された原子炉保護系と代替制御棒挿入機能の電源

は，遮断器又はヒューズによる電気的な分離をすることで多

重化された原子炉保護系に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

また，制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系水圧

制御ユニットは，設計基準事故対処設備として使用する場合

と同じ系統構成で使用可能とする。 

(44-3,44-4,44-8) 

 

 

(6)設置場所（設置許可基準規則第 43条１項六） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等

対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射

線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所へ

の遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであるこ

と。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3環境条件等」に示す。 

代替制御棒挿入機能の手動回路について，操作が必要な機

器の設置場所，操作場所を第 3.1‐6表に示す。代替制御棒挿

入機能用電磁弁は，中央制御室で操作を行う設計としており，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 
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操作場所の放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が可

能である。 

 

なお，制御棒，制御棒駆動機構（水圧駆動）及び制御棒駆

動系水圧制御ユニットは，原子炉格納容器内及び原子炉建屋

原子炉区域内に設置されている設備であるが，代替制御棒挿

入機能による信号にて動作可能であり，制御棒，制御棒駆動

機構（水圧駆動）及び制御棒駆動系水圧制御ユニットについ

ては操作不要な設計とする。 

（44-3） 

 

 

 

 

3.1.2.1.3.2 設置許可基準規則第 43 条第 2 項への適合方針 

(1)容量（設置許可基準規則第 43 条第 2 項一） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するもので

あること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

代替制御棒挿入機能は，原子炉圧力上昇及び原子炉水位低

下に至る ATWS事象の発生時に，炉心の著しい損傷を防止する

ため，原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器の健

全性を維持するとともに，発電用原子炉を未臨界にするため

のシステムである。 

 

このため，スクラム失敗時に作動するシステムであること

を考慮し，「原子炉圧力高」信号の計器誤差を考慮して確実に

作動する設計とする。また，原子炉水位低（レベル 3）信号

発生時のスクラム失敗時に作動するシステムであることを考

慮し，「原子炉水位低（レベル 2）」信号の計器誤差を考慮し

て確実に作動する設計とする。 

場所の放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が可能で

ある。 

 

なお，制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動系水圧制御

ユニットは，原子炉格納容器内及び原子炉建屋原子炉棟内に

設置されている設備であるが，代替制御棒挿入機能により自

動で動作し，操作不要な設計とする。 

 

 

 

 

第 3.1－6表 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

代替制御棒挿入機能用

電磁弁 

原子炉建屋原子炉棟

3階 
中央制御室 

（44－3－7） 

 

3.1.2.1.3.2 設置許可基準規則第 43条第 2項への適合方針 

（1）容量（設置許可基準規則第 43条第 2 項一） 

（ⅰ）要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するもので

あること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

  

 

 

 

 

 

 

緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備

として使用する代替制御棒挿入機能は，重大事故等時におい

て，原子炉圧力高又は原子炉水位異常低下（レベル２）の信

号の計器誤差を考慮して確実に作動する設計とする。また，

スクラム不作動時に作動する設備であることを考慮し，「原子

炉圧力高」の信号で作動する設計とし，原子炉水位低（レベ

操作場所の放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が可

能である。 

 

なお，制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系水圧

制御ユニットは,原子炉格納容器内及び原子炉建物原子炉棟

内に設置されている設備であるが,代替制御棒挿入機能によ

る信号にて動作可能であり,制御棒,制御棒駆動機構及び制御

棒駆動水圧系水圧制御ユニットについては操作不要な設計と

する。 

(44-3) 

 

第 3.1‐6表 操作対象機器設置場所 

 

 

3.1.2.1.3.2 設置許可基準規則第 43条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第２項一） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するもので

あること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.2容量等」に示す。 

 

代替制御棒挿入機能は，原子炉圧力上昇及び原子炉水位低下

に至るＡＴＷＳ事象の発生時に，炉心の著しい損傷を防止する

ため，原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器の健全

性を維持するとともに，発電用原子炉を未臨界に移行するため

のシステムである。 

 

このため，スクラム失敗時に作動するシステムであることを

考慮し，「原子炉圧力高」信号の計器誤差を考慮して確実に作

動する設計とする。また，原子炉水位低（レベル３）信号発生

時のスクラム失敗時に作動するシステムであることを考慮し，

「原子炉水位低（レベル２）」信号の計器誤差を考慮して確実

に作動する設計とする。 

機器名称 設置場所 操作場所 

代替制御棒挿入機能用

電磁弁 

原子炉建物原子

炉棟２階 
中央制御室 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 
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制御棒，制御棒駆動機構（水圧駆動）及び制御棒駆動系水

圧制御ユニットは，発電用原子炉を未臨界にすることが可能

な能力を有する設計とする。また，アキュムレータの容量に

て全ての制御棒を全挿入することが可能な駆動水を有する容

量とし，設計基準対象施設の容量等の仕様が，系統の目的に

応じて必要となる容量等の仕様に対して十分であることを確

認した上で，設計基準対象施設の容量等と同仕様の設計とす

る。                                            （44-6） 

 

(2)共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第 2 項二） 

(ⅰ)要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこ

と。ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用することによっ

て当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合で

あって，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して悪影

響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

 

代替制御棒挿入機能は，二以上の発電用原子炉施設におい

て共用しない設計とする。 

また，制御棒，制御棒駆動機構（水圧駆動）及び制御棒駆

動系水圧制御ユニットは，二以上の発電用原子炉施設におい

て共用しない設計とする。 

 

(3)設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43 条

第 2 項三） 

(ⅰ)要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対

処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

ル３）スクラム発生時の制御棒挿入失敗時に作動する設備で

あることを考慮し，「原子炉水位異常低下（レベル２）」で作

動する設計とする。 

 

制御棒駆動系水圧制御ユニットは，設計基準事故対処設備

としての仕様が重大事故等時において，発電用原子炉を未臨

界にするために必要な制御棒を全挿入することが可能な駆動

水を有する容量に対して十分であるため，設計基準事故対処

設備と同仕様で設計する。 

（44－6－2，3，6，7） 

  

  

 

（2）共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第 2項二） 

（ⅰ）要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこ

と。ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用することによ

って当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合

であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して

悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

 

 

敷地内に二以上の発電用原子炉施設はないことから，代替

制御棒挿入機能，制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動系

水圧制御ユニットは共用しない。 

 

（3）設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43

条第 2項三） 

（ⅰ）要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故

対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれが

ないよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

 

 

 

 

制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系水圧制御ユニ

ットは，発電用原子炉を未臨界にすることが可能な能力を有す

る設計とする。また，アキュムレータの容量にて全ての制御棒

を全挿入することが可能な駆動水を有する容量とし,設計基準

事故対処設備の容量等の仕様が，系統の目的に応じて必要とな

る容量等の仕様に対して十分であることを確認した上で,設計

基準事故対処設備の容量等と同仕様の設計とする。 

（44-6） 

 

(2)  共用の禁止(設置許可基準規則第 43条第 2項二) 

(ⅰ)要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこ

と。ただし,二以上の発電用原子炉施設と共用することによっ

て当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合で

あって,同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して悪

影響を及ぼさない場合は,この限りでない。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

代替制御棒挿入機能は，二以上の発電用原子炉施設におい

て共用しない設計とする。 

また，制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系水圧

制御ユニットは，二以上の発電用原子炉施設において共用し

ない設計とする。 

 

(3)設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43 条

第２項三） 

(ⅰ)要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故対

処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがな

いよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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③の相違 
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(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

 

代替制御棒挿入機能は，検出器から代替制御棒挿入機能用

電磁弁まで多重化された原子炉緊急停止系とは独立した構成

となっており，地震，火災，溢水等の主要な共通要因によっ

て同時に機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替制御棒挿入機能の論理回路はアナログ回路であるが，多

重化された原子炉緊急停止系の論理回路はディジタル回路で

構築されており，多様性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多重化された原子炉緊急停止系と代替制御棒挿入機能の電

源は，遮断器又はヒューズによる電気的な分離をすることで多

重化された原子炉緊急停止系と共通要因によって同時に機能

が損なわれない設計とする。 

（44-3,44-4,44-8） 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

代替制御棒挿入機能は，検出器から代替制御棒挿入機能用

電磁弁まで原子炉緊急停止系の検出器からスクラム・パイロ

ット弁に対して独立した構成とすることで，原子炉緊急停止

系と共通要因によって同時に機能を損なわない設計とする。 

 

代替制御棒挿入機能の論理回路の電源は，所内常設直流電

源設備から給電することで，非常用交流電源設備から給電す

る原子炉緊急停止系の論理回路の交流電源に対して多様性を

有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代替制御棒挿入機能の論理回路は，原子炉緊急停止系の論

理回路から電気的・物理的に分離し，独立した盤として異な

る区画に設置することで，原子炉緊急停止系と共通要因によ

って同時に機能を損なわない設計とする。 

  

代替制御棒挿入機能は，原子炉緊急停止系の電源と電気的

に分離することで，原子炉緊急停止系と共通要因によって同

時に機能を損なわない設計とする。 

 

（44－2－2，3，44－8－1～11） 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

 

代替制御棒挿入機能は，検出器から代替制御棒挿入機能用

電磁弁まで多重化された原子炉保護系とは独立した構成とな

っており，地震，火災，溢水等の主要な共通要因によって同

時に機能を損なわれない設計とする。 

 

代替制御棒挿入機能の論理回路の電源は，非常用直流電源設

備から給電することで，非常用交流電源設備から給電する原子

炉保護系の論理回路の交流電源に対して多様性を有する設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多重化された原子炉保護系と代替制御棒挿入機能の電源

は，遮断器又はヒューズによる電気的な分離をすることで多

重化された原子炉保護系と共通要因によって同時に機能が損

なわれない設計とする。 

(44-3,44-4,44-8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載内容の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉のＡＴＷ

Ｓ緩和設備は直流電源

から給電しており，原子

炉保護系は交流電源か

ら給電していることか

ら，電源の多様性を図っ

ている。柏崎 6/7と電源

構成の違いはない 

（以下，⑧の相違） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の原子炉

保護系はディジタルで

はなく，アナログである 

（以下，⑦の相違） 
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3.1.2.2 ATWS 緩和設備（代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能） 

 

3.1.2.2.1 設備概要 

ATWS緩和設備（代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能）は，

発電用原子炉が運転を緊急に停止していなければならない状況に

もかかわらず，原子炉出力又は原子炉圧力等のパラメータの変化

から緊急停止していないことが推定される場合に，原子炉出力を

制御するため，原子炉冷却材再循環ポンプを停止させることを目

的とした機能である。 

本系統は，検出器（原子炉圧力及び原子炉水位），論理回路及び

原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置（停止に必要な部

位）で構成する。 

 

本系統の目的は，原子炉冷却材再循環ポンプを停止させること

であるが，ABWR の原子炉冷却材再循環ポンプは慣性が小さく，10 

台全台を同時に停止させると冷却能力の低下を招くことから，原

子炉圧力高又は原子炉水位低（レベル 3）の信号により，原子炉

冷却材再循環ポンプ 4 台を自動停止し，原子炉水位低（レベル 2）

の信号により，原子炉冷却材再循環ポンプ 6 台を自動停止する設

計とする。 

原子炉圧力高及び原子炉水位低（レベル 2）の検出器を多重化

し，原子炉圧力高及び原子炉水位低（レベル 3）は 2 out of 3 論

理にて，原子炉水位低（レベル 2）は 2 out of 4 論理にて，作動

回路が自動的に信号を発信するよう，信頼性向上を図る設計とす

る。 

 

 

また，中央制御室の手動スイッチにより，原子炉冷却材再循環

ポンプを停止することが可能な設計とする。 

 

本系統に関する重大事故等対処設備一覧を表 3.1-7 に示す。 

 

 

3.1.2.2 ＡＴＷＳ緩和設備（代替再循環系ポンプトリップ機能） 

 

3.1.2.2.1 設備概要 

原子炉が運転を緊急に停止していなければならない状況にもか

かわらず，原子炉出力のパラメータの変化から緊急停止しない事

象が発生した場合に，原子炉出力を制御するため，再循環系ポン

プを停止させることを目的とした機能を設けるものである。 

 

 

本系統は，原子炉圧力高又は原子炉水位低異常低下（レベル２）

の場合に，代替再循環系ポンプトリップを行う回路構成とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉圧力高及び原子炉水位異常低下（レベル２）の検出器各

4 個，論理回路 4 チャンネルで構成し，論理回路の各チャンネル

は原子炉圧力高の「1 out of 2 twice」論理又は原子炉水位異常

低下（レベル２）の「1 out of 2 twice」論理の成立で自動的に

作動する設計とする。 

 

 

 

 

 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替再循環系ポンプトリップ機能）に関す

る重大事故等対処設備一覧を第 3.1－7表に示す。 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.2 ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機

能） 

3.1.2.2.1 設備概要 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）は，

発電用原子炉が運転を緊急に停止していなければならない状況に

もかかわらず，原子炉出力又は原子炉圧力等のパラメータの変化

から緊急停止していないことが推定される場合に，原子炉出力を

制御するため，原子炉再循環ポンプを停止させることを目的とし

た機能である。 

本系統は，検出器（原子炉圧力及び原子炉水位），論理回路及び

原子炉再循環ポンプトリップ遮断器で構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉圧力高及び原子炉水位低（レベル２）の検出器を多重

化し，二重の「１ out of ２」論理にて，作動回路が自動的に

信号を発信するよう，信頼性向上を図る設計とする。 

 

 

 

 

また，中央制御室の手動スイッチにより，原子炉再循環ポンプ

をトリップすることが可能な設計とする。 

 

本系統に関する重大事故等対処設備一覧を第 3.1‐7表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑨の相違 
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なお，ATWS 緩和設備（代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能）

は，以降，代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能という。 

 

 

第 3.1－7表 ＡＴＷＳ緩和設備（代替再循環系ポンプトリップ機

能）に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替再循環系ポンプトリ

ップ機能）※３【常設】 

再循環系ポンプ遮断器手動スイッチ 

低速度用電源装置遮断器手動スイッチ 

関 連

設備 

付属 

設備 

再循環系ポンプ遮断器 

低速度用電源装置遮断器 

水源  － 

流路 － 

注水先 － 

電源 

設備※１ 

(燃料給

油 設 備

含む） 

非常用交流電源設備 
２Ｃ非常用ディーゼル発電機【常設】 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機【常設】 

２Ｃ非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ

【常設】 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ

【常設】 

燃料給油設備 
２Ｃ非常用ディーゼル発電機燃料 

移送ポンプ【常設】 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料 

移送ポンプ【常設】 

軽油貯蔵タンク【常設】 

計装 

設備※２ 

平均出力領域計装【常設】 

起動領域計装【常設】 

原子炉圧力【常設】 

原子炉圧力（ＳＡ）【常設】 

※1：電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第

57条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※2：主要設備を用いた炉心損傷防止及び原子炉格納容器破損防止

対策を成功させるための操作に必要な計装設備。なお，計装

制御設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第

58条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※3：タービン・トリップ又は発電機負荷遮断直後の原子炉出力を

制するため，主蒸気止め弁閉又は蒸気加減弁急速閉の信号に

より，再循環系ポンプ 2台を同時にトリップする機能（再循

環系ポンプトリップ機能）の代替機能を有する設備。 

 

なお，ＡＴＷＳ緩和設備（代替再循環系ポンプトリップ機能）

は，以降，代替再循環系ポンプトリップ機能という。 

 

 

第 3.1‐7表 ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリッ

プ機能）に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプ

トリップ機能）【常設】 

附属設備 － 

水源 － 

流路 － 

注入先 － 

電源設備※１ 非常用交流電源設備 

非常用ディーゼル発電機（設計基準拡張）

【常設】 

計装設備※２ 平均出力領域計装【常設】 

中間領域計装【常設】 

中性子源領域計装【常設】 

※１：単線結線図を補足説明資料 44‐2に示す。 

電源設備については「3.14電源設備（設置許可基準規則

第 57 条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※２：主要設備を用いた炉心損傷防止及び原子炉格納容器の破

損防止対策を成功させるために把握することが必要な発

電用原子炉施設の状態 

計装設備については「3.15計装設備（設置許可基準規則

第 58 条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機

能）は，以降，代替原子炉再循環ポンプトリップ機能という。 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑤の相違 

島根２号炉は，手動ス

イッチをＡＴＷＳ緩和

設備（代替原子炉再循環

ポンプトリップ機能）の

一部として整理 
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3.1.2.2.2 主要設備の仕様 

図 3.1-2 に代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能の説明図

を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.2.2 主要設備の仕様 

第 3.1－3 図に代替再循環系ポンプトリップ機能の作動回路

の説明図を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.2.2 主要設備の仕様 

第 3.1‐2 図に代替原子炉再循環ポンプトリップ機能の説明

図を示す。 

 

 

 

第 3.1‐2図 代替原子炉再循環ポンプトリップ機能説明図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備設計の相違によ

る系統構成及びインタ

ーロックの相違 
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3.1.2.2.3 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

3.1.2.2.3.1 設置許可基準規則第 43 条第 1 項への適合方針 

(1)環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第 1項一）

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射

線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処する

ために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能は，中央制御室及

び原子炉建屋原子炉区域内に設置する設備であることから，

その機能を期待される重大事故等が発生した場合における，

中央制御室及び原子炉建屋原子炉区域内の環境条件を考慮

し，その機能を有効に発揮することができるよう，以下の表

3.1-8 に示すような設計とする。 

（44-3） 

3.1.2.2.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.1.2.2.3.1 設置許可基準規則第 43条第 1項への適合方針 

（1）環境条件（設置許可基準規則第 43条第 1項一） 

（ⅰ）要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射

線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処する

ために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

代替再循環系ポンプトリップ機能は，中央制御室，原子炉

建屋付属棟及び原子炉建屋原子炉棟内に設置される設備であ

ることから，その機能を期待される重大事故等が発生した場

合における，中央制御室，原子炉建屋付属棟及び原子炉建屋

原子炉棟内の環境条件を考慮し，以下の第 3.1－8 表に示す

設計とする。 

第 3.1－8表 想定する環境条件 

環境条件 対応 

環境温度･環境圧
力・湿度／屋外の
天候／放射線／荷
重 

設置場所である中央制御室，原子炉建屋
付属棟及び原子炉建屋原子炉棟内で想定
される環境温度，環境圧力，湿度及び放
射線条件に耐えられる性能を確認した機
器を使用する。 

屋外の天候による
影響 

屋外に設置する設備ではないため，天候
による影響は受けない。 

海水を通水する 
系統への影響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを踏まえ，機
器の損傷等の影響を考慮した設計とす
る。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方
針」に示す。） 

津波 津波を考慮し防潮堤及び浸水防止設備を
設置する設計とする。 

風（台風），竜巻，
積雪，火山の影響 

中央制御室，原子炉建屋付属棟，原子炉
建屋原子炉棟内に設置するため，風（台
風），竜巻，積雪及び火山の影響を受け
ない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，
電磁波による影響を考慮した設計とす
る。 

（44－3－2，3，7） 

3.1.2.2.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.1.2.2.3.1 設置許可基準規則第 43 条第１項への適合方針 

(1)環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第１項一） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射

線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処する

ために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については「2.3.3 環境条件等」に示す。 

代替原子炉再循環ポンプトリップ機能は，中央制御室，原

子炉建物付属棟及び原子炉建物原子炉棟内に設置する設備で

あることから，その機能を期待される重大事故等が発生した

場合における，中央制御室，原子炉建物付属棟及び原子炉建

物原子炉棟内の環境条件を考慮し，その機能を有効に発揮す

ることができるよう，以下の第 3.1‐8表に示すような設計と

する。 

（44-3） 

第 3.1‐8表 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・
放射線 

中央制御室，原子炉建物付属棟及び原子炉
建物原子炉棟内で想定される温度，圧力，
湿度及び放射線条件下に耐えられる性能
を確認した機器を使用する。 

屋外の天候による 
影響 

屋外に設置するものではないため，天候に
よる影響は受けない。 

海水を通水する系
統への影響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組み合わせを考慮し
た上で機器が損傷しないことを確認する
（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」
に示す）。 

風（台風）・積雪 中央制御室，原子炉建物付属棟及び原子炉
建物原子炉棟内に設置するため，風（台風）
及び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても電
磁波によりその機能が損なわれない設計
とする。 
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(2)操作性（設置許可基準規則第 43 条第 1 項二） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作

できるものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

 

代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能は，検出器を多重

化し，作動回路が 2 out of 4 論理若しくは 2 out of 3 論理

にて自動的に信号を発信するよう，信頼性向上を図る設計と

する。 

 

 

なお，中央制御室の制御盤にて手動により原子炉冷却材再

循環ポンプを停止させることが可能な設計とする。 

 

 

 

中央制御室の操作スイッチを操作するにあたり，運転員の

操作性を考慮して十分な操作空間を確保する。また，操作対

象については銘板を付けることで識別可能とし，運転員の操

作及び監視性を考慮して確実に操作できる設計とする。 

以下の表 3.1-9に操作対象機器を示す。 

（44-3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）操作性（設置許可基準規則第 43条第 1項二） 

（ⅰ）要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作

できるものであること。 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

代替再循環系ポンプトリップ機能は，原子炉圧力高及び原

子炉水位異常低下（レベル２）の検出器各 4 個，論理回路 4

チャンネルで構成し，論理回路の各チャンネルは原子炉圧力

高の「1 out of 2 twice」論理又は原子炉水位異常低下（レ

ベル２）の「1 out of 2 twice」論理の成立で自動的に作動

する設計とする。 

再循環系ポンプ遮断器手動スイッチは，中央制御室のスイ

ッチにより操作が可能な設計とする。 

低速度電源装置遮断器手動スイッチは，中央制御室のスイ

ッチにより操作が可能な設計とする。 

  

中央制御室のスイッチを操作するに当たり，運転員の操作

性を考慮して十分な操作空間を確保する。また，スイッチは

機器の名称等を表示した銘板の取付けにより，運転員の操作

性及び監視性を考慮して確実に操作可能な設計とする。 

以下の第 3.1－9表に操作対象機器を示す。 

 

 

第 3.1－9表 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作方法 操作場所 

再循環系ポンプ遮断

器 
入／切 

スイッチ 

操作 

中央 

制御室 

低速度用電源装置遮

断器 
入／切 

スイッチ 

操作 

中央 

制御室 

（44－3－7） 

 

 

 

(2)操作性（設置許可基準規則第 43条第１項二） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作

できるものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

代替原子炉再循環ポンプトリップ機能は，検出器を多重化

し，作動回路が二重の「１ out of ２」論理にて自動的に信

号を発信するよう，信頼性向上を図る設計とする。 

 

 

 

なお，中央制御室の制御盤にて手動により原子炉再循環ポ

ンプを停止させることが可能な設計とする。 

 

 

中央制御室の操作スイッチを操作するにあたり，運転員の

操作性を考慮して十分な操作空間を確保する。また，操作対

象に対しては銘板を付けることで識別可能とし，運転員の操

作及び監視性を考慮して確実に操作できる設計とする。 

以下の第 3.1‐9 表に操作対象機器を示す。 

（44-3） 

 

第 3.1‐9表 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

原子炉再循環 

ポンプトリップ遮

断器 

入→切 中央制御室 スイッチ操作 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑨の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑤の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 

【東海第二】 

⑤の相違 
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(3)試験及び検査（設置許可基準規則第 43 条第 1 項三） 

(ⅰ)要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又

は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能は，原子炉冷却材

再循環ポンプ・トリップ機能の作動信号を発信する設備であ

り，運転中に試験又は検査を実施する場合には，過大な出力

変動等によりプラントに外乱を与える可能性があり，かつ，

試験中又は検査中は機能自体が維持できない状態となるた

め，表 3.1-10 に示すように発電用原子炉の停止中に機能・

性能の確認が可能な設計とする。機能・性能の確認として，

模擬入力による論理回路の動作確認，校正及び設定値確認が

可能な設計とする。 

（44-5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）試験検査（設置許可基準規則第 43条第 1項三） 

（ⅰ）要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又

は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

  

代替再循環系ポンプトリップ機能は，再循環系ポンプトリ

ップ機能の作動信号を発信する設備であり，運転中に試験又

は検査を実施する場合には，誤操作等によりプラントに外乱

を与える可能性があり，かつ，試験中又は検査中は機能自体

が維持できない状態となるため，第 3.1－10 表に示すように

停止中に機能・性能の確認が可能な設計とする。 

代替再循環系ポンプトリップ機能による原子炉出力抑制に

使用する論理回路は，原子炉の停止中に機能・性能の確認が

可能なように，模擬入力による動作確認，校正及び設定値確

認が可能な設計とする。 

 

再循環系ポンプ遮断器手動スイッチは，原子炉の停止中に

機能・性能の確認が可能なように，スイッチ操作による遮断

器の動作確認が可能な設計とする。 

低速度用電源装置遮断器手動スイッチは，原子炉の停止中

に機能・性能の確認が可能なように，スイッチ操作による遮

断器の動作確認が可能な設計とする。 

 

 

第 3.1－10 表 代替再循環系ポンプトリップ機能，再循環系ポン

プ遮断器手動スイッチ及び低速度用電源装置遮断器手動スイッチ

の試験検査 

原子炉の状態 項目 内容 

停止中 機能・性能検査 

校正及び設定値確認 

論理回路確認 

遮断器の動作確認 

（44－5－2, 5, 6, 7） 

 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項三） 

(ⅰ)要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又

は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

代替原子炉再循環ポンプトリップ機能は，原子炉再循環ポ

ンプトリップ機能の作動信号を発信する設備であり，運転中

に試験又は検査を実施する場合には，過大な出力変動等によ

りプラントに外乱を与える可能性があり，かつ，試験中又は

検査中は機能自体が維持できない状態となるため，第 3.1‐

10表に示すように発電用原子炉の停止中に機能・性能の確認

が可能な設計とする。機能・性能の確認として，模擬入力に

よる論理回路の動作確認，校正及び設定値確認が可能な設計

とする。 

（44-5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.1‐10 表 代替原子炉再循環ポンプトリップ機能の試験及び

検査 

 

発電用原子炉の状態 項目 内容 

停止中 
機能・性能試

験 

論理回路の動作確認 

設定値確認 

計器校正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，手動ス

イッチをＡＴＷＳ緩和

設備（代替原子炉再循環

ポンプトリップ機能）の

一部として整理 
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(4)切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43 条第 1 項四） 

(ⅰ)要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために

使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速やか

に切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

 

代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能は，重大事故等時

において他の系統と切り替えることなく使用できる設計とす

る。 

（44-4） 

 

(5)悪影響の防止（設置許可基準規則第 43 条第 1 項五） 

(ⅰ)要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであ

ること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

 

代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能は，他の設備に悪

影響を及ぼさないよう以下の措置を講じる設計とする。 

代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能は，検出器から原

子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置（停止に必要な

部位）まで設計基準事故対処設備である多重化された原子炉

緊急停止系とは独立した構成となっており，多重化された原

子炉緊急停止系に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

多重化された原子炉緊急停止系と代替冷却材再循環ポン

プ・トリップ機能の電源は，遮断器又はヒューズによる電気

的な分離をすることで多重化された原子炉緊急停止系に悪影

響を及ぼさない設計とする。 

（44-3,44-8） 

 

（4）切替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第 1項四） 

（ⅰ）要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために

使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速やか

に切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止」に示す。 

 

代替再循環系ポンプトリップ機能は，重大事故等時におい

て，他の系統と切り替えることなく使用可能な設計とする。 

 

（44－4－3） 

 

（5）悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第 1項五） 

（ⅰ）要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであ

ること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

代替再循環系ポンプトリップ機能は，他の設備に悪影響を

及ぼさないよう以下の措置を講じる設計とする。 

   代替再循環系ポンプトリップ機能は，検出器から再循環系ポ

ンプ遮断器及び低速度用電源装置遮断器まで，原子炉緊急停

止系の検出器からスクラム・パイロット弁に対して独立した

構成とし，配線用遮断器及びヒューズで電気的に分離するこ

とで，原子炉緊急停止系に悪影響を及ぼさない設計する。 

 

また，代替再循環系ポンプトリップ機能は，原子炉緊急停

止系の電源と電気的に分離することで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

 

 （44－4－3，44－8－1～11） 

 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第１項四） 

(ⅰ)要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために

使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速やか

に切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

代替原子炉再循環ポンプトリップ機能は，重大事故等時に

おいて他の系統と切り替えることなく使用できる設計とす

る。 

（44-4） 

 

(5)  悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項五） 

(ⅰ)要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであ

ること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

代替原子炉再循環ポンプトリップ機能は，他の設備に悪影

響を及ぼさないよう以下の措置を講じる設計とする。 

代替原子炉再循環ポンプトリップ機能は，検出器から原子

炉再循環ポンプトリップ遮断器まで設計基準事故対処設備で

ある多重化された原子炉保護系とは独立した構成となってお

り，多重化された原子炉保護系に悪影響を及ぼさない設計と

する。 

 

多重化された原子炉保護系と代替原子炉再循環ポンプトリ

ップ機能の電源は，遮断器又はヒューズによる電気的な分離

をすることで多重化された原子炉保護系に悪影響を及ぼさな

い設計とする。 

（44-3,44-8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 

【東海第二】 

⑤の相違 
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(6)設置場所（設置許可基準規則第 43 条第 1 項六） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等

対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射

線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所へ

の遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであるこ

と。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能は，現場における

操作が不要な設計とする。 

なお，中央制御室の制御盤にて手動により原子炉冷却材再

循環ポンプを停止させる場合について，操作が必要な機器の

設置場所，操作場所を表 3.1-11 に示す。操作スイッチは，

中央制御室で操作を行う設計としており，操作場所の放射線

量が高くなるおそれが少ないため操作が可能である。 

（44-3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（6）設置場所（設置許可基準規則第 43条第 1項六） 

（ⅰ）要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等

対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射

線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所へ

の遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであるこ

と。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

代替再循環系ポンプトリップ機能は，現場における作業が

不要な設計とする。 

なお，中央制御室の制御盤にて手動による再循環系ポンプ

を手動停止させる場合について，操作が必要な機器の設置場

所，操作場所を第 3.1－11 表に示す。スイッチは，中央制御

室で操作を行う設計とし，操作場所の放射線量が高くなるお

それが少ないため操作が可能である。 

 

 

 

第 3.1－11表 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

再循環系ポンプ遮断器 

原子炉建屋付属棟

地下1階 

原子炉建屋付属棟

地下2階 

中央制御室 

低速度用電源装置遮断器 
原子炉建屋原子炉

棟4階 
中央制御室 

（44－3－7） 

 

 

 

 

 

 

 

(6)  設置場所（設置許可基準規則第 43条１項六） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等

対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射

線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所へ

の遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであるこ

と。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3環境条件等」に示す。 

 

代替原子炉再循環ポンプトリップ機能は，現場における操

作が不要な設計とする。 

なお，中央制御室の制御盤にて手動により原子炉再循環ポ

ンプを停止させる場合について，操作が必要な機器の設置場

所，操作場所を第 3.1‐11 表に示す。操作スイッチは，中央

制御室で操作を行う設計としており，操作場所の放射線量が

高くなるおそれが少ないため操作可能である。 

（44-3） 

 

 

第 3.1‐11 表 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

原子炉再循環ポンプトリッ

プ遮断器 

原子炉建物付属棟

２階 
中央制御室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 

【東海第二】 

⑤の相違 
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3.1.2.2.3.2 設置許可基準規則第 43 条第 2 項への適合方針 

(1)容量（設置許可基準規則第 43 条第 2 項一） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するもので

あること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能は，原子炉圧力上

昇及び原子炉水位低下に至る ATWS 事象の発生時に，炉心の

著しい損傷を防止し，原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子

炉格納容器の健全性を維持するため，「原子炉水位低（レベル

2，レベル 3）」及び「原子炉圧力高」信号の計器誤差を考慮

して確実に作動する設計とする。 

なお，ABWR の原子炉冷却材再循環ポンプは慣性が小さく，

10 台全台同時に停止させると冷却能力の低下を招くことか

ら，原子炉圧力高又は原子炉水位低（レベル 3）の信号によ

り，原子炉冷却材再循環ポンプ 4 台を自動停止し，原子炉水

位低（レベル 2）の信号により，原子炉冷却材再循環ポンプ 6 

台を自動停止する設計とする。 

（44-6） 

 

(2)共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第 2 項二） 

(ⅰ)要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこ

と。ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用することによ

って当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合

であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して

悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

 

代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能は，二以上の発電

用原子炉施設において共用しない設計とする。 

 

3.1.2.2.3.2 設置許可基準規則第 43条第 2項への適合方針 

（1）容量（設置許可基準規則第 43条第 2 項一） 

（ⅰ）要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するもので 

あること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備

として使用する代替再循環系ポンプトリップ機能は，重大事

故等時において，原子炉圧力高又は原子炉水位異常低下（レ

ベル２）信号の計器誤差を考慮して確実に作動させることで，

再循環系ポンプ 2台を自動停止する設計とする。 

（44－6－4，5） 

 

  

 

 

 

 

 

 

（2）共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第 2項二） 

（ⅰ）要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこ

と。ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用することによ

って当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合

であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して

悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

敷地内に二以上の原子炉施設はないことから，代替再循環

系ポンプトリップ機能は共用しない。 

 

3.1.2.2.3.2 設置許可基準規則第 43条第２項への適合方針 

(1)容量（設置許可基準規則第 43条第２項一） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するもので

あること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

代替原子炉再循環ポンプトリップ機能は，原子炉圧力上昇

及び原子炉水位低下に至るＡＴＷＳ事象の発生時に，炉心の

著しい損傷を防止し，原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子

炉格納容器の健全性を維持するため，「原子炉水位低（レベル

２）」及び「原子炉圧力高」信号の計器誤差を考慮して確実に

原子炉再循環ポンプを自動停止する設計とする。 

 

 

 

 

 

（44-6） 

 

 (2)共用の禁止（設置許可基準規則第 43条第２項二） 

(ⅰ)要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこ

と。ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用することによ

って当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合

であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して

悪影響を及ぼさない場合は，この限りではない。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

代替原子炉再循環ポンプトリップ機能は，二以上の発電用

原子炉施設において共用しない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 
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(3)設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43 条

第 2 項三） 

(ⅰ)要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故

対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれが

ないよう，適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

 

代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能は，検出器から原

子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置（停止に必要な

部位）まで多重化された原子炉緊急停止系とは独立した構成

となっており，地震，火災，溢水等の主要な共通要因によっ

て同時に機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能の論理回路はアナ

ログ回路であるが，多重化された原子炉緊急停止系の論理回

路はディジタル回路で構築されており，多様性を有する設計

とする。 

 

 

 

 

 

多重化された原子炉緊急停止系と代替冷却材再循環ポン

プ・トリップ機能の電源は，遮断器又はヒューズによる電気

的な分離をすることで多重化された原子炉緊急停止系と共

通要因によって同時に機能が損なわれない設計とする。 

（44-3,44-8） 

 

 

 

（3）設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43

条第 2項三） 

（ⅰ）要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事

故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう，適切な措置を講じたものであること。 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

代替再循環系ポンプトリップ機能は，検出器から再循環系

ポンプ遮断器及び低速度用電源装置遮断器まで原子炉緊急停

止系の検出器からスクラム・パイロット弁に対して独立した

構成とすることで，原子炉緊急停止系と共通要因によって同

時に機能を損なわない設計とする。 

 

代替再循環系ポンプトリップ機能の論理回路の電源は，所

内常設直流電源設備から給電することで，非常用交流電源設

備から給電する原子炉緊急停止系の論理回路の交流電源に対

して多様性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

代替再循環系ポンプトリップ機能の論理回路は，原子炉緊

急停止系の論理回路から電気的・物理的に分離し，独立した

盤として異なる区画に設置することで，原子炉緊急停止系と

共通要因によって同時に機能を損なわない設計とする。 

 

代替再循環系ポンプトリップ機能は，原子炉緊急停止系の

電源と電気的に分離することで原子炉緊急停止系と共通要因

によって同時に機能を損なわれない設計とする。 

 

（44－2－2，44－8－1～11） 

 

 

 

(3)設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43 条

第２項三） 

(ⅰ)要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故

対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれが

ないよう，適切な措置を講じたものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

代替原子炉再循環ポンプトリップ機能は，検出器から原子

炉再循環ポンプトリップ遮断器まで多重化された原子炉保護

系とは独立した構成となっており，地震，火災，溢水等の主

要な共通要因によって同時に機能を損なわれない設計とす

る。 

 

代替原子炉再循環ポンプトリップ機能の論理回路の電源

は，非常用直流電源設備から給電することで，非常用交流電

源設備から給電する原子炉保護系の論理回路の交流電源に対

して多様性を有する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多重化された原子炉保護系と代替原子炉再循環ポンプト

リップ機能の電源は，遮断器又はヒューズによる電気的な分

離をすることで多重化された原子炉保護系と共通要因によっ

て同時に機能を損なわれない設計とする。 

（44-3,44-8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 

【東海第二】 

⑤の相違 

 

・記載内容の相違 

【柏崎 6/7】 

⑧の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑦の相違 
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3.1.2.3 ほう酸水注入系 

3.1.2.3.1 設備概要 

原子炉緊急停止系の機能が喪失した場合においても，発電用原

子炉を未臨界に移行し，炉心の著しい損傷を防止することを目的

として，十分な反応度制御能力を有するほう酸水注入系を使用す

る。 

本系統は，ほう酸水注入系ポンプ，電源設備（非常用交流電源

設備），計測制御装置等，水源であるほう酸水注入系貯蔵タンク，

流路であるほう酸水注入系の配管及び弁並びに高圧炉心注水系の

配管，弁及びスパージャ並びに注入先である原子炉圧力容器等で

構成される。 

本系統は，ほう酸水注入系ポンプにより，ほう酸水注入系貯蔵

タンクのほう酸水である五ほう酸ナトリウム溶液を高圧炉心注水

系等を経由して原子炉圧力容器へ注入することで，発電用原子炉

を未臨界にできる設計とする。 

 

本系統は，中央制御室からの手動操作により，ほう酸水注入系

の操作スイッチを「ポンプ A（又は B）」位置にすることで，ほう

酸水注入系ポンプ吸込弁及びほう酸水注入系注入弁が「全閉」か

ら「全開」となり，ほう酸水注入系ポンプが起動し，原子炉圧力

容器へほう酸水を注入する。 

 

本系統全体の系統概要図を図 3.1-3 に，本系統に関する重大事

故等対処設備一覧を表 3.1-12 に示す。 

 

 

 

 

 

3.1.2.3 ほう酸水注入系 

3.1.2.3.1 設備概要 

原子炉緊急停止系，制御棒及び制御棒駆動系水圧制御ユニット

の機能が喪失した場合においても，発電用原子炉を臨界未満に維

持することを目的として，十分な反応度制御能力を有するほう酸

水注入系を設置しているものである。 

本系統は，ほう酸水である五ほう酸ナトリウム溶液を貯蔵する

ためのほう酸水貯蔵タンク，ほう酸水貯蔵タンクから発電用原子

炉にほう酸水を注入するためのほう酸水注入ポンプ等で構成さ

れ，炉心底部のほう酸水注入ノズルから発電用原子炉へほう酸水

を注入することで，発電用原子炉を未臨界にするものである。 

 

 

 

 

 

本系統は，中央制御室からの手動操作により，ほう酸水注入系

起動用キー・スイッチを「ＳＹＳ．Ａ（又はＢ）」位置にすること

で，ほう酸水貯蔵タンク出口弁及び爆破弁が「全閉」から「全開」

となり，ほう酸水注入ポンプが起動し，原子炉へほう酸水を注入

する。 

 

本系統全体の系統概要図を第 3.1－4 図に，本系統に関する重

大事故等対処設備一覧を第 3.1－12 表に示す。 

 

 

 

 

 

3.1.2.3 ほう酸水注入系 

3.1.2.3.1 設備概要 

原子炉保護系，制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系

水圧制御ユニットの機能が喪失した場合においても,発電用原子

炉を未臨界に移行し,炉心の著しい損傷を防止することを目的と

して,十分な反応度制御能力を有するほう酸水注入系を使用する。 

本系統は,ほう酸水注入ポンプ，電源設備(非常用交流電源設

備)，計測制御装置等，水源であるほう酸水貯蔵タンク，流路であ

るほう酸水注入系の配管及び弁並びに差圧検出･ほう酸水注入系

配管並びに注入先である原子炉圧力容器等で構成される。 

 

本系統は,ほう酸水注入ポンプにより,ほう酸水貯蔵タンクのほ

う酸水である五ほう酸ナトリウム溶液を原子炉圧力容器へ注入す

ることで,発電用原子炉を未臨界にできる設計とする。 

 

 

本系統は,中央制御室からの手動操作により, ほう酸水注入系

の操作スイッチを「Ａ系統（又はＢ系統）」位置にすることで，Ｓ

ＬＣタンク出口弁及びＳＬＣ注入弁が「全閉」から「全開」とな

り,ほう酸水注入ポンプが起動し,原子炉圧力容器へほう酸水を注

入する。 

 

本系統全体の系統概要図を第 3.1-3 図に,本系統に関する重大

事故等対処設備一覧を第 3.1-12表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は高圧炉

心注水系を経由せず，炉

心底部から注入する（以

下，⑥の相違） 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

東海第二は，爆破弁を

設置しているが，島根２

号炉は，電動弁を設置し

ている（以下，⑩の相違） 
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第3.1－4 図 ほう酸水注入系 系統概要図 

 

第 3.1－12表 ほう酸水注入系に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 
ほう酸水注入ポンプ【常設】 

ほう酸水貯蔵タンク【常設】 

関連 

設備 

付属設備 － 

水源 － 

流路 ほう酸水注入系 配管・弁【常設】 

注入先 原子炉圧力容器【常設】 

電源設備
※１ 

（燃料給

油設備含

む） 

非常用交流電源設備 
２Ｃ非常用ディーゼル発電機【常設】 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機【常設】 

２Ｃ非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ

【常設】 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ

【常設】 

燃料給油設備 
２Ｃ非常用ディーゼル発電機燃料 

移送ポンプ【常設】 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料 

移送ポンプ【常設】 

軽油貯蔵タンク【常設】 

計装設備
※２ 

平均出力領域計装【常設】 

起動領域計装【常設】 

サプレッション・プール水温度【常設】 

残留熱除去系系統流量【常設】 

残留熱除去系熱交換器入口温度【常設】 

残留熱除去系熱交換器出口温度【常設】 

残留熱除去系海水系系統流量【常設】 

※1：電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第

57条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

第 3.1－3 図 ほう酸水注入系 系統概要図 

 

 

第 3.1‐12 表 ほう酸水注入系に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 ほう酸水注入ポンプ【常設】 

ほう酸水貯蔵タンク【常設】 

附属設備 － 

水源 － 

流路 ほう酸水注入系 配管，弁及び差圧検出･ほ

う酸水注入系配管【常設】 

注入先 原子炉圧力容器【常設】 

電源設備※１ 非常用交流電源設備 

非常用ディーゼル発電機（設計基準拡張）

【常設】 

計装設備※２ 平均出力領域計装【常設】 

中間領域計装【常設】 

中性子源領域計装【常設】 

※１：単線結線図を補足説明資料 44-2に示す。 

電源設備については「3.14 電源設備(設置許可基準規則

第 57条に対する設計方針を示す章)」で示す。 

※２：主要設備を用いた炉心損傷防止及び原子炉格納容器の破

損防止対策を成功させるために把握することが必要な原

子炉施設の状態 

    計装設備については「3.15 計装設備(設置許可基準規則

第 58条に対する設計方針を示す章)」で示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

攪拌用空気

原子炉
圧力容器

格納容器 原子炉建屋
原子炉棟

ほう酸水注入ポンプ(A)

ほう酸水注入
テストタンク

ほう酸水
貯蔵タンク

電気ヒータ

：重大事故等対処設備

：切り替え操作対象弁
(中央制御室から操作可能)    

純水

RO

T

T

電気ヒータ

MO

MO

P

ほう酸水注入ポンプ(B)

AO

L

：区分Ⅰより電源供給

：区分Ⅱより電源供給

凡 例

：爆破弁

：電動弁

：空気作動弁

：逆止弁

：水位計

：温度計

：圧力計

：流量制限器

：安全弁

MO

AO

L

T

P

RO
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3.1.2.3.2  主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1)  ほう酸水注入系ポンプ 

種類   ：往復形 

容量  ：約 11m３/h/台 

全揚程  ：約 860m 

最高使用圧力 ： 吸 込 側 1.37MPa[gage] ／ 吐 出 側

10.8MPa[gage] 

最高使用温度  ：66℃ 

個数  ：1（予備 1） 

取付箇所  ：原子炉建屋地上 3 階 

原動機の出力 ：45kW 

 

(2)  ほう酸水注入系貯蔵タンク 

種類  ：たて置円筒形 

容量  ：約 30m３ 

最高使用圧力 ：静水頭 

最高使用温度 ：66℃ 

個数  ：１ 

取付箇所  ：原子炉建屋地上 3 階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※2：主要設備を用いた炉心損傷防止及び原子炉格納容器破損防止

対策を成功させるための操作に必要な計装設備。なお，計装

制御設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第

58条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

3.1.2.3.2 主要設備の仕様 

  

 

（1） ほう酸水注入ポンプ 

種類       水平 3連プランジャポンプ 

容量       約 9.78m３／h 

全揚程      約 870m 

最高使用圧力   9.66MPa[gage] 

 

最高使用温度   66℃ 

台数           1（予備 1） 

取付箇所      原子炉建屋原子炉棟 5階 

原動機の出力   37kW 

 

（2） ほう酸水貯蔵タンク 

種類        円筒縦型 

容量          約 19.5m３ 

最高使用圧力   静水頭 

最高使用温度   66℃ 

基数           1 

取付箇所       原子炉建屋原子炉棟 5階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.3.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1)  ほう酸水注入ポンプ 

種類  ：往復形 

容量  ：約 10m3/h/台 

全揚程  ：約 870m 

最高使用圧力  ： 吸 込 側 0.93MPa[gage]/ 吐 出 側

11.8MPa[gage] 

最高使用温度  ：66℃ 

個数   ：１（予備 1） 

取付箇所   ：原子炉建物原子炉棟３階 

原動機の出力  ：45kW  

 

(2)ほう酸水貯蔵タンク 

種類  ：たて置円筒形 

容量  ：約 20m3 

最高使用圧力 ：静水頭 

最高使用温度 ：66℃ 

個数  ：１  

取付箇所  ：原子炉建物原子炉棟３階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備仕様の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備仕様の相違 
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3.1.2.3.3 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

3.1.2.3.3.1 設置許可基準規則第 43 条第 1 項への適合方針 

（1）環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第 1項一） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射

線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処する

ために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

 

  (ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

ほう酸水注入系のほう酸水注入系ポンプ及びほう酸水注

入系貯蔵タンクは，原子炉建屋原子炉区域内に設置される設

備であることから，想定される重大事故等時における原子炉

建屋原子炉区域内の環境条件及び荷重条件を考慮し，その機

能を有効に発揮することができるよう，表 3.1-13 に示す設

計とする。 

ほう酸水注入系ポンプの操作は，想定される重大事故等時

において，中央制御室の操作スイッチから可能な設計とす

る。 

（44-3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.3.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.1.2.3.3.1 設置許可基準規則第 43条第 1項への適合方針 

（1）環境条件（設置許可基準規則第 43条第 1項一） 

（ⅰ）要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射

線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処する

ために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

  

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

ほう酸水注入系のほう酸水注入ポンプ及びほう酸水貯蔵タ

ンクは，原子炉建屋原子炉棟に設置される設備であることか

ら，その機能を期待される重大事故等が発生した場合におけ

る，原子炉建屋原子炉棟内の環境条件を考慮し，以下の第 3.1

－13表に示す設計とする。 

 

また，ほう酸水注入ポンプの操作は，中央制御室における

操作盤上での起動用キー・スイッチから遠隔操作可能な設計

とする。 

（44－3－4，5，6） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.3.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.1.2.3.3.1 設置許可基準規則第 43条第 1項への適合方針 

（1）環境条件及び荷重条件(設置許可基準規則第 43条第 1項一) 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度,放

射線,荷重その他の使用条件において,重大事故等に対処す

るために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については,「2.3.3環境条件等」に示す。 

 

ほう酸水注入系のほう酸水注入ポンプ及びほう酸水貯蔵

タンクは, 原子炉建物原子炉棟内に設置される設備である

ことから,想定される重大事故等時における原子炉建物原

子炉棟内の環境条件及び荷重条件を考慮し,その機能を有

効に発揮することができるよう,第 3.1-13 表に示す設計と

する。 

ほう酸水注入ポンプの操作は,想定される重大事故等時

において,中央制御室の操作スイッチから可能な設計とす

る。 

(44-3) 
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（2）操作性（設置許可基準規則第 43 条第 1 項二） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操

作できるものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

ほう酸水注入系の操作は，想定される重大事故等時におい

て，中央制御室内の環境条件（被ばく影響等）を考慮の上，

中央制御室の操作スイッチにより操作可能な設計とする。 

ほう酸水注入系の起動操作は，原子炉出力抑制により原子

炉出力を抑制した後，中央制御室からの手動操作により，ほ

う酸水注入系の操作スイッチを「ポンプ A（又は B）」位置に

することで，ほう酸水注入系ポンプ吸込弁及びほう酸水注入

系注入弁が「全閉」から「全開」となり，ほう酸水注入系ポ

ンプが起動し，原子炉圧力容器へほう酸水を注入する。

表 3.1-14に操作対象機器を示す。 

第 3.1－13表 想定する環境条件 

環境条件 対応 

環境温度･環境圧

力・湿度／屋外の天

候／放射線／荷重 

設置場所である原子炉建屋原子炉棟で想

定される環境温度，環境圧力，湿度及び

放射線条件に耐えられる性能を確認した

機器を使用する。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置する設備ではないため，天候

による影響は受けない。 

海水を通水する系

統への影響 

海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを踏まえ，機

器の損傷等の影響を考慮した設計とす

る。（詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方

針」に示す。） 

津波 津波を考慮し防潮堤及び浸水防止設備を

設置する設計とする。 

風（台風），竜巻，

積雪，火山の影響 

原子炉建屋原子炉棟に設置するため，風

（台風），竜巻，積雪及び火山の影響を

受けない。 

電磁的障害 機械装置のため，電磁波の影響は受けな

い。 

（2）操作性（設置許可基準規則第 43条第 1項二） 

（ⅰ）要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操

作できるものであること。 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

ほう酸水注入ポンプの操作は，ＡＴＷＳ事象発生時におい

て，中央制御室内の環境条件（被ばく影響等）を考慮の上，

中央制御室における操作盤上での起動用キー・スイッチによ

り操作可能な設計とする。 

ほう酸水注入ポンプの起動操作は，原子炉出力抑制により

原子炉出力を抑制した後，中央制御室からの手動操作により，

ほう酸水注入系起動用キー・スイッチを「ＳＹＳ．Ａ（又は

Ｂ）」位置にすることで，ほう酸水貯蔵タンク出口弁及び爆破

弁が「全閉」から「全開」となり，ほう酸水注入ポンプが起

動することで，原子炉へほう酸水を注入する。 

第 3.1－14表に操作対象機器を示す。 

第 3.1-13表 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉建物原子炉棟内で想定される温

度,圧力,湿度及び放射線条件下に耐え

られる性能を確認した機器を使用す

る。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため,天

候による影響は受けない。 

海水を通水する系

統への影響 
海水を通水することはない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した

上で機器が損傷しないことを確認する

(詳細は「2.1.2 耐震設計の基本方針」

に示す)。 

風（台風）・積雪 原子炉建物原子炉棟内に設置するた

め,風(台風)及び積雪の影響は受けな

い。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合において

も,電磁波によりその機能が損なわれ

ない設計とする。 

（2）操作性(設置許可基準規則第 43条第 1項二) 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操

作できるものであること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については,「2.3.4操作性及び試験・検査性」に

示す。 

ほう酸水注入系の操作は,想定される重大事故等時におい

て,中央制御室内の環境条件(被ばく影響等)を考慮の上,中央

制御室の操作スイッチにより操作可能な設計とする。 

ほう酸水注入系の起動操作は,原子炉出力抑制により原子

炉出力を抑制した後,中央制御室からの手動操作により，ほう

酸水注入系の操作スイッチを「Ａ系統（又はＢ系統）」位置に

することで，ＳＬＣタンク出口弁及びＳＬＣ注入弁が「全閉」

から「全開」となり,ほう酸水注入ポンプが起動し,原子炉圧

力容器へほう酸水を注入する。 

第 3.1-14表に操作対象機器を示す。 

・設備の相違

【東海第二】 

⑩の相違
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中央制御室の操作スイッチを操作するにあたり，運転員の

操作性を考慮して十分な操作空間を確保する。また，操作対

象については銘板を付けることで識別可能とし，運転員の操

作及び監視性を考慮して確実に操作できる設計とする。 

（44-3） 

 

 

また，ほう酸水注入系ポンプは並列に 2 台設置され，1 台

を予備とすることで多重性を備えた設計とし，必要なときに

確実にほう酸水を注入できるよう，ポンプの吐出側に並列に

2 個のほう酸水注入弁を設けることで，確実に原子炉圧力容

器へほう酸水を注入することが可能な設計とする。 

なお，ほう酸水注入系貯蔵タンクについては，操作不要な設

計とする。 

（44-4） 

 

(3)試験及び検査（設置許可基準規則第 43 条第 1 項三） 

(ⅰ)要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又

は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

ほう酸水注入系のほう酸水注入系ポンプ及びほう酸水注入

系貯蔵タンクは，表 3.1-15に示すように発電用原子炉の運転

中又は停止中に機能・性能試験，弁動作試験を，また，停止

中に分解検査及び外観検査が可能な設計とする。 

第 3.1－14表 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作方法 操作場所 

ほう酸水注入ポン

プ（Ａ又はＢ） 
停止→起動 

キー・ 

スイッチ操作 
中央制御室 

ほう酸水貯蔵タン

ク出口弁（Ａ又は

Ｂ） 

弁閉→弁開 
キー・ 

スイッチ操作 
中央制御室 

ほう酸水注入系爆

破弁 

（Ａ又はＢ） 

弁閉→弁開 
キー・ 

スイッチ操作 
中央制御室 

 

操作場所である中央制御室内は，運転員の操作性を考慮し

て十分な操作空間を確保する。また，操作対象であるほう酸

水注入系起動用キー・スイッチについては中央制御室操作盤

上に設置され，銘板をつけることで識別可能とし，運転員の

操作及び監視性を考慮して確実に操作可能な設計とする。 

（44－3－5） 

 

また，ほう酸水注入ポンプは並列に 2 台設置され，1 台を

予備とすることで多重性を備えた設計とし，必要なときに確

実にほう酸水を注入できるよう，ポンプの吐出側に並列に 2

個の爆破弁を設けることで，確実に発電用原子炉へほう酸水

を注入することが可能な設計とする。 

なお，ほう酸水貯蔵タンクについては，操作不要な設計とす

る。 

（44－4－4） 

 

（3）試験検査（設置許可基準規則第 43条第 1項三） 

（ⅰ）要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又

は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

ほう酸水注入系のほう酸水注入ポンプは，発電用原子炉運

転中に機能・性能検査が可能な設計とする。また，停止中に

機能・性能検査，分解検査及び外観検査が可能な設計とする。 

 

第 3.1-14表 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

Ａ又はＢ－ほう酸水 

注入ポンプ 
停止→起動 中央制御室 

スイッチ 

操作 

Ａ又はＢ－ＳＬＣ 

タンク出口弁 
弁閉→弁開 中央制御室 

スイッチ 

操作 

Ａ又はＢ－ＳＬＣ 

注入弁 
弁閉→弁開 中央制御室 

スイッチ 

操作 

 

 

中央制御室の操作スイッチを操作するにあたり,運転員の

操作性を考慮して十分な操作空間を確保する。また,操作対象

については銘板を付けることで識別可能とし,運転員の操作

及び監視性を考慮して確実に操作できる設計とする。 

(44-3) 

 

 

また,ほう酸水注入ポンプは並列に２台設置され,１台を予

備とすることで多重性を備えた設計とし,必要なときに確実

にほう酸水を注入できるよう,ポンプの吐出側に並列に２個

のＳＬＣ注入弁を設けることで,確実に原子炉圧力容器へほ

う酸水を注入することが可能な設計とする。 

なお,ほう酸水貯蔵タンクについては,操作不要な設計とす

る。 

（44-4) 

 

(3)試験及び検査(設置許可基準規則第 43条第 1項三) 

(ⅰ)要求事項 

健全性及び能力を確認するため,発電用原子炉の運転中又

は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については,「2.3.4操作性及び試験・検査性」に

示す。 

ほう酸水注入系のほう酸水注入ポンプ及びほう酸水貯蔵タ

ンクは,第 3.1-15 表に示すように発電用原子炉の運転中又は

停止中に機能・性能試験，弁動作試験を,また,停止中に分解

検査及び外観検査が可能な設計とする。 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑩の相違 
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操作対象弁であるほう酸水注入系ポンプ吸込弁及びほう酸

水注入系注入弁についても，発電用原子炉の運転中又は停止

中に弁の機能・性能及び漏えいの有無の確認が可能な設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほう酸水注入系ポンプは，機能・性能試験として，脱塩水

（純水）をテストタンクから循環させ，吐出圧力，系統（ポ

ンプ廻り）の振動，異音，異臭及び漏えいについて運転性能

の確認を行うことが可能な設計とする。 

また，分解検査として，浸透探傷検査により性能に影響を

及ぼす指示模様がないこと，目視により性能に影響を及ぼす

おそれのある傷，割れ等がないことについて，ポンプ部品表

面状態の確認を行うことが可能な設計とする。 

 

操作対象弁であるほう酸水注入系ポンプ吸込弁及びほう酸

水注入系注入弁は，機能・性能試験として，これら操作対象

弁が全開することについて弁動作の確認を行うことが可能な

ほう酸水貯蔵タンクは，発電用原子炉運転中に機能・性能

検査が可能な設計とする。また，停止中に機能・性能検査，

開放検査及び外観検査が可能な設計とする。  

 

なお，操作対象弁であるほう酸水貯蔵タンク出口弁及び爆

破弁は，発電用原子炉停止中に弁の弁作動確認が可能な設計

とする。 

 

ほう酸水注入系の試験検査については，表 3.1－15表に示す。 

 

第 3.1－15表 ほう酸水注入系の試験検査 

原子炉の状態 項目 内容 

停止中 機能・性能検査 運転性能の確認 

漏えいの確認 

ほう酸質量の確認 

弁動作試験 弁開閉動作の確認 

分解検査 ポンプ部品の表面状態を

試験及び目視により確認 

外観検査 タンク外観 

運転中 機能・性能検査 運転性能の確認 

漏えいの確認 

ほう酸質量の確認 

 

 

ほう酸水注入ポンプは，機能・性能検査として，脱塩水（純

水）をテストタンクから循環させ，吐出圧力，系統（ポンプ

廻り）の振動，異音，異臭及び漏えいについて運転性能の確

認を行うことが可能な設計とする。 

また，分解検査として，浸透探傷検査により性能に影響を

及ぼす指示模様が無いこと，目視により性能に影響を及ぼす

恐れのあるき裂，打こん，変形及び摩耗の有無の確認を行う

ことが可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作対象弁であるＳＬＣタンク出口弁及びＳＬＣ注入弁に

ついても,発電用原子炉の運転中又は停止中に弁の機能・性能

及び漏えいの有無の確認が可能な設計とする。 

 

 

 

第 3.1-15表 ほう酸水注入系の試験及び検査 

発電用原子

炉の状態 
項目 内容 

停止中 機能・性能試験 運転性能の確認 

漏えいの確認 

ほう酸質量の確認 

弁動作試験 弁開閉動作の確認 

分解検査 ポンプ部品の表面状態を， 

試験及び目視により確認 

外観検査 タンク外観の確認 

運転中 機能・性能試験 運転性能の確認 

漏えいの確認 

ほう酸質量の確認 

弁動作試験 弁開閉動作の確認 

 

ほう酸水注入ポンプは,機能・性能試験として,脱塩水(純

水)をテストタンクから循環させ,吐出圧力,系統(ポンプ廻

り)の振動,異音,異臭及び漏えいについて運転性能の確認を

行うことが可能な設計とする。 

また,分解検査として,浸透探傷検査により性能に影響を及

ぼす指示模様がないこと,目視により性能に影響を及ぼすお

それのある傷,割れ等がないことについて,ポンプ部品表面状

態の確認を行うことが可能な設計とする。 

 

 

操作対象弁であるＳＬＣタンク出口弁及びＳＬＣ注入弁

は,機能・性能試験として,これら操作対象弁が全開すること

について弁動作の確認を行うことが可能な設計とする。 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑩の相違 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 
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設計とする。 

 

ほう酸水注入系貯蔵タンクは，機能・性能試験として，中

性子吸収材である五ほう酸ナトリウムの質量が発電用原子炉

を十分未臨界にするための反応度制御能力を有する量を満足

することとし，ほう酸水注入系貯蔵タンクのほう酸濃度及び

タンク水位の確認を行うことにより，ほう酸質量の確認が可

能な設計とする。 

 

また，外観検査として，タンク本体外観に傷や漏えい痕が

ないことについてほう酸水注入系貯蔵タンク外表面状態の確

認を行うことが可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

なお，ほう酸水注入系は，多重性を備えた系統及び機器で

あるが，各々が独立して他の系統へ悪影響を及ぼさず検査が

可能な設計とし，ほう酸水注入系ポンプ，ほう酸水注入系貯

蔵タンク及び操作対象弁であるほう酸水注入系ポンプ吸込弁

及びほう酸水注入系注入弁は，プラント運転中又は停止中に

おける検査を行う際の接近性を考慮した必要な作業空間を備

え，構造上接近又は検査が困難とならない設計とする。 

（44-5） 

 

 

(4)切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43 条第 1 項四） 

(ⅰ)要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために

使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速やか

に切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

 

 

ほう酸水貯蔵タンクは，機能・性能検査として，中性子吸

収材である五ほう酸ナトリウムの質量が原子炉を十分臨界未

満に維持できるだけの反応度効果を有する量を満足すること

とし，ほう酸水貯蔵タンクのほう酸濃度及びタンク水位の確

認を行うことにより，ほう酸質量の確認が可能な設計とする。 

 

 

また，外観検査として，タンク本体外観に傷や漏えい痕が

ないことについてほう酸水貯蔵タンク外表面状態の確認を行

うことが可能な設計とする。 

 

操作対象弁であるほう酸水貯蔵タンク出口弁及び爆破弁

は，作動確認として，これら操作対象弁がスイッチの操作に

より弁が作動することの確認が可能な設計とする。 

 

 

 

ほう酸水注入ポンプ，ほう酸水貯蔵タンク及び操作対象弁

であるほう酸水貯蔵タンク出口弁及び爆破弁は，原子炉の運

転中又は停止中における検査を行う際の接近性を考慮した必

要な作業空間を備え，構造上接近又は検査が困難とならない

設計とする。 

（44－5－9，12，13，15，17，20，21） 

 

  

 

 

（4）切替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第 1項四） 

（ⅰ）要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために

使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速やか

に切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

 

ほう酸水貯蔵タンクは,機能・性能試験として,中性子吸収

材である五ほう酸ナトリウムの質量が発電用原子炉を十分未

臨界にするための反応度制御能力を有する量を満足すること

とし,ほう酸水貯蔵タンクのほう酸濃度及びタンク水位の確

認を行うことにより,ほう酸質量の確認が可能な設計とする。 

 

 

また,外観検査として,タンク本体外観に傷や漏えい痕がな

いことについてほう酸水貯蔵タンク外表面状態の確認を行う

ことが可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

なお,ほう酸水注入系は,多重性を備えた系統及び機器であ

るが,各々が独立して他の系統へ悪影響を及ぼさず検査が可

能な設計とし,ほう酸水注入ポンプ,ほう酸水貯蔵タンク及び

操作対象弁であるＳＬＣタンク出口弁及びＳＬＣ注入弁は,

プラント運転中又は停止中における検査を行う際の接近性を

考慮した必要な作業空間を備え,構造上接近又は検査が困難

とならない設計とする。 

  (44-5) 

 

 

(4)切り替えの容易性(設置許可基準規則第 43条第 1項四) 

(ⅰ)要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために

使用する設備にあっては,  通常時に使用する系統から速や

かに切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

(ⅱ)適合性  

基本方針については,「2.3.4操作性及び試験・検査性」に

示す。 

⑩の相違 

東海第二は弁の動作

確認について３段落下

に記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑩の相違 

島根２号炉は弁の動

作確認について３段落

上に記載 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑩の相違 
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ほう酸水注入系は，想定される重大事故等時において，本

来の用途である原子炉圧力容器へのほう酸水注入以外の用途

として使用することはない。なお，当該系統の使用にあたり

切替え操作が必要となることから，速やかに切替え操作が可

能なように，系統に必要な弁等を設ける。 

 

 

 

 

 

原子炉圧力容器へのほう酸水注入の際に操作が必要となる

ほう酸水注入系ポンプ，ほう酸水注入系ポンプ吸込弁及びほ

う酸水注入系注入弁は，中央制御室内における操作盤上の操

作スイッチにより，速やかに操作が可能な設計とすることで，

中央制御室でのほう酸水注入開始操作における所要時間は想

定として 1 分以内となる。 

（44-4） 

 

また，ほう酸水注入系によるほう酸水の注入は，原子炉自

動スクラム又は手動スクラムを実施しても，原子炉スクラム

が成功しない場合に実施される操作であり，図 3.1-4 で示す

タイムチャートのとおり速やかに切替え操作を実施すること

が可能である。 

 

切替え操作対象機器については，表 3.1-14 に示したとお

りとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほう酸水注入系は，本来の用途である原子炉へのほう酸水

注入以外の用途として使用することはない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉へのほう酸水注入の際に操作が必要となるほう酸水

注入ポンプ，ほう酸水貯蔵タンク出口弁及び爆破弁は，中央

制御室内における操作盤上の起動用キー・スイッチにより，

速やかに操作が可能な設計とし，中央制御室でのほう酸水注

入開始操作における所要時間は想定として 1分以内となる。 

  

（44－4－4） 

  

また，ほう酸水注入系によるほう酸水の注入は，原子炉自

動スクラム又は手動スクラムを実施しても，原子炉スクラム

が成功しない場合に実施される操作であり，原子炉スクラム

失敗からほう酸水注入系起動まで及びほう酸水注入系起動か

ら制御棒手動挿入までが，第 3.1－5 図で示すタイムチャー

トのとおり速やかに切り替えることが可能な設計とする。 

切替え操作対象機器については，第 3.1－14 表に示したと

おりとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほう酸水注入系は,想定される重大事故等時において,本来

の用途である原子炉圧力容器へのほう酸水注入以外の用途と

して使用することはない。 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉圧力容器へのほう酸水注入の際に操作が必要となる

ほう酸水注入ポンプ，ＳＬＣタンク出口弁及びＳＬＣ注入弁

は,中央制御室内における操作盤上の操作スイッチにより,速

やかに操作が可能な設計とすることで,中央制御室でのほう

酸水注入開始操作における所要時間は想定として３分以内と

なる。 

(44-4) 

 

また,ほう酸水注入系によるほう酸水の注入は,原子炉自動

スクラム又は手動スクラムを実施しても,原子炉スクラムが

成功しない場合に実施される操作であり,第 3.1-4 図で示す

タイムチャートのとおり速やかに切り替えることが可能な設

計とする。 

 

切替え操作対象機器については,第 3.1-14 表に示したとお

りとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉のＳＬＣ

は水源から注入先まで

単独系統であり，柏崎

6/7 は高圧炉心注水系

を経由するため切替え

操作が必要 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑩の相違 
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(5)悪影響の防止（設置許可基準規則第 43 条第 1 項五）

(ⅰ)要求事項

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであ

ること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

第 3.1－5図 原子炉の緊急停止対応タイムチャート※ 

※：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発

生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的

能力に係る審査基準」への適合状況についての 1．1 で示すタ

イムチャート

（5）悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第 1項五） 

（ⅰ）要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであ

ること。 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

第 3.1-4図 発電用原子炉の緊急停止対応タイムチャート※ 

※:「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の

発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技

術的能力に係る審査基準」への適合状況についての 1.1 で示

すタイムチャート 

(5)悪影響の防止(設置許可基準規則第 43条第 1項五)

(ⅰ)要求事項

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであ

ること。 

(ⅱ)適合性 

基本方針については,「2.3.1多様性,位置的分散,悪影響防

止等」に示す。 

・運用の相違

手順の項目

代替原子炉再循環ポンプトリップ機能の作動確認

自動減圧系及び代替自動減圧機能の自動起動阻止操作

手順の項目

中央制御室運転員Ａ １ 原子炉手動操作・監視系による制御棒手動挿入操作（全制御棒全挿入の完了若しくは未挿入の制御棒が１本以下まで継続）

原子炉スクラムリセット操作

原子炉手動スクラム操作

原子炉スクラムリセット操作

代替制御棒挿入機能による制御棒緊急挿入（手動操作）

原子炉スクラムリセット操作

残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）操作

現場運転員Ｃ，Ｄ 2 移動，スクラムテストスイッチによる制御棒挿入操作

手順の項目

原子炉手動スクラム操作及び代替制御棒挿入機能による制御棒緊急挿入（手動操作）

選択制御棒挿入機構による原子炉出力抑制（手動操作）

原子炉手動操作・監視系による制御棒手動挿入操作（全制御棒全挿入の完了若しくは未挿入の制御棒が１本以下まで継続）

中央制御室運転員Ｂ １

移動，スクラムテストスイッチによる制御棒挿入操作

原子炉保護系電源スイッチによる制御棒挿入操作

移動，スクラムパイロット弁制御用空気の排出による制御棒挿入操作

備考5

14 158 9 10 11 12 1372 3 4 5

原子炉圧力容器内の水位低下操作（出力３％未満を維持する。維持できない場合は，原子炉水位を
レベル１Ｈ以上に維持）

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

ほう酸水注入系の起動（全制御棒全挿入の完了若しくは未挿入の制御棒が１本以下又はほう酸水全量注水完了まで運転継続）

要員(数)

ＥＯＰ「反応度制御」

備考1

中央制御室運転員Ａ

中央制御室運転員Ｂ

１

１

6

必要な要員と作業項目

中央制御室運転員Ｂ

備考5 6 7 8 9 10 15 3716 20 21 22 23

残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）
操作

要員(数)

要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

ＥＯＰ「反応度制御」
（スクラム弁が閉の場合）

１中央制御室運転員Ａ

現場運転員Ｃ，Ｄ 2

ＥＯＰ「反応度制御」
（スクラム弁が開の場合）

35 36

１

経過時間（分）

25 26 27 4716 37 46156 7 8 369 10

ＥＯＰ「スクラム」より導入
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ほう酸水注入系のほう酸水注入系ポンプ，ほう酸水注入系

貯蔵タンクは，設計基準事故対処設備として原子炉圧力容器

へのほう酸水注入時に使用する場合と同じ系統構成で重大事

故等対処設備として使用することにより，他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。 

 

なお，本系統は使用時以外，中央制御室内における操作盤上

の操作スイッチを「切」位置にし，ほう酸水注入系注入弁を「全

閉」とした系統隔離構成としており，取合系統である高圧炉心

注水系に対して悪影響を及ぼさない設計とする。 

（44-3，44-4） 

 

高圧炉心注水系との隔離弁については，表 3.1-16 に示すと

おりである。 

 

 

(6)設置場所（設置許可基準規則第 43 条第 1 項六） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等

対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射

線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所へ

の遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであるこ

と。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

ほう酸水注入系の系統構成に操作が必要な機器の設置場

所，操作場所を表 3.1-17に示す。 

ほう酸水注入系ポンプ，ほう酸水注入系ポンプ吸込弁及び

ほう酸水注入系注入弁は，原子炉建屋原子炉区域内に設置さ

れている設備であるが，想定される重大事故等時において，

中央制御室から操作可能な設計とする。 

ほう酸水注入系に使用するほう酸水注入ポンプ及びほう酸

水貯蔵タンクは，設計基準対象施設として使用する場合と同

じ系統構成で重大事故等対処設備として使用することで，他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

（44－4－4） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（6）設置場所（設置許可基準規則第 43条第 1項六） 

（ⅰ）要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等

対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射

線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所へ

の遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであるこ

と。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

ほう酸水注入系の系統構成に操作が必要な機器の設置場

所，操作場所を第 3.1－16 表に示す。 

ほう酸水注入ポンプ，ほう酸水貯蔵タンク出口弁及び爆破

弁は，原子炉建屋原子炉棟に設置されている設備であるが，

中央制御室から操作可能な設計とする。 

 

ほう酸水注入系のほう酸水注入ポンプ,ほう酸水貯蔵タン

クは,設計基準対象施設として原子炉圧力容器へのほう酸水

注入時に使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備

として使用することにより,他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

 

なお，本系統は使用時以外，中央制御室における操作盤上

の操作スイッチを「停止」位置にし，ＳＬＣ注入弁を「全閉」

とした系統隔離構成としており，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。 

(44-3,44-4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)設置場所(設置許可基準規則第 43条第 1項六) 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等

対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう,放射

線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定,設置場所へ

の遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであるこ

と。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については,「2.3.3環境条件等」に示す。 

 

ほう酸水注入系の系統構成に操作が必要な機器の設置場

所,操作場所を第 3.1-16表に示す。 

ほう酸水注入ポンプ，ＳＬＣタンク出口弁及びＳＬＣ注入

弁は, 原子炉建物原子炉棟内に設置されている設備である

が,想定される重大事故等時において,中央制御室から操作可

能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑥の相違 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

⑩の相違 
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なお，ほう酸水注入系貯蔵タンクについては，操作不要な

設計とする。 

（44-3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.3.3.2 設置許可基準規則第 43 条第 2 項への適合方針 

 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43 条第 2 項一） 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するもので

あること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

ほう酸水注入系のほう酸水注入系ポンプ及びほう酸水注入

系貯蔵タンクは，設計基準事故対処設備の容量等の仕様が，

想定される重大事故等時において，発電用原子炉を未臨界に

するために必要な負の反応度添加率を確保するための容量等

の仕様に対して十分であるため，設計基準事故対処設備の容

量と同仕様の設計とする。 

（44-6） 

 

 

なお，ほう酸水貯蔵タンクについては，操作不要な設計と

する。 

（44－3－4，5，6） 

第 3.1－16表 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

ほう酸水注入ポンプ（Ａ） 原子炉建屋原子炉棟

5階 

中央制御室 

ほう酸水注入ポンプ（Ｂ） 原子炉建屋原子炉棟

5階 

中央制御室 

ほう酸水貯蔵タンク 

出口弁（Ａ） 

原子炉建屋原子炉棟

5階 

中央制御室 

ほう酸水貯蔵タンク 

出口弁（Ｂ） 

原子炉建屋原子炉棟

5階 

中央制御室 

ほう酸水注入系爆破弁（Ａ） 原子炉建屋原子炉棟

5階 

中央制御室 

ほう酸水注入系爆破弁（Ｂ） 原子炉建屋原子炉棟

5階 

中央制御室 

 

 

 

3.1.2.3.3.2 設置許可基準規則第 43 条第 2 項への適合方針（常

設重大事故等対処設備の安全設計方針に対する適合性） 

（1）容量（設置許可基準規則第 43条第 2 項一） 

（ⅰ）要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するもので

あること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

ほう酸水注入系に使用するほう酸水注入ポンプ及びほう酸

水貯蔵タンクは，十分な反応度制御能力を有する容量とした

設計とし，設計基準対象施設の容量等の仕様が，重大事故等

時において，発電用原子炉を未臨界にするために必要な負の

反応度添加率を確保するための容量に対して十分であるた

め，設計基準対象施設と同仕様で設計する。 

 

ほう酸水注入ポンプ 1 台あたりの容量は，十分な反応度制

御能力を満足するための設計上の許容注入時間（設計ボロン

濃度を設計ボロン注入速度で注入する時間）で注入可能な流

なお,ほう酸水貯蔵タンクについては,操作不要な設計とす

る。 

(44-3) 

第 3.1-16表 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

Ａ－ほう酸水注入ポンプ 原子炉建物原子

炉棟３階 
中央制御室 

Ｂ－ほう酸水注入ポンプ 原子炉建物原子

炉棟３階 
中央制御室 

Ａ－ＳＬＣタンク出口弁 原子炉建物原子

炉棟３階 
中央制御室 

Ｂ－ＳＬＣタンク出口弁 原子炉建物原子

炉棟３階 
中央制御室 

Ａ－ＳＬＣ注入弁 原子炉建物原子

炉棟３階 
中央制御室 

Ｂ－ＳＬＣ注入弁 原子炉建物原子

炉棟３階 
中央制御室 

 

3.1.2.3.3.2 設置許可基準規則第 43条第 2項への適合方針 

 

(1)容量(設置許可基準規則第 43条第 2項一) 

(ⅰ)要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するもので

あること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については,「2.3.2容量等」に示す。 

 

ほう酸水注入系のほう酸水注入ポンプ及びほう酸水貯蔵タ

ンクは,設計基準対象施設の容量等の仕様が,想定される重大

事故等時において,発電用原子炉を未臨界にするために必要

な負の反応度添加率を確保するための容量等の仕様に対して

十分であるため, 設計基準対象施設の容量と同仕様の設計と

する。 

 

ほう酸水注入ポンプ１台あたりの容量は，十分な反応度制

御能力を満足するための設計上の許容注入時間（設計ボロン

濃度を設計ボロン注入速度で注入する時間）で注入可能な流

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 は補足説明
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(2)共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第 2 項二） 

(ⅰ)要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこ

と。ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用することによ

って当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合

であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して

悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

 

ほう酸水注入系のほう酸水注入系ポンプ及びほう酸水注入

系貯蔵タンクは，二以上の発電用原子炉施設において共用し

ない設計とする。 

 

(3)設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43 条

第 2 項三） 

(ⅰ)要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故

対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれが

ないよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響

防止等」に示す。 

 

ほう酸水注入系は，設計基準事故対処設備である制御棒，

制御棒駆動機構（水圧駆動）及び制御棒駆動系水圧制御ユニ

ットと共通要因によって同時に機能が損なわれないよう，ポ

ンプを非常用交流電源設備（非常用ディーゼル発電機）から

量を確保する設計とする。 

ほう酸水貯蔵タンク容量は，発電用原子炉を未臨界にする

ために必要なほう酸水濃度の設計値を確保するために必要な

ほう酸水溶液の有効容量以上の容量を確保可能な設計とす

る。 

（44－6－8～12） 

 

（2）共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第 2項二） 

 （ⅰ）要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでない

こと。ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用することに

よって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する

場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対

して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

敷地内に二以上の原子炉施設はないことから，ほう酸水注

入系のほう酸水注入ポンプ及びほう酸水貯蔵タンクは共用し

ない。 

 

（3）設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43

条第 2項三） 

（ⅰ）要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事故

対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれが

ないよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

ほう酸水注入系は，制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆

動系水圧制御ユニットと共通要因によって同時に機能を損な

わないよう，ほう酸水注入ポンプを非常用交流電源設備であ

る２Ｃ非常用ディーゼル発電機及び２Ｄ非常用ディーゼル発

量を確保する設計とする。 

ほう酸水貯蔵タンク容量は，発電用原子炉を未臨界にする

ために必要なほう酸水濃度の設計値を確保するために必要な

ほう酸水溶液の有効容量以上の容量を確保可能な設計とす

る。 

(44-6)  

 

(2)共用の禁止(設置許可基準規則第 43条第 2項二) 

(ⅰ)要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでないこ

と。ただし,二以上の発電用原子炉施設と共用することによっ

て当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上する場合で

あって,同一の工場等内の他の発電用原子炉施設に対して悪

影響を及ぼさない場合は,この限りでない。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については,「2.3.1多様性,位置的分散,悪影響防

止等」に示す。 

 

ほう酸水注入系のほう酸水注入ポンプ及びほう酸水貯蔵タ

ンクは，二以上の発電用原子炉施設において共用しない設計

とする。 

 

(3)設計基準事故対処設備との多様性(設置許可基準規則第 43 条

第 2項三) 

(ⅰ)要求事項 

常設重大事故防止設備は,共通要因によって設計基準事故

対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれが

ないよう,適切な措置を講じたものであること。 

 

(ⅱ)適合性 

基本方針については,「2.3.1多様性,位置的分散,悪影響防

止等」に示す。 

 

ほう酸水注入系は,設計基準事故対処設備である制御棒,制

御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットと共通

要因によって同時に機能が損なわれないよう,ポンプを非常

用交流電源設備(非常用ディーゼル発電機)からの給電により

資料の容量設定根拠 

44-6にて説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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の給電により駆動できるようにすることで，アキュムレータ

を駆動源とする制御棒，制御棒駆動機構（水圧駆動）及び制

御棒駆動系水圧制御ユニットに対して多様性を有する設計と

する。 

 

ほう酸水注入系ポンプ及びほう酸水注入系貯蔵タンクは，

原子炉格納容器内及び原子炉建屋原子炉区域内の制御棒，制

御棒駆動機構（水圧駆動）及び制御棒駆動系水圧制御ユニッ

トと異なる区画に設置することで，制御棒，制御棒駆動機構

（水圧駆動）及び制御棒駆動系水圧制御ユニットと共通要因

によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計

とする。 

 

ほう酸水注入系の設計基準事故対処設備との多様性及び位

置的分散について，表 3.1-18 に示す。 

（44-3,44-4） 

 

 

 

電機からの給電により駆動することで，アキュムレータによ

り駆動する制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動系水圧制

御ユニットに対して多様性を有する設計とする。 

 

 

ほう酸水注入ポンプ及びほう酸水貯蔵タンクは，原子炉建

屋原子炉棟内の制御棒，制御棒駆動機構及び制御棒駆動系水

圧制御ユニットと異なる区画に設置することで，制御棒，制

御棒駆動機構及び制御棒駆動系水圧制御ユニットと共通要因

によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計

とする。 

  

 

ほう酸水注入系の設計基準事故対処設備との多様性及び位

置的分散について，第 3.1－17表に示す。 

（44－2－3，44－3－4，6，8） 

 

第 3.1－17表 多様性及び位置的分散 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

制御棒 

制御棒駆動系水圧制御

ユニット 

ほう酸水注入系 

機器 

アキュムレータ ほう酸水注入ポンプ 

原子炉建屋原子炉棟 

3階 
原子炉建屋原子炉棟5階 

水源 
不要 ほう酸水貯蔵タンク 

－ 原子炉建屋原子炉棟5階 

駆動用空気 不要 不要 

潤滑油 不要 不要 

冷却水 不要 不要 

駆動電源 

不要 非常用ディーゼル発電機 

－ 
原子炉建屋原子炉棟付属

棟地下1階 

 

 

 

駆動できるようにすることで,アキュムレータを駆動源とす

る制御棒,制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系水圧制御ユ

ニットに対して多様性を有する設計とする。 

 

 

ほう酸水注入ポンプ及びほう酸水貯蔵タンクは,原子炉格

納容器内及び原子炉建物原子炉棟内の制御棒,制御棒駆動機

構及び制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットと異なる区画に設

置することで,制御棒,制御棒駆動機構及び制御棒駆動水圧系

水圧制御ユニットと共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう位置的分散を図る設計とする。 

 

 

ほう酸水注入系の設計基準事故対処設備との多様性及び位

置的分散について,第 3.1-17表に示す。 

（44-3,44-4） 

 

第 3.1-17表 多様性又は多重性,位置的分散 

項目 

設計基準事故対処設備 重大事故等対処設備 

制御棒 

制御棒駆動水圧系水圧制御

ユニット 

ほう酸水注入系 

機器  

アキュムレータ ほう酸水注入ポンプ 

原子炉建物原子炉棟２階 
原子炉建物原子炉棟

３階 

水源 

不要 ほう酸水貯蔵タンク 

－ 
原子炉建物原子炉棟

３階 

駆動電源 

不要 

非常用交流電源設備

(非常用ディーゼル発

電機) 

－ 
原子炉建物付属棟１

階 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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3.1.2.4 自動減圧系の起動阻止スイッチ 

3.1.2.4.1 設備概要 

原子炉緊急停止失敗時に自動減圧系が作動すると，高圧炉心ス

プレイ系，残留熱除去系（低圧注水系）及び低圧炉心スプレイ系

から大量の冷水が注水され，出力の急激な上昇につながるため，

自動減圧系の起動阻止スイッチにより自動減圧系及び過渡時自動

減圧機能による自動減圧を阻止するため自動減圧系の起動阻止ス

イッチを設けるものである。自動減圧系の起動阻止スイッチに関

する重大事故等対処設備一覧を第 3.1－18 表に示す。 

             

  

第 3.1－18 表 自動減圧系の起動阻止スイッチに関する重大事故

等対処設 

設備区分 設備名 

主要設備 自動減圧系の起動阻止スイッチ【常設】 

関連 

設備 

付属 

設備 

－ 

水源 － 

流路 － 

注水先 － 

電源 

設備※１ 

（燃料

給油設

備含

む） 

非常用交流電源設備 
２Ｃ非常用ディーゼル発電機【常設】 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機【常設】 

２Ｃ非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ

【常設】 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ

【常設】 

燃料給油設備 
２Ｃ非常用ディーゼル発電機燃料 

移送ポンプ【常設】 

２Ｄ非常用ディーゼル発電機燃料 

移送ポンプ【常設】 

軽油貯蔵タンク【常設】 

計装 

設備※２ 

－ 

※1：電源設備については「3.14電源設備（設置許可基準規則第

57条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※2：主要設備を用いた炉心損傷防止及び原子炉格納容器破損防止

対策を成功させるための操作に必要な計装設備。なお，計装

制御設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第

58条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，自動減

圧起動阻止スイッチ及

び代替自動減圧起動阻

止スイッチを 46 条で記

載する整理としている 
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3.1.2.4.2 主要設備の仕様 

 

第 3.1－6図に自動減圧系の起動阻止スイッチによる原子炉出

力急上昇防止の概要図を示す。 

 

第 3.1－6図 自動減圧系の起動阻止スイッチによる 

原子炉出力急上昇防止概要図 

 

 

3.1.2.4.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.1.2.4.3.1 設置許可基準規則第 43条第 1項への適合方針 

（1）環境条件（設置許可基準規則第 43条第 1項一） 

（ⅰ）要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放射

線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処する

ために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

逃がし安全弁 

作動用電磁弁 

(SV-A～C) 

ドライウェル圧力高Ａ *1 

T.D 

120 秒 

自動減圧作動リセット 

：ＯＲ 

T.D 

：ＡＮＤ 

：時間遅れ 

：信号阻止 

ドライウェル圧力高Ｃ *2 

(W.O) 

*5 *5 *6 

ND  ：常時無励磁 

凡例 

自動減圧機能論理回路 

過渡時自動減圧機能論理回路 

Ｓ
Ｒ
Ｖ
ア
ク
チ
ュ
エ
ー
タ 

ND ND ND 

：自動減圧系及

び過渡時自動

減圧系で共有 

(W.O) 

(W.O) 

(W.O) 

Ａ系論理（区分Ⅰ） 

T.D 

10 分 
(W.O) 

(W.O) 

(W.O) 

T.D 

10 分 
(W.O) 

Ｂ系論理（区分Ⅱ） 

Ａ系論理（区分Ⅰ） 

Ｂ系論理（区分Ⅱ） 

原子炉水位異常低下（ﾚﾍﾞﾙ 1）A *1 

原子炉水位異常低下（ﾚﾍﾞﾙ 1）C *2 

低圧炉心スプレイ系ポンプ又は残留 

熱除去系ポンプ(A)吐出圧力確立 *3 

 

低圧炉心スプレイ系ポンプ又は残留 

熱除去系ポンプ(A)吐出圧力確立 *3 

自動減圧系／過渡時自動減圧系 

自動起動阻止 Ａ *4 

原子炉水位低(ﾚﾍﾞﾙ 3) A *1 

自動減圧系／過渡時自動減圧系 

自動起動阻止 Ａ *4 

原子炉水位異常低下（ﾚﾍﾞﾙ 1）A *1 

低圧炉心スプレイ系ポンプ又は残留 

熱除去系ポンプ(A)吐出圧力確立 *3 

原子炉水位異常低下（ﾚﾍﾞﾙ 1）C *2 

低圧炉心スプレイ系ポンプ又は残留 

熱除去系ポンプ(A)吐出圧力確立 *3 

過渡時自動減圧作動リセット 

*1 Ｂ系論理回路の場合は「A」を「B」に読み替える。 

*2 Ｂ系論理回路の場合は「C」を「D」に読み替える。 

*3 Ｂ系論理回路の場合は「低圧炉心スプレイ系ポンプ又 

  は残留熱除去系ポンプ(A)吐出圧力確立」を「残留熱 

除去系ポンプ(B)又は(C)吐出圧力確立」に読み替える。 

*4 当該設備については「3.1 緊急停止失敗時に発電用原子 

炉を未臨界にするための設備（設置許可基準規則第 44 

条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

*5 自動減圧系用電磁弁 

*6 逃がし安全弁用電磁弁 

逃がし安全弁 

（自動減圧機能（7 個）） 

Ｂ，Ｃ，Ｆ，Ｈ 

Ｋ，Ｌ，Ｒ 

 

：過渡時自動減圧機能

（2 個） 

T.D 

120 秒 

(W.O) 
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（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

自動減圧系の起動阻止スイッチは，中央制御室に設置され

る設備であることから，その機能を期待される重大事故等が

発生した場合における，中央制御室の環境条件を考慮し，以

下の第 3.1－19表に示す設計とする。以下の第 3.1－20表に

操作対象機器を示す。 

 

第 3.1－20表 操作対象機器 

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

自動減圧系の起動 

阻止スイッチ 
通常→阻止 中央制御室 スイッチ操作 

（44－3－9） 

 

（3）試験検査（設置許可基準規則第 43条第 1項三） 

（ⅰ）要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中又

は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

自動減圧系の起動阻止スイッチの機能・性能検査は，第 3.1

－21表に示すように停止中に実操作による論理回路確認（自

動減圧系の起動阻止スイッチの機能確認を含む）が可能な設

計とする。 

  

第 3.1－21表 自動減圧系の起動阻止スイッチの試験検査 

原子炉の状態 項目 内容 

停止中 機能・性能検査 論理回路確認（自動減圧系の

起動阻止スイッチの機能確

認を含む） 

（44－5－4） 
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（4）切替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第 1項四） 

（ⅰ）要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために

使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速やか

に切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

自動減圧系の起動阻止スイッチは，本来の用途以外には使

用しない設計とする。 

 

（5）悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第 1項五）  

（ⅰ）要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであ

ること。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

自動減圧系の起動阻止スイッチは，過渡時自動減圧機能と

自動減圧系で阻止スイッチ（ハードスイッチ）を共用してい

るが，スイッチの接点で分離することで，自動減圧系に悪影

響を及ぼさない設計とする。 

 

（6）設置場所（設置許可基準規則第 43条第 1項六） 

（ⅰ）要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等

対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，放射

線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置場所へ

の遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであるこ

と。 

 

（ⅱ）適合性 

基本方針については「2.3.3 環境条件等」に示す。 
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自動減圧系の起動阻止スイッチは中央制御室の制御盤のス

イッチでの操作が可能な設計とし，操作位置の放射線量が高

くなるおそれが少ないため操作が可能である。以下の第 3.1

－22表に操作対象機器設置場所を示す。 

 

第 3.1－22表 操作対象機器設置場所 

機器名称 設置場所 操作場所 

自動減圧系の起動阻止

スイッチ 
中央制御室 中央制御室 
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まとめ資料比較表〔45条 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 添付資料〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

相違No. 相違理由

① 島根２号炉の高圧原子炉代替注水系は，第一水源であるサプレッション・チェンバを使用する（原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系も同様）

② 東海第二は，逃がし安全弁によるRCPBの圧力上昇抑制を45条設備として整理しているが，島根２号炉は46条設備として整理

③ 電源系統構成の相違

④ 島根２号炉は常設代替直流電源設備への給電のための設備を主要な設備として個別に記載していない

⑤
ECCS構成設備の相違　【ABWR】低圧注水系，高圧炉心注水系，原子炉隔離時冷却系及び自動減圧系　【BWR5】低圧注水系，高圧炉心スプレイ系，低圧炉心スプレイ系及び自動減圧
系

⑥ 島根２号炉の手順については，「1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に原子炉を冷却するための手順等」に記載

⑦ 島根２号炉の高圧原子炉代替注水系はS/Cを水源とした循環運転であり，水源は枯渇しないため，S/Cへの海水補給は行わない

⑧ 島根２号炉は，柏崎6/7と同様に系統構成に必要な弁は流路として整理しており，主要設備として個別に記載していない

⑨ 島根２号炉は「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備」にて記載

⑩
島根２号炉は，「原子炉隔離時冷却系過酷事故時蒸気止め弁」を新設せず，高圧原子炉代替注水系への蒸気供給を確保するために原子炉隔離時冷却系への蒸気供給を隔離する必要
がある場合は，既設の原子炉隔離時冷却系タービン蒸気入口弁にて対応を行う

⑪ RCICタービン蒸気入口弁は通常時閉であり，運転中及び停止中のRCIC機能検査時に当該弁を全開及び全閉操作を行う

⑫ 島根２号炉におけるDB設備との共通要因故障を防止するための設計としては東海第二と同様

⑬ 島根２号炉は中央制御室で必要な監視パラメータの計測，監視が可能

⑭
島根２号炉は，排水を処理しなかった場合においても，原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの期間，原子炉隔離時冷却ポンプを水没させずに継続して
運転可能である

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。

添3.2-1



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

3.2原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備 

【45条】 

【設置許可基準規則】 

(原子炉冷却材圧カバウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備) 

第四十五条発電用原子炉施設には，原子炉冷却材圧カバウン

ダリが高圧の状態であって，設計基準事故対処設備が有する発

電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい

損傷を防止するため，発電用原子炉を冷却するために必要な設

備を設けなければならない。 

(解釈) 

1 第 45 条に規定する「発電用原子炉を冷却するために必要

な設備」とは，以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果

を有する措置を行うための設備をいう。 

(1)全交流動力電源喪失・常設直流電源系統喪失を想定し，原

子炉隔離時冷却系(RCIC)若しくは非常用復水器(BWRの場

合)又はタービン動補助給水ポンプ(PWRの場合)(以下「RCIC

等」という。)により発電用原子炉を冷却するため，以下に

掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行

うための設備を整備すること。 

a)可搬型重大事故防止設備 

i)現場での可搬型重大事故防止設備(可搬型バッテリ又は

窒素ボンベ等)を用いた弁の操作により，RCIC等の起動

及び十分な期間※の運転継続を行う可搬型重大事故防止

設備等を整備すること。ただし，下記(1)b)i)の人力によ

る措置が容易に行える場合を除く。 

b)現場操作 

i)現場での人力による弁の操作により，RCIC等の起動及び

十分な期間※の運転継続を行うために必要な設備を整備

すること。 

※:原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却

材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの期

間のこと。 

 

 

 

 

3.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備 

【45条】 

【設置許可基準規則】 

(原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備) 

第四十五条 発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バウン

ダリが高圧の状態であって、設計基準事故対処設備が有する

発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著

しい損傷を防止するため、発電用原子炉を冷却するために必

要な設備を設けなければならない。 

(解釈) 

１ 第45条に規定する「発電用原子炉を冷却するために必要な

設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果

を有する措置を行うための設備をいう。 

 (1) 全交流動力電源喪失・常設直流電源系統喪失を想定し、

原子炉隔離時冷却系(RCIC)若しくは非常用復水器(BWRの場

合)又はタービン動補助給水ポンプ(PWRの場合)(以下「RCIC

等」という。)により発電用原子炉を冷却するため、以下に

掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行

うための設備を整備すること。 

  ａ）可搬型重大事故防止設備 

   ｉ）現場での可搬型重大事故防止設備(可搬型バッテリ又

は窒素ボンベ等)を用いた弁の操作により、RCIC等の起

動及び十分な期間※の運転継続を行う可搬型重大事故

防止設備等を整備すること。ただし、下記(1)b)i)の人

力による措置が容易に行える場合を除く。 

  ｂ）現場操作 

   ｉ）現場での人力による弁の操作により、RCIC等の起動

及び十分な期間※の運転継続を行うために必要な設備

を整備すること。 

   ※：原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉

冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整う

までの期間のこと。 
 

3.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備 

【45条】 

【設置許可基準規則】 

（原子炉冷却材圧カバウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備） 

第四十五条発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧カバウン

ダリが高圧の状態であって、設計基準事故対処設備が有する発

電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい

損傷を防止するため、発電用原子炉を冷却するために必要な設

備を設けなければならない。 

（解釈） 

1 第 45条に規定する「発電用原子炉を冷却するために必要

な設備」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の

効果を有する措置を行うための設備をいう。 

(1) 全交流動力電源喪失・常設直流電源系統喪失を想定し、

原子炉隔離時冷却系（RCIC）若しくは非常用復水器（BWRの

場合）又はタービン動補助給水ポンプ（PWRの場合）（以下

「RCIC等」という。）により発電用原子炉を冷却するため、

以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措

置を行うための設備を整備すること。 

a) 可搬型重大事故防止設備 

i) 現場での可搬型重大事故防止設備（可搬型バッテリ又は

窒素ボンベ等）を用いた弁の操作により、RCIC等の起動及

び十分な期間※の運転継続を行う可搬型重大事故防止設

備等を整備すること。ただし、下記(1)b)i)の人力による

措置が容易に行える場合を除く。 

b) 現場操作 

i) 現場での人力による弁の操作により、RCIC等の起動及び

十分な期間※の運転継続を行うために必要な設備を整備

すること。 

※:原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却

材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの期

間のこと。 
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3.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備 

3.2.1 設置許可基準規則第 45 条への適合方針 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，設計基準

事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合に

おいても，炉心の著しい損傷を防止するため，以下の対策及び設

備を設ける。 

3.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備 

3.2.1 設置許可基準規則第45条への適合方針 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，設計基準

事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合に

おいても炉心の著しい損傷を防止するために必要な重大事故等対

処設備を設置する。 

 

3.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備 

3.2.1 設置許可基準規則第 45条への適合方針 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，設計基準

事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合に

おいても，炉心の著しい損傷を防止するため，以下の対策及び設

備を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 高圧代替注水系の設置（設置許可基準規則解釈の第 1 項

(1）） 

設計基準事故対処設備である高圧炉心注水系及び原子炉隔

離時冷却系が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合

においても，炉心の著しい損傷を防止するために，重大事故

防止設備として高圧代替注水系を使用する。 

 

高圧代替注水系は，原子炉隔離時冷却系が機能喪失した場

合でも，原子炉隔離時冷却系ポンプよりも高所に配置された

高圧代替注水系ポンプを用い，復水貯蔵槽を水源として高圧

状態の原子炉圧力容器に注水し炉心を冷却できる設計とす

る。また，高圧代替注水系ポンプは，原子炉蒸気で駆動可能

な蒸気タービン駆動ポンプとし，原子炉蒸気を弁操作で高圧

代替注水系ポンプ駆動用タービンに供給することで起動可能

な設計とする。 

 

 

 

 

 

3.2.1.1 重大事故等対処設備 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備のうち，炉心を冷却するための設備として，高圧

代替注水系を設ける。また，設計基準事故対処設備である高圧

炉心スプレイ系及び原子炉隔離時冷却系が全交流動力電源及び

常設直流電源系統の機能喪失により起動できない，かつ，中央

制御室からの操作により高圧代替注水系を起動できない場合

に，高圧代替注水系及び原子炉隔離時冷却系を現場操作により

起動させる。 

(1) フロントライン系故障時に用いる設備 

ａ．高圧代替注水系による発電用原子炉の冷却（設置許可基

準規則解釈の第 1項（１）） 

 

 

 

 

 

高圧炉心スプレイ系及び原子炉隔離時冷却系が機能喪失し

た場合の重大事故等対処設備として，高圧代替注水系は，蒸

気タービン駆動ポンプである常設高圧代替注水系ポンプ，配

管・弁類，計測制御装置等で構成し，蒸気タービン駆動ポンプ

によりサプレッション・チェンバのプール水を高圧炉心スプ

レイ系等を経由して，原子炉圧力容器へ注水することで炉心

を冷却できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 高圧原子炉代替注水系の設置（設置許可基準規則解釈の第

１項(1)） 

設計基準事故対処設備である高圧炉心スプレイ系及び原子

炉隔離時冷却系が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した

場合においても，炉心の著しい損傷を防止するために，重大

事故防止設備として高圧原子炉代替注水系を使用する。 

 

高圧原子炉代替注水系は，原子炉隔離時冷却系が機能喪失

した場合でも，原子炉隔離時冷却ポンプと異なる区画に配置

された高圧原子炉代替注水ポンプを用い，サプレッション・

チェンバを水源として高圧状態の原子炉圧力容器に注水し炉

心を冷却できる設計とする。また，高圧原子炉代替注水ポン

プは，原子炉蒸気で駆動可能な蒸気タービン駆動ポンプとし，

原子炉蒸気を弁操作で高圧原子炉代替注水ポンプ駆動用蒸気

タービンに供給することで起動可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉はまとめ

資料本文 3.2.1.1 項に

て記載 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，3.2.1.1

項にて同様の記載をし

ている 

 

 

・SA水源の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の高圧原

子炉代替注水系は，第一

水源であるサプレッシ

ョン・チェンバを使用す

る（原子炉隔離時冷却系

及び高圧炉心スプレイ

系も同様）（以下，①の

相違） 
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また，高圧代替注水系は，全交流動力電源喪失及び設計基

準事故対処設備である常設直流電源が喪失した場合でも，常

設代替直流電源設備からの給電により，原子炉冷却材圧力バ

ウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時

の冷却対策の準備が整うまでの期間にわたり，発電用原子炉

の冷却を継続できる設計とする。 

これにより，高圧代替注水系は，原子炉隔離時冷却系の現

場での可搬型重大事故防止設備（可搬型バッテリ又は窒素ボ

ンベ等）を用いた弁の操作による起動及び十分な期間の運転

継続を行うための措置や，原子炉隔離時冷却系の現場での人

力による弁の操作により起動及び十分な期間の運転継続を行

うための措置に対し，同等以上の効果を有する設計とする。 

 

また，原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉

を冷却するために必要な設備として，逃がし安全弁（安全弁

機能）を使用する。 

 

 

 

 

 

 

高圧代替注水系は，常設代替交流電源設備，可搬型代替交

流電源設備，常設代替直流電源設備又は可搬型代替直流電源

設備からの給電が可能な設計とし，中央制御室からの操作が

可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，高圧原子炉代替注水系は，全交流動力電源喪失及び

設計基準事故対処設備である常設直流電源が喪失した場合で

も，常設代替直流電源設備又は可搬型直流電源設備からの給

電により，原子炉冷却材圧カバウンダリの減圧対策及び原子

炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまで

の期間にわたり，発電用原子炉の冷却を継続できる設計とす

る。 

これにより，高圧原子炉代替注水系は，原子炉隔離時冷却

系の現場での可搬型重大事故防止設備（可搬型バッテリ又は

窒素ボンベ等）を用いた弁の操作による起動及び十分な期間

の運転継続を行うための措置や，原子炉隔離時冷却系の現場

での人力による弁の操作により起動及び十分な期間の運転継

続を行うための措置に対し，同等以上の効果を有する設計と

する。 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

東海第二は，逃がし安

全弁による RCPB の圧力

上昇抑制を 45 条設備と

して整理しているが，島

根２号炉は 46 条設備と

して整理（以下，②の相

違） 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は常設代

替直流電源設備への給

電のための設備を主要

な設備として個別に記

載していない（以下，④

の相違） 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は可搬直

流電源設備による電源

供給も想定しており，設

備を明確に記載 

(2) 高圧代替注水系の現場操作による運転（設置許可基準規則

解釈の第 1 項(1)b）） 

 

 

 

 

 

 

高圧代替注水系は，全交流動力電源喪失及び常設直流電源

系統喪失した場合でも，現場で系統構成に必要な弁を人力で

操作することにより，原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対

策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備

が整うまでの期間にわたり，発電用原子炉の冷却を継続でき

る設計とする。 

b．高圧代替注水系による原子炉注水（現場手動操作による高

圧代替注水系起動）（設置許可基準規則解釈の第 1項（１）

ｂ）） 

 高圧炉心スプレイ系及び原子炉隔離時冷却系での発電用

原子炉の冷却ができない場合であって，中央制御室からの

操作により高圧代替注水系が起動できない場合の重大事故

等対処設備として，高圧代替注水系を現場操作により起動

させて使用する。 

 高圧代替注水系は，全交流動力電源及び常設直流電源系

統が喪失した場合においても，現場で弁を人力操作するこ

とにより起動し，蒸気タービン駆動ポンプによりサプレッ

ション・チェンバのプール水を原子炉圧力容器へ注水する

ことで原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉

冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまで

(2) 高圧原子炉代替注水系の現場操作による運転（設置許可基

準規則解釈の第１項(1)b)） 

 

 

 

 

 

 

高圧原子炉代替注水系は，全交流動力電源喪失及び常設直

流電源系統が喪失した場合でも，現場で系統構成に必要な弁

を人力で操作することにより，原子炉冷却材圧力バウンダリ

の減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対

策の準備が整うまでの期間にわたり，発電用原子炉の冷却を

継続できる設計とする。 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉はまとめ

資料本文 3.2.1.1（1）

項にて記載 
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なお，人力による措置が容易に行えるよう，高圧代替注水

系は機械式ガバナでタービン給気蒸気量を制御する方式と

し，弁操作のみで起動停止運転継続が可能な設計とする。本

操作弁については手動で操作できる設計とし，共通要因によ

って常設直流電源を用いた弁と同時に機能を損なわないよ

う，ハンドルを設け，手動操作可能とすることで多様性を持

つ設計とする。 

なお，人力による措置が容易に行えるため，「現場での可搬

型重大事故防止設備（可搬型バッテリ又は窒素ボンベ等）を

用いた弁の操作により，高圧代替注水系の起動及び十分な期

間の運転継続を行う可搬型重大事故防止設備等の整備」（設置

許可基準規則解釈の第 1 項(1)a））は不要とするが，設置許

可基準規則第 57 条への適合方針として，可搬型直流電源設

備による給電も可能な設計とする。 

の期間にわたり，発電用原子炉の冷却を継続できる設計と

する。 

なお，人力による措置は容易に行える設計とする。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子

炉を冷却するために必要な設備として，逃がし安全弁（安

全弁機能）を使用する。 

 

 

 

なお，人力による措置が容易に行えるよう，高圧原子炉代

替注水系は機械式ガバナでタービン給気蒸気量を制御する方

式とし，弁操作のみで起動停止運転継続が可能な設計とする。

本操作弁については手動で操作できる設計とし，共通要因に

よって常設直流電源を用いた弁と同時に機能を損なわないよ

う，ハンドルを設け，手動操作可能とすることで多様性を持

つ設計とする。 

なお，人力による措置が容易に行えるため，「現場での可搬

型重大事故防止設備（可搬型バッテリ又は窒素ボンベ等）を

用いた弁の操作により，高圧原子炉代替注水系の起動及び十

分な期間の運転継続を行う可搬型重大事故防止設備等の整

備」（設置許可基準規則解釈の第１項(1)a)）は不要とするが，

設置許可基準規則第 57条への適合方針として，可搬型直流電

源設備による給電も可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

  

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ②の相違 

 

(3) 原子炉隔離時冷却系の現場操作による運転（設置許可基準

規則解釈の第 1 項(1)b）） 

 

 

 

 

 

 

 

設計基準事故対処設備である原子炉隔離時冷却系は，全交

流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失した場合でも，現

場で系統構成に必要な弁を人力で操作することにより，起動

及び運転継続ができる設計とする。 

 

 

 

 

(2) サポート系故障時に用いる設備 

a．原子炉隔離時冷却系による原子炉注水（現場手動操作によ

る原子炉隔離時冷却系起動）（設置許可基準規則解釈の第

1項（１）ｂ）） 

 全交流動力電源及び常設直流電源系統の機能喪失によ

り，高圧炉心スプレイ系及び原子炉隔離時冷却系での発電

用原子炉の冷却ができない場合であって，中央制御室から

の操作により高圧代替注水系が起動できない場合の重大事

故等対処設備として，原子炉隔離時冷却系を現場操作により

起動させて使用する。 

 原子炉隔離時冷却系は，全交流動力電源及び常設直流電

源系統が機能喪失した場合においても，現場で弁を人力操

作することにより起動し，蒸気タービン駆動ポンプにより

サプレッション・チェンバのプール水を原子炉圧力容器へ

注水することで原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及

び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が

整うまでの期間にわたり，発電用原子炉の冷却を継続でき

る設計とする。 

 

(3) 原子炉隔離時冷却系の現場操作による運転（設置許可基準

規則解釈の第１項(1)b)） 

 

 

 

 

 

 

 

設計基準事故対処設備である原子炉隔離時冷却系は，全交

流動力電源喪失及び常設直流電源系統が喪失した場合でも，

現場で系統構成に必要な弁を人力で操作することにより，起

動及び運転継続ができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉はまとめ

資料本文 3.2.1.1（2）a

項にて記載 
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なお，人力による措置が容易に行えるよう，本操作弁につ

いては手動で操作できる設計とし，共通要因によって常設直

流電源を用いた弁と同時に機能を損なわないよう，ハンドル

を設け，手動操作可能とすることで多様性を持つ設計とする。 

また，原子炉隔離時冷却系は常設直流電源系統喪失時にタ

ービングランド部より蒸気が漏えいするが，蒸気漏えいによ

る劣悪な作業環境状態を回避するために，原子炉隔離時冷却

系ポンプ室に現場運転員が入室するのはポンプ起動時のみと

し，ポンプ起動後については原子炉隔離時冷却系ポンプ室か

ら退室し，原子炉建屋地下 1 階に設置した原子炉隔離時冷却

系過酷事故蒸気止め弁の開度調整により制御可能な運用とす

る。なお，ポンプ起動時は原子炉隔離時冷却系ポンプ室内に

入室するが，その後速やかに退室するため蒸気漏えいによる

環境温度の急激な上昇はないものと考えており，防護具（酸

素呼吸器及び耐熱服）を確実に装着することにより現場操作

が可能な運用とする。 

高圧代替注水系の人力による現場操作に加え，高圧代替注

水系とは別系統の原子炉隔離時冷却系についても人力による

現場操作をできるように整備しておくことで，人力による措

置の容易性が拡充されるため，「現場での可搬型重大事故防止

設備（可搬型バッテリ又は窒素ボンベ等）を用いた弁の操作

により，原子炉隔離時冷却系の起動及び十分な期間の運転継

続を行う可搬型重大事故防止設備等の整備」（設置許可基準規

則解釈の第 1 項(1)a））は不要とする。 

 なお，人力による措置は容易に行える設計とする。 

 

なお，人力による措置が容易に行えるよう，本操作弁につ

いては手動で操作できる設計とし，共通要因によって常設直

流電源を用いた弁と同時に機能を損なわないよう，ハンドル

を設け，手動操作可能とすることで多様性を持つ設計とする。 

また，原子炉隔離時冷却系は常設直流電源系統喪失時にタ

ービングランド部より蒸気が漏えいするが，蒸気漏えいによ

る劣悪な作業環境状態を回避するために，原子炉隔離時冷却

ポンプ室に現場運転員が入室するのはポンプ起動時のみと

し，ポンプ起動後については原子炉隔離時冷却ポンプ室から

退室し，原子炉建物原子炉棟中１階に設置した蒸気外側隔離

弁の開度調整により制御可能な運用とする。なお，ポンプ起

動時は原子炉隔離時冷却ポンプ室内に入室するが，その後速

やかに退室するため蒸気漏えいによる環境温度の急激な上昇

はないものと考えており，防護具（酸素呼吸器及び耐熱服）

を確実に装着することにより現場操作が可能な運用とする。 

 

高圧原子炉代替注水系の人力による現場操作に加え，高圧

原子炉代替注水系とは別系統の原子炉隔離時冷却系について

も人力による現場操作をできるように整備しておくことで，

人力による措置の容易性が拡充されるため，「現場での可搬型

重大事故防止設備（可搬型バッテリ又は窒素ボンベ等）を用

いた弁の操作により，原子炉隔離時冷却系の起動及び十分な

期間の運転継続を行う可搬型重大事故防止設備等の整備」（設

置許可基準規則解釈の第１項(1)a)）は不要とする。 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

  

 b．代替電源設備による原子炉隔離時冷却系の復旧 

 全交流動力電源が喪失し，原子炉隔離時冷却系の起動又

は運転継続に必要な直流電源を所内常設直流電源設備によ

り給電している場合は，所内常設直流電源設備の蓄電池が

枯渇する前に常設代替交流電源設備，可搬型代替直流電源

設備又は可搬型代替交流電源設備により原子炉隔離時冷却

系の運転継続に必要な直流電源を確保する。 

 原子炉隔離時冷却系は，常設代替交流電源設備，可搬型

代替直流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電

により機能を復旧し，蒸気タービン駆動ポンプによりサプ

レッション・チェンバのプール水を原子炉圧力容器へ注水

することで炉心を冷却できる設計とする。 

 

 ・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，3.2.1

(7)項にて記載 
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 (3) 監視及び制御に用いる設備 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態で発電用原子炉

を冷却する場合に監視及び制御に使用する重大事故等対処設

備として，原子炉水位（広帯域），原子炉水位（燃料域），

原子炉水位（ＳＡ広帯域）及び原子炉水位（ＳＡ燃料域）は，

原子炉水位を監視又は推定でき，原子炉圧力，原子炉圧力

（SA），高圧代替注水系系統流量及びサプレッション・プー

ル水位は原子炉圧力容器へ注水するための高圧代替注水系の

作動状況を確認できる設計とする。 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

 ・原子炉水位（広帯域） 

 ・原子炉水位（燃料域） 

 ・原子炉水位（ＳＡ広帯域） 

 ・原子炉水位（ＳＡ燃料域） 

 ・原子炉圧力 

 ・原子炉圧力（ＳＡ） 

 ・高圧代替注水系系統流量 

 ・サプレッション・プール水位 

なお，計装設備については，「3.15 電源設備(設置許可基

準規則第 58条に対する設計方針を示す章)」で示す。 

 

 ・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は 3.2.1

(6）項にて記載 

 (4) 事象進展抑制のために用いる設備 

ａ．ほう酸水注入系による進展抑制 

    高圧代替注水系及び原子炉隔離時冷却系を用いた発電用

原子炉への高圧注水により原子炉水位を維持できない場合

を想定した重大事故等対処設備として，ほう酸水注入系は，

ほう酸水注入ポンプにより，ほう酸水を原子炉圧力容器へ

注入することで，重大事故等の進展を抑制できる設計とす

る。 

 (45－4－3) 

 

 ・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は 3.2.1

(8）項にて記載 

その他，設計基準対象施設であるが，想定される重大事故時等

においてその機能を期待するため，以下の設備を重大事故等対処

設備（設計基準拡張）と位置付ける。 

その他，設計基準事故対処設備であるが，想定される重大事故

等時において健全であれば，以下の設備を重大事故等対処設備と

して使用する。 

その他，設計基準対象施設であるが，想定される重大事故等時

においてその機能を期待するため，以下の設備を重大事故等対処

設備（設計基準拡張）と位置付ける。 

 

(4) 原子炉隔離時冷却系 

原子炉隔離時冷却系は，冷却材喪失事故時において，低圧

注水系，高圧炉心注水系及び自動減圧系と連携して，炉心を

冷却する機能を有する。 

(5) 原子炉隔離時冷却系 

原子炉隔離時冷却系は，原子炉停止後，何らかの原因で

給水が停止した場合等に，発電用原子炉からの蒸気の一部

を用いてタービン駆動ポンプを作動させ，発電用原子炉に

(4) 原子炉隔離時冷却系 

原子炉隔離時冷却系は，原子炉停止後何らかの原因で復

水・給水が停止した場合に，原子炉水位を維持するため，原

子炉蒸気の一部を用いたタービン駆動ポンプにより，サプレ

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

ECCS構成設備の相違 
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本系統は，原子炉水位低又はドライウェル圧力高の信号で

作動を開始し，復水貯蔵槽の水又はサプレッション・チェン

バのプール水を給水系等を経由して原子炉圧力容器へ注水す

る。また，原子炉水位高信号で注水を自動的に停止する。 

 

注水し水位を維持する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉隔離時冷却系の水源としては，通常はサプレッシ

ョン・チェンバを使用するが，自主対策設備である復水貯

蔵タンクの水も利用することが可能な設計とする。原子炉

隔離時冷却系は，中央制御室でのスイッチ操作による起動

又は原子炉水位異常低下（レベル２）信号によって自動起

動する設計とする。 

 

ッション・プール水を炉心に注入することを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉隔離時冷却系の水源としては，サプレッション・チ

ェンバを使用することが可能な設計とする。原子炉隔離時冷

却系は，中央制御室でのスイッチ操作による起動又は原子炉

水位異常低下（レベル２）信号によって自動起動する設計と

する。 

【ABWR】 

低圧注水系，高圧炉心

注水系，原子炉隔離時冷

却系及び自動減圧系 

【BWR5】 

低圧注水系，高圧炉心

スプレイ系，低圧炉心ス

プレイ系及び自動減圧

系（以下，⑤の相違） 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑤の相違 

・SA水源の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

 

(5) 高圧炉心注水系 

高圧炉心注水系は，冷却材喪失事故時において，低圧注水

系，原子炉隔離時冷却系及び自動減圧系と連携して，炉心を

冷却する機能を有する。 

 

 

 

 

本系統は，原子炉水位低又はドライウェル圧力高の信号で

作動を開始し，復水貯蔵槽の水又はサプレッション・チェン

バのプール水を炉心上部に取り付けられたスパージャから燃

料集合体上に注水することによって炉心を冷却する。 

 

 

また，原子炉水位高信号で注水を自動的に停止する。 

 

(6)  高圧炉心スプレイ系 

高圧炉心スプレイ系は，冷却材喪失事故時に，低圧炉心

スプレイ系，低圧注水系及び自動減圧系と連携して炉心を

冷却する機能を有する設計とする。 

 

 

 

 

高圧炉心スプレイ系は，原子炉水位異常低下（レベル２）

信号又はドライウェル圧力高信号で作動を開始し，サプレ

ッション・チェンバのプール水又は自主対策設備である復

水貯蔵タンクの水を，炉心上部に取付けられたスパージ

ャ・ヘッダのノズルから燃料集合体上にスプレイすること

によって炉心を冷却する設計とする。 

また，原子炉水位高信号でスプレイを自動的に停止する

設計とする。 

また，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，

設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪

失した場合においても炉心の著しい損傷を防止するため，発

(5) 高圧炉心スプレイ系 

高圧炉心スプレイ系は，大破断事故時には低圧炉心スプレ

イ系及び低圧注水系と連携し，中小破断事故時には単独で炉

心を冷却する機能を有する。 

 

 

 

 

本系統は，原子炉水位低（レベル１H）又は格納容器圧力高

の信号で作動を開始し，サプレッション・プール水を炉心上

部に取付けられたスパージャ・ヘッダのノズルから燃料集合

体上にスプレイすることによって炉心を冷却する。 

 

 

また，原子炉水位高（レベル８）信号で注水を自動的に停

止する。 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉の HPCS ポ

ンプは，LOCA 時におい

て ADSと連携しない 

 

 

 

・SA水源の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ②の相違 
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電用原子炉を冷却するために必要な設備として，原子炉冷却

系の過圧防止機能である逃がし安全弁（安全弁機能）を設け

る。 

また，技術的能力審査基準への適合のため，原子炉冷却材

圧力バウンダリ高圧時に，発電用原子炉を冷却するために必

要な監視及び制御の手順等として以下の「高圧代替注水系に

よる原子炉注水」及び「全交流動力電源喪失及び所内常設直

流電源系統喪失時の原子炉注水」手順については，「実用発

電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び

拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力

に係る審査基準への適合状況について」の「1.2 原子炉冷却

材圧力バウンダリ高圧時に原子炉を冷却するための手順等」

の以下の項目で示す。 

① 高圧代替注水系による原子炉注水 

1.2.2 重大事故等発生時の手順 1.2.2.2 フロントライ

ン系故障時の対応手順 (1)高圧代替注水系による原子炉

注水 a.中央制御室からの高圧代替注水系起動 

② 全交流動力電源喪失及び所内常設直流電源系統喪失時の

原子炉注水 

1.2.2 重大事故等発生時の手順 1.2.2.3 サポート系故

障時の対応手順 (1) 全交流動力電源喪失及び所内常設直

流電源系統喪失時の原子炉注水 a.中央制御室からの高圧

代替注水系起動及び b.現場手動操作による高圧代替注水

系起動 

  

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の手順に

ついては，「1.2 原子炉

冷却材圧力バウンダリ

高圧時に原子炉を冷却

するための手順等」にて

記載（以下，⑥の相違） 

また，技術的能力審査基準への適合のため，原子炉冷却材圧力

バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するために必要な監視及

び制御の手順等として，以下を整備する。 

 また，技術的能力審査基準への適合のため，原子炉冷却材圧力

バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するために必要な監視及

び制御の手順等として，以下を整備する。 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

 東海第二の監視及び

制御の手順等について

は，3.2.1.1（3）項にて

記載 

(6) 監視及び制御に用いる設備 

「高圧代替注水系による発電用原子炉の冷却」及び「全交

流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失時の発電用原子炉

の冷却」により原子炉圧力容器を冷却する場合に監視及び制

御に使用する重大事故等対処設備（監視及び制御）として，

原子炉水位，原子炉圧力，高圧代替注水系系統流量，復水貯

蔵槽水位を使用する。 

 

 

(6) 監視及び制御に用いる設備 

「高圧原子炉代替注水系による発電用原子炉の冷却」及び

「全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失時の発電用

原子炉の冷却」により原子炉圧力容器を冷却する場合に監視

及び制御に使用する重大事故等対処設備（監視及び制御）と

して，原子炉水位（広帯域），原子炉水位（燃料域），原子炉

水位（ＳＡ），原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ），高圧原子炉

 

 

 

 

 

・SA水源の相違 

【柏崎 6/7】 
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原子炉水位は発電用原子炉を冷却するための原子炉水位を

監視又は推定でき，原子炉圧力，高圧代替注水系系統流量，

復水貯蔵槽水位は原子炉圧力容器へ注水するための高圧代替

注水系及び原子炉隔離時冷却系の作動状況を確認できる設計

とする。 

 

 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・原子炉水位（広帯域，燃料域，SA） （3.15 計装設備【58 

条】） 

 

 

・原子炉圧力 （3.15 計装設備【58 条】） 

・原子炉圧力（SA） （3.15 計装設備【58 条】） 

・高圧代替注水系系統流量 （3.15 計装設備【58 条】） 

・復水貯蔵槽水位（SA） （3.15 計装設備【58 条】） 

代替注水流量，サプレッション・プール水位（ＳＡ）を使用

する。 

原子炉水位（広帯域），原子炉水位（燃料域），原子炉水位

（ＳＡ）は発電用原子炉を冷却するための原子炉水位を監視

又は推定でき，原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ），高圧原子炉

代替注水流量及びサプレッション・プール水位（ＳＡ）は原

子炉圧力容器へ注水するための高圧原子炉代替注水系及び原

子炉隔離時冷却系の作動状況を確認できる設計とする。 

 

具体的な設備は，以下のとおりとする。 

・原子炉水位（広帯域）（3.15 計装設備【58条】） 

 

・原子炉水位（燃料域）（3.15 計装設備【58条】） 

・原子炉水位（ＳＡ）（3.15 計装設備【58条】） 

・原子炉圧力（3.15 計装設備【58条】） 

・原子炉圧力（ＳＡ）（3.15 計装設備（58条）） 

・高圧原子炉代替注水流量（3.15 計装設備【58条】） 

・サプレッション・プール水位（ＳＡ）（3.15 計装設備【58

条】） 

 

 ①の相違 

 

 

 

・SA水源の相違 
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 ①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・SA水源の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

また，技術的能力審査基準への適合のため，復旧手段として，

以下を整備する。 

また，技術的能力審査基準への適合のため，復旧手段とし

て以下を整備する。 

 

また，技術的能力審査基準への適合のため，復旧手段として，

以下を整備する。 

 

 

(7) 復旧手段の整備 

全交流動力電源が喪失し，原子炉隔離時冷却系の起動又は

運転継続に必要な直流電源を所内蓄電式直流電源設備により

給電している場合は，所内蓄電式直流電源設備の蓄電池が枯

渇する前に代替交流電源設備（常設又は可搬型），可搬型直流

電源設備及び自主対策設備である直流給電車により原子炉隔

離時冷却系の運転継続に必要な直流電源を確保する手段を整

備する。 

 

 

 

なお，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準

規則第 57 条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

(7)  復旧手段の整備 

全交流動力電源の喪失により所内常設直流電源設備のうち

直流 125V充電器が機能喪失し，原子炉隔離時冷却系の起動及

び運転継続に必要な直流電源を所内常設直流電源設備の蓄電

池により給電している場合は，所内常設直流電源設備の蓄電

池が枯渇する前に常設代替交流電源設備として使用する常設

代替高圧電源装置又は可搬型代替交流電源設備として使用す

る可搬型代替低圧電源車により所内常設直流電源設備のうち

直流 125V 充電器に給電又は可搬型代替直流電源設備により

給電し，原子炉隔離時冷却系の起動及び運転継続に必要な直

流電源を確保して原子炉注水を実施する手段を整備する。 

なお，電源設備については，「3.14 電源設備（設置許可基

準規則第 57 条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

また，手順については，「実用発電用原子炉に係る発電用

原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置

(7) 復旧手段の整備 

全交流動力電源が喪失し，原子炉隔離時冷却系の起動又は

運転継続に必要な直流電源を所内常設蓄電式直流電源設備に

より給電している場合は，所内常設蓄電式直流電源設備の蓄

電池が枯渇する前に代替交流電源設備（常設又は可搬型），可

搬型直流電源設備及び自主対策設備である直流給電車により

原子炉隔離時冷却系の運転継続に必要な直流電源を確保する

手段を整備する。 

 

 

 

なお，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準

規則第 57条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 
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を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準への適合

状況について」の「1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時

に原子炉を冷却するための手順等」の以下の項目で示す。 

① 全交流動力電源喪失時における原子炉隔離時冷却系の復

旧 

1.2.2 重大事故等発生時の手順 1.2.2.2サポート系故障

時の対応手順  (2)復旧 a.代替交流電源設備による原子

炉隔離時冷却系への給電 b. 代替直流電源設備による原子

炉隔離時冷却系への給電 

 

⑥の相違 

また，技術的能力審査基準への適合のため，原子炉冷却材圧力

バウンダリ高圧時に重大事故等の進展抑制をするための手段とし

て，以下を整備する。 

 また，技術的能力審査基準への適合のため，原子炉冷却材圧力

バウンダリ高圧時に重大事故等の進展抑制をするための手段とし

て，以下を整備する。 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

 東海第二の重大事故

等の進展抑制手段につ

いては，3.2.1.1（4）項

にて記載  

(8) ほう酸水注入系による進展抑制 

高圧炉心注水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧代替注水系

による原子炉圧力容器への高圧注水により原子炉水位が維持

できない場合に，ほう酸水注入系を重大事故等の進展抑制の

ために使用し，ほう酸水注入系貯蔵タンクを水源として，常

設代替交流電源設備及び可搬型代替交流電源設備からの給電

により，ほう酸水注入系ポンプを用いて原子炉圧力容器への

注水を実施する。なお，ほう酸水注入系については「3.1 緊

急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備（設

置許可基準規則第 44 条に対する設計方針を示す章）」で示す。

常設代替交流電源設備については，「3.14 電源設備（設置許

可基準規則第 57 条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

 (8) ほう酸水注入系による進展抑制 

高圧炉心スプレイ系，原子炉隔離時冷却系及び高圧原子炉

代替注水系による原子炉圧力容器への高圧注水により原子炉

水位が維持できない場合に，ほう酸水注入系を重大事故等の

進展抑制のために使用し，ほう酸水貯蔵タンクを水源として，

常設代替交流電源設備及び可搬型代替交流電源設備からの給

電により，ほう酸水注入ポンプを用いて原子炉圧力容器への

注水を実施する。なお，ほう酸水注入系については「3.1 緊

急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備（設

置許可基準規則第 44条に対する設計方針を示す章）」で示す。

常設代替交流電源設備については，「3.14 電源設備（設置許

可基準規則第 57条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

 

 

なお，原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に重大事故等の進展

抑制をするための自主対策設備として，以下を整備する。 

また，原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に，重大事故等の

進展抑制をするための自主対策設備として以下を整備する。 

 

なお，原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に重大事故等の進展

抑制をするための自主対策設備として，以下を整備する。 

 

 

 

(9) ほう酸水注入系による進展抑制（原子炉圧力容器への注水

を継続させる場合） 

高圧炉心注水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧代替注水系

による原子炉圧力容器への注水機能が喪失した場合，「(8)ほ

(8) 純水系（ほう酸水注入系による原子炉注水を継続させる場合） 

 

純水系を水源としてほう酸水貯蔵タンクに補給する設計と

する。ほう酸水貯蔵タンクへの補給に使用する純水系は，耐

(9) ほう酸水注入系による進展抑制（原子炉圧力容器への注水

を継続させる場合） 

高圧炉心スプレイ系，原子炉隔離時冷却系及び高圧原子炉

代替注水系による原子炉圧力容器への注水機能が喪失した場
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う酸水注入系による進展抑制」に加えて，原子炉圧力容器へ

の注水を継続するために，復水補給水系等を水源としてほう

酸水注入系貯蔵タンク又はほう酸水注入系テストタンクに補

給する手順を整備する。これらの整備により，重大事故等の

進展抑制のために，「(8)ほう酸水注入系による進展抑制」に

加えて，原子炉圧力容器への注水を継続する。 

 

震ＳクラスではなくＳＳ機能維持を担保できないが，使用可能

であれば，ほう酸水貯蔵タンクに純水を補給することができ，

ほう酸水注入系による発電用原子炉への注水を継続すること

が可能となることから，原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時

における重大事故等の進展を抑制する手段として有効であ

る。 

 

合，「(8) ほう酸水注入系による進展抑制」に加えて，原子炉

圧力容器への注水を継続するために，復水輸送系等を水源と

してほう酸水貯蔵タンク又はほう酸水注入系テストタンクに

補給する手順を整備する。これらの整備により，重大事故等

の進展抑制のために，「(8) ほう酸水注入系による進展抑制」

に加えて，原子炉圧力容器への注水を継続する。 

 

(10) 制御棒駆動系による進展抑制 

高圧炉心注水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧代替注水系

による原子炉圧力容器への注水機能が喪失した場合，重大事

故等の進展抑制のために，原子炉補機冷却系により冷却水を

確保し，復水貯蔵槽を水源として制御棒駆動水ポンプを用い

て原子炉圧力容器への注水を実施する。 

(9) 制御棒駆動水圧系による原子炉注水 

原子炉隔離時冷却系，高圧炉心スプレイ系及び高圧代替注水

系による発電用原子炉への注水機能が喪失した場合，重大事故

等の進展抑制のため，冷却水として原子炉補機冷却系を確保し，

自主対策設備である復水貯蔵タンクを水源として制御棒駆動水

系ポンプによる発電用原子炉への注水を実施する。 

制御棒駆動水系ポンプにより発電用原子炉を冷却するには

十分な注水量を確保できない。また，制御棒駆動水ポンプ等は，

耐震ＳクラスではなくＳＳ機能維持を担保できないが，使用可

能であれば，原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時における重大

事故等の進展抑制のための手段として有効である。 

 

(10) 制御棒駆動水圧系による進展抑制 

高圧炉心スプレイ系，原子炉隔離時冷却系及び高圧原子炉

代替注水系による原子炉圧力容器への注水機能が喪失した

場合，重大事故等の進展抑制のために，原子炉補機冷却系

（原子炉補機海水系を含む。）により冷却水を確保し，

復水貯蔵タンクを水源として制御棒駆動水圧ポンプを用い

て原子炉圧力容器への注水を実施する。 

 

 

(11) 高圧炉心注水系緊急注水の整備 

全交流動力電源喪失時，原子炉隔離時冷却系及び高圧代替

注水系が機能喪失した場合，重大事故等の進展抑制のために，

常設代替交流電源設備により高圧炉心注水系の電源を復旧

し，高圧炉心注水系ポンプを無冷却水の状態で短時間起動し，

原子炉圧力容器への注水を実施する。 

 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

電源系統構成の相違 

 （以下，③の相違） 

また，代替淡水源（淡水貯水池及び防火水槽）の淡水が枯

渇した場合の海水の利用手段として，以下を整備する。 

 

(12) 高圧代替注水系の海水の利用 

高圧代替注水系の水源である復水貯蔵槽の淡水が枯渇した

場合において，防潮堤の内側に設置している海水取水箇所（取

水路）より，大容量送水車（海水取水用）を用いて復水貯蔵

槽への供給を行う設計とする。なお，海の利用については

「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置許

可基準規則第 56 条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の高圧原

子炉代替注水系は S/C

を水源とした循環運転

であり，水源は枯渇しな

いため，S/Cへの海水補

給は行わない（以下，⑦

の相違） 
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3.2.2重大事故等対処設備 

3.2.2.1 高圧代替注水系の設置 

3.2.2.1.1 設備概要 

高圧代替注水系は，設計基準事故対処設備である高圧炉心注水

系及び原子炉隔離時冷却系の有する発電用原子炉の冷却機能が喪

失した場合に，この機能を代替し，炉心の著しい損傷を防止する

ため，原子炉圧力容器を冷却すること及び，原子炉水位を維持す

ることを目的として使用する。 

本系統は，蒸気タービン駆動ポンプである高圧代替注水系ポン

プ 1 台，電源設備（常設代替直流電源設備），計測制御装置及び，

水源である復水貯蔵槽，注水流路である高圧代替注水系（注水系），

高圧炉心注水系，残留熱除去系（7 号炉のみ）の配管及び弁，復

水補給水系の配管，並びに給水系の配管，弁及びスパージャ，蒸

気流路である高圧代替注水系（蒸気系），主蒸気系，原子炉隔離時

冷却系の配管及び弁，注水先である原子炉圧力容器から構成され

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧代替注水系の系統概要図を図 3.2-1 に，重大事故等対処設

備一覧を表 3.2-1 に示す。 

 

本系統は，全交流動力電源及び設計基準事故対処設備である常

設直流電源が喪失した場合でも，常設代替直流電源設備からの給

電により中央制御室から遠隔手動操作によって， 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 重大事故等対処設備 

3.2.2.1 高圧代替注水系 

3.2.2.1.1 設備概要 

  高圧代替注水系は，設計基準事故対処設備である原子炉隔離

時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の有する発電用原子炉の冷却

機能が喪失した場合に，この機能を代替し，炉心の著しい損傷

を防止するため発電用原子炉を冷却すること及び原子炉水位を

維持することを目的として設置するものである。 

  高圧代替注水系は，ポンプ1台（蒸気タービン駆動），電源設

備（常設代替直流電源設備又は可搬型代替交流電源設備），水

源であるサプレッション・チェンバ，注水流路である高圧炉心

スプレイ系配管・弁，高圧代替注水系配管・弁及び原子炉隔離

時冷却系配管・弁，蒸気流路である原子炉隔離時冷却系配管・

弁，主蒸気系配管・弁及び高圧代替注水系配管・弁，注水先で

ある原子炉圧力容器等から構成される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を

冷却するために必要な設備として，逃がし安全弁（安全弁機能）

を使用する。 

  高圧代替注水系の系統概要図を第3.2－1図に重大事故等対処

設備一覧を第3.2－1表に示す。 

 

  高圧代替注水系は，全交流動力電源喪失及び所内常設直流電

源系統が喪失した場合でも，常設代替交流電源設備である常設

代替高圧電源装置又は可搬型代替交流電源設備である可搬型代

替低圧電源車，常設代替直流電源設備である緊急用125V系蓄電

池から給電し，中央制御室からのスイッチ操作によって， 

   

 

 

 

3.2.2 重大事故等対処設備 

3.2.2.1 高圧原子炉代替注水系の設置 

3.2.2.1.1 設備概要 

高圧原子炉代替注水系は，設計基準事故対処設備である高圧炉

心スプレイ系及び原子炉隔離時冷却系の有する発電用原子炉の冷

却機能が喪失した場合に，この機能を代替し，炉心の著しい損傷

を防止するため，原子炉圧力容器を冷却すること及び，原子炉水

位を維持することを目的として使用する。 

本系統は，蒸気タービン駆動ポンプである高圧原子炉代替注水

ポンプ１台，電源設備（常設代替直流電源設備又は可搬型直流電

源設備），計測制御装置及び，水源であるサプレッション・チェン

バ，注水流路である高圧原子炉代替注水系（注水系），原子炉隔離

時冷却系の配管及び弁，残留熱除去系の配管・弁・ストレーナ，

原子炉浄化系の配管，並びに給水系の配管，弁及びスパージャ，

蒸気流路である高圧原子炉代替注水系（蒸気系），原子炉隔離時冷

却系の配管及び弁，並びに主蒸気系の配管，注水先である原子炉

圧力容器から構成される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧原子炉代替注水系の系統概要図を図 3.2-1に，重大事故等

対処設備一覧を表 3.2-1に示す。 

 

本系統は，全交流動力電源及び設計基準事故対処設備である常

設直流電源が喪失した場合でも，常設代替直流電源設備又は可搬

型直流電源設備からの給電により中央制御室から遠隔手動操作に

よって， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は可搬直

流電源設備による電源

供給も想定しており，設

備を明確に記載 

【東海第二】 

④の相違 

・SA水源の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 系統構成の相違 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

④の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は可搬直

流電源設備による電源

供給も想定しており，設

備を明確に記載 
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復水貯蔵槽を水源に，給水系等を経由して原子炉圧力容器へ注

水することで炉心を冷却できる設計とする。 

 

 

仮に，常設代替直流電源設備が機能しない場合でも，現場での

人力による弁の操作により，原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧

対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が

整うまでの期間にわたり，発電用原子炉の冷却を継続できる設計

とする。 

高圧代替注水系蒸気供給ラインは，原子炉隔離時冷却系蒸気供

給ラインから分岐し，高圧代替注水系タービン止め弁の開閉操作

により高圧代替注水系ポンプ駆動用タービンに蒸気を導く。 

 

高圧代替注水系排気ラインは，原子炉隔離時冷却系排気ライン

に合流し，サプレッション・チェンバへ放出する。 

 

高圧代替注水系ポンプ吸込ラインは，高圧炉心注水系ポンプ吸

込ラインから分岐し，復水貯蔵槽の水が供給される。 

 

 

 

 

高圧代替注水系ポンプ吐出ラインは，給水系等を経由して原子

炉圧力容器へつながる。なお，高圧代替注水系ポンプ吐出ライン

にはサプレッション・チェンバにつながるテストラインも設ける。 

 

水源である復水貯蔵槽は，枯渇しそうな場合においても，代替

淡水源（淡水貯水池及び防火水槽）の淡水を，可搬型代替注水ポ

ンプ（A-2 級）を用いて，廃棄物処理建屋外壁に設置した外部接

続口から復水貯蔵槽へ供給できる設計とする。 

本系統の操作に当たっては，中央制御室又は現場で高圧代替注

水系タービン止め弁及び高圧代替注水系注入弁の開操作をするこ

とで本系統を起動させ，運転を行う。 

サプレッション・チェンバを水源として，原子炉隔離時冷却系を

介して発電用原子炉へ注水可能な設計とする。 

 

 

  中央制御室から高圧代替注水系を起動できない場合でも，現

場での高圧代替注水系タービン止め弁の人力による操作によ

り，原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材

圧力バウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの期間にわ

たって高圧注水系の運転を継続できる設計とする。   

  常設高圧代替注水系ポンプ駆動タービンへの蒸気供給ライン

は，原子炉隔離時冷却系の蒸気供給ラインから分岐し，高圧代

替注水系タービン止め弁の開操作により，常設高圧代替注水系

ポンプ駆動タービンに蒸気を導く設計とする。 

  常設高圧代替注水系ポンプ駆動タービンの排気は，原子炉隔

離時冷却系タービン排気ラインに合流し，サプレッション・チ

ェンバへ放出する設計とする。 

  常設高圧代替注水系ポンプの吸込ラインは，サプレッショ

ン・チェンバを水源とする高圧炉心スプレイ系から分岐してポ

ンプに供給する設計とする。 

 

 

 

  常設高圧代替注水系ポンプの吐出ラインは，原子炉隔離時冷

却系の原子炉への注水配管に接続する設計とし，吐出ラインに

は，サプレション・チェンバに戻るテストラインを設ける設計

とする。 

 

 

 

 

  高圧代替注水系は，中央制御室又は現場で高圧代替注水系タ

ービン止め弁，高圧代替注水系注入弁及び原子炉隔離時冷却系

原子炉注入弁の開操作をすることで運転を行う設計とする。 

サプレッション・チェンバを水源に，給水系等を経由して原子

炉圧力容器へ注水することで炉心を冷却できる設計とする。 

 

 

仮に，常設代替直流電源設備及び可搬型直流電源設備が機能し

ない場合でも，現場での人力による弁の操作により，原子炉冷却

材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低

圧時の冷却対策の準備が整うまでの期間にわたり，発電用原子炉

の冷却を継続できる設計とする。 

高圧原子炉代替注水系蒸気供給ラインは，原子炉隔離時冷却系

蒸気供給ラインから分岐し，ＲＣＩＣ ＨＰＡＣタービン蒸気入

口弁の開操作により高圧原子炉代替注水ポンプ駆動用蒸気タービ

ンに蒸気を導く。 

高圧原子炉代替注水系排気ラインは，原子炉隔離時冷却系排気

ラインに合流し，サプレッション・チェンバへ放出する。 

 

高圧原子炉代替注水ポンプ吸込ラインは，残留熱除去ポンプ吸

込ラインから分岐し，サプレッション・チェンバのプール水が供

給される。 

 

 

 

高圧原子炉代替注水ポンプ吐出ラインは，給水系等を経由して

原子炉圧力容器へつながる。なお，高圧原子炉代替注水ポンプ吐

出ラインにはサプレッション・チェンバにつながるテストライン

も設ける。 

 

 

 

 

本系統の操作に当たっては，中央制御室又は現場でＲＣＩＣ 

ＨＰＡＣタービン蒸気入口弁及びＨＰＡＣ注水弁の開操作をする

ことで本系統を起動させ，運転を行う。 

 

 

 

 

 

・SA水源の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は可搬直

流電源設備による電源

供給も想定しており，設

備を明確に記載 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

系統構成の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 系統構成の相違 

・SA水源の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

・設備の相違 

【東海第二】 

系統構成の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑦の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 系統構成の相違 
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図 3.2-1 高圧代替注水系 系統概要図 

 

 

 

第 3.2－1図 高圧代替注水系系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-1 高圧原子炉代替注水系 系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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表 3.2-1 高圧代替注水系に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 高圧代替注水系ポンプ【常設】 

附属設備 ― 

水源※1 復水貯蔵槽【常設】 

流路 蒸気系 

高圧代替注水系（蒸気系） 配管・弁【常設】 

主蒸気系 配管・弁【常設】 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁【常設】 

注水系 

高圧代替注水系（注水系） 配管・弁【常設】 

復水補給水系 配管【常設】 

高圧炉心注水系 配管・弁【常設】 

残留熱除去系 配管・弁（7号炉のみ）【常設】 

給水系 配管・弁・スパージャ【常設】 

注水先 原子炉圧力容器【常設】 

電源設備※2 常設代替直流電源設備 

AM用直流 125V蓄電池【常設】 

AM用直流 125V充電器【常設】 

上記常設代替直流電源設備への給電のための設備として以下

の設備を使用する。 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

可搬型直流電源設備 

電源車【可搬】 

AM用直流 125V充電器【常設】 

軽油タンク【常設】 

タンクローリ（4kL）【可搬】 

計装設備※3 高圧代替注水系系統流量【常設】 

原子炉水位（広帯域）【常設】 

原子炉水位（燃料域）【常設】 

原子炉水位（SA）【常設】 

原子炉圧力【常設】 

原子炉圧力（SA）【常設】 

復水貯蔵槽水位（SA）【常設】 

※1：水源については「3.13重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設

置許可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※2：単線結線図を補足説明資料 45-2 に示す。 

電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則

第 57 条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※3：主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させる

ために把握することが必要な原子炉施設の状態 

計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58 条に対す

る設計方針を示す章）」で示す。 

第 3.2－1表 高圧代替注水系に関する重大事故等対処設備一覧

(1/2) 

 

第 3.2－1表 高圧代替注水系に関する重大事故等対処設備一覧

(2/2) 

 

 

表 3.2-1 高圧原子炉代替注水系に関する重大事故等対処設備一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 高圧原子炉代替注水ポンプ【常設】 

附属設備 ― 

水源※１ サプレッション・チェンバ【常設】 

流路 蒸気系 

高圧原子炉代替注水系（蒸気系） 配管・弁【常設】 

主蒸気系 配管【常設】 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁【常設】 

注水系 

高圧原子炉代替注水系（注水系） 配管・弁【常設】 

残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ【常設】 

原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・弁 【常設】 

原子炉浄化系 配管【常設】 

給水系 配管・弁・スパージャ【常設】 

注水先 原子炉圧力容器【常設】 

電源設備※２ 

（燃料補給設

備を含む） 

常設代替直流電源設備 

ＳＡ用 115V系充電器盤【常設】 

ＳＡ用 115V系蓄電池【常設】 

上記常設代替直流電源設備への給電のための設備として以

下の設備を使用する。 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

可搬型直流電源設備 

高圧発電機車【可搬型】 

ＳＡ用 115V系充電器【常設】 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常設】 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク

【常設】 

タンクローリ【可搬型】 

燃料補給設備 

ガスタービン発電機用軽油タンク【常設】 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク【常設】 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク

【常設】 

タンクローリ【可搬型】 

計装設備※３ 高圧原子炉代替注水流量【常設】 

原子炉水位（広帯域）【常設】 

原子炉水位（燃料域）【常設】 

原子炉水位（ＳＡ）【常設】 

原子炉圧力【常設】 

原子炉圧力（ＳＡ）【常設】 

サプレッション・プール水位（ＳＡ）【常設】 

可搬型計測器【可搬型】 

※１：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設

置許可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※２：単線結線図を補足資料 47-2 に示す。 

電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57条に対

する設計方針を示す章）」で示す。 

※３：主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させ

るために把握することが必要な原子炉施設の状態 

計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第58条に対す

る設計方針を示す章）」で示す。 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，柏崎

6/7 と同様に系統構成

に必要な弁は流路とし

て整理しており，主要設

備として個別に記載し

ていない（以下，⑧の相

違） 
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3.2.2.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

(1) 高圧代替注水系ポンプ 

 

 

 

 

 

種類 ：ターボ形 

 

容量 ：182m3/h/台 

全揚程 ：958m 

最高使用圧力：吸込側 1.37MPa[gage]/ 

       吐出側 11.8MPa[gage] 

最高使用温度：77℃ 

個数 ：1 

取付箇所 ：原子炉建屋地下 2 階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.1.2 主要設備の仕様 

 主要機器仕様を以下に示す。 

  (1) 常設高圧代替注水系ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

 

 

 

型 式    ターボ形 

台 数    1 

容 量    約 136.7m３／h 

全 揚 程    約 900m 

 

最高使用圧力     10.7MPa［gage］ 

   最高使用温度     120℃ 

    

   取 付 箇 所    原子炉建屋原子炉棟地下2階 

 

  (2) 高圧代替注水系タービン止め弁 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

型    式     電気作動 

個    数     1 

最高使用圧力     8.62MPa[gage] 

最高使用温度     302℃ 

材    料     炭素鋼 

 

  (3) サプレッション・チェンバ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉格納施設 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却

するための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

基    数     1 

3.2.2.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

(1) 高圧原子炉代替注水ポンプ 

 

 

 

 

 

種類     ：ターボ形 

 

容量     ：75m3/h/台 

全揚程    ：918m 

最高使用圧力 ：吸込側 1.37MPa[gage]/ 

        吐出側 11.3MPa[gage] 

最高使用温度 ：120℃ 

個数     ：１ 

取付箇所   ：原子炉建物原子炉棟地下２階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，まとめ

資料本文第 3.2-1 表に

て記載 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設計仕様の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 設計仕様の相違 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

⑧の相違 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は「3.13 

重大事故等の収束に必

要となる水の供給設備」

にて記載（以下，⑨の相

違） 
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なお，水源については「3.13 重大事故等の収束に必要とな

る水の供給設備（設置許可基準規則第 56 条に対する設計方

針を示す章）」，電源設備については「3.14電源設備（設置許

可基準規則第 57 条に対する設計方針を示す章）」，計装設備

については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58 条に対

する設計方針を示す章）」で示す。 

容    量     約 3,400m３  

（サプレッション・チェンバ・プール水量を示す。） 

最高使用圧力     310kPa[gage] 

最高使用温度     104℃ 

材    料     炭素鋼 

取 付 箇 所    格納容器内 

 

  (4) 逃がし安全弁 

兼用する設備は以下のとおり。 

・主蒸気系 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

型    式     バネ式（アクチュエータ付） 

個    数     18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，水源については「3.13 重大事故等の収束に必要とな

る水の供給設備（設置許可基準規則第 56条に対する設計方針

を示す章）」，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可

基準規則第 57条に対する設計方針を示す章）」，計装設備につ

いては「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58 条に対する

設計方針を示す章）」で示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 
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3.2.2.1.3 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

3.2.2.1.3.1 設置許可基準規則第 43 条第 1 項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43 条第 1 項

一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

高圧代替注水系の高圧代替注水系ポンプは，原子炉建屋

原子炉区域内に設置される設備であることから，想定され

る重大事故等時における原子炉建屋原子炉区域内の環境条

件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮すること

ができるよう，表 3.2-2 に示す設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(45-3,45-4) 

3.2.2.1.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

3.2.2.1.3.1 設置許可基準規則第43条第1項への適合方針 

 (1) 環境条件（設置許可基準規則第43条第1項一） 

  

(ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

    高圧代替注水系の常設高圧代替注水系ポンプ及び高圧代

替注水系タービン止め弁は，原子炉建屋原子炉棟内に設置

される設備であることから，その機能を期待される重大事

故等が発生した場合における原子炉建屋原子炉棟内の環境

条件を考慮し，第3.2－2表に示す設計とする。 

    常設高圧代替注水系ポンプ，高圧代替注水系タービン止

め弁は，中央制御室から操作が可能な設計とする。 

高圧代替注水系タービン止め弁は，放射線量が高くなる

おそれのない場所を選定し設置するとともに，駆動部に手

動操作ハンドルを設けることで，中央制御室からの操作に

より高圧代替注水系が起動できない場合に，設置場所にお

いて人力により容易に操作が可能な設計とする。 

逃がし安全弁（安全弁機能）は，原子炉格納容器内に設

置し，重大事故等時における原子炉格納容器内の環境条件

を考慮した設計とする。 

(45－3－2～5，8) 

3.2.2.1.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

3.2.2.1.3.1 設置許可基準規則第 43条第１項への適合方針 

(1) 環境条件及び荷重条件（設置許可基準規則第 43条第１項

一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合における温度，放

射線，荷重その他の使用条件において，重大事故等に対処

するために必要な機能を有効に発揮するものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

高圧原子炉代替注水系の高圧原子炉代替注水ポンプは，

原子炉建物原子炉棟内に設置される設備であることから，

想定される重大事故等時における原子炉建物原子炉棟内の

環境条件及び荷重条件を考慮し，その機能を有効に発揮す

ることができるよう，表 3.2-2に示す設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(45-3，45-4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

⑧の相違 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

⑧の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

②の相違 
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表 3.2-2 想定する環境条件及び荷重条件 

考慮する外的事象 対応 

温度・圧力・湿度・放

射線 

原子炉建屋原子炉区域内で想定される温度，圧力，

湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認した

機器を使用する。 

屋外の天候による影

響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響

は受けない。 

海水を通水する系統

への影響 

淡水だけでなく海水も使用できる設計とする（常時

海水を通水しない）。なお，原子炉圧力容器への注

水は，可能な限り淡水源を優先し，海水通水は短期

間とすることで，設備への影響を考慮する。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損

傷しないことを確認する（詳細は「2.1.2耐震設計の

基本方針」に示す）。 

風（台風）・積雪 原子炉建屋原子炉区域内に設置するため，風（台風）

及び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によ

りその機能が損なわれない設計とする。 

  

 

また，高圧代替注水系ポンプは，表 3.2-3に示す操作対象弁を

操作することで起動・停止し,中央制御室の操作スイッチから遠

隔操作可能な設計とする。 

 

第 3.2－2表 想定する環境条件 

 

 

表 3.2-2 想定する環境条件及び荷重条件 

考慮する外的事象 対応 

温度・圧力・湿度・

放射線 

原子炉建物原子炉棟内で想定される温度，圧力，湿度及

び放射線条件に耐えられる性能を確認した機器を使用す

る。 

屋外の天候による

影響 

屋外に設置するものではないため，天候による影響は受

けない。 

海水を通水する系

統への影響 

海水を通水しない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が損傷し

ないことを確認する（詳細は「2.1.2耐震設計の基本方

針」に示す）。 

風（台風）・積雪 原子炉建物原子炉棟内に設置するため，風（台風）及び

積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波によりそ

の機能が損なわれない設計とする。 

 

 

また，高圧原子炉代替注水ポンプは，表 3.2-3に示す操作対

象弁を操作することで起動・停止し，中央制御室の操作スイッ

チから遠隔操作可能な設計とする。 

 

・設計方針の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は柏崎 6/

7と同様に，ＳＡ事象と

重畳する自然現象の規

模を検討し，環境条件と

して地震，風（台風），

凍結，降水，積雪を考慮

することとしている 

  

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43 条第 1 項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操

作できるものであること。 

(2) 操作性（設置許可基準規則第43条第1項二） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において確実に操

作できるものであること。 

 

(2) 操作性（設置許可基準規則第 43条第１項二） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において確実に操

作できるものであること。 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

 

高圧代替注水系を運転する場合は，原子炉隔離時冷却系

側に蒸気が流入していないことを確認した後，高圧代替注

水系注入弁及び高圧代替注水系タービン止め弁を開操作す

ることで原子炉圧力容器へ注水を行う。 

 

なお，原子炉隔離時冷却系タービン止め弁が開状態から

動作不能になった場合や，配管機能が喪失した場合で高圧

代替注水系側へ蒸気供給ができない状況においては，原子

炉隔離時冷却系過酷事故時蒸気止め弁を閉操作すること

で，高圧代替注水系側へ蒸気供給を行うことができる。 

 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性

について」に示す。 

    高圧代替注水系の運転のため操作が必要な機器を第3.2

－3表に示す。 

    高圧代替注水系を運転する場合は，高圧代替注水系注入

弁及び原子炉隔離時冷却系原子炉注入弁を開にする。その

後，高圧代替注水系タービン止め弁を開とし，常設高圧代

替注水系ポンプを起動し，高圧代替注水系による原子炉注

水を行う。 

    なお，ＲＣＩＣタービン止め弁が開状態から動作不能に

なった場合や，配管機能が喪失した場合で高圧代替注水系

側へ十分な蒸気供給ができない状況への対応についても，

原子炉隔離時冷却系ＳＡ蒸気止め弁を閉操作することで，

高圧代替注水系側へ蒸気供給を行うことが可能な設計とす

る。 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

 

高圧原子炉代替注水系を運転する場合は，原子炉隔離時

冷却系側に蒸気が流入していないことを確認した後，ＨＰ

ＡＣ注水弁及びＲＣＩＣ ＨＰＡＣタービン蒸気入口弁を

開操作することで原子炉圧力容器へ注水を行う。 

 

なお，原子炉隔離時冷却系タービン主塞止弁が開状態か

ら動作不能になった場合や，配管機能が喪失した場合で高

圧原子炉代替注水系側へ蒸気供給ができない状況において

は，原子炉隔離時冷却系タービン蒸気入口弁を閉操作する

ことで，高圧原子炉代替注水系側へ蒸気供給を行うことが

可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 系統構成の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，「原子

炉隔離時冷却系過酷事

故時蒸気止め弁」を新設

せず，高圧原子炉代替注
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高圧代替注水系ポンプは，高圧代替注水系注入弁を開操

作することで起動することから，ポンプ自体の起動操作は

不要である。 

以上のことから，高圧代替注水系の操作に必要な機器を

表 3.2-3 に示す。 

表に示すとおり，高圧代替注水系注入弁及び高圧代替注

水系タービン止め弁の操作は，いずれも中央制御室におけ

る操作盤上での操作スイッチにより操作可能な設計とす

る。 

中央制御室の操作スイッチを操作するにあたり，運転員

の操作性を考慮して十分な操作空間を確保する。また，操

作対象については銘板をつけることで識別可能とし，運転

員の操作及び監視性を考慮して確実に操作できる設計とす

る。 

ただし，仮に，電源設備が全て喪失し，中央制御室から

の遠隔操作ができない場合であっても，高圧代替注水系注

入弁と高圧代替注水系タービン止め弁を現場で人力により

手動操作することで，操作可能な設計とする。 

 

いずれの操作弁も手動ハンドルが設置されており，現場

での手動操作は，想定される重大事故等が発生した場合に

おいて，設置場所である原子炉建屋原子炉区域内の環境条

件（被ばく影響等）を考慮の上，十分な操作空間を確保し，

確実に手動操作可能な設計とする。 

(45-3,45-4) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

    常設高圧代替注水系ポンプは，高圧代替注水系タービン

止め弁を開操作することで起動し，ポンプ自体の起動操作

が不要な設計とする。 

     

 

高圧代替注水系注入弁，原子炉隔離時冷却系ＳＡ蒸気止

め弁，原子炉隔離時冷却系原子炉注入弁及び高圧代替注水

系タービン止め弁の操作は，いずれも中央制御室のスイッ

チにより操作が可能な設計とする。 

    中央制御室に設置する操作盤の操作器，表示器及び銘板

は，操作者の操作・監視性・識別性を考慮しており，また，

十分な操作空間を確保することで確実に操作できる設計と

する。 

     

電源喪失により中央制御室からの電動弁の遠隔操作がで

きない場合であっても，高圧代替注水系注入弁，原子炉隔

離時冷却系原子炉注入弁，高圧代替注水系タービン止め弁

を現場で人力により確実に操作が可能とすることで高圧代

替注水系の運転ができる設計とする。 

    弁の現場操作を可能とするため，操作弁駆動部に手動ハ

ンドルを設け，想定される重大事故等が発生した場合の設

置場所である原子炉建屋原子炉棟内の環境条件（被ばく影

響等）を考慮の上，設置場所に十分な操作空間を確保し，

確実に操作が可能な設計とする。 

    (45－4－2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧原子炉代替注水系ポンプは，ＨＰＡＣ注水弁及びＲ

ＣＩＣ ＨＰＡＣタービン蒸気入口弁を開操作することで

起動し，ポンプ自体の起動操作が不要な設計とする。 

以上のことから，高圧原子炉代替注水系の操作に必要な

機器を表 3.2-3に示す。 

表に示すとおり，ＨＰＡＣ注水弁及びＲＣＩＣ ＨＰＡ

Ｃタービン蒸気入口弁の操作は，いずれも中央制御室にお

ける操作盤上での操作スイッチにより操作可能な設計とす

る。 

中央制御室の操作スイッチを操作するにあたり，運転員

の操作性を考慮して十分な操作空間を確保する。また，操

作対象については弁番号を表示することで識別可能とし，

運転員の操作及び監視性を考慮して確実に操作できる設計

とする。 

ただし，仮に，電源設備が全て喪失し，中央制御室から

の遠隔操作ができない場合であっても，ＨＰＡＣ注水弁と

ＲＣＩＣ ＨＰＡＣタービン蒸気入口弁を現場で人力によ

り手動操作することで，操作可能な設計とする。 

 

いずれの操作弁も手動ハンドルを設置し，現場での手動

操作は，想定される重大事故等が発生した場合において，

設置場所である原子炉建物原子炉棟内の環境条件（被ばく

影響等）を考慮の上，十分な操作空間を確保し，確実に手

動操作可能な設計とする。 

(45-3，45-4) 

 

 

 

 

水系への蒸気供給を確

保するために原子炉隔

離時冷却系への蒸気供

給を隔離する必要があ

る場合は，既設の原子炉

隔離時冷却系タービン

蒸気入口弁にて対応を

行う（以下，⑩の相違） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 系統構成の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 系統構成の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 系統構成の相違 
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表 3.2-3 操作対象機器 

機器名称  状態の変化  操作場所  操作方法 

高圧代替注

水系注入弁 

弁閉→弁開 中央制御室 スイッチ操作 

原子炉建屋地下 1 階 手動操作 

高圧代替注

水系タービ

ン止め弁 

弁閉→弁開 

弁開→弁閉 

中央制御室 スイッチ操作 

原子炉建屋地下 1 階（6 号炉） 

原子炉建屋地上 1 階（7 号炉） 

手動操作 

原子炉隔離

時冷却系過

酷事故時蒸

気止め弁※ 

弁開→弁閉 原子炉建屋地下 1 階 手動操作 

※：原子炉隔離時冷却系を運転中に原子炉隔離時冷却系タービン止め弁が開状態か

ら動作不能となった場合や原子炉隔離時冷却系配管が機能喪失した場合に操作

を行う。 

 

 

第 3.2－3表 操作対象機器 

 

表 3.2-3 操作対象機器  

機器名称 状態の変化 操作場所 操作方法 

ＨＰＡＣ注水弁 弁閉→弁開 

中央制御室 スイッチ操作 

原子炉建物原子炉棟

地下１階 
手動操作 

ＲＣＩＣ ＨＰＡＣタ

ービン蒸気入口弁 

弁閉→弁開 

弁開→弁閉 

中央制御室 スイッチ操作 

原子炉建物原子炉棟

地下２階 
手動操作 

原子炉隔離時冷却系タ

ービン蒸気入口弁※ 
弁開→弁閉 

原子炉建物原子炉津

地下２階 
手動操作 

※：原子炉隔離時冷却系を運転中に原子炉隔離時冷却系タービン主塞止弁が開状態

から動作不能となった場合や原子炉隔離時冷却系配管が機能喪失した場合に操

作を行う。 

 

・設備の相違 

 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43 条第 1 項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

(3) 試験検査（設置許可基準規則第43条第1項三） 

 (ⅰ) 要求事項 

    健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

(3) 試験及び検査（設置許可基準規則第 43条第１項三） 

(ⅰ) 要求事項 

健全性及び能力を確認するため，発電用原子炉の運転中

又は停止中に試験又は検査ができるものであること。 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

高圧代替注水系は表 3.2-4 に示すように，発電用原子炉

の運転中又は停止中に機能・性能試験が可能な設計とする。

また，停止中にポンプ分解検査及び外観検査が可能な設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧代替注水系には，高圧代替注水系ポンプ吐出ライン

からサプレッション・チェンバにつながるテストラインを

設置し，発電用原子炉の運転中に原子炉蒸気を用いて高圧

代替注水系ポンプ駆動用タービンを駆動させ，復水貯蔵槽

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性

について」に示す。 

 

    高圧代替注水系は，第3.2－4表に示すように，発電用原

子炉の運転中に機能・性能検査及び弁動作確認を，また，

原子炉停止中に機能・性能検査，弁動作確認及び分解検査

が可能な設計とする。 

    常設高圧代替注水系ポンプは，原子炉停止中に，分解検

査としてケーシングカバー及びタービンカバーを取り外

し，ポンプ及びタービンの部品（主軸，軸受，羽根車及び

タービン等）の点検が可能な設計とする。弁については，

弁体等の部品の状態を確認する分解検査が可能な設計とす

る。分解検査においては，浸透探傷試験により，性能に影

響を及ぼす指示模様の有無を確認する。また，目視により，

性能に影響を及ぼすおそれのあるき裂，打こん，変形及び

摩耗の有無を確認可能な設計とする。 

また，常設高圧代替注水系ポンプは，吐出配管にテスト

ラインを設置し，原子炉運転中又は原子炉停止中に，サプ

レッション・チェンバを水源とした循環運転を行うことで，

ポンプの吐出圧力・流量の確認に加え，運転時の振動，異

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

高圧原子炉代替注水系は表 3.2-4に示すように，発電用

原子炉の運転中又は停止中に機能・性能試験が可能な設計

とする。また，停止中にポンプ分解検査及び外観検査が可

能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧原子炉代替注水系には，高圧原子炉代替注水ポンプ

吐出ラインからサプレッション・チェンバにつながるテス

トラインを設置し，発電用原子炉の運転中に原子炉蒸気を

用いて高圧原子炉代替注水ポンプ駆動用蒸気タービンを

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，４段落

下にて記載 
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の水をサプレッション・チェンバへ送水する機能・性能試

験が可能な設計とする。 

 

また，発電用原子炉の停止中においても所内蒸気による

機能・性能試験も可能となるよう，高圧代替注水系蒸気供

給ラインに所内蒸気供給ラインを設け，高圧代替注水系ポ

ンプ駆動用タービンに所内蒸気を供給可能な設計とする。 

 

高圧代替注水系を運転するために必要な操作対象弁（高

圧代替注水系注入弁，高圧代替注水系タービン止め弁）は，

発電用原子炉の運転中又は停止中に開閉動作確認可能な構

成とすることで，弁動作試験が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方で，原子炉隔離時冷却系過酷事故時蒸気止め弁につ

いては，発電用原子炉の運転中に開閉試験を行った場合に，

閉状態で動作不能になるリスクを踏まえて，停止中にのみ

弁動作試験を実施する。 

また，高圧代替注水系ポンプは，ケーシングカバー及び

タービンカバーの取り外しが可能な構造とし，停止中にポ

ンプ及びタービンの部品（主軸，軸受，羽根車及びタービ

ン等）の分解検査による内部確認が可能な設計とする。 

 

(45-5) 

音，異臭及び漏えいの確認が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

弁については，原子炉運転中又は原子炉停止中に弁動作

確認を実施することで弁開閉動作の確認が可能な設計とす

る。ポンプ及び系統配管・弁については，機能・性能検査

等に合わせて外観及び漏えいの有無の確認が可能な設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(45－5－2，3) 

 

駆動させ，サプレッション・チェンバのプール水をサプレ

ッション・チェンバへ送水する機能・性能試験が可能な設

計とする。 

また，発電用原子炉の停止中においても所内蒸気による

機能・性能試験も可能となるよう，高圧原子炉代替注水系

蒸気供給ラインに所内蒸気供給ラインを設け，高圧原子炉

代替注水ポンプ駆動用蒸気タービンに所内蒸気を供給可

能な設計とする。 

高圧原子炉代替注水系を運転するために必要な操作対

象弁（ＨＰＡＣ注水弁，ＲＣＩＣ ＨＰＡＣタービン蒸気

入口弁）及び原子炉隔離時冷却系タービン蒸気入口弁につ

いては，発電用原子炉の運転中又は停止中に開閉動作確認

可能な構成とすることで，弁動作試験が可能な設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，高圧原子炉代替注水系ポンプは，ケーシングカバ

ー及びタービンカバーの取り外しが可能な構造とし，停止

中にポンプ及びタービンの部品（主軸，軸受，羽根車及び

タービン等）の分解検査による内部確認が可能な設計とす

る。 

(45-5) 

 

 

 

 

 

 

 

・SA水源の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 系統構成の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

原子炉隔離時冷却系

タービン蒸気入口弁は

通常時閉であり，運転中

及び停止中の RCIC 機能

検査時に当該弁を全開

及び全閉操作を行う（以

下，⑪の相違） 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑪の相違 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は，４段落上

にて記載 
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表 3.2-4高圧代替注水系の試験及び検査 

プラント状態 項目 内容 

運転中 機能・性能確認 運転性能の確認，漏えいの確認 

弁動作確認 弁開閉動作の確認 

停止中 機能・性能試験 運転性能の確認，漏えいの確認 

弁動作試験 弁開閉動作の確認 

分解点検 
ポンプ及びタービン部品の表面状態

を，試験及び目視により確認 

外観点検 ポンプ外観の確認 
 

第 3.2－4表 高圧代替注水系の試験検査 

 

 

表 3.2-4 高圧原子炉代替注水系の試験及び検査 

プラント状態 項目 内容 

運転中 機能・性能確認 運転性能の確認，漏えいの確認 

弁開閉動作の確認 

停止中 機能・性能試験 運転性能の確認，漏えいの確認 

弁開閉動作の確認 

分解点検 
ポンプ及びタービン部品の表面状態を，

試験及び目視により確認 

外観点検 ポンプ外観の確認 
 

 

 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43 条第 1 項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するため

に使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速

やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

(4) 切替えの容易性（設置許可基準規則第43条第1項四） 

 (ⅰ) 要求事項 

    本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するため

に使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速

やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

(4) 切り替えの容易性（設置許可基準規則第 43条第１項四） 

(ⅰ) 要求事項 

本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するため

に使用する設備にあっては，通常時に使用する系統から速

やかに切り替えられる機能を備えるものであること。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧代替注水系は，原子炉隔離時冷却系と共用する高圧

代替注水系蒸気供給ライン，高圧炉心注水系と共用する高

圧代替注水系ポンプ吸込ライン，給水系（7 号炉は残留熱

除去系を含む）と共用する高圧代替注水系ポンプ吐出ライ

ン以外については，重大事故防止設備の目的のみに使用さ

れるため，本来の用途以外の用途には使用しない。 

本来の用途以外の用途として高圧代替注水系に使用する

原子炉隔離時冷却系，高圧炉心注水系及び給水系（7 号炉

は残留熱除去系を含む）の配管ラインについては，通常時

の隔離された系統構成から高圧代替注水系に切り替えるた

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性

について」に示す。 

 

    高圧代替注水系は，本来の用途として使用する。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧原子炉代替注水系は，原子炉隔離時冷却系と共用す

る高圧原子炉代替注水系蒸気供給ライン，残留熱除去系と

共用する高圧原子炉代替注水ポンプ吸込ライン，給水系及

び原子炉浄化系と共用する高圧原子炉代替注水ポンプ吐出

ライン以外については，重大事故防止設備の目的のみに使

用されるため，本来の用途以外の用途には使用しない。 

本来の用途以外の用途として高圧原子炉代替注水系に使

用する原子炉隔離時冷却系，残留熱除去系，原子炉浄化系

及び給水系の配管ラインについては，通常時の隔離された

系統構成から高圧原子炉代替注水系に切り替えるために表

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，柏崎と

同様に流路として他系

統を経由する箇所の切

替えについて記載 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 系統構成の相違 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 系統構成の相違 
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めに表 3.2-3 で示す弁操作を行う。 

原子炉隔離時冷却系と共用する高圧代替注水系蒸気供給

ラインについては，通常時の隔離された系統構成から高圧

代替注水系タービン止め弁を開操作することで，原子炉隔

離時冷却系から高圧代替注水系側への蒸気供給に切り替え

ることができる。 

また，給水系（7 号炉は残留熱除去系を含む）と共用す

る高圧代替注水系ポンプ吐出ラインについては，通常時の

隔離された系統構成から高圧代替注水系注入弁を開操作す

ることで，高圧代替注水系の流路に切り替えることができ

る。これらの切替え操作については，中央制御室から遠隔

操作可能な設計とし，操作弁も 2 弁と最小限の弁操作とす

る系統構成とすることで，図 3.2-2 で示すタイムチャート

のとおり速やかに切替え可能な設計とする。 

なお，高圧炉心注水系のポンプ吸込ラインについては，

弁操作で切り替えなくとも復水貯蔵槽の水を吸込可能な系

統設計とする。 

 

 

原子炉隔離時冷却系タービン止め弁が開状態から動作不

能になった場合や，配管機能が喪失した場合で高圧代替注

水系側へ蒸気供給ができない状況においては，原子炉隔離

時冷却系過酷事故時蒸気止め弁を閉操作することで，高圧

代替注水系側へ蒸気供給を行うことが可能な設計とする。 

 

 

また，仮に，電源設備が全て喪失し，中央制御室からの

遠隔操作ができない場合であっても，高圧代替注水系注入

弁及び高圧代替注水系タービン止め弁を現場で手動弁操作

することにより，図 3.2-3 で示すタイムチャートのとおり

速やかに切替え可能とする。 

45-4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （45－4－2） 

 

3.2-3で示す弁操作を行う。 

原子炉隔離時冷却系と共用する高圧原子炉代替注水系蒸

気供給ラインについては，通常時の隔離された系統構成か

らＲＣＩＣ ＨＰＡＣタービン蒸気入口弁を開操作するこ

とで，原子炉隔離時冷却系から高圧原子炉代替注水系側へ

の蒸気供給に切り替えることができる。 

また，原子炉浄化系及び給水系と共用する高圧原子炉代

替注水ポンプ吐出ラインについては，通常時の隔離された

系統構成からＨＰＡＣ注水弁を開操作することで，高圧原

子炉代替注水系の流路に切り替えることができる。これら

の切替え操作については，中央制御室から遠隔操作可能な

設計とし，操作弁も２弁と最小限の弁操作とする系統構成

とすることで，図 3.2-2 で示すタイムチャートのとおり速

やかに切替え可能な設計とする。 

なお，残留熱除去系のポンプ吸込ラインについては，弁

操作で切り替えなくともサプレッション・チェンバのプー

ル水を吸込可能な系統設計とする。 

 

 

原子炉隔離時冷却系タービン主塞止弁が開状態から動作

不能になった場合や，配管機能が喪失した場合で高圧原子

炉代替注水系側へ蒸気供給ができない状況においては，原

子炉隔離時冷却系タービン蒸気入口弁を閉操作すること

で，高圧原子炉代替注水系側へ蒸気供給を行うことが可能

な設計とする。 

 

また，仮に，電源設備が全て喪失し，中央制御室からの

遠隔操作ができない場合であってもＨＰＡＣ注水弁及びＲ

ＣＩＣ ＨＰＡＣタービン蒸気入口弁を現場で手動弁操作

することにより，図 3.2-3で示すタイムチャートのとおり

速やかに切替え可能とする。 

 (45-4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 系統構成の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 系統構成の相違 

 

 

 

 

 

 

・SA水源の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 系統構成の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑩の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 系統構成の相違 
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図 3.2-2 中央制御室からの高圧代替注水系起動のタイム

チャート* 

 

*：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故

の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必

要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況について

の 1.2で示すタイムチャート 

 

 

 

図 3.2-2 中央制御室からの高圧原子炉代替注水系起動のタイム

チャート* 

 

*：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発

生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術

的能力に係る審査基準」への適合状況についての 1.2で示すタ

イムチャート 

 

 

 

 

・運用の相違 

 

 

図 3.2-3 現場手動操作による高圧代替注水系起動のタイ

ムチャート* 

 

*：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故

の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必

要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況について

の 1.2で示すタイムチャート 

  

 

図 3.2-3 現場手動操作による高圧原子炉代替注水系起動のタイ

ムチャート＊ 

 

＊:「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発

生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術

的能力に係る審査基準」への適合状況についての 1.2 で示す

タイムチャート 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43 条第 1 項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもので

あること。 

 (5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第43条第1項五） 

 (ⅰ) 要求事項 

    工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもので

あること。 

 

(5) 悪影響の防止（設置許可基準規則第 43条第１項五） 

(ⅰ) 要求事項 

工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないもので

あること。 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

高圧代替注水系は，通常時は高圧代替注水系タービン止

め弁を閉運用とすることで原子炉隔離時冷却系の蒸気供給

ラインから隔離し，高圧代替注水系注入弁を閉運用するこ

とで 6 号炉においては給水系の注水ライン，7号炉におい

ては残留熱除去系の注水ラインから隔離する構成としてお

り，原子炉隔離時冷却系に対して悪影響を及ぼさない設計

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等について」に示す。 

    高圧代替注水系は，第3.2－5表に示すとおり，通常待機

時は，高圧代替注水系タービン止め弁を閉とすることで，

原子炉隔離時冷却系の蒸気ラインから隔離するとともに，

高圧代替注水系注入弁を閉とすることで，原子炉隔離時冷

却系の注水ラインから隔離する設計としており，重大事故

等時に高圧代替注水系を用いる場合は，弁操作によって，

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

高圧原子炉代替注水系は，通常時はＲＣＩＣ ＨＰＡＣ

タービン蒸気入口弁を閉運用とすることで原子炉隔離時冷

却系の蒸気供給ラインから隔離し，ＨＰＡＣ注水弁を閉運

用することで給水系の注水ラインから隔離する構成として

おり，他の設備に対して悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 系統構成の相違 

 

 

 

手順の項目

中央制御室からの
高圧原子炉代替注水系起動

中央制御室運転員Ａ １

要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

中央制御室からの高圧原子炉代替注水系起動 10分

手順の項目

可搬型計測器接続

移動，系統構成

起動

25 30 35

現場手動操作による
高圧原子炉代替注水系起動

現場運転員Ａ，Ｂ 2

現場運転員Ｃ，Ｄ 2

40 45 50 55 60

要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考5 10 15 20

現場手動操作による 35分

高圧原子炉代替注水系起動
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とする。 

 

 

また，高圧代替注水系は，高圧炉心注水系(B)及び(C)に

対して独立した注水ラインを有する設計とすることで，相

互に悪影響を及ぼさない設計とする。 

また，高圧代替注水系は，原子炉隔離時冷却系運転時に

系統隔離弁が自動開することによる原子炉隔離時冷却系機

能への悪影響を防止するために，高圧代替注水系タービン

止め弁及び高圧代替注水系注入弁に自動開閉インターロッ

クを設けない設計とし，高圧代替注水系を用いる場合は，

弁操作によって，通常時の系統構成から重大事故等対処設

備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

他系統との隔離弁を表 3.2-5 に示す。 

 

 

 

なお，高圧代替注水系と原子炉隔離時冷却系，高圧炉心

注水系は，相互に悪影響を及ぼすことのないように，同時

に使用しない運用とする。 

 

また，高圧代替注水系の蒸気系配管及び弁は，高圧の原

子炉蒸気が供給されるラインであることから十分な強度を

もたせた設計とする。 

また，高圧代替注水系ポンプ駆動用タービンは，単段式

のタービンであり，タービン翼は一体鍛造品の円板から放

電加工により翼型を削り出す方法で製造されているものを

適用することで，タービンが破損により飛散することがな

い設計とする。 

(45-3，45-4，45-7) 

通常待機時の系統構成から重大事故等対処設備としての系

統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

    また，高圧代替注水系は，高圧炉心スプレイ系に対し独

立した注水ラインを有する設計とすることで，相互に悪影

響を及ぼさない設計とする。 

    高圧代替注水系は，原子炉隔離時冷却系運転時に，高圧

代替注水系タービン止め弁が自動開することによる原子炉

隔離時冷却系機能への悪影響を防止するため，高圧代替注

水系タービン止め弁に自動開インターロックを設けない設

計とし， 高圧代替注水系と原子炉隔離時冷却系は，相互に

悪影響を及ぼすことのないように，同時に使用しない運用

とする。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    また，常設高圧代替注水系ポンプ駆動タービンは，単段

式であり，タービン翼は，鍛造品の削り出し加工により製

造するものを適用することで，破損により飛散することが

ない設計とする。 

  

(45－4－2，45－7－2～9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，高圧原子炉代替注水系は，高圧炉心スプレイ系に

対して独立した注水ラインを有する設計とすることで，相

互に悪影響を及ぼさない設計とする。 

また，高圧原子炉代替注水系は，原子炉隔離時冷却系運

転時に系統隔離弁が自動開することによる原子炉隔離時冷

却系機能への悪影響を防止するために，ＲＣＩＣ ＨＰＡ

Ｃタービン蒸気入口弁及びＨＰＡＣ注水弁に自動開閉イン

ターロックを設けない設計とし，高圧原子炉代替注水系を

用いる場合は，弁操作によって，通常時の系統構成から重

大事故等対処設備としての系統構成とすることで，他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

他系統との隔離弁を表 3.2-5に示す。 

 

 

 

なお，高圧原子炉代替注水系と原子炉隔離時冷却系，高

圧炉心スプレイ系は，相互に悪影響を及ぼすことのないよ

うに，同時に使用しない運用とする。 

 

また，高圧原子炉代替注水系の蒸気系配管及び弁は，高

圧の原子炉蒸気が供給されるラインであることから十分な

強度をもたせた設計とする。 

また，高圧原子炉代替注水ポンプ駆動用蒸気タービンは，

単段式のタービンであり，タービン翼は一体鍛造品の円板

から放電加工により翼型を削り出す方法で製造されている

ものを適用することで，タービンが破損により飛散するこ

とがない設計とする。 

(45-3，45-4，45-5，45-7) 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 系統構成の相違 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は，３段落上

にて記載 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，２段落前

にて記載 

・記載方針の相違 

【東海第二】 
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表 3.2-5 他系統との隔離弁 

取合系統 機器名称 駆動方式 動作 

給水系（6 号炉） 

残留熱除去系（7 号

炉） 

高圧代替注水系

注入弁 

電動駆動  通常時閉 

電源喪失時閉 

原子炉隔離時冷却

系 

高圧代替注水系

タービン止め弁 

電動駆動 通常時閉 

電源喪失時閉 
 

第 3.2－5表 他系統との隔離弁 

 

表 3.2-5 他系統との隔離弁 

取合系統 機器名称 駆動方式 動作 

原子炉浄化系 ＨＰＡＣ注水弁 電動駆動 通常時閉 

電源喪失時閉 

原子炉隔離時冷却系 ＲＣＩＣ ＨＰＡＣ

タービン蒸気入口弁 

電動駆動 通常時閉 

電源喪失時閉 

 

 

・設備の相違 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43 条第 1 項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故

等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置

場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第43条第1項六） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等が発生した場合において重大事故

等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置

場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

 

(6) 設置場所（設置許可基準規則第 43条第１項六） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等が発生した場合において重大事故

等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう，

放射線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定，設置

場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたもので

あること。 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

高圧代替注水系の系統構成に操作が必要な弁の設置場

所，操作場所を表 3.2-6 に示す。 

このうち，高圧代替注水系注入弁，高圧代替注水系ター

ビン止め弁は，中央制御室で操作するため，操作位置の放

射線量が高くなるおそれが少ないため操作が可能である。 

 

 

 

また，仮に，電源設備が全て喪失し，中央制御室からの

遠隔操作ができない場合については，高圧代替注水系注入

弁及び高圧代替注水系タービン止め弁を原子炉建屋内の設

置場所で人力により手動操作を行うが，高圧代替注水系は

事象初期に操作するものであり，操作位置の放射線量が高

くなる前に操作する運用とする。 

 

 

(45-3) 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

    高圧代替注水系の系統構成に操作が必要な弁の設置場

所，操作場所を第3.2－6表に示す。 

高圧代替注水系注入弁，原子炉隔離時冷却系ＳＡ蒸気止

め弁，原子炉隔離時冷却系原子炉注入弁及び高圧代替注水

系タービン止め弁は，原子炉建屋原子炉棟内に設置される

が，中央制御室からの遠隔操作を可能とすることにより，

操作位置の放射線量が高くなるおそれが少ない設計とす

る。 

また，仮に電源が喪失し，中央制御室からの遠隔操作が

できない場合は，高圧代替注水系注入弁，原子炉隔離時冷

却系ＳＡ蒸気止め弁，原子炉隔離時冷却系原子炉注入弁及

び高圧代替注水系タービン止め弁を原子炉建屋原子炉棟内

の現場で人力により手動操作を行うことから，操作場所の

放射線量が高くならないよう考慮した場所に設置する設計

とする。第3.2－6表に設置場所と操作方法を，第3.2－4図

に系統上の現場操作弁の配置を示す。 

(45－3－4～5，45－4－2) 

 

 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

高圧原子炉代替注水系の系統構成に操作が必要な弁の設

置場所，操作場所を表 3.2-6に示す。 

このうち，ＨＰＡＣ注水弁，ＲＣＩＣ ＨＰＡＣタービ

ン蒸気入口弁は，中央制御室で操作可能とすることにより，

操作位置の放射線量が高くなるおそれが少ない設計とす

る。 

 

 

また，仮に，電源設備が全て喪失し，中央制御室からの

遠隔操作ができない場合については，ＨＰＡＣ注水弁及び

ＲＣＩＣ ＨＰＡＣタービン蒸気入口弁を原子炉建物原子

炉棟内の設置場所で人力により手動操作を行うが，高圧原

子炉代替注水系は事象初期に操作するものであり，操作位

置の放射線量が高くなる前に操作する運用とする。 

 

 

(45-3) 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 系統構成の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 系統構成の相違 
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表 3.2-6 操作対象機器設置場所 

機器名称  設置場所  操作場所 

高圧代替注水系

注入弁 

原子炉建屋地下 1 階  中央制御室 

原子炉建屋地下 1 階 

高圧代替注水系

タービン止め弁 

原子炉建屋地下 1 階（6 号炉） 

原子炉建屋地上 1 階（7 号炉） 

中央制御室 

原子炉建屋地下 1 階（6 号炉） 

原子炉建屋地上 1 階（7 号炉） 

原子炉隔離時冷

却系過酷事故時

蒸気止め弁※ 

原子炉建屋地下 1 階 原子炉建屋地下 1 階 

※原子炉隔離時冷却系を運転中に原子炉隔離時冷却系タービン止め弁が開状

態から動作不能となった場合や原子炉隔離時冷却系配管が機能喪失した場

合に操作を行う。 

第 3.2－6表 操作対象機器設置場所 

 

 

 

第 3.2－4図 高圧代替注水系の現場操作弁の配置 

 

表 3.2-6 操作対象機器 

機器名称 設置場所 操作場所 

ＨＰＡＣ注水弁 原子炉建物原子炉棟地

下１階 

中央制御室 

原子炉建物原子炉棟地

下１階 

ＲＣＩＣ ＨＰＡＣタービン

蒸気入口弁 

原子炉建物原子炉棟地

下２階 

中央制御室 

原子炉建物原子炉棟地

下２階 

原子炉隔離時冷却系タービン

蒸気入口弁※ 

原子炉建物原子炉棟地

下２階 

原子炉建物原子炉棟地

下２階 

※：原子炉隔離時冷却系を運転中に原子炉隔離時冷却系タービン主塞止弁が開状態か

ら動作不能となった場合や原子炉隔離時冷却系配管が機能喪失した場合に操作を

行う。 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は 3.2.3

項にて記載 
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3.2.2.1.3.2 設置許可基準規則第 43 条第 2 項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43 条第 2 項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するもの

であること。 

3.2.2.1.3.2 設置許可基準規則第43条第2項への適合方針 

 (1) 容量（設置許可基準規則第43条第2項一） 

 (ⅰ) 要求事項 

    想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するもの

であること。 

 

3.2.2.1.3.2 設置許可基準規則第 43条第２項への適合方針 

(1) 容量（設置許可基準規則第 43条第２項一） 

(ⅰ) 要求事項 

想定される重大事故等の収束に必要な容量を有するもの

であること。 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

高圧代替注水系は，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧

の状態であって，設計基準事故対処設備が有する機能が喪

失した場合においても，炉心の著しい損傷を防止するため，

十分な期間，原子炉水位を維持できる容量を有する設計と

する。高圧代替注水系ポンプの容量は，原子炉停止 30 分

後に注水を確立した場合に炉心損傷を防止するために必要

な流量 114m3/h 以上とし，設計基準事故対処設備の原子炉

隔離時冷却系注水流量 182m3/h にあわせて 182m3/h を公称

値とする。なお，安全解析において，高圧代替注水系注水

流量が 182m3/h の 20%減である約 146m3/h とした場合でも

炉心損傷を防止することを確認しているため，注水流量の

最小値は約 146m3/h とする。 

また，原子炉圧力容器に注水する場合の高圧代替注水系

ポンプの全揚程は，原子炉圧力容器に注水する場合の水源

（復水貯蔵槽）と注水先（原子炉圧力容器）の圧力差，静

水頭，機器圧損，配管及び弁類圧損を考慮し，高圧代替注

水系ポンプ 1 台運転で注水流量 182m3/h 達成可能な設計と

する。 

(45-6) 

 (ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

    高圧代替注水系は，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧

の状態であって，設計基準事故対処設備が有する機能が喪

失した場合においても，炉心の著しい損傷を防止するため，

十分な期間，原子炉水位を維持できる容量を有する設計と

する。常設高圧代替注水系ポンプの容量は，原子炉停止15

分後に注水を確立した場合に炉心損傷を防止するために必

要な流量136.7m３／hとし，ポンプ容量として約136.7m３／h

の容量で設計する。 

 

 

 

 

    また，原子炉に注水する場合の常設高圧代替注水系ポン

プの揚程は， 136.7m３／hで注水を実施する場合の圧損（水

源（代替淡水貯槽）と注水先（格納容器）の圧力差，静水

頭，機器圧損，配管及び弁類圧損）を考慮した要求値が894m

であることから，約900mの揚程を確保可能な設計とする。 

  

(45－6－2～4) 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

高圧原子炉代替注水系は，原子炉冷却材圧力バウンダリ

が高圧の状態であって，設計基準事故対処設備が有する機

能が喪失した場合においても，炉心の著しい損傷を防止す

るため，十分な期間，原子炉水位を維持できる容量を有す

る設計とする。高圧原子炉代替注水ポンプの容量は，事象

発生から 60分後に注水を確立した場合に炉心損傷を防止

するために必要な流量 70m3/h以上とし，設計基準事故対

処設備の原子炉隔離時冷却系注水流量 93m3/hにあわせて

93m3/hを公称値とする。なお，安全解析において，高圧原

子炉代替注水系注水流量が 93m3/hの 20％減である約

75m3/hとした場合でも炉心損傷を防止することを確認し

ているため，注水流量の最小値は約 75m3/hとする。 

また，原子炉圧力容器に注水する場合の高圧原子炉代替

注水ポンプの全揚程は，原子炉圧力容器に注水する場合の

水源（サプレッション・チェンバ）と注水先（原子炉圧力

容器）の圧力差，静水頭，機器圧損，配管及び弁類圧損を

考慮し，高圧原子炉代替注水ポンプ１台運転で注水流量

75m3/hを達成可能な設計とする。 

(45-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備仕様の相違 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備仕様の相違 

・SA水源の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43 条第 2 項二） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでない

こと。ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用すること

によって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上す

る場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設

に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第43条第2項二） 

 (ⅰ) 要求事項 

    常設重大事故等対処設備の各機器については，一部の敷

地を共有する東海発電所内の発電用原子炉施設において共

用しない設計とする。ただし，共用対象の施設ごとに要求

される技術的要件（重大事故等に対処するための必要な機

能）を満たしつつ，東海発電所内の発電用原子炉施設と共

用することにより安全性が向上し，かつ，東海発電所内及

び東海第二発電所内の発電用原子炉施設に対して悪影響を

(2) 共用の禁止（設置許可基準規則第 43条第２項二） 

(ⅰ) 要求事項 

二以上の発電用原子炉施設において共用するものでない

こと。ただし，二以上の発電用原子炉施設と共用すること

によって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向上す

る場合であって，同一の工場等内の他の発電用原子炉施設

に対して悪影響を及ぼさない場合は，この限りでない。 
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及ぼさない場合は，共用できる設計とする。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

高圧代替注水系の高圧代替注水系ポンプは，二以上の発

電用原子炉施設において共用しない設計とする。 

(ⅱ) 適合性 

    基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等について」に示す。 

 

    高圧代替注水系の各機器については，一部の敷地を共有

する東海発電所内の発電用原子炉施設において共用しない

設計とする。 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

高圧原子炉代替注水系の高圧原子炉代替注水ポンプは，

二以上の発電用原子炉施設において共用しない設計とす

る。 

 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43 

条第 2 項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事

故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう，適切な措置を講じたものであること。 

(3)設計基準事故対処設備との多様性及び位置的分散（設置許可基

準規則第43条第2項三） 

 (ⅰ) 要求事項 

    常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事

故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

(3) 設計基準事故対処設備との多様性（設置許可基準規則第 43

条第２項三） 

(ⅰ) 要求事項 

常設重大事故防止設備は，共通要因によって設計基準事

故対処設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう，適切な措置を講じたものであること。 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

高圧代替注水系は，高圧注水機能を持つ設計基準事故対

処設備である高圧炉心注水系，原子炉隔離時冷却系と共通

要因によって同時に機能を損なわないよう，表 3.2-7 に示

すとおり多様性，位置的分散を図った設計とする。 

 

ポンプについては，地震，津波，溢水及び火災に対して，

高圧炉心注水系ポンプ(B)及び(C)，原子炉隔離時冷却系ポ

ンプと同時に機能を損なうおそれがないように，異なる階

に位置的分散された原子炉建屋地下 2 階に配置する設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 (ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪

影響防止等について」に示す。 

 

  高圧代替注水系は，高圧注水機能を持つ設計基準事故対処

設備である原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系に

対し，第3.2－7表に示すとおり多様性を有し位置的分散を

図る設計とする。 

   

  常設高圧代替注水系ポンプは，原子炉建屋原子炉棟に設置

するが，設計基準事故対処設備である原子炉隔離時冷却系

ポンプ又は高圧炉心スプレイ系ポンプとは異なる区画に設

置することで，位置的分散を図る設計とする。 

  

  水源としては，サプレッション・チェンバのプール水を使

用し，原子炉隔離時冷却系と吸い込み口を分離配置するこ

とで位置的分散を図る設計とする。 

 

 

 

 

(ⅱ) 適合性 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影

響防止等」に示す。 

 

高圧原子炉代替注水系は，高圧注水機能を持つ設計基準

事故対処設備である高圧炉心スプレイ系，原子炉隔離時冷

却系と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，表

3.2-7に示すとおり多様性，位置的分散を図った設計とす

る。 

ポンプについては，地震，津波，溢水及び火災に対して，

高圧炉心スプレイ・ポンプ，原子炉隔離時冷却ポンプと同

時に機能を損なうおそれがないように，異なる区画に位置

的分散された原子炉建物原子炉棟地下２階に配置する設計

とする。 

水源としては，サプレッション・チェンバのプール水を

使用し，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系と吸

い込み口を分離配置することで位置的分散を図る設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉の HPAC

は，RCIC及び HPCSと吸

い込み口を分離する 
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高圧代替注水系のサポート系として，冷却水は自己冷却

とすることで高圧炉心注水系ポンプ(B)及び(C)，原子炉隔

離時冷却系ポンプの冷却水と同時に機能喪失しない設計と

する。 

 

ポンプ駆動源については，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，タービン駆動とすることで電動機駆動

ポンプを使用する高圧炉心注水系に対して多様性を確保す

る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，タービンを駆動させるための蒸気を供給する電動

弁については，共通要因によって同時に機能を損なわない

よう，設計基準事故対処設備である高圧炉心注水系(B)及び

(C)，原子炉隔離時冷却系と異なる常設代替直流電源設備

（AM 用 125V 蓄電池）により電源供給する設計とし，同時

に機能喪失しない設計とする。 

また，仮に，電源設備が全て喪失し，中央制御室からの

遠隔操作ができない場合であっても，高圧代替注水系注入

弁と高圧代替注水系タービン止め弁はハンドルを設けてお

り手動操作可能であるため，現場で人力により手動操作す

ることで，ポンプ起動可能であり，高圧炉心注水系と原子

炉隔離時冷却系の電源と同時に機能喪失しない設計とす

る。 

 

上記のとおり，高圧代替注水系は高圧注水機能を持つ設

計基準事故対処設備である高圧炉心注水系，原子炉隔離時

冷却系と位置的分散され，可能な限り多様性を図った設計

とする。 

(45-2，45-3，45-4，45-7) 

  常設高圧代替注水系ポンプのサポート系として，冷却水を

自己冷却とすることで原子炉隔離時冷却系ポンプ及び高圧

炉心スプレイ系ポンプの冷却水（高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機用海水ポンプ）と同時に機能喪失しない

多様性を有する設計とする。 

  駆動源については，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプ

レイ系の駆動源（電動機）と異なるタービン駆動とするこ

とで，多様性を有する設計とする。 

   

  流路については，サプレッション・チェンバから原子炉圧

力容器へ注水する原子炉隔離時冷却系配管との合流部ま

で，原子炉隔離時冷却系ポンプを使用する系統に対して独

立した設計とする。また，サプレッション・チェンバから

原子炉圧力容器へ注水する高圧炉心スプレイ系配管は，高

圧代替注水系と異なった流路とし，高圧炉心スプレイ系ポ

ンプを使用する系統に対して独立した設計とする。 

   

 

  常設高圧代替注水系ポンプのタービンを駆動させるため

の蒸気を供給する電動弁については，原子炉隔離時冷却系

ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわないよう常

設代替高圧電源装置，可搬型代替低圧電源車又は緊急

用125V系蓄電池により給電できる多様性を有する設計とす

る。 

  また，高圧代替注水系注入弁及び高圧代替注水系タービン

止め弁は手動操作用ハンドルを設けており，仮に，電源設

備が全て喪失し，中央制御室からの遠隔操作ができない場

合であっても，現場で容易に人力により手動操作すること

でポンプの起動が可能な設計とし，原子炉隔離時冷却系及

び高圧炉心スプレイ系に対し多様性を有する設計とする。 

   

 

 

 

 

 

 

 

高圧原子炉代替注水系のサポート系として，冷却水は自

己冷却とすることで高圧炉心スプレイ・ポンプ，原子炉隔

離時冷却ポンプの冷却水と同時に機能喪失しない設計とす

る。 

 

ポンプ駆動源については，共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，タービン駆動とすることで電動機駆動

ポンプを使用する高圧炉心スプレイ系に対して多様性を確

保する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，タービンを駆動させるための蒸気を供給する電動

弁については，共通要因によって同時に機能を損なわない

よう，設計基準事故対処設備である高圧炉心スプレイ系，

原子炉隔離時冷却系と異なる常設代替直流電源設備（ＳＡ

用 115V系蓄電池）により電源供給する設計とし，同時に機

能喪失しない設計とする。 

また，仮に，電源設備が全て喪失し，中央制御室からの

遠隔操作ができない場合であっても，ＨＰＡＣ注水弁とＲ

ＣＩＣ ＨＰＡＣタービン蒸気入口弁はハンドルを設けて

おり手動操作可能であるため，現場で人力により手動操作

することで，ポンプ起動可能であり，高圧炉心スプレイ系

と原子炉隔離時冷却系の電源と同時に機能喪失しない設計

とする。 

 

上記のとおり，高圧原子炉代替注水系は高圧注水機能を

持つ設計基準事故対処設備である高圧炉心スプレイ系，原

子炉隔離時冷却系と位置的分散され，可能な限り多様性を

図った設計とする。 

(45-2，45-3，45-4，45-7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は柏崎

6/7 と同様に，表 3.2-6

に基づく多様性及び位

置的分散について記載

する整理としており，流

路に関しては記載しな

い 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

③の相違及び④の相

違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 系統構成の相違 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 
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電源設備の多様性及び位置的分散については，「10.2 代

替電源設備」に示す。 

 

 

 

 

高圧代替注水系は，第3.2－8表 で示すとおり，地震，津

波，火災及び溢水による共通要因故障を防止するために，独

立性を確保する設計とする。 

 

 

 

 

 

逃がし安全弁（安全弁機能）は，想定される重大事故等時

に重大事故等対処設備として使用するため，「2.3 重大事故

等対処設備に関する基本方針」のうち，多様性及び位置的分

散を除く設計方針を適用して設計を行う。 

逃がし安全弁（安全弁機能）の多様性及び位置的分散を除

く設置許可基準規則第43条への適合方針については，「3.3 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

3.3.2.1.3 設置許可基準規則第43条への適合方針」のうち，

逃がし安全弁に係る記載と同じであるが，逃がし安全弁（安

全弁機能）は，手動操作等はないことから「(2) 操作性（設

置許可基準規則第43条第1項二）」「(4) 切替えの容易性（設

置許可基準規則第43条第1項四）」は適用しない。 

容量については，「3.3.2.1.2 主要設備の仕様」に記載

のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，電源設

備を 57 条で記載する整

理としている 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉における

DB 設備との共通要因故

障を防止するための設

計としては東海第二と

同様（以下，⑫の相違） 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 ②の相違 
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表 3.2-7 多様性又は多重性，位置的分散 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.2－7表 設計基準事故対処設備との多様性及び位置的分散 

 

 

 

 

 

第 3.2－8表 設計基準事故対処設備との独立性 

 

表 3.2-7 多様性又は多重性，位置的分散 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 ⑫の相違 
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3.2.3 高圧代替注水系の現場操作の整備 

全交流動力電源喪失，直流電源喪失を想定し，高圧代替注水系

について，現場での人力による弁の操作で系統の起動及び原子炉

冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダ

リ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの十分な期間の運転継続を

行うために必要な設備を整備する。 

なお，操作手順等の詳細については，「実用発電用原子炉に係る

発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措

置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合

状況について（個別手順）の 1.2 に示す。 

3.2.2.2 高圧代替注水系の現場操作の整備 

   全交流電源喪失及び常設直流電源系統喪失を想定し，中央

制御室からの遠隔操作ができない場合に，現場での人力によ

る弁の操作で系統の起動及び十分な期間の運転継続に必要な

設備を整備する 

 

なお，操作手順等の詳細については，「実用発電用原子炉に

係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基

準への適合状況について」の「1.2 原子炉冷却材圧力バウン

ダリ高圧時に原子炉を冷却するための手順等」の以下の項目で

示す。 

3.2.3 高圧原子炉代替注水系の現場操作の整備 

全交流動力電源喪失，直流電源喪失を想定し，高圧原子炉代替

注水系について，現場での人力による弁の操作で系統の起動及び

原子炉冷却材圧カバウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧カバ

ウンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの十分な期間の運転

継続を行うために必要な設備を整備する。 

なお，操作手順等の詳細については，「実用発電用原子炉に係る

発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措

置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合

状況について（個別手順）の 1.2 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 操作概要 

全交流動力電源喪失，常設直流電源系統喪失により中央制

御室からの遠隔操作ができない場合に，現場での手動操作に

より高圧代替注水系を起動し，原子炉圧力容器への注水を実

施する。 

 

 

 

また，高圧代替注水系の現場起動操作において現場での原

子炉水位監視のため可搬式原子炉水位計の接続を行う。 

 

a.全交流動力電源喪失及び所内常設直流電源喪失時の原子炉

注水 

 1.2.2 重大事故等発生時の手順 1.2.2.1フロントライン系

故障時の対応手順 (1) 高圧代替注水系による原子炉圧力容

器への注水 b.現場手動操作による高圧代替注水系起動 

 

 

 

 

 

 

(1) 操作概要 

全交流動力電源喪失，常設直流電源系統喪失により中央制

御室からの遠隔操作ができない場合に，現場での手動操作に

より高圧原子炉代替注水系を起動し，原子炉圧力容器への注

水を実施する。 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は「1.2 原

子炉冷却材圧力バウン

ダリ高圧時に原子炉を

冷却するための手順等」

にて記載 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は中央制

御室で必要な監視パラ

メータの計測，監視が可

能（以下，⑬の相違） 

(2) 操作場所（7 号炉の例） 

・原子炉建屋 地上 1 階，地下 1 階，地下 2 階（管理区域） 

 (2) 操作場所 

・原子炉建物原子炉棟地下１階，地下２階（管理区域） 

 

 

(3) 必要要員数及び時間 

高圧代替注水系現場起動のうち，現場での高圧代替注水系

の系統構成及びタービン起動操作に必要な要員数，時間は以

下のとおり。 

 (3) 必要要員数及び時間 

高圧原子炉代替注水系現場起動のうち，現場での高圧原子

炉代替注水系の系統構成及びタービン起動操作に必要な要員

数，時間は以下のとおり。 
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・必要要員数 ：2 名（現場運転員 2 名） 

・想定時間：40 分（実績時間：35 分） 

 

 

 

また，現場での高圧代替注水系現場起動のうち，現場での

可搬式原子炉水位計の接続に必要な要員数，時間は以下のと

おり。 

・必要要員数 ：2 名（現場運転員 2 名） 

・想定時間：40 分（実績時間：37 分） 

 

高圧代替注水系現場起動のタイムチャートを図 3.2-4 に示

す。本操作は，放射線量が上昇する前に実施する。 

・必要要員数:４名（現場運転員４名） 

・想定時間:35分（実績時間:16分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高圧原子炉代替注水系現場起動のタイムチャートを図

3.2-4に示す。本操作は，放射線量が上昇する前に実施する。 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

設備設計の相違によ

る運用の相違 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑬の相違 

 

 

図 3.2-4 現場手動操作による高圧代替注水系起動のタイム

チャート* 

 

*：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故

の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要

な技術的能力に係る審査基準」への適合状況についての 1.2

で示すタイムチャート 

 

  

 

 

図 3.2-4 現場手動操作による高圧原子炉代替注水系起動のタイ

ムチャート＊ 

 

＊:「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発

生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術

的能力に係る審査基準」への適合状況についての 1.2 で示す

タイムチャート 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

(4) 操作の成立性について 

・作業環境：バッテリー内蔵型 LED 照明を操作エリアに配

備しており，建屋内常用照明消灯時における

作業性を確保している。また，ヘッドライト・

懐中電灯をバックアップとして携行してい

る。操作は汚染の可能性を考慮し放射線防護

具（全面マスク，個人線量計，ゴム手袋）を

装備して作業を行う。 

・移動経路：バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート

上に配備しており近接可能である。また，ヘ

 (4) 操作の成立性について 

作業環境 ：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明

を作業エリアに配備している。また，ヘッド

ライト又は懐中電灯を携行している。操作は

汚染の可能性を考慮し防護具（全面マスク，

個人線量計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）

を着用又は携行して作業を行う。 

 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備し

ていること，ヘッドライト又は懐中電灯を携

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手順の項目

可搬型計測器接続

移動，系統構成

起動

25 30 35

現場手動操作による
高圧原子炉代替注水系起動

現場運転員Ａ，Ｂ 2

現場運転員Ｃ，Ｄ 2

40 45 50 55 60

要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

備考5 10 15 20

現場手動操作による 35分

高圧原子炉代替注水系起動

添3.2-36



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

ッドライト・懐中電灯をバックアップとして

携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

・操作性 ：通常の弁操作であり，操作性に支障はない。 

 

 

 

 

 

・連絡手段：通信連絡設備（送受話器，電力保安通信用電

話設備，携帯型音声呼出電話設備）のうち，

使用可能な設備により，中央制御室に連絡す

る。 

 

行していることから接近可能である。また，

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

 

操作性  ：電動弁の手動ハンドルによる現場操作につい

ては，操作に工具等は必要とせず，手動弁と

同様な操作であるため，容易に操作可能であ

る。 

操作対象弁には，暗闇でも識別し易いように

反射テープを施している。 

連絡手段 ：有線式通信設備，所内通信連絡設備，電力保

安通信用電話設備のうち，使用可能な設備よ

り，中央制御室との連絡が可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

 

・運用の相違 

(5) 人力操作対象弁について（7 号炉の例） 

高圧代替注水系の人力による現場起動に当たっては，プラ

ント通常運転状態から，図 3.2-5 で示す高圧代替注水系注入

弁を開操作した後に，高圧代替注水系タービン止め弁の開閉

操作で起動停止可能な設計であり，これら 2 弁は手動ハンド

ルが設置されている。 

 (5) 人力操作対象弁について 

高圧原子炉代替注水系の人力による現場起動に当たって

は，プラント通常運転状態から，図 3.2-5 で示すＨＰＡＣ注

水弁及びＲＣＩＣ ＨＰＡＣタービン蒸気入口弁を開操作し

た後に，蒸気外側隔離弁の開閉操作で起動停止可能な設計と

し，これら３弁は手動ハンドルを設置する。 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 系統構成の相違 

(6) 運転継続について 

高圧代替注水系ポンプを人力操作で起動した後は，可搬式

原子炉水位計を監視し，原子炉水位を所定の水位（L-3～L-8）

に維持するように，L-8 に到達した場合は高圧代替注水系を

停止し，L-3 に到達した場合は高圧代替注水系を起動する操

作を行う。 

また，復水貯蔵槽の補給が必要となった場合は，代替淡水

源から外部接続口を通じて補給可能な設計となっている。 

 

以上の運転操作で，原子炉圧力容器が低圧になるまでの間，

高圧代替注水系を運転することが可能であり，原子炉冷却材

圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ

低圧時の冷却対策の準備が整うまでの十分な期間の運転継続

が可能であると考えている。 

 (6) 運転継続について 

高圧原子炉代替注水ポンプを人力操作で起動した後は，原

子炉水位計を監視し，原子炉水位を所定の水位（Ｌ－３～Ｌ

－８）に維持するように，Ｌ－８に到達した場合は高圧原子

炉代替注水系を停止し，Ｌ－３に到達した場合は高圧原子炉

代替注水系を起動する操作を行う。 

 

 

 

以上の運転操作で，原子炉圧力容器が低圧になるまでの間，

高圧原子炉代替注水系を運転することが可能であり，原子炉

冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの十分な期間の運

転継続が可能であると考えている。 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑬の相違 

 

 

・SA水源の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 
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図 3.2-5 高圧代替注水系（HPAC）の現場操作（7 号炉の例）

について 

  

 
図 3.2-5 高圧原子炉代替注水系（ＨＰＡＣ）の現場操作について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

3.2.4 原子炉隔離時冷却系の現場操作の整備 

全交流動力電源喪失，直流電源喪失を想定し，原子炉隔離時冷

却系について，現場での人力による弁の操作で系統の起動及び原

子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの十分な期間の運転継

続を行うために必要な設備を整備する。 

なお，操作手順等の詳細については，「実用発電用原子炉に係る

発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措

置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合

状況について（個別手順）の 1.2 に示す。 

 3.2.4 原子炉隔離時冷却系の現場操作の整備 

全交流動力電源喪失，直流電源喪失を想定し，原子炉隔離時冷

却系について，現場での人力による弁の操作で系統の起動及び原

子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの十分な期間の運転継

続を行うために必要な設備を整備する。 

なお，操作手順等の詳細については，「実用発電用原子炉に係る

発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措

置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合

状況について（個別手順）の 1.2 に示す。 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

東海第二は「1.2 原

子炉冷却材圧力バウン

ダリ高圧時に原子炉を

冷却するための手順等」

にて記載 

(1) 操作概要 

全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失により，中

央制御室からの操作により高圧代替注水系を起動できない場

合，かつ現場での弁の手動操作により高圧代替注水系を起動

できない場合は，現場での弁の手動操作により原子炉隔離時

冷却系を起動し原子炉圧力容器への注水を実施する。 

 

また，原子炉隔離時冷却系の現場起動操作において現場で

の原子炉水位監視のため可搬式原子炉水位計の接続を行う。 

 

 (1) 操作概要 

全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失により，中

央制御室からの操作により高圧原子炉代替注水系を起動でき

ない場合，かつ現場での弁の手動操作により高圧原子炉代替

注水系を起動できない場合は，現場での弁の手動操作により

原子炉隔離時冷却系を起動し原子炉圧力容器への注水を実施

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑬の相違 

(2) 操作場所（7 号炉の例） 

・原子炉建屋 地上 1 階，地下 1 階，地下 3 階（管理区域） 

 (2) 操作場所 

・原子炉建物原子炉棟１階，地下２階（管理区域） 
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MV221-34 
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蒸気（排気含む）ライン 

MO 

原子炉格納容器 

※ 

※ 

注水ライン 

MO 

AO AO 

MO 

MO 

現場操作対象弁 

MO MO

 MO 

 

MO

 MO 

 
MO 

AO 

MO 

凡例 

Ｃ－残留熱除去系へ 

FY 

(中央制御室) 

スパージャ 

ストレーナ 

MO 

MV221-22 

原子炉隔離時冷却系へ 
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PY 

FX 

高圧原子炉 
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MV221-21 
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(3) 必要要員数及び時間 

原子炉隔離時冷却系現場起動のうち，現場での原子炉隔離

時冷却系系統構成及びタービン起動操作に必要な要員数，時

間は以下のとおり。 

・必要要員数 ：2 名（現場運転員 2 名） 

・想定時間：90 分（実績時間：80 分） 

 

 

 

また，原子炉隔離時冷却系現場起動のうち，現場での可搬

式原子炉水位計の接続に必要な要員数，時間は以下のとおり。 

・必要要員数 ：2 名（現場運転員 2 名） 

・想定時間目安：40 分（実績時間：37 分） 

 

原子炉隔離時冷却系現場起動のタイムチャートを図 3.2-6 

に示す。本操作は，放射線量が上昇する前に操作を行う。 

 (3) 必要要員数及び時間 

原子炉隔離時冷却系現場起動のうち，現場での原子炉隔離

時冷却系系統構成及びタービン起動操作に必要な要員数，時

間は以下のとおり。 

・必要要員数:４名（現場運転員４名） 

・想定時間:１時間（実績時間:41 分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉隔離時冷却系現場起動のタイムチャートを図 3.2-6

に示す。本操作は，放射線量が上昇する前に操作を行う。 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 設備設計の相違によ

る運用の相違 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑬の相違 

 

 

図 3.2-6 現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動及び排水処

理のタイムチャート* 

 

*：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故

の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために

必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況につい

ての 1.2 で示すタイムチャート 

 

 
図 3.2-6 現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動のタイムチ

ャート＊ 

 

＊：「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故

の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必

要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況について

の 1.2 で示すタイムチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

(4) 操作の成立性について 

・作業環境：バッテリー内蔵型 LED 照明を作業エリアに配

備しており，建屋内常用照明消灯時における

作業性を確保している。また，懐中電灯をバ

ックアップとして携行している。 

直流電源喪失時に原子炉隔離時冷却系を運転

するとタービングランド部より蒸気が漏えい

 (4) 操作の成立性について 

作業環境 ：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明

を作業エリアに配備している。また，ヘッド

ライト又は懐中電灯を携行している。 

 

直流電源喪失時に原子炉隔離時冷却系を運転

するとタービングランド部から蒸気が漏えい

 

 

 

 

 

 

 

手順の項目

可搬型計測器接続（原子炉圧力）

可搬型計測器接続（原子炉水位）

移動，系統構成

保護具着用

起動操作

移動，発電機設置

水中ポンプ運搬

資機材搬入

ホース敷設

発電機起動，水中ポンプ起動

移動，発電機設置

電源盤運搬

ケーブル敷設

発電機起動，水中ポンプ起動

現場運転員Ａ，Ｂ ２

20 30 40

要員(数)

必要な要員と作業項目

経過時間（分）

現場手動操作による
原子炉隔離時冷却系起動及び排水処理

120

現場運転員Ｃ，Ｄ ２

緊急時対策要員

緊急時対策要員 ２

備考10 70 80 90 100 11050 60

２
発電機設置，水中ポンプ運
搬，ホース敷設等

発電機設置，電源盤運搬，
ケーブル敷設等

現場手動操作による原子炉隔離時冷却系排水処理 １時間45分

現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動 １時間
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することから，原子炉隔離時冷却系ポンプ室

に現場運転員が入室するのは原子炉隔離時冷

却系起動時のみとし，その後速やかに退室す

る手順とする。したがって，原子炉隔離時冷

却系ポンプ室入室時の蒸気漏えいに伴う環境

温度の上昇による運転員への影響はないもの

と考えており，防護具（酸素呼吸器及び耐熱

服）を確実に装着することにより本操作が可

能である。 

・移動経路：バッテリー内蔵型 LED 照明をアクセスルート

上に配備しており近接可能である。また，ヘ

ッドライト・懐中電灯をバックアップとして

携行している。 

アクセスルート上に支障となる設備はない。 

・操作性 ：通常の弁操作であり，操作性に支障はない。 

 

 

 

 

 

・連絡手段：通信連絡設備（送受話器，電力保安通信用電

話設備，携帯型音声呼出電話設備）のうち，

使用可能な設備により，中央制御室に連絡す

る。 

 

するため，ＲＣＩＣポンプ室に現場運転員が

入室するのは原子炉隔離時冷却系起動時のみ

とし，その後速やかに退室する手順とする。

したがって，ＲＣＩＣポンプ室入室時の蒸気

漏えいに伴う環境温度の上昇による運転員へ

の影響はないものと考えており，防護具（酸

素呼吸器及び耐熱服）を確実に装着すること

により本操作が可能である。 

 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備し

ていること，ヘッドライト又は懐中電灯を携

行していることから接近可能である。 

また，アクセスルート上に支障となる設備は

ない。 

操作性  ：電動弁の手動ハンドルによる現場操作につい

ては，操作に工具等は必要とせず，手動弁と

同様な操作であるため，容易に操作可能であ

る。 

操作対象弁には，暗闇でも識別し易いように

反射テープを施している。 

連絡手段 ：有線式通信設備，所内通信連絡設備，電力保

安通信用電話設備のうち，使用可能な設備に

より，中央制御室との連絡が可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

 

・運用の相違 

(5) 人力操作対象弁について（7 号炉の例） 

原子炉隔離時冷却系の人力による現場起動に当たっては，

プラント通常運転状態から，図 3.2-7 で示す原子炉隔離時冷

却系注入弁の開操作，及びポンプ冷却水の流路確保のため，

原子炉隔離時冷却系冷却水ライン止め弁，原子炉隔離時冷却

系その他ドレン弁を開操作した後に，原子炉隔離時冷却系タ

ービン止め弁の開閉操作で起動停止可能な設計であり，これ

ら 7 弁は手動ハンドルが設置されている。 

 (5) 人力操作対象弁について 

原子炉隔離時冷却系の人力による現場起動に当たっては，

プラント通常運転状態から，図 3.2-7で示すＲＣＩＣ注水弁，

ＲＣＩＣポンプミニマムフロー弁及びＲＣＩＣタービン蒸気

入口弁の開操作及びポンプ冷却水流量確保のため，復水器冷

却水入口弁その他ドレン弁２弁を開操作した後に，蒸気外側

隔離弁の開閉操作で起動停止可能な設計とし，これら７弁は

手動ハンドルを設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の高圧原

子炉代替注水系は SA 水

源として S/C を使用す

る操作を行う 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 系統構成の相違 
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(6) 運転継続について 

原子炉隔離時冷却系ポンプを人力操作で起動した後は，可

搬式原子炉水位計を監視し，原子炉水位を所定の水位（L-3

～L-8）に維持するように，原子炉隔離時冷却系過酷事故時蒸

気止め弁の開度調整を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉隔離時冷却系ポンプ起動後，排水がポンプ室床面に

溢水することが想定されるが，ポンプ本体が水没する前に，

排水を移送することで運転継続可能とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，運転継続に必要な原子炉隔離時冷却系過酷事故時蒸

気止め弁の開度調整及び排水処理についてはポンプ室外での

運転操作であり，操作時に原子炉隔離時冷却系タービンから

の蒸気漏えいの影響がない場所での操作運用とする。 

また，復水貯蔵槽の補給が必要となった場合は，代替淡水

源から外部接続口を通じて補給可能な設計となっている。 

 

以上の運転操作で，原子炉圧力容器が低圧になるまでの間，

原子炉隔離時冷却系を運転することが可能であり，原子炉冷

却材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウン

ダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの十分な期間の運転

継続が可能であると考えている。 

 (6) 運転継続について 

原子炉隔離時冷却ポンプを人力操作で起動した後は，ター

ビン回転数，原子炉圧力及び原子炉水位等を確認し，原子炉

水位をＬ３～Ｌ８に維持するように，蒸気外側隔離弁の開度

調整を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，運転継続に必要な蒸気外側隔離弁の開度調整はポン

プ室外での運転操作であり，操作時に原子炉隔離時冷却ポン

プ駆動用蒸気タービンからの蒸気漏えいの影響がない場所で

の操作運用とする。 

 

 

 

以上の運転操作で，原子炉圧力容器が低圧になるまでの間，

原子炉隔離時冷却系を運転することが可能であり，原子炉冷

却材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウン

ダリ低圧時の冷却対策の準備が整うまでの十分な期間の運転

継続が可能であると考えている。 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は原子炉

水位を中央制御室にて

監視し，有線式通信機に

より現場運転員に連絡

する 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 系統構成の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，排水を

処理しなかった場合に

おいても，原子炉冷却材

圧力バウンダリ低圧時

の冷却対策の準備が整

うまでの期間，原子炉隔

離時冷却ポンプを水没

させずに継続して運転

可能である（以下，⑭の

相違） 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 系統構成の相違及び

⑭の相違 

・SA水源の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 
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図 3.2-7 原子炉隔離時冷却系（RCIC）の現場操作（7 号炉

の例）について 

  

 

 

図 3.2-7 原子炉隔離時冷却系（ＲＣＩＣ）の現場操作について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

3.2.5 重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

3.2.5.1 原子炉隔離時冷却系 

3.2.5.1.1 設備概要 

原子炉隔離時冷却系は，非常用炉心冷却系の 1 つである。非常

用炉心冷却系は，冷却材喪失事故時に燃料被覆管の重大な損傷を

防止し，ジルコニウム－水反応を極力抑え，崩壊熱を長期にわた

って除去する機能を持ち，低圧注水系，高圧炉心注水系，原子炉

隔離時冷却系及び自動減圧系で構成する。 

原子炉隔離時冷却系は，蒸気駆動タービン 1 台，タービン駆動

ポンプ 1 台，配管，弁類，ストレーナ及び計測制御装置からなり，

冷却材喪失事故時には，低圧注水系，高圧炉心注水系及び自動減

圧系と連携して，炉心を冷却する機能を有する。 

 

 

本系統は，原子炉水位低又はドライウェル圧力高の信号で作動

を開始し，復水貯蔵槽の水又はサプレッション・チェンバのプー

ル水を給水系等を経由して原子炉圧力容器へ注水する。 

水源は，第一次水源として復水貯蔵槽の水を使用するが，復水

貯蔵槽の水位が設定値より下がるか，サプレッション・チェンバ

のプール水位が設定値より上がると第二次水源のサプレッショ

ン・チェンバのプール水に自動的に切り替わる。 

なお，本系統は，給水系からの給水喪失時に原子炉水位の異常

3.2.3 設計基準事故対処設備を用いた重大事故等対処設備 

3.2.3.1 原子炉隔離時冷却系 

3.2.3.1.1 設備概要 

 原子炉隔離時冷却系は，原子炉停止後，何らかの原因で給水が

停止した場合等に，原子炉蒸気の一部を用いてタービン駆動ポン

プを作動させ，サプレッション・チェンバ又は自主対策設備であ

る復水貯蔵タンクの水を発電用原子炉に注水し水位を維持する。 

  

 原子炉隔離時冷却系は，タービン駆動ポンプ1台，蒸気駆動ター

ビン1台，配管・弁等からなり，ドライウェル内側の隔離弁の上流

から抽出した蒸気によってタービンを駆動することで，外部電源

を必要としない設計とする。 

 

 

原子炉隔離時冷却系は，中央制御室からのスイッチ操作又は原

子炉水位異常低下信号によって起動する。 

原子炉隔離時冷却系の操作に必要な弁は，中央制御室から操作

ができない場合においても，現場操作が可能となるように手動ハ

ンドルを設け，現場で人力により確実に操作が可能な設計とする。 

  

 

 

3.2.5 重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

3.2.5.1 原子炉隔離時冷却系 

3.2.5.1.1 設備概要 

原子炉隔離時冷却系は，原子炉停止後何らかの原因で復水・給

水が停止した場合に，原子炉水位を維持するため，原子炉蒸気の

一部を用いたタービン駆動ポンプにより，サプレッション・プー

ル水を炉心に注入することを目的とする。 

 

原子炉隔離時冷却系の系統構成は，ポンプ，蒸気駆動タービン，

配管，弁類及び計測制御装置からなり，ドライウェル内側の主蒸

気隔離弁の上流から抽出した蒸気によってタービンを駆動する。 

 

 

 

原子炉停止後，原子炉が何らかの原因で熱除去源としての復水

器から隔離されると，炉心崩壊熱により発生した蒸気は，逃がし

安全弁を通してサプレッション・プール水中に流入する。復水・

給水系が停止したことにより原子炉水位は低下し，原子炉水位低

の信号で原子炉隔離時冷却系が自動起動して原子炉水位の回復を

図る。この系統は，原子炉水位低の信号による自動起動のほかに，

中央制御室又は中央制御室外原子炉停止装置からの手動操作によ

っても運転が可能である。 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ③の相違 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ③の相違 

 

 

 

 

・SA水源の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

復水貯蔵タンク 

原子炉建物 

サプレッション・チェンバ 

原
子
炉
圧
力
容
器 

原子炉格納容器 

主蒸気系 

原子炉浄化系より 

原子炉隔離時冷却ポンプ 

MO 

AO 

MO 

MO 

MO HO MO 

MO 

MO 

AO 

MO 

ドライウェル 

MO 

MO MO 

MO 

潤滑油クーラ 

バロメトリック復水器 

真空タンク 

MO 

残留熱除去系より 

MO 

床ドレンサンプ 

復水ポンプ 

MV221-2 

V221-575 

MV221-7 

MV221-22 

：蒸気（排気含む）ライン 

：注水ライン 

現場操作対象弁 

給水系より 

AO 

ストレーナ 

V221 

-577 

スパージャ 

MO 

高圧原子炉代替注水系へ 

原子炉隔離時冷却ポンプ 
駆動用蒸気タービン 

MV221-21 

MV221-6 

添3.2-42



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

低下を防止し水位を維持する機能も併せ持っている。 

本系統の系統概要図を図 3.2-8 に，重大事故等対処設備（設計

基準拡張）一覧を表 3.2-8 に示す。 

 

本系統は設計基準対象施設であるが，想定される重大事故等時

においてその機能を期待するため，重大事故等対処設備（設計基

準拡張）と位置付ける。 

 

本系統の系統概要図を第3.2－5図に，重大事故等対処設備一覧

を第3.2－9表に示す。 

  

原子炉隔離時冷却系は，設計基準事故対処設備であるが，想定

される重大事故等時において健全であれば，重大事故等対処設備

として使用する。 

 

 

本系統の系統概要図を図 3.2-8に，重大事故等対処設備（設計

基準拡張）一覧を表 3.2-8に示す。 

 

本系統は設計基準対象施設であるが，想定される重大事故等時

においてその機能を期待するため，重大事故等対処設備（設計基

準拡張）と位置付ける。 

 

 

 

 

図 3.2-8 原子炉隔離時冷却系 系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.2－5図 原子炉隔離時冷却系 系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-8 原子炉隔離時冷却系 系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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表 3.2-8 原子炉隔離時冷却系に関する重大事故等対処設備（設計

基準拡張）一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 原子炉隔離時冷却系ポンプ【常設】 

附属設備 ― 

水源※１ 復水貯蔵槽【常設】 

サプレッション・チェンバ【常設】 

流路 原子炉隔離時冷却系 配管・弁・ストレーナ【常設】 

主蒸気系 配管・弁【常設】 

復水補給水系 配管【常設】 

高圧炉心注水系 配管・弁【常設】 

給水系 配管・弁・スパージャ【常設】 

注入先 原子炉圧力容器【常設】 

電源設備※２ 所内蓄電式直流電源設備 

直流 125V蓄電池 A【常設】 

直流 125V蓄電池 A-2【常設】 

AM用直流 125V蓄電池【常設】 

直流 125V充電器 A【常設】 

直流 125V充電器 A-2【常設】 

AM用直流 125V充電器【常設】 

上記所内蓄電式直流電源設備への給電のための設備として以

下の設備を使用する。 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

計装設備※３ 原子炉隔離時冷却系系統流量【常設】 

原子炉水位(広帯域)【常設】 

原子炉水位(燃料域)【常設】 

原子炉水位(SA)【常設】 

原子炉圧力【常設】 

原子炉圧力(SA)【常設】 

復水貯蔵槽水位(SA)【常設】 

※1：水源については「3.13重大事故等の収束に必要となる水の供給設備(設置許

可基準規則第56条に対する設計方針を示す章)」で示す。 

※2：電源設備については「3.14電源設備(設置許可基準規則第57条に対する設計

方針を示す章)」で示す。 

※3：主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるた

めに把握することが必要な原子炉施設の状態 

計装設備については「3.15計装設備（設置許可基準規則第58条に対する設

計方針を示す章）」で示す。 

第 3.2－9表 原子炉隔離時冷却系に関する重大事故等対処設備 

一覧 

 

 

表 3.2-8 原子炉隔離時冷却系に関する重大事故等対処設備（設計

基準拡張）一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 原子炉隔離時冷却ポンプ【常設】 

附属設備 ― 

水源※１ サプレッション・チェンバ【常設】 

流路 蒸気系 

 原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁【常設】 

 主蒸気系 配管【常設】 

注水系 

 原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・弁・ストレーナ【常設】 

 原子炉浄化系 配管【常設】 

 給水系 配管・弁・スパージャ【常設】 

注入先 原子炉圧力容器【常設】 

電源設備※２ 所内常設蓄電式直流電源設備 

Ｂ－115V系蓄電池【常設】 

Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）【常設】 

230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）【常設】 

Ｂ－115V系充電器【常設】 

Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ）【常設】 

230V系充電器（ＲＣＩＣ）【常設】 

上記所内蓄電式直流電源設備への給電のための設備として以下

の設備を使用する。 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

計装設備※３ 原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量【常設】 

原子炉水位（広帯域）【常設】 

原子炉水位（燃料域）【常設】 

原子炉水位（ＳＡ）【常設】 

原子炉圧力【常設】 

原子炉圧力（ＳＡ）【常設】 

サプレッション・プール水位（ＳＡ）【常設】 

※１：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設

置許可基準規則第56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※２：電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第57条に対する

設計方針を示す章）」で示す。 

※３：主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるた

めに把握することが必要な原子炉施設の状態 

計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する

設計方針を示す章）」で示す。 

・設備の相違 

3.2.5.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

(1) 原子炉隔離時冷却系ポンプ 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.1.2 主要設備の仕様 

 主要設備の仕様を以下に示す。 

（1）原子炉隔離時冷却系ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉隔離時冷却系 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

型    式     横置多段うず巻き形 

台    数     1 

 

 

3.2.5.1.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

(1) 原子炉隔離時冷却ポンプ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 設備仕様の相違 
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容量 ：約 190m3/h/台 

全揚程 ：約 190m～約 900m 

個数 ：1 

 

 

 

取付箇所 ：原子炉建屋地下 3 階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，水源については「3.13 重大事故等の収束に必要とな

る水の供給設備（設置許可基準規則第 56 条に対する設計方

針を示す章）」，電源設備については「3.14電源設備（設置許

可基準規則第 57 条に対する設計方針を示す章）」，計装設備

については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58 条に対

する設計方針を示す章）」で示す。 

容    量     約 142m３／h 

全 揚 程     約 869m～約 186m 

 

最高使用圧力     10.35MPa［gage］ 

最高使用温度     77℃ 

材    料     炭素鋼 

 

 

(2) サプレッション・チェンバ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉格納施設 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷

却するための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

基    数     1 

容    量     約3,400m３ 

（サプレッション・チェンバ・

プール水量を示す。） 

最高使用圧力     310kPa［gage］ 

最高使用温度     104℃ 

材    料     炭素鋼 

 

 

 

容量   ：約 100m3/h/台 

全揚程  ：約 120m～約 900m 

個数   ：１ 

 

 

 

取付箇所 ：原子炉建物原子炉棟地下２階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，水源については「3.13 重大事故等の収束に必要と

なる水の供給設備（設置許可基準規則第 56条に対する設計

方針を示す章）」，電源設備については「3.14 電源設備（設

置許可基準規則第 57条に対する設計方針を示す章）」，計装

設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58条

に対する設計方針を示す章）」で示す。 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備仕様の相違 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

 ⑨の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 
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3.2.5.1.3 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

原子炉隔離時冷却系は，想定される重大事故等時に重大事故等

対処設備（設計基準拡張）として使用するため，「2.3 重大事故等

対処設備に関する基本方針」のうち，多様性，位置的分散を除く

設計方針を適用して設計を行う。 

原子炉隔離時冷却系ポンプについては，設計基準事故対処設備

として使用する場合と同様の系統構成で重大事故等においても使

用するため，他の施設に悪影響を及ぼさない設計である。 

重大事故等対処設備（設計基準拡張）としての原子炉隔離時冷

却系ポンプの多様性又は多重性，位置的分散については，非常用

交流電源設備（非常用ディーゼル発電機）及び非常用直流電源設

備（蓄電池（非常用））が使用可能な場合において，設計基準対象

施設として使用する場合と同様に表 3.2-9 に示す設計である。 

 

原子炉隔離時冷却系は，二以上の発電用原子炉施設において共

用しない設計である。 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

3.2.3.1.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

 原子炉隔離時冷却系は，想定される重大事故等時に重大事故等

対処設備として使用するため，「2.3 重大事故等対処設備に関す

る基本方針」のうち，多様性及び位置的分散を除く設計方針を適

用して設計を行う。 

原子炉隔離時冷却系ポンプについては，設計基準事故対処設備

として使用する場合と同様の系統構成で重大事故等においても使

用するため，他の施設に悪影響を及ぼさない設計である。 

 重大事故等対処設備としての原子炉隔離時冷却系ポンプの多様

性及び位置的分散については，非常用ディーゼル発電機及び常設

直流電源が使用可能な場合において，設計基準事故対処設備とし

て使用する場合と同様に第3.2－10表に示す設計である。 

 

 

原子炉隔離時冷却系は，二以上の原子炉施設において共用しな

い設計である。 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防

止等について」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5.1.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

原子炉隔離時冷却系は，想定される重大事故等時に重大事故等

対処設備（設計基準拡張）として使用するため，「2.3 重大事故等

対処設備に関する基本方針」のうち，多様性，位置的分散を除く

設計方針を適用して設計を行う。 

原子炉隔離時冷却ポンプについては，設計基準事故対処設備と

して使用する場合と同様の系統構成で重大事故等においても使用

するため，他の施設に悪影響を及ぼさない設計である。 

重大事故等対処設備（設計基準拡張）としての原子炉隔離時冷

却ポンプの多様性又は多重性，位置的分散については，非常用交

流電源設備（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機）及び非常用

直流電源設備（蓄電池（非常用））が使用可能な場合において，設

計基準対象施設として使用する場合と同様に表 3.2-9に示す設計

である。 

原子炉隔離時冷却系は，二以上の発電用原子炉施設において共

用しない設計である。 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 
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表 3.2-9 重大事故等対処設備（設計基準拡張）の多様性又は多重

性，位置的分散 

項目 重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

高圧炉心注水系 原子炉隔離時冷却系 

ポンプ 高圧炉心注水系ポンプ（B）（C） 原子炉隔離時冷却系ポンプ 

原子炉建屋地下 3階 原子炉建屋地下 3 階 

水源  復水貯蔵槽 

サプレッション・チェンバ 

復水貯蔵槽 

サプレッション・チェンバ 

駆動用空気 不要 不要 

潤滑方式 水潤滑 軸直結ポンプによる油潤滑 

冷却水 原子炉補機冷却水系 

及び原子炉補機冷却海水系 

自己冷却 

駆動電源 非常用交流電源設備 

（非常用ディーゼル発電機） 

非常用直流電源設備 

（蓄電池（非常用）） 

原子炉建屋 

地上 1階 

コントロール建屋 

地下 1階及び地下中 2階 
 

第 3.2-10表 重大事故対処設備の多様性及び位置的分散 

 

 

表 3.2-9 重大事故等対処設備（設計基準拡張）の多様性又は多重

性，位置的分散 

項目 重大事故等対処設備（設計基準拡張） 

高圧炉心スプレイ系 原子炉隔離時冷却系 

ポンプ 高圧炉心スプレイ・ポンプ 原子炉隔離時冷却ポンプ 

原子炉建物原子炉棟地下２階 原子炉建物原子炉棟地下２

階 

水源 サプレッション・チェンバ サプレッション・チェンバ 

駆動用空気 不要 不要 

潤滑方式 水潤滑 軸直結ポンプによる油潤滑 

冷却水 高圧炉心スプレイ補機冷却系及び 

高圧炉心スプレイ補機海水系 

自己冷却 

駆動電源 非常用交流電源設備 

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機） 

非常用直流電源設備 

（蓄電池（非常用）） 

原子炉建物付属棟 

地下２階 

廃棄物処理建物 

地下中１階 

  

・設備の相違 

原子炉隔離時冷却系ポンプについては，設計基準事故時の非常

用炉心冷却機能を兼用しており，設計基準事故時に使用する場合

の容量が，重大事故等の収束に必要な容量に対して十分である。 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

原子炉隔離時冷却系ポンプについては，原子炉建屋原子炉区域

内に設置される設備であることから，想定される重大事故等が発

生した場合における原子炉建屋原子炉区域内の環境条件及び荷重

条件を考慮し，その機能を有効に発揮することができるよう，表

3.2-10 に示す設計である。 

 原子炉隔離時冷却系ポンプについては，設計基準事故時の非常

用炉心冷却機能を兼用しており，設計基準事故時に使用する場合

の容量が，重大事故等の収束に必要な容量に対して十分である。 

 基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

 原子炉隔離時冷却系ポンプについては，原子炉建屋原子炉棟内

に設置される設備であることから，想定される重大事故等が発生

した場合における原子炉建屋原子炉棟内の環境条件を考慮し，そ

の機能を有効に発揮することができるよう，第3.2－11表に示す設

計である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉隔離時冷却ポンプについては，設計基準事故時に使用す

る場合の容量が，重大事故等の収束に必要な容量に対して十分で

ある。 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

原子炉隔離時冷却ポンプについては，原子炉建物原子炉棟内に

設置される設備であることから，想定される重大事故等が発生し

た場合における原子炉建物原子炉棟内の環境条件及び荷重条件を

考慮し，その機能を有効に発揮することができるよう，表 3.2-10

に示す設計である。 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 ⑤の相違 
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表 3.2-10 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等  対応 

温度・圧力・湿度・放射線 原子炉建屋原子炉区域内で想定される温度，圧

力，湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確

認した機器を使用する。 

屋外の天候による影響 屋外に設置するものではないため，天候による影

響は受けない。 

海水を通水する系統への

影響 

海水を通水しない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器

が損傷しないことを確認する（詳細は「2.1.2耐

震設計の基本方針」に示す）。 

風（台風）・積雪 原子炉建屋原子炉区域内に設置するため，風（台

風）及び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波に

よりその機能が損なわれない設計とする。 
 

第 3.2－11表 想定する環境条件 

 
 

表 3.2-10 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・放射線 原子炉建物原子炉棟内で想定される温度，圧力，

湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認

した機器を使用する。 

屋外の天候による影響 屋外に設置するものではないため，天候による影

響は受けない。 

海水を通水する系統への

影響 

海水を通水しない。 

地震 適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器

が損傷しないことを確認する（詳細は「2.1.2 耐

震設計の基本方針」に示す）。 

風（台風）・積雪 原子炉建物原子炉棟内に設置するため，風（台風）

及び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波に

よりその機能が損なわれない設計とする。 

  

 

また，原子炉隔離時冷却系は想定される重大事故等時において，

中央制御室にて操作可能な設計である。原子炉隔離時冷却系の系

統構成及び運転に必要な操作機器は，中央制御室で操作すること

から，操作位置の放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が

可能である。 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

原子炉隔離時冷却系については，設計基準対象施設として使用

する場合と同じ系統構成で重大事故等においても使用する設計で

ある。また，原子炉隔離時冷却系については，テストラインによ

り系統の機能・性能試験及び漏えいの有無の確認並びに弁の開閉

動作の確認が可能な設計である。 

原子炉隔離時冷却系ポンプについては，発電用原子炉の運転中

又は停止中に系統の機能・性能試験が可能な設計であり，発電用

原子炉の停止中に分解検査及び外観検査が可能な設計である。 

 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

  また，原子炉隔離時冷却系は中央制御室にて操作可能な設計

である。原子炉隔離時冷却系の系統構成及び運転に必要な操作

機器は，中央制御室で操作することから，操作位置の放射線量

が高くなるおそれが少ないため操作が可能である。 

   

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

  原子炉隔離時冷却系については，設計基準対象施設として使

用する場合と同じ系統構成で重大事故等においても使用する設

計である。また，原子炉隔離時冷却系については，テストライ

ンにより系統の機能・性能試験が可能な設計である。 

 

  原子炉隔離時冷却系ポンプについては，発電用原子炉の運転

中又は停止中に系統の機能・性能試験が可能な設計であり，発

電用原子炉の停止中に分解検査及び外観検査が可能な設計であ

る。 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に

示す。 

 

 

 

 

また，原子炉隔離時冷却系は想定される重大事故等時において，

中央制御室にて操作可能な設計である。原子炉隔離時冷却系の系

統構成及び運転に必要な操作機器は，中央制御室で操作すること

から，操作位置の放射線量が高くなるおそれが少ないため操作が

可能である。 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 

原子炉隔離時冷却系については，設計基準対象施設として使用

する場合と同じ系統構成で重大事故等においても使用する設計で

ある。また，原子炉隔離時冷却系については，テストラインによ

り系統の機能・性能試験及び漏えいの有無の確認並びに弁の開閉

動作の確認が可能な設計である。 

原子炉隔離時冷却ポンプについては，発電用原子炉の運転中又

は停止中に系統の機能・性能試験が可能な設計であり，発電用原

子炉の停止中に分解検査及び外観検査が可能な設計である。 

 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 
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3.2.5.2 高圧炉心注水系 

3.2.5.2.1 設備概要 

高圧炉心注水系は，非常用炉心冷却系の 1 つである。 

非常用炉心冷却系は，冷却材喪失事故時に燃料被覆管の重大な

損傷を防止し，ジルコニウム－水反応を極力抑え，崩壊熱を長期

にわたって除去する機能を持ち，低圧注水系，高圧炉心注水系，

原子炉隔離時冷却系及び自動減圧系で構成する。 

 

高圧炉心注水系は，電動機駆動ポンプ 2 台，スパージャ，配管，

弁類，ストレーナ及び計測制御装置からなり，冷却材喪失事故時

には，低圧注水系，原子炉隔離時冷却系及び自動減圧系と連携し

て炉心を冷却する機能を有する。 

 

 

 

 

本系統は，原子炉水位低又はドライウェル圧力高の信号で作動

を開始し，復水貯蔵槽の水又はサプレッション・チェンバのプー

ル水を炉心上部に取付けられたスパージャから燃料集合体上に注

水することによって炉心を冷却する。 

また，原子炉水位高信号で注水を自動的に停止する。この系は，

中央制御室外原子炉停止装置からの手動操作によっても運転が可

能である。 

水源は，第一次水源として復水貯蔵槽の水を使用するが，復水

貯蔵槽の水位が設定値より下がるか，サプレッション・チェンバ

のプール水位が設定値より上がると第二次水源のサプレッショ

ン・チェンバのプール水に自動的に切り替わるようになっている。 

 

本系統の系統概要図を図 3.2-9 に，重大事故等対処設備（設計

基準拡張）一覧を表 3.2-11 に示す。 

 

本系統は設計基準対象施設であるが，想定される重大事故等時

においてその機能を期待するため，重大事故等対処設備（設計基

準拡張）と位置付ける。 

3.2.3.2 高圧炉心スプレイ系 

3.2.3.2.1 設備概要 

 高圧炉心スプレイ系は，非常用炉心冷却系の１つである。 

非常用炉心冷却系は，冷却材喪失事故時に燃料被覆管の重大な

損傷を防止し，ジルコニウム－水反応を抑え，崩壊熱を長期にわ

たり除去する機能を持ち，低圧注水系，低圧スプレイ系，高圧炉

心スプレイ系及び自動減圧系で構成する。 

  

高圧炉心スプレイ系の構成は，電動機駆動ポンプ1台，スパージ

ャ，配管，弁等からなり，専用の母線及びディーゼル発電機によ

り作動する。 

  

 

 

 

 

高圧炉心スプレイ系は，原子炉水位異常低下（レベル２）信号

又はドライウェル圧力高信号により自動起動する。水源としては，

サプレッション・チェンバのプール水を使用するが，自主対策設

備である復水貯蔵タンクの水も使用可能な系統となっている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

高圧炉心スプレイ系の系統概要図を第3.2－6図に，重大事故等

対処設備一覧を第3.2－12表に示す。 

  

高圧炉心スプレイ系は，設計基準事故対処設備であるが，想定

される重大事故等時においてその機能を考慮するため，重大事故

等対処設備と位置付ける。 

 

 

 

 

3.2.5.2 高圧炉心スプレイ系 

3.2.5.2.1 設備概要 

高圧炉心スプレイ系は，非常用炉心冷却系の１つである。 

非常用炉心冷却系は，冷却材喪失事故時に燃料被覆管の大破損

を防止し，ジルコニウム－水反応を極力抑え，崩壊熱を長期にわ

たって除去する機能を持ち，低圧炉心スプレイ系，低圧注水系，

高圧炉心スプレイ系及び自動減圧系で構成する。 

 

高圧炉心スプレイ系は，電動機駆動ポンプ１台，スパージャ配

管・弁類，ストレーナ及び計測制御装置からなり，大破断事故時

には低圧炉心スプレイ系及び低圧注水系と連携し，中小破断事故

時には単独で炉心を冷却する機能を有する。 

 

 

 

 

本系統は，原子炉水位低（レベル１H）又は格納容器圧力高の信

号で作動を開始し，サプレッション・プール水を炉心上部に取付

けられたスパージャ・ヘッダのノズルから燃料集合体上にスプレ

イすることによって炉心を冷却する。 

また，原子炉水位高（レベル８）信号でスプレイを自動的に停

止する。 

 

 

 

 

 

 

本系統の系統概要図を図 3.2-9に，重大事故等対処設備（設計

基準拡張）一覧を表 3.2-11に示す。 

 

本系統は設計基準対象施設であるが，想定される重大事故等時

においてその機能を期待するため，重大事故等対処設備（設計基

準拡張）と位置付ける。 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 ⑤の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 系統構成の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉の HPCS ポ

ンプは，LOCA 時におい

て ADSと連携しない 

 

 

・SA水源の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 

 

 

 

・SA水源の相違 

【柏崎 6/7】 

 ①の相違 
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図 3.2-9 高圧炉心注水系 系統概要図 

 

 

 

 

第 3.2－6図 高圧炉心スプレイ系 系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-9 高圧炉心スプレイ系 系統概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

添3.2-50



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

表 3.2-11高圧炉心注水系に関する重大事故等対処設備（設計基準

拡張）一覧  

設備区分 設備名 

主要設備 高圧炉心注水系ポンプ【常設】 

附属設備 ― 

水源※１ 復水貯蔵槽【常設】 

サプレッション・チェンバ【常設】 

流路 高圧炉心注水系 配管・弁・ストレーナ・スパージャ【常設】 

復水補給水系配管【常設】 

注水先 原子炉圧力容器【常設】 

電源設備※１ 非常用交流電源設備 

非常用ディーゼル発電機（設計基準拡張）【常設】 

計装設備※３ 高圧炉心注入系系統流量【常設】 

原子炉水位（広帯域）【常設】 

原子炉水位（燃料域）【常設】 

原子炉水位（SA）【常設】 

復水貯蔵槽水位（SA）【常設】 

※1：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置許

可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※2：電源設備については「3.14電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する設計

方針を示す章）」で示す。 

※3：主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるために

把握することが必要な原子炉施設の状態 

計装設備については「3.15計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する設計

方針を示す章）」で示す。 

 

第 3.2－12表 高圧炉心スプレイ系に関する重大事故等対処 

設備一覧 

 

 

表 3.2-11 高圧炉心スプレイ系に関する重大事故等対処設備（設

計基準拡張）一覧 

設備区分 設備名 

主要設備 高圧炉心スプレイ・ポンプ【常設】 

附属設備 ― 

水源※１ サプレッション・チェンバ【常設】 

流路 高圧炉心スプレイ系 配管・弁・ストレーナ・スパージャ【常設】 

注水先 原子炉圧力容器【常設】 

電源設備※２ 非常用交流電源設備 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機（設計基準拡張）【常設】 

計装設備※３ 高圧炉心スプレイポンプ出口流量【常設】 

原子炉水位（広帯域）【常設】 

原子炉水位（燃料域）【常設】 

原子炉水位（ＳＡ）【常設】 

サプレッション・プール水位（ＳＡ）【常設】 

※１：水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備（設置許

可基準規則第 56条に対する設計方針を示す章）」で示す。 

※２：電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第 57条に対する設

計方針を示す章）」で示す。 

※３：主要設備を用いた炉心損傷防止及び格納容器破損防止対策を成功させるため

に把握することが必要な原子炉施設の状態 

計装設備については「3.15 計装設備（設置許可基準規則第 58条に対する設計

方針を示す章）」で示す。 

 

・設備の相違 

3.2.5.2.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 高圧炉心注水系ポンプ 

 

 

 

 

 

容量 ：約 180m3/h/台～約 730m3/h/台 

全揚程 ：約 890m～約 190m 

個数 ：2 

 

 

3.2.3.2.2 主要設備の仕様 

  主要設備の仕様を以下に示す。 

 

（1）高圧炉心スプレイ系ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用炉心冷却系 

型 式     多段たて形式 

台 数     1 

 

容 量     約 1,440t／h 

全  揚  程     約 257m 

 

 最高使用圧力      10.69MPa［gage］ 

最高使用温度      100℃ 

3.2.5.2.2 主要設備の仕様 

主要機器の仕様を以下に示す。 

 

(1) 高圧炉心スプレイ・ポンプ 

 

 

 

 

 

容量   ：約 320m3/h～約 1050m3/h 

全揚程  ：約 890m～約 260m 

個数   ：１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 設備仕様の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備仕様の相違 
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取付箇所 ：原子炉建屋地下 3 階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水

の供給設備（設置許可基準規則第 56 条に対する設計方針を示す

章）」，電源設備については「3.14電源設備（設置許可基準規則第

57 条に対する設計方針を示す章）」，計装設備については「3.15 計

装設備（設置許可基準規則第 58 条に対する設計方針を示す章）」

で示す。 

材 料     鋳鋼 

 

 

(2) サプレッション・チェンバ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉格納施設 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷

却するための設備 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

基    数     1 

容    量     約3,400m３ 

（サプレッション・チェンバ・  

プール水量を示す。） 

最高使用圧力     310kPa[gage] 

最高使用温度     104℃ 

材 料    炭素鋼 

 

取付箇所：原子炉建物原子炉棟地下２階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，水源については「3.13 重大事故等の収束に必要となる水

の供給設備（設置許可基準規則第 56条に対する設計方針を示す

章）」，電源設備については「3.14 電源設備（設置許可基準規則第

57条に対する設計方針を示す章）」，計装設備については「3.15 計

装設備（設置許可基準規則第 58条に対する設計方針を示す章）」

で示す。 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

⑨の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

3.2.5.2.3 設置許可基準規則第 43 条への適合方針 

高圧炉心注水系は，想定される重大事故等時に重大事故等対処

設備（設計基準拡張）として使用するため，「2.3 重大事故等対処

設備に関する基本方針」のうち，多様性，位置的分散を除く設計

方針を適用して設計を行う。 

高圧炉心注水系ポンプについては，設計基準対象施設として使

用する場合と同様の系統構成で重大事故等においても使用するた

め，他の施設に悪影響を及ぼさない設計である。 

重大事故等対処設備（設計基準拡張）としての高圧炉心注水系

ポンプの多様性又は多重性，位置的分散については，非常用ディ

ーゼル発電機及び常設直流電源が使用可能な場合において，設計

3.2.3.2.3 設置許可基準規則第43条への適合方針 

 高圧炉心スプレイ系は，想定される重大事故等時に重大事故等

対処設備として使用するため，「2.3 重大事故等対処設備に関す

る基本方針」のうち，多様性及び位置的分散を除く設計方針を適

用して設計を行う。 

高圧炉心スプレイ系ポンプは，設計基準対象施設として使用す

る場合と同様の系統構成で重大事故等においても使用するため，

他の施設に悪影響を及ぼさない設計である。 

重大事故等対処設備としての高圧炉心スプレイ系ポンプの多様

性及び位置的分散については，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機及び常設直流電源が使用可能な場合において，設計基準事故

3.2.5.2.3 設置許可基準規則第 43条への適合方針 

高圧炉心スプレイ系は，想定される重大事故等時に重大事故等

対処設備（設計基準拡張）として使用するため，「2.3 重大事故等

対処設備に関する基本方針」のうち，多様性，位置的分散を除く

設計方針を適用して設計を行う。 

高圧炉心スプレイ・ポンプについては，設計基準対象施設とし

て使用する場合と同様の系統構成で重大事故等においても使用す

るため，他の施設に悪影響を及ぼさない設計である。 

重大事故等対処設備（設計基準拡張）としての高圧炉心スプレ

イ・ポンプの多様性又は多重性，位置的分散については，高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機及び常設直流電源が使用可能な場
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基準対象施設として使用する場合と同様に表 3.2-9 に示す設計で

ある。 

高圧炉心注水系は，二以上の発電用原子炉施設において共用し

ない設計である。 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

 

高圧炉心注水系ポンプについては，設計基準事故時の非常用炉

心冷却機能を兼用しており，設計基準事故時に使用する場合の容

量が，重大事故等の収束に必要な容量に対して十分である。 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

高圧炉心注水系ポンプについては，原子炉建屋原子炉区域内に

設置される設備であることから，想定される重大事故等が発生し

た場合における原子炉建屋原子炉区域内の環境条件及び荷重条件

を考慮し，その機能を有効に発揮することができるよう，表 3.2-12 

に示す設計である。 

対処設備として使用する場合と同様に第3.2－10表に示す設計で

ある。 

 高圧炉心スプレイ系は，二以上の原子炉施設において共用しな

い。 

 

 

 

 高圧炉心スプレイ系ポンプは，設計基準事故時の非常用炉心冷

却機能を兼用しており，設計基準事故時に使用する場合の容量が，

重大事故等時の収束に必要な容量に対して十分である。 

 基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

 高圧炉心スプレイ系ポンプは，原子炉建屋原子炉棟内に設置さ

れる設備であることから，想定される重大事故等が発生した場合

における原子炉建屋原子炉棟内の環境条件を考慮し，その機能を

有効に発揮することができるよう，第3.2－13表に示す設計であ

る。 

 

合において，設計基準対象施設として使用する場合と同様に表

3.2-9に示す設計である。 

高圧炉心スプレイ系は，二以上の発電用原子炉施設において共

用しない設計である。 

基本方針については，「2.3.1 多様性，位置的分散，悪影響防止

等」に示す。 

 

高圧炉心スプレイ・ポンプについては，設計基準事故時の非常

用炉心冷却機能を兼用しており，設計基準事故時に使用する場合

の容量が，重大事故等の収束に必要な容量に対して十分である。 

基本方針については，「2.3.2 容量等」に示す。 

 

高圧炉心スプレイ・ポンプについては，原子炉建物原子炉棟内

に設置される設備であることから，想定される重大事故等が発生

した場合における原子炉建物原子炉棟内の環境条件及び荷重条件

を考慮し，その機能を有効に発揮することができるよう，表 3.2-12

に示す設計である。 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

表 3.2-12想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等  対応 

温度・圧力・湿度・放射線 原子炉建屋原子炉区域内で想定される温度，圧

力，湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を

確認した機器を使用する。 

屋外の天候による影響 屋外に設置するものではないため，天候による

影響は受けない。 

海水を通水する系統への影響 海水を通水しない。 

地震  適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器

が損傷しないことを確認する（詳細は「2.1.2 耐

震設計の基本方針」に示す）。 

風（台風）・積雪 原子炉建屋原子炉区域内に設置するため，風（台

風）及び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波

によりその機能が損なわれない設計とする。 
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表 3.2-12 想定する環境条件及び荷重条件 

環境条件等 対応 

温度・圧力・湿度・放射線 原子炉建物原子炉棟内で想定される温度，圧力，

湿度及び放射線条件下に耐えられる性能を確認し

た機器を使用する。 

屋外の天候による影響 屋外に設置するものではないため，天候による影

響は受けない。 

海水を通水する系統への影響 海水を通水しない。 

地震  適切な地震荷重との組合せを考慮した上で機器が

損傷しないことを確認する（詳細は「2.1.2 耐震

設計の基本方針」に示す）。 

風（台風）・積雪 原子炉建物原子炉棟内に設置するため，風（台風）

及び積雪の影響は受けない。 

電磁的障害 重大事故等が発生した場合においても，電磁波に

よりその機能が損なわれない設計とする。 
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また，高圧炉心注水系は中央制御室にて操作可能な設計である。

高圧炉心注水系の系統構成及び運転に必要な操作機器は，中央制

御室で操作することから，操作位置の放射線量が高くなるおそれ

が少ないため操作が可能である。 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

高圧炉心注水系については，設計基準対象施設として使用する

場合と同じ系統構成で重大事故等においても使用する設計であ

る。 

また，高圧炉心注水系については，テストラインにより系統の

機能・性能試験及び漏えいの有無の確認並びに弁の開閉動作の確

認が可能な設計である。 

高圧炉心注水系ポンプについては，発電用原子炉の運転中又は

停止中に系統の機能・性能試験が可能な設計であり，発電用原子

炉の停止中に分解検査及び外観検査が可能な設計である。 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 

 また，高圧炉心スプレイ系は，中央制御室にて操作可能な設計

である。高圧炉心スプレイ系の系統構成及び運転に必要な操作機

器は，中央制御室で操作することから，操作位置の放射線量が高

くなるおそれが少ないため操作が可能である。 

 基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

 高圧炉心スプレイ系には，設計基準対象施設として使用する場

合と同じ系統構成で重大事故等においても使用する設計とする。 

 

 また，高圧炉心スプレイ系は，テストラインにより系統の機能・

性能試験が可能な設計である。 

 

 高圧炉心スプレイ系ポンプについては，発電用原子炉の運転中

又は停止中に系統の機能・性能試験が可能な設計であり，発電用

原子炉の停止中に分解検査及び外観検査が可能な設計である。 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，高圧炉心スプレイ系は中央制御室にて操作可能な設計で

ある。高圧炉心スプレイ系の系統構成及び運転に必要な操作機器

は，中央制御室で操作することから，操作位置の放射線量が高く

なるおそれが少ないため操作が可能である。 

基本方針については，「2.3.3 環境条件等」に示す。 

高圧炉心スプレイ系については，設計基準対象施設として使用

する場合と同じ系統構成で重大事故等時においても使用する設計

である。 

また，高圧炉心スプレイ系については，テストラインにより系

統の機能・性能試験及び漏えいの有無の確認並びに弁の開閉動作

の確認が可能な設計である。 

高圧炉心スプレイ・ポンプについては，発電用原子炉の運転中

又は停止中に系統の機能・性能試験が可能な設計であり，発電用

原子炉の停止中に分解検査及び外観検査が可能な設計である。 

基本方針については，「2.3.4 操作性及び試験・検査性」に示す。 
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